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約
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除
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十
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派
遣
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約
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解

除
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つ
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元
事

業
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き
措

置
等
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十
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期

雇
用

派
遣

労
働
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安

定
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三

十
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階
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か

つ
体

系
的

な
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訓

練
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十
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理
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待
遇

の
禁

止
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三

十
条
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労

使
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定
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三

十
条

の
五
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務

の
内

容
等

を
勘
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し

た
賃

金
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定
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三

十
条
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六

(就
業

規
則

の
作

成
の

手
続
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三

十
条
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七

(派
遣

労
働

者
等

の
福

祉
の
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進

) 
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三

十
一

条
(適

正
な

派
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就
業

の
確

保
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三

十
一

条
の

二
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遇
に

関
す

る
事

項
等
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三

十
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条
(派
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働
者

で
あ

る
こ

と
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示
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労

働
者

に
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雇

用
制
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十
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条

件
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○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

(昭
和

六
十

年
七

月
五

日
法

律
第

八
十

八
号

)
 最

終
改

正
：
令

和
四

年
六

月
一

七
日

法
律

第
六

八
号

　
第

一
章

　
総

則
（
第

一
条

―
第

三
条

）

　
第

二
章

　
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
に

関
す

る
措

置
　

　
第

一
節

　
業

務
の

範
囲

（
第

四
条

）
　

　
第

二
節

　
事

業
の

許
可

（
第

五
条

―
第

二
十

二
条

）
　

　
第

三
節

　
補

則
（
第

二
十

三
条

―
第

二
十

五
条

）
　

第
三

章
　

派
遣

労
働

者
の

保
護

等
に

関
す

る
措

置
　

　
第

一
節

　
労

働
者

派
遣

契
約

（
第

二
十

六
条

―
第

二
十

九
条

の
二

）
　

　
第

二
節

　
派

遣
元

事
業

主
の

講
ず

べ
き

措
置

等
（
第

三
十

条
―

第
三

十
八

条
）

　
　

第
三

節
　

派
遣

先
の

講
ず

べ
き

措
置

等
（
第

三
十

九
条

―
第

四
十

三
条

）
　

　
第

四
節

　
労

働
基

準
法

等
の

適
用

に
関

す
る

特
例

等
（
第

四
十

四
条

―
第

四
十

七
条

の
四

）

　
第

四
章

　
紛

争
の

解
決

　
　

第
一

節
　

紛
争

の
解

決
の

援
助

等
（
第

四
十

七
条

の
五

―
第

四
十

七
条

の
七

）
　

　
第

二
節

　
調

停
（
第

四
十

七
条

の
八

―
第

四
十

七
条

の
十

）
　

第
五

章
　

雑
則

（
第

四
十

七
条

の
十

一
―

第
五

十
七

条
）

　
第

六
章

　
罰

則
（
第

五
十

八
条

―
第

六
十

二
条

）
　

附
則

 

　
　

　
第

一
章

　
総

則
（
目

的
）

第
一

条
 　

こ
の

法
律

は
、

職
業

安
定

法
 （

昭
和

二
十

二
年

法
律

第
百

四
十

一
号

）
と

相
ま

つ
て

労
働

力
の

需
給

の
適

正
な

調
整

を
図

る
た

め
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
に

関
す

る
措

置
を

講
ず

る
と

と
も

に
、

派
遣

労
働

者
の

保
護

等
を

図
り

、
も

つ
て

派
遣

労
働

者
の

雇
用

の
安

定
そ

の
他

福
祉

の
増

進
に

資
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

（
用

語
の

意
義

）
第

二
条

 　
こ

の
法

律
に

お
い

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

用
語

の
意

義
は

、
当

該
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 一
 　

労
働

者
派

遣
　

自
己

の
雇

用
す

る
労

働
者

を
、

当
該

雇
用

関
係

の
下

に
、

か
つ

、
他

人
の

指
揮

命
令

を
受

け
て

、
当

該
他

人
の

た
め

に
労

働
に

従
事

さ
せ

る
こ

と
を

い
い

、
当

該
他

人
に

対
し

当
該

労
働

者
を

当
該

他
人

に
雇

用
さ

せ
る

こ
と

を
約

し
て

す
る

も
の

を
含

ま
な

い
も

の
と

す
る

。
 二

 　
派

遣
労

働
者

　
事

業
主

が
雇

用
す

る
労

働
者

で
あ

つ
て

、
労

働
者

派
遣

の
対

象
と

な
る

も
の

を
い

う
。

 三
 　

労
働

者
派

遣
事

業
　

労
働

者
派

遣
を

業
と

し
て

行
う

こ
と

を
い

う
。

 四
 　

紹
介

予
定

派
遣

　
労

働
者

派
遣

の
う

ち
、

第
五

条
第

一
項

の
許

可
を

受
け

た
者

（
以

下
「
派

遣
元

事
業

主
」
と

い
う

。
）
が

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
の

開
始

前
又

は
開

始
後

に
、

当
該

労
働

者
派

遣
に

係
る

派
遣

労
働

者
及

び
当

該
派

遣
労

働
者

に
係

る
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
（
第

三
章

第
四

節
を

除
き

、
以

下
「
派

遣
先

」
と

い
う

。
）
に

つ
い

て
、

職
業

安
定

法
 そ

の
他

の
法

律
の

規
定

に
よ

る
許

可
を

受
け

て
、

又
は

届
出

を
し

て
、

職
業

紹
介

を
行

い
、

又
は

行
う

こ
と

を
予

定
し

て
す

る
も

の
を

い
い

、
当

該
職

業
紹

介
に

よ
り

、
当

該
派

遣
労

働
者

が
当

該
派

遣
先

に
雇

用
さ

れ
る

旨
が

、
当

該
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

の
終

了
前

に
当

該
派

遣
労

働
者

と
当

該
派

遣
先

と
の

間
で

約
さ

れ
る

も
の

を
含

む
も

の
と

す
る

。
（
船

員
に

対
す

る
適

用
除

外
）

第
三

条
 　

こ
の

法
律

は
、

船
員

職
業

安
定

法
 （

昭
和

二
十

三
年

法
律

第
百

三
十

号
）
第

六
条

第
一

項
 に

規
定

す
る

船
員

に
つ

い
て

は
、

適
用

し
な

い
。

　
　

　
第

二
章

　
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
に

関
す

る
措

置
　

　
　

　
第

一
節

　
業

務
の

範
囲

第
四

条
 　

何
人

も
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

業
務

に
つ

い
て

、
労

働
者

派
遣

事
業

を
行

つ
て

は
な

ら
な

い
。

 一
 　

港
湾

運
送

業
務

（
港

湾
労

働
法

 （
昭

和
六

十
三

年
法

律
第

四
十

号
）
第

二
条

第
二

号
 に

規
定

す
る

港
湾

運
送

の
業

務
及

び
同

条
第

一
号

 に
規

定
す

る
港

湾
以

外
の

港
湾

に
お

い
て

行
わ

れ
る

当
該

業
務

に
相

当
す

る
業

務
と

し
て

政
令

で
定

め
る

業
務

を
い

う
。

）
 二

 　
建

設
業

務
（
土

木
、

建
築

そ
の

他
工

作
物

の
建

設
、

改
造

、
保

存
、

修
理

、
変

更
、

破
壊

若
し

く
は

解
体

の
作

業
又

は
こ

れ
ら

の
作

業
の

準
備

の
作

業
に

係
る

業
務

を
い

う
。

）
 三

 　
警

備
業

法
 （

昭
和

四
十

七
年

法
律

第
百

十
七

号
）
第

二
条

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
業

務
そ

の
他

そ
の

業
務

の
実

施
の

適
正

を
確

保
す

る
た

め
に

は
業

と
し

て
行

う
労

働
者

派
遣

（
次

節
並

び
に

第
二

十
三

条
第

二
項

、
第

四
項

及
び

第
五

項
に

お
い

て
単

に
「
労

働
者

派
遣

」
と

い
う

。
）

に
よ

り
派

遣
労

働
者

に
従

事
さ

せ
る

こ
と

が
適

当
で

な
い

と
認

め
ら

れ
る

業
務

と
し

て
政

令
で

定
め

る
業

務
２

 　
厚

生
労

働
大

臣
は

、
前

項
第

三
号

の
政

令
の

制
定

又
は

改
正

の
立

案
を

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

労
働

政
策

審
議

会
の

意
見

を
聴

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
　

　
第

一
章

　
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
に

関
す

る
措

置
　

　
　

　
第

一
節

　
業

務
の

範
囲

第
一

条
 　

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び

派
遣

労
働

者
の

保
護

等
に

関
す

る
法

律
施

行
令

（
昭

和
六

十
一

年
政

令
第

九
十

五
号

。
以

下
「
令

」
と

い
う

。
）
第

二
条

第
一

項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

場
所

は
、

次
に

掲
げ

る
場

所
と

す
る

。

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

( 昭
和

六
十

一
年

四
月

十
七

日
労

働
省

第
二

十
号

)
最

終
改

正
：
令

和
五

年
三

月
三

〇
日

厚
生

労
働

省
令

第
四

五
号

　
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
就

業
条

件
の

整
備

等
に

関
す

る
法

律
（
昭

和
六

十
年

法
律

第
八

十
八

号
）
の

規
定

に
基

づ
き

、
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
就

業
条

件
の

整
備

等
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
を

次
の

よ
う

に
定

め
る

。

　
　

第
三

節
　

派
遣

先
の

講
ず

べ
き

措
置

等
（
第

三
十

二
条

の
二

―
第

三
十

八
条

）

　
　

第
一

節
　

労
働

者
派

遣
契

約
（
第

二
十

一
条

―
第

二
十

四
条

の
六

）
　

　
第

二
節

　
派

遣
元

事
業

主
の

講
ず

べ
き

措
置

等
（
第

二
十

五
条

―
第

三
十

二
条

）

　
第

一
章

　
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
に

関
す

る
措

置
　

　
第

一
節

　
業

務
の

範
囲

（
第

一
条

）
　

　
第

二
節

　
事

業
の

許
可

（
第

一
条

の
二

―
第

十
六

条
）

　
　

第
三

節
　

補
則

（
第

十
七

条
―

第
二

十
条

）
　

第
二

章
　

派
遣

労
働

者
の

保
護

等
に

関
す

る
措

置

　
第

三
章

　
紛

争
の

解
決

（
第

四
十

六
条

の
二

）

（
令

第
二

条
第

一
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
場

所
等

）

　
第

四
章

　
雑

則
（
第

四
十

七
条

―
第

五
十

五
条

）

　
　

第
四

節
　

労
働

基
準

法
等

の
適

用
に

関
す

る
特

例
等

（
第

三
十

九
条

―
第

四
十

六
条

）

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

派
　

遣
　

法料
資
係
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

(昭
和

六
十

年
七

月
五

日
法

律
第

八
十

八
号

)
 最

終
改

正
：
令

和
四

年
六

月
一

七
日

法
律

第
六

八
号

　
第

一
章

　
総

則
（
第

一
条

―
第

三
条

）

　
第

二
章

　
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
に

関
す

る
措

置
　

　
第

一
節

　
業

務
の

範
囲

（
第

四
条

）
　

　
第

二
節

　
事

業
の

許
可

（
第

五
条

―
第

二
十

二
条

）
　

　
第

三
節

　
補

則
（
第

二
十

三
条

―
第

二
十

五
条

）
　

第
三

章
　

派
遣

労
働

者
の

保
護

等
に

関
す

る
措

置
　

　
第

一
節

　
労

働
者

派
遣

契
約

（
第

二
十

六
条

―
第

二
十

九
条

の
二

）
　

　
第

二
節

　
派

遣
元

事
業

主
の

講
ず

べ
き

措
置

等
（
第

三
十

条
―

第
三

十
八

条
）

　
　

第
三

節
　

派
遣

先
の

講
ず

べ
き

措
置

等
（
第

三
十

九
条

―
第

四
十

三
条

）
　

　
第

四
節

　
労

働
基

準
法

等
の

適
用

に
関

す
る

特
例

等
（
第

四
十

四
条

―
第

四
十

七
条

の
四

）

　
第

四
章

　
紛

争
の

解
決

　
　

第
一

節
　

紛
争

の
解

決
の

援
助

等
（
第

四
十

七
条

の
五

―
第

四
十

七
条

の
七

）
　

　
第

二
節

　
調

停
（
第

四
十

七
条

の
八

―
第

四
十

七
条

の
十

）
　

第
五

章
　

雑
則

（
第

四
十

七
条

の
十

一
―

第
五

十
七

条
）

　
第

六
章

　
罰

則
（
第

五
十

八
条

―
第

六
十

二
条

）
　

附
則

 

　
　

　
第

一
章

　
総

則
（
目

的
）

第
一

条
 　

こ
の

法
律

は
、

職
業

安
定

法
 （

昭
和

二
十

二
年

法
律

第
百

四
十

一
号

）
と

相
ま

つ
て

労
働

力
の

需
給

の
適

正
な

調
整

を
図

る
た

め
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
に

関
す

る
措

置
を

講
ず

る
と

と
も

に
、

派
遣

労
働

者
の

保
護

等
を

図
り

、
も

つ
て

派
遣

労
働

者
の

雇
用

の
安

定
そ

の
他

福
祉

の
増

進
に

資
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

（
用

語
の

意
義

）
第

二
条

 　
こ

の
法

律
に

お
い

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

用
語

の
意

義
は

、
当

該
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 一
 　

労
働

者
派

遣
　

自
己

の
雇

用
す

る
労

働
者

を
、

当
該

雇
用

関
係

の
下

に
、

か
つ

、
他

人
の

指
揮

命
令

を
受

け
て

、
当

該
他

人
の

た
め

に
労

働
に

従
事

さ
せ

る
こ

と
を

い
い

、
当

該
他

人
に

対
し

当
該

労
働

者
を

当
該

他
人

に
雇

用
さ

せ
る

こ
と

を
約

し
て

す
る

も
の

を
含

ま
な

い
も

の
と

す
る

。
 二

 　
派

遣
労

働
者

　
事

業
主

が
雇

用
す

る
労

働
者

で
あ

つ
て

、
労

働
者

派
遣

の
対

象
と

な
る

も
の

を
い

う
。

 三
 　

労
働

者
派

遣
事

業
　

労
働

者
派

遣
を

業
と

し
て

行
う

こ
と

を
い

う
。

 四
 　

紹
介

予
定

派
遣

　
労

働
者

派
遣

の
う

ち
、

第
五

条
第

一
項

の
許

可
を

受
け

た
者

（
以

下
「
派

遣
元

事
業

主
」
と

い
う

。
）
が

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
の

開
始

前
又

は
開

始
後

に
、

当
該

労
働

者
派

遣
に

係
る

派
遣

労
働

者
及

び
当

該
派

遣
労

働
者

に
係

る
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
（
第

三
章

第
四

節
を

除
き

、
以

下
「
派

遣
先

」
と

い
う

。
）
に

つ
い

て
、

職
業

安
定

法
 そ

の
他

の
法

律
の

規
定

に
よ

る
許

可
を

受
け

て
、

又
は

届
出

を
し

て
、

職
業

紹
介

を
行

い
、

又
は

行
う

こ
と

を
予

定
し

て
す

る
も

の
を

い
い

、
当

該
職

業
紹

介
に

よ
り

、
当

該
派

遣
労

働
者

が
当

該
派

遣
先

に
雇

用
さ

れ
る

旨
が

、
当

該
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

の
終

了
前

に
当

該
派

遣
労

働
者

と
当

該
派

遣
先

と
の

間
で

約
さ

れ
る

も
の

を
含

む
も

の
と

す
る

。
（
船

員
に

対
す

る
適

用
除

外
）

第
三

条
 　

こ
の

法
律

は
、

船
員

職
業

安
定

法
 （

昭
和

二
十

三
年

法
律

第
百

三
十

号
）
第

六
条

第
一

項
 に

規
定

す
る

船
員

に
つ

い
て

は
、

適
用

し
な

い
。

　
　

　
第

二
章

　
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
に

関
す

る
措

置
　

　
　

　
第

一
節

　
業

務
の

範
囲

第
四

条
 　

何
人

も
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

業
務

に
つ

い
て

、
労

働
者

派
遣

事
業

を
行

つ
て

は
な

ら
な

い
。

 一
 　

港
湾

運
送

業
務

（
港

湾
労

働
法

 （
昭

和
六

十
三

年
法

律
第

四
十

号
）
第

二
条

第
二

号
 に

規
定

す
る

港
湾

運
送

の
業

務
及

び
同

条
第

一
号

 に
規

定
す

る
港

湾
以

外
の

港
湾

に
お

い
て

行
わ

れ
る

当
該

業
務

に
相

当
す

る
業

務
と

し
て

政
令

で
定

め
る

業
務

を
い

う
。

）
 二

 　
建

設
業

務
（
土

木
、

建
築

そ
の

他
工

作
物

の
建

設
、

改
造

、
保

存
、

修
理

、
変

更
、

破
壊

若
し

く
は

解
体

の
作

業
又

は
こ

れ
ら

の
作

業
の

準
備

の
作

業
に

係
る

業
務

を
い

う
。

）
 三

 　
警

備
業

法
 （

昭
和

四
十

七
年

法
律

第
百

十
七

号
）
第

二
条

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
業

務
そ

の
他

そ
の

業
務

の
実

施
の

適
正

を
確

保
す

る
た

め
に

は
業

と
し

て
行

う
労

働
者

派
遣

（
次

節
並

び
に

第
二

十
三

条
第

二
項

、
第

四
項

及
び

第
五

項
に

お
い

て
単

に
「
労

働
者

派
遣

」
と

い
う

。
）

に
よ

り
派

遣
労

働
者

に
従

事
さ

せ
る

こ
と

が
適

当
で

な
い

と
認

め
ら

れ
る

業
務

と
し

て
政

令
で

定
め

る
業

務
２

 　
厚

生
労

働
大

臣
は

、
前

項
第

三
号

の
政

令
の

制
定

又
は

改
正

の
立

案
を

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

労
働

政
策

審
議

会
の

意
見

を
聴

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
　

　
第

一
章

　
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
に

関
す

る
措

置
　

　
　

　
第

一
節

　
業

務
の

範
囲

第
一

条
 　

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び

派
遣

労
働

者
の

保
護

等
に

関
す

る
法

律
施

行
令

（
昭

和
六

十
一

年
政

令
第

九
十

五
号

。
以

下
「
令

」
と

い
う

。
）
第

二
条

第
一

項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

場
所

は
、

次
に

掲
げ

る
場

所
と

す
る

。

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

( 昭
和

六
十

一
年

四
月

十
七

日
労

働
省

第
二

十
号

)
最

終
改

正
：
令

和
五

年
三

月
三

〇
日

厚
生

労
働

省
令

第
四

五
号

　
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
就

業
条

件
の

整
備

等
に

関
す

る
法

律
（
昭

和
六

十
年

法
律

第
八

十
八

号
）
の

規
定

に
基

づ
き

、
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
就

業
条

件
の

整
備

等
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
を

次
の

よ
う

に
定

め
る

。

　
　

第
三

節
　

派
遣

先
の

講
ず

べ
き

措
置

等
（
第

三
十

二
条

の
二

―
第

三
十

八
条

）

　
　

第
一

節
　

労
働

者
派

遣
契

約
（
第

二
十

一
条

―
第

二
十

四
条

の
六

）
　

　
第

二
節

　
派

遣
元

事
業

主
の

講
ず

べ
き

措
置

等
（
第

二
十

五
条

―
第

三
十

二
条

）

　
第

一
章

　
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
に

関
す

る
措

置
　

　
第

一
節

　
業

務
の

範
囲

（
第

一
条

）
　

　
第

二
節

　
事

業
の

許
可

（
第

一
条

の
二

―
第

十
六

条
）

　
　

第
三

節
　

補
則

（
第

十
七

条
―

第
二

十
条

）
　

第
二

章
　

派
遣

労
働

者
の

保
護

等
に

関
す

る
措

置

　
第

三
章

　
紛

争
の

解
決

（
第

四
十

六
条

の
二

）

（
令

第
二

条
第

一
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
場

所
等

）

　
第

四
章

　
雑

則
（
第

四
十

七
条

―
第

五
十

五
条

）

　
　

第
四

節
　

労
働

基
準

法
等

の
適

用
に

関
す

る
特

例
等

（
第

三
十

九
条

―
第

四
十

六
条

）
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Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
３

 　
労

働
者

派
遣

事
業

を
行

う
事

業
主

か
ら

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

は
、

そ
の

指
揮

命
令

の
下

に
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
労

働
者

を
第

一
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

業
務

に
従

事
さ

せ
て

は
な

ら
な

い
。

　
　
　
　
第

二
節

　
事

業
の

許
可

（
労

働
者

派
遣

事
業

の
許

可
）

第
五

条
 　

労
働

者
派

遣
事

業
を

行
お

う
と

す
る

者
は

、
厚

生
労

働
大

臣
の

許
可

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
 　

前
項

の
許

可
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
た

申
請

書
を

厚
生

労
働

大
臣

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 一

 　
氏

名
又

は
名

称
及

び
住

所
並

び
に

法
人

に
あ

つ
て

は
、

そ
の

代
表

者
の

氏
名

 二
 　

法
人

に
あ

つ
て

は
、

そ
の

役
員

の
氏

名
及

び
住

所
 三

 　
労

働
者

派
遣

事
業

を
行

う
事

業
所

の
名

称
及

び
所

在
地

 四
 　

第
三

十
六

条
の

規
定

に
よ

り
選

任
す

る
派

遣
元

責
任

者
の

氏
名

及
び

住
所

３
 　

前
項

の
申

請
書

に
は

、
労

働
者

派
遣

事
業

を
行

う
事

業
所

ご
と

の
当

該
事

業
に

係
る

事
業

計
画

書
そ

の
他

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

書
類

を
添

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
４

 　
前

項
の

事
業

計
画

書
に

は
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
労

働
者

派
遣

事
業

を
行

う
事

業
所

ご
と

の
当

該
事

業
に

係
る

派
遣

労
働

者
の

数
、

労
働

者
派

遣
に

関
す

る
料

金
の

額
そ

の
他

労
働

者
派

遣
に

関
す

る
事

項
を

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

５
 　

厚
生

労
働

大
臣

は
、

第
一

項
の

許
可

を
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
あ

ら
か

じ
め

、
労

働
政

策
審

議
会

の
意

見
を

聴
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
 　

令
第

二
条

第
一

項
第

一
号

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 一
 　

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る
た

め
の

法
律

（
平

成
十

七
年

法
律

第
百

二
十

三
号

）
第

五
条

第
十

一
項

に
規

定
す

る
障

害
者

支
援

施
設

の
中

に
設

け
ら

れ
た

診
療

所

 二
 　

前
号

に
掲

げ
る

病
院

等
に

係
る

患
者

の
居

宅

　
ロ

　
登

記
事

項
証

明
書

 一
 　

都
道

府
県

が
医

療
法

（
昭

和
二

十
三

年
法

律
第

二
百

五
号

）
第

三
十

条
の

二
十

三
第

一
項

に
規

定
す

る
医

療
計

画
に

お
い

て
定

め
る

医
師

の
確

保
に

関
す

る
事

項
の

実
施

に
必

要
な

事
項

と
し

て
地

域
に

お
け

る
医

療
の

確
保

の
た

め
に

は
令

第
二

条
第

一
項

第
一

号
に

掲
げ

る
業

務
に

業
と

し
て

行
う

労
働

者
派

遣
に

よ
り

派
遣

労
働

者
を

従
事

さ
せ

る
必

要
が

あ
る

と
認

め
た

病
院

等
（
同

号
に

規
定

す
る

病
院

等
を

い
う

。
次

号
に

お
い

て
同

じ
。

）
で

あ
つ

て
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
も

の

 二
 　

生
活

保
護

法
（
昭

和
二

十
五

年
法

律
第

百
四

十
四

号
）
第

三
十

八
条

第
一

項
第

一
号

（
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑
な

帰
国

の
促

進
並

び
に

永
住

帰
国

し
た

中
国

残
留

邦
人

等
及

び
特

定
配

偶
者

の
自

立
の

支
援

に
関

す
る

法
律

（
平

成
六

年
法

律
第

三
十

号
。

次
号

に
お

い
て

「
中

国
残

留
邦

人
等

支
援

法
」
と

い
う

。
）
第

十
四

条
第

四
項

（
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑
な

帰
国

の
促

進
及

び
永

住
帰

国
後

の
自

立
の

支
援

に
関

す
る

法
律

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成
十

九
年

法
律

第
百

二
十

七
号

）
附

則
第

四
条

第
二

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
次

号
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

お
い

て
そ

の
例

に
よ

る
場

合
を

含
む

。
）
に

規
定

す
る

救
護

施
設

の
中

に
設

け
ら

れ
た

診
療

所

五
 　

老
人

福
祉

法
（
昭

和
三

十
八

年
法

律
第

百
三

十
三

号
）
第

二
十

条
の

四
に

規
定

す
る

養
護

老
人

ホ
ー

ム
の

中
に

設
け

ら
れ

た
診

療
所

 六
 　

老
人

福
祉

法
第

二
十

条
の

五
に

規
定

す
る

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
の

中
に

設
け

ら
れ

た
診

療
所

 三
 　

生
活

保
護

法
第

三
十

八
条

第
一

項
第

二
号

（
中

国
残

留
邦

人
等

支
援

法
第

十
四

条
第

四
項

に
お

い
て

そ
の

例
に

よ
る

場
合

を
含

む
。

）
に

規
定

す
る

更
生

施
設

の
中

に
設

け
ら

れ
た

診
療

所
四

 　
削

除

 七
 　

原
子

爆
弾

被
爆

者
に

対
す

る
援

護
に

関
す

る
法

律
（
平

成
六

年
法

律
第

百
十

七
号

）
第

三
十

九
条

に
規

定
す

る
養

護
事

業
を

行
う

施
設

の
中

に
設

け
ら

れ
た

診
療

所

　
イ

　
定

款
又

は
寄

附
行

為

（
許

可
の

申
請

手
続

）
第

一
条

の
二

 　
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「
法

」
と

い
う

。
）
第

五
条

第
二

項
の

申
請

書
は

、
労

働
者

派
遣

事
業

許
可

申
請

書
（
様

式
第

一
号

）
の

と
お

り
と

す
る

。

　
　
　
　
第

二
節

　
事

業
の

許
可

　
ホ

　
役

員
が

未
成

年
者

で
労

働
者

派
遣

事
業

に
関

し
営

業
の

許
可

を
受

け
て

い
な

い
場

合
に

あ
つ

て
は

、
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

書
類

　
（
１

）
　

当
該

役
員

の
法

定
代

理
人

が
個

人
で

あ
る

場
合

　
当

該
法

定
代

理
人

の
住

民
票

の
写

し
及

び
履

歴
書

並
び

に
当

該
法

定
代

理
人

の
精

神
の

機
能

の
障

害
に

関
す

る
医

師
の

診
断

書
(当

該
法

定
代

理
人

が
精

神
の

機
能

の
障

害
に

よ
り

認
知

、
判

断
又

は
意

思
疎

通
を

適
切

に
行

う
こ

と
が

で
き

な
い

お
そ

れ
が

あ
る

者
で

あ
る

場
合

に
限

る
。

)
　

（
２

）
　

当
該

役
員

の
法

定
代

理
人

が
法

人
で

あ
る

場
合

　
当

該
法

定
代

理
人

に
係

る
イ

か
ら

ニ
ま

で
に

掲
げ

る
書

類
（
法

定
代

理
人

の
役

員
が

未
成

年
者

で
労

働
者

派
遣

事
業

に
関

し
営

業
の

許
可

を
受

け
て

い
な

い
場

合
に

あ
つ

て
は

、
当

該
役

員
の

法
定

代
理

人
（
法

人
に

限
る

。
）
に

係
る

イ
か

ら
ニ

ま
で

に
掲

げ
る

書
類

又
は

当
該

役
員

の
法

定
代

理
人

（
個

人
に

限
る

。
以

下
こ

の
(2

)に
お

い
て

同
じ

。
）
の

住
民

票
の

写
し

及
び

履
歴

書
並

び
に

当
該

役
員

の
法

定
代

理
人

の
精

神
の

機
能

の
障

害
に

関
す

る
医

師
の

診
断

書
(当

該
役

員
の

法
定

代
理

人
が

精
神

の
機

能
の

障
害

に
よ

り
認

知
、

判
断

又
は

意
思

疎
通

を
適

切
に

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
お

そ
れ

が
あ

る
者

で
あ

る
場

合
に

限
る

。
)を

含
む

。
）

２
 　

法
第

五
条

第
三

項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

書
類

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

 一
 　

申
請

者
が

法
人

で
あ

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
次

に
掲

げ
る

書
類

　
ハ

　
役

員
の

住
民

票
の

写
し

（
出

入
国

管
理

及
び

難
民

認
定

法
（
昭

和
二

十
六

年
政

令
第

三
百

十
九

号
）
第

十
九

条
の

三
に

規
定

す
る

中
長

期
在

留
者

に
あ

つ
て

は
住

民
票

の
写

し
（
国

籍
等

（
住

民
基

本
台

帳
法

（
昭

和
四

十
二

年
法

律
第

八
十

一
号

）
第

三
十

条
の

四
十

五
に

規
定

す
る

国
籍

等
を

い
う

。
以

下
こ

の
号

に
お

い
て

同
じ

。
）
及

び
在

留
資

格
（
出

入
国

管
理

及
び

難
民

認
定

法
第

二
条

の
二

第
一

項
に

規
定

す
る

在
留

資
格

を
い

う
。

）
を

記
載

し
た

も
の

に
限

る
。

）
と

し
、

日
本

国
と

の
平

和
条

約
に

基
づ

き
日

本
の

国
籍

を
離

脱
し

た
者

等
の

出
入

国
管

理
に

関
す

る
特

例
法

（
平

成
三

年
法

律
第

七
十

一
号

）
に

定
め

る
特

別
永

住
者

に
あ

つ
て

は
住

民
票

の
写

し
（
国

籍
等

及
び

同
法

に
定

め
る

特
別

永
住

者
で

あ
る

旨
を

記
載

し
た

も
の

に
限

る
。

）
と

し
、

出
入

国
管

理
及

び
難

民
認

定
法

第
十

九
条

の
三

第
一

号
に

掲
げ

る
者

に
あ

つ
て

は
旅

券
そ

の
他

の
身

分
を

証
す

る
書

類
の

写
し

と
す

る
。

以
下

同
じ

。
）
及

び
履

歴
書

　
ニ

　
役

員
の

精
神

の
機

能
の

障
害

に
関

す
る

医
師

の
診

断
書

(当
該

役
員

が
精

神
の

機
能

の
障

害
に

よ
り

認
知

、
判

断
又

は
意

思
疎

通
を

適
切

に
行

う
こ

と
が

で
き

な
い

お
そ

れ
が

あ
る

者
で

あ
る

場
合

に
限

る
。

)

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則

（
許

可
の

欠
格

事
由

）
第

六
条

 　
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

は
、

前
条

第
一

項
の

許
可

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

 一
 　

禁
錮

以
上

の
刑

に
処

せ
ら

れ
、

又
は

こ
の

法
律

の
規

定
そ

の
他

労
働

に
関

す
る

法
律

の
規

定
（
次

号
に

規
定

す
る

規
定

を
除

く
。

）
で

あ
つ

て
政

令
で

定
め

る
も

の
若

し
く

は
暴

力
団

員
に

よ
る

不
当

な
行

為
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
 （

平
成

三
年

法
律

第
七

十
七

号
）
の

規
定

（
同

法
第

五
十

条
 （

第
二

号
に

係
る

部
分

に
限

る
。

）
及

び
第

五
十

二
条

 の
規

定
を

除
く

。
）
に

よ
り

、
若

し
く

は
刑

法
 （

明
治

四
十

年
法

律
第

四
十

五
号

）
第

二
百

四
条

 、
第

二
百

六
条

、
第

二
百

八
条

、
第

二
百

八
条

の
二

、
第

二
百

二
十

二
条

若
し

く
は

第
二

百
四

十
七

条
の

罪
、

暴
力

行
為

等
処

罰
に

関
す

る
法

律
（
大

正
十

五
年

法
律

第
六

十
号

）
の

罪
若

し
く

は
出

入
国

管
理

及
び

難
民

認
定

法
 （

昭
和

二
十

六
年

政
令

第
三

百
十

九
号

）
第

七
十

三
条

の
二

第
一

項
の

罪
を

犯
し

た
こ

と
に

よ
り

、
罰

金
の

刑
に

処
せ

ら
れ

、
そ

の
執

行
を

終
わ

り
、

又
は

執
行

を
受

け
る

こ
と

が
な

く
な

つ
た

日
か

ら
起

算
し

て
五

年
を

経
過

し
な

い
者

 二
 　

健
康

保
険

法
 （

大
正

十
一

年
法

律
第

七
十

号
）
第

二
百

八
条

 、
第

二
百

十
三

条
の

二
若

し
く

は
第

二
百

十
四

条
第

一
項

、
船

員
保

険
法

（
昭

和
十

四
年

法
律

第
七

十
三

号
）
第

百
五

十
六

条
 、

第
百

五
十

九
条

若
し

く
は

第
百

六
十

条
第

一
項

、
労

働
者

災
害

補
償

保
険

法
 （

昭
和

二
十

二
年

法
律

第
五

十
号

）
第

五
十

一
条

 前
段

若
し

く
は

第
五

十
四

条
第

一
項

 （
同

法
第

五
十

一
条

前
段

の
規

定
に

係
る

部
分

に
限

る
。

）
、

厚
生

年
金

保
険

法
 （

昭
和

二
十

九
年

法
律

第
百

十
五

号
）
第

百
二

条
 、

第
百

三
条

の
二

若
し

く
は

第
百

四
条

第
一

項
（
同

法
第

百
二

条
 又

は
第

百
三

条
の

二
の

規
定

に
係

る
部

分
に

限
る

。
）
、

労
働

保
険

の
保

険
料

の
徴

収
等

に
関

す
る

法
律

 （
昭

和
四

十
四

年
法

律
第

八
十

四
号

）
第

四
十

六
条

 前
段

若
し

く
は

第
四

十
八

条
第

一
項

 （
同

法
第

四
十

六
条

前
段

の
規

定
に

係
る

部
分

に
限

る
。

）
又

は
雇

用
保

険
法

 （
昭

和
四

十
九

年
法

律
第

百
十

六
号

）
第

八
十

三
条

若
し

く
は

第
八

十
六

条
 （

同
法

第
八

十
三

条
 の

規
定

に
係

る
部

分
に

限
る

。
）
の

規
定

に
よ

り
罰

金
の

刑
に

処
せ

ら
れ

、
そ

の
執

行
を

終
わ

り
、

又
は

執
行

を
受

け
る

こ
と

が
な

く
な

つ
た

日
か

ら
起

算
し

て
五

年
を

経
過

し
な

い
者

 三
　

心
身

の
故

障
に

よ
り

労
働

者
派

遣
事

業
を

適
正

に
行

う
こ

と
が

で
き

な
い

者
と

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

 四
　

破
産

手
続

開
始

の
決

定
を

受
け

て
復

権
を

得
な

い
者

 五
 　

第
十

四
条

第
一

項
（
第

一
号

を
除

く
。

）
の

規
定

に
よ

り
労

働
者

派
遣

事
業

の
許

可
を

取
り

消
さ

れ
、

当
該

取
消

し
の

日
か

ら
起

算
し

て
五

年
を

経
過

し
な

い
者

 六
 　

第
十

四
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
労

働
者

派
遣

事
業

の
許

可
を

取
り

消
さ

れ
た

者
が

法
人

で
あ

る
場

合
（
同

項
第

一
号

の
規

定
に

よ
り

許
可

を
取

り
消

さ
れ

た
場

合
に

つ
い

て
は

、
当

該
法

人
が

第
一

号
又

は
第

二
号

に
規

定
す

る
者

に
該

当
す

る
こ

と
と

な
つ

た
こ

と
に

よ
る

場
合

に
限

る
。

）
に

お
い

て
、

当
該

取
消

し
の

処
分

を
受

け
る

原
因

と
な

つ
た

事
項

が
発

生
し

た
当

時
現

に
当

該
法

人
の

役
員

（
業

務
を

執
行

す
る

社
員

、
取

締
役

、
執

行
役

又
は

こ
れ

ら
に

準
ず

る
者

を
い

い
、

相
談

役
、

顧
問

そ
の

他
い

か
な

る
名

称
を

有
す

る
者

で
あ

る
か

を
問

わ
ず

、
法

人
に

対
し

業
務

を
執

行
す

る
社

員
、

取
締

役
、

執
行

役
又

は
こ

れ
ら

に
準

ず
る

者
と

同
等

以
上

の
支

配
力

を
有

す
る

も
の

と
認

め
ら

れ
る

者
を

含
む

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
）
で

あ
つ

た
者

で
、

当
該

取
消

し
の

日
か

ら
起

算
し

て
五

年
を

経
過

し
な

い
も

の
 七

 　
第

十
四

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

労
働

者
派

遣
事

業
の

許
可

の
取

消
し

の
処

分
に

係
る

行
政

手
続

法
 （

平
成

五
年

法
律

第
八

十
八

号
）

第
十

五
条

の
規

定
に

よ
る

通
知

が
あ

つ
た

日
か

ら
当

該
処

分
を

す
る

日
又

は
処

分
を

し
な

い
こ

と
を

決
定

す
る

日
ま

で
の

間
に

第
十

三
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
労

働
者

派
遣

事
業

の
廃

止
の

届
出

を
し

た
者

（
当

該
事

業
の

廃
止

に
つ

い
て

相
当

の
理

由
が

あ
る

者
を

除
く

。
）
で

、
当

該
届

出
の

日
か

ら
起

算
し

て
五

年
を

経
過

し
な

い
も

の

第
一

条
の

三
　

法
第

六
条

第
三

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

者
は

、
精

神
の

機
能

の
障

害
に

よ
り

労
働

者
派

遣
事

業
を

適
正

に
行

う
に

当
た

つ
て

必
要

な
認

知
、

判
断

及
び

意
思

疎
通

を
適

切
に

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
者

と
す

る
。

(法
第

六
条

第
三

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
者

)

　
（
２

）
　

当
該

申
請

者
の

法
定

代
理

人
が

法
人

で
あ

る
場

合
　

当
該

法
定

代
理

人
に

係
る

前
号

イ
か

ら
ニ

ま
で

に
掲

げ
る

書
類

（
法

定
代

理
人

の
役

員
が

未
成

年
者

で
労

働
者

派
遣

事
業

に
関

し
営

業
の

許
可

を
受

け
て

い
な

い
場

合
に

あ
つ

て
は

、
当

該
役

員
の

法
定

代
理

人
（
法

人
に

限
る

。
）
に

係
る

同
号

イ
か

ら
ニ

ま
で

に
掲

げ
る

書
類

又
は

当
該

役
員

の
法

定
代

理
人

（
個

人
に

限
る

。
以

下
こ

の
(2

)に
お

い
て

同
じ

。
）
の

住
民

票
の

写
し

及
び

履
歴

書
並

び
に

当
該

役
員

の
法

定
代

理
人

の
精

神
の

機
能

の
障

害
に

関
す

る
医

師
の

診
断

書
(当

該
役

員
の

法
定

代
理

人
が

精
神

の
機

能
の

障
害

に
よ

り
認

知
、

判
断

又
は

意
思

疎
通

を
適

切
に

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
お

そ
れ

が
あ

る
者

で
あ

る
場

合
に

限
る

。
)を

含
む

。
）

　
ニ

　
前

号
ヘ

及
び

チ
か

ら
ヲ

ま
で

に
掲

げ
る

書
類

３
 　

法
第

五
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
添

付
す

べ
き

事
業

計
画

書
は

、
労

働
者

派
遣

事
業

計
画

書
（
様

式
第

三
号

か
ら

様
式

第
三

号
の

三
ま

で
）
の

と
お

り
と

す
る

。

　
チ

　
労

働
者

派
遣

事
業

に
関

す
る

資
産

の
内

容
を

証
す

る
書

類
及

び
建

物
の

登
記

事
項

証
明

書
そ

の
他

の
当

該
資

産
の

権
利

関
係

を
証

す
る

書
類

　
リ

　
労

働
者

派
遣

事
業

を
行

う
事

業
所

ご
と

に
選

任
す

る
派

遣
元

責
任

者
の

住
民

票
の

写
し

、
履

歴
書

及
び

第
二

十
九

条
の

二
第

一
号

に
規

定
す

る
講

習
を

修
了

し
た

こ
と

を
証

す
る

書
類

（
以

下
「
受

講
証

明
書

」
と

い
う

。
）
並

び
に

当
該

派
遣

元
責

任
者

の
精

神
の

機
能

の
障

害
に

関
す

る
医

師
の

診
断

書
(当

該
派

遣
元

責
任

者
が

精
神

の
機

能
の

障
害

に
よ

り
認

知
、

判
断

又
は

意
思

疎
通

を
適

切
に

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
お

そ
れ

が
あ

る
者

で
あ

る
場

合
に

限
る

。
)

　
ヌ

　
派

遣
労

働
者

の
キ

ャ
リ

ア
の

形
成

の
支

援
に

関
す

る
規

程
　

ル
　

派
遣

労
働

者
の

解
雇

に
関

す
る

規
程

　
ヲ

　
派

遣
労

働
者

に
対

す
る

休
業

手
当

に
関

す
る

規
程

 二
 　

申
請

者
が

個
人

で
あ

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
次

に
掲

げ
る

書
類

　
ヘ

　
労

働
者

派
遣

事
業

を
行

う
事

業
所

ご
と

の
個

人
情

報
の

適
正

管
理

及
び

秘
密

の
保

持
に

関
す

る
規

程
（
以

下
「
個

人
情

報
適

正
管

理
規

程
」

と
い

う
。

）
　

ト
　

最
近

の
事

業
年

度
に

お
け

る
貸

借
対

照
表

及
び

損
益

計
算

書

　
イ

　
住

民
票

の
写

し
及

び
履

歴
書

　
ハ

　
申

請
者

が
未

成
年

者
で

労
働

者
派

遣
事

業
に

関
し

営
業

の
許

可
を

受
け

て
い

な
い

場
合

に
あ

つ
て

は
、

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
書

類
　

（
１

）
　

当
該

申
請

者
の

法
定

代
理

人
が

個
人

で
あ

る
場

合
　

当
該

法
定

代
理

人
の

住
民

票
の

写
し

及
び

履
歴

書
並

び
に

当
該

法
定

代
理

人
の

精
神

の
機

能
の

障
害

に
関

す
る

医
師

の
診

断
書

(当
該

法
定

代
理

人
が

精
神

の
機

能
の

障
害

に
よ

り
認

知
、

判
断

又
は

意
思

疎
通

を
適

切
に

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
お

そ
れ

が
あ

る
者

で
あ

る
場

合
に

限
る

。
)

　
ロ

　
申

請
者

の
精

神
の

機
能

の
障

害
に

関
す

る
医

師
の

診
断

書
(当

該
申

請
者

が
精

神
の

機
能

の
障

害
に

よ
り

認
知

、
判

断
又

は
意

思
疎

通
を

適
切

に
行

う
こ

と
が

で
き

な
い

お
そ

れ
が

あ
る

者
で

あ
る

場
合

に
限

る
。

)

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則

（
許

可
の

欠
格

事
由

）
第

六
条

 　
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

は
、

前
条

第
一

項
の

許
可

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

 一
 　

禁
錮

以
上

の
刑

に
処

せ
ら

れ
、

又
は

こ
の

法
律

の
規

定
そ

の
他

労
働

に
関

す
る

法
律

の
規

定
（
次

号
に

規
定

す
る

規
定

を
除

く
。

）
で

あ
つ

て
政

令
で

定
め

る
も

の
若

し
く

は
暴

力
団

員
に

よ
る

不
当

な
行

為
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
 （

平
成

三
年

法
律

第
七

十
七

号
）
の

規
定

（
同

法
第

五
十

条
 （

第
二

号
に

係
る

部
分

に
限

る
。

）
及

び
第

五
十

二
条

 の
規

定
を

除
く

。
）
に

よ
り

、
若

し
く

は
刑

法
 （

明
治

四
十

年
法

律
第

四
十

五
号

）
第

二
百

四
条

 、
第

二
百

六
条

、
第

二
百

八
条

、
第

二
百

八
条

の
二

、
第

二
百

二
十

二
条

若
し

く
は

第
二

百
四

十
七

条
の

罪
、

暴
力

行
為

等
処

罰
に

関
す

る
法

律
（
大

正
十

五
年

法
律

第
六

十
号

）
の

罪
若

し
く

は
出

入
国

管
理

及
び

難
民

認
定

法
 （

昭
和

二
十

六
年

政
令

第
三

百
十

九
号

）
第

七
十

三
条

の
二

第
一

項
の

罪
を

犯
し

た
こ

と
に

よ
り

、
罰

金
の

刑
に

処
せ

ら
れ

、
そ

の
執

行
を

終
わ

り
、

又
は

執
行

を
受

け
る

こ
と

が
な

く
な

つ
た

日
か

ら
起

算
し

て
五

年
を

経
過

し
な

い
者

 二
 　

健
康

保
険

法
 （

大
正

十
一

年
法

律
第

七
十

号
）
第

二
百

八
条

 、
第

二
百

十
三

条
の

二
若

し
く

は
第

二
百

十
四

条
第

一
項

、
船

員
保

険
法

（
昭

和
十

四
年

法
律

第
七

十
三

号
）
第

百
五

十
六

条
 、

第
百

五
十

九
条

若
し

く
は

第
百

六
十

条
第

一
項

、
労

働
者

災
害

補
償

保
険

法
 （

昭
和

二
十

二
年

法
律

第
五

十
号

）
第

五
十

一
条

 前
段

若
し

く
は

第
五

十
四

条
第

一
項

 （
同

法
第

五
十

一
条

前
段

の
規

定
に

係
る

部
分

に
限

る
。

）
、

厚
生

年
金

保
険

法
 （

昭
和

二
十

九
年

法
律

第
百

十
五

号
）
第

百
二

条
 、

第
百

三
条

の
二

若
し

く
は

第
百

四
条

第
一

項
（
同

法
第

百
二

条
 又

は
第

百
三

条
の

二
の

規
定

に
係

る
部

分
に

限
る

。
）
、

労
働

保
険

の
保

険
料

の
徴

収
等

に
関

す
る

法
律

 （
昭

和
四

十
四

年
法

律
第

八
十

四
号

）
第

四
十

六
条

 前
段

若
し

く
は

第
四

十
八

条
第

一
項

 （
同

法
第

四
十

六
条

前
段

の
規

定
に

係
る

部
分

に
限

る
。

）
又

は
雇

用
保

険
法

 （
昭

和
四

十
九

年
法

律
第

百
十

六
号

）
第

八
十

三
条

若
し

く
は

第
八

十
六

条
 （

同
法

第
八

十
三

条
 の

規
定

に
係

る
部

分
に

限
る

。
）
の

規
定

に
よ

り
罰

金
の

刑
に

処
せ

ら
れ

、
そ

の
執

行
を

終
わ

り
、

又
は

執
行

を
受

け
る

こ
と

が
な

く
な

つ
た

日
か

ら
起

算
し

て
五

年
を

経
過

し
な

い
者

 三
　

心
身

の
故

障
に

よ
り

労
働

者
派

遣
事

業
を

適
正

に
行

う
こ

と
が

で
き

な
い

者
と

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

 四
　

破
産

手
続

開
始

の
決

定
を

受
け

て
復

権
を

得
な

い
者

 五
 　

第
十

四
条

第
一

項
（
第

一
号

を
除

く
。

）
の

規
定

に
よ

り
労

働
者

派
遣

事
業

の
許

可
を

取
り

消
さ

れ
、

当
該

取
消

し
の

日
か

ら
起

算
し

て
五

年
を

経
過

し
な

い
者

 六
 　

第
十

四
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
労

働
者

派
遣

事
業

の
許

可
を

取
り

消
さ

れ
た

者
が

法
人

で
あ

る
場

合
（
同

項
第

一
号

の
規

定
に

よ
り

許
可

を
取

り
消

さ
れ

た
場

合
に

つ
い

て
は

、
当

該
法

人
が

第
一

号
又

は
第

二
号

に
規

定
す

る
者

に
該

当
す

る
こ

と
と

な
つ

た
こ

と
に

よ
る

場
合

に
限

る
。

）
に

お
い

て
、

当
該

取
消

し
の

処
分

を
受

け
る

原
因

と
な

つ
た

事
項

が
発

生
し

た
当

時
現

に
当

該
法

人
の

役
員

（
業

務
を

執
行

す
る

社
員

、
取

締
役

、
執

行
役

又
は

こ
れ

ら
に

準
ず

る
者

を
い

い
、

相
談

役
、

顧
問

そ
の

他
い

か
な

る
名

称
を

有
す

る
者

で
あ

る
か

を
問

わ
ず

、
法

人
に

対
し

業
務

を
執

行
す

る
社

員
、

取
締

役
、

執
行

役
又

は
こ

れ
ら

に
準

ず
る

者
と

同
等

以
上

の
支

配
力

を
有

す
る

も
の

と
認

め
ら

れ
る

者
を

含
む

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
）
で

あ
つ

た
者

で
、

当
該

取
消

し
の

日
か

ら
起

算
し

て
五

年
を

経
過

し
な

い
も

の
 七

 　
第

十
四

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

労
働

者
派

遣
事

業
の

許
可

の
取

消
し

の
処

分
に

係
る

行
政

手
続

法
 （

平
成

五
年

法
律

第
八

十
八

号
）

第
十

五
条

の
規

定
に

よ
る

通
知

が
あ

つ
た

日
か

ら
当

該
処

分
を

す
る

日
又

は
処

分
を

し
な

い
こ

と
を

決
定

す
る

日
ま

で
の

間
に

第
十

三
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
労

働
者

派
遣

事
業

の
廃

止
の

届
出

を
し

た
者

（
当

該
事

業
の

廃
止

に
つ

い
て

相
当

の
理

由
が

あ
る

者
を

除
く

。
）
で

、
当

該
届

出
の

日
か

ら
起

算
し

て
五

年
を

経
過

し
な

い
も

の

第
一

条
の

三
　

法
第

六
条

第
三

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

者
は

、
精

神
の

機
能

の
障

害
に

よ
り

労
働

者
派

遣
事

業
を

適
正

に
行

う
に

当
た

つ
て

必
要

な
認

知
、

判
断

及
び

意
思

疎
通

を
適

切
に

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
者

と
す

る
。

(法
第

六
条

第
三

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
者

)

　
（
２

）
　

当
該

申
請

者
の

法
定

代
理

人
が

法
人

で
あ

る
場

合
　

当
該

法
定

代
理

人
に

係
る

前
号

イ
か

ら
ニ

ま
で

に
掲

げ
る

書
類

（
法

定
代

理
人

の
役

員
が

未
成

年
者

で
労

働
者

派
遣

事
業

に
関

し
営

業
の

許
可

を
受

け
て

い
な

い
場

合
に

あ
つ

て
は

、
当

該
役

員
の

法
定

代
理

人
（
法

人
に

限
る

。
）
に

係
る

同
号

イ
か

ら
ニ

ま
で

に
掲

げ
る

書
類

又
は

当
該

役
員

の
法

定
代

理
人

（
個

人
に

限
る

。
以

下
こ

の
(2

)に
お

い
て

同
じ

。
）
の

住
民

票
の

写
し

及
び

履
歴

書
並

び
に

当
該

役
員

の
法

定
代

理
人

の
精

神
の

機
能

の
障

害
に

関
す

る
医

師
の

診
断

書
(当

該
役

員
の

法
定

代
理

人
が

精
神

の
機

能
の

障
害

に
よ

り
認

知
、

判
断

又
は

意
思

疎
通

を
適

切
に

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
お

そ
れ

が
あ

る
者

で
あ

る
場

合
に

限
る

。
)を

含
む

。
）

　
ニ

　
前

号
ヘ

及
び

チ
か

ら
ヲ

ま
で

に
掲

げ
る

書
類

３
 　

法
第

五
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
添

付
す

べ
き

事
業

計
画

書
は

、
労

働
者

派
遣

事
業

計
画

書
（
様

式
第

三
号

か
ら

様
式

第
三

号
の

三
ま

で
）
の

と
お

り
と

す
る

。

　
チ

　
労

働
者

派
遣

事
業

に
関

す
る

資
産

の
内

容
を

証
す

る
書

類
及

び
建

物
の

登
記

事
項

証
明

書
そ

の
他

の
当

該
資

産
の

権
利

関
係

を
証

す
る

書
類

　
リ

　
労

働
者

派
遣

事
業

を
行

う
事

業
所

ご
と

に
選

任
す

る
派

遣
元

責
任

者
の

住
民

票
の

写
し

、
履

歴
書

及
び

第
二

十
九

条
の

二
第

一
号

に
規

定
す

る
講

習
を

修
了

し
た

こ
と

を
証

す
る

書
類

（
以

下
「
受

講
証

明
書

」
と

い
う

。
）
並

び
に

当
該

派
遣

元
責

任
者

の
精

神
の

機
能

の
障

害
に

関
す

る
医

師
の

診
断

書
(当

該
派

遣
元

責
任

者
が

精
神

の
機

能
の

障
害

に
よ

り
認

知
、

判
断

又
は

意
思

疎
通

を
適

切
に

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
お

そ
れ

が
あ

る
者

で
あ

る
場

合
に

限
る

。
)

　
ヌ

　
派

遣
労

働
者

の
キ

ャ
リ

ア
の

形
成

の
支

援
に

関
す

る
規

程
　

ル
　

派
遣

労
働

者
の

解
雇

に
関

す
る

規
程

　
ヲ

　
派

遣
労

働
者

に
対

す
る

休
業

手
当

に
関

す
る

規
程

 二
 　

申
請

者
が

個
人

で
あ

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
次

に
掲

げ
る

書
類

　
ヘ

　
労

働
者

派
遣

事
業

を
行

う
事

業
所

ご
と

の
個

人
情

報
の

適
正

管
理

及
び

秘
密

の
保

持
に

関
す

る
規

程
（
以

下
「
個

人
情

報
適

正
管

理
規

程
」

と
い

う
。

）
　

ト
　

最
近

の
事

業
年

度
に

お
け

る
貸

借
対

照
表

及
び

損
益

計
算

書

　
イ

　
住

民
票

の
写

し
及

び
履

歴
書

　
ハ

　
申

請
者

が
未

成
年

者
で

労
働

者
派

遣
事

業
に

関
し

営
業

の
許

可
を

受
け

て
い

な
い

場
合

に
あ

つ
て

は
、

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
書

類
　

（
１

）
　

当
該

申
請

者
の

法
定

代
理

人
が

個
人

で
あ

る
場

合
　

当
該

法
定

代
理

人
の

住
民

票
の

写
し

及
び

履
歴

書
並

び
に

当
該

法
定

代
理

人
の

精
神

の
機

能
の

障
害

に
関

す
る

医
師

の
診

断
書

(当
該

法
定

代
理

人
が

精
神

の
機

能
の

障
害

に
よ

り
認

知
、

判
断

又
は

意
思

疎
通

を
適

切
に

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
お

そ
れ

が
あ

る
者

で
あ

る
場

合
に

限
る

。
)

　
ロ

　
申

請
者

の
精

神
の

機
能

の
障

害
に

関
す

る
医

師
の

診
断

書
(当

該
申

請
者

が
精

神
の

機
能

の
障

害
に

よ
り

認
知

、
判

断
又

は
意

思
疎

通
を

適
切

に
行

う
こ

と
が

で
き

な
い

お
そ

れ
が

あ
る

者
で

あ
る

場
合

に
限

る
。

)
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Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
 八

 　
前

号
に

規
定

す
る

期
間

内
に

第
十

三
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
労

働
者

派
遣

事
業

の
廃

止
の

届
出

を
し

た
者

が
法

人
で

あ
る

場
合

に
お

い
て

、
同

号
の

通
知

の
日

前
六

十
日

以
内

に
当

該
法

人
（
当

該
事

業
の

廃
止

に
つ

い
て

相
当

の
理

由
が

あ
る

法
人

を
除

く
。

）
の

役
員

で
あ

つ
た

者
で

、
当

該
届

出
の

日
か

ら
起

算
し

て
五

年
を

経
過

し
な

い
も

の
 九

 　
暴

力
団

員
に

よ
る

不
当

な
行

為
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
第

二
条

第
六

号
 に

規
定

す
る

暴
力

団
員

（
以

下
こ

の
号

に
お

い
て

「
暴

力
団

員
」
と

い
う

。
）
又

は
暴

力
団

員
で

な
く

な
つ

た
日

か
ら

五
年

を
経

過
し

な
い

者
（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
暴

力
団

員
等

」
と

い
う

。
）

 十
 　

営
業

に
関

し
成

年
者

と
同

一
の

行
為

能
力

を
有

し
な

い
未

成
年

者
で

あ
つ

て
、

そ
の

法
定

代
理

人
が

前
各

号
又

は
次

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の
 十

一
 　

法
人

で
あ

つ
て

、
そ

の
役

員
の

う
ち

に
前

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
が

あ
る

も
の

 十
二

 　
暴

力
団

員
等

が
そ

の
事

業
活

動
を

支
配

す
る

者
 十

三
 　

暴
力

団
員

等
を

そ
の

業
務

に
従

事
さ

せ
、

又
は

そ
の

業
務

の
補

助
者

と
し

て
使

用
す

る
お

そ
れ

の
あ

る
者

（
許

可
の

基
準

等
）

第
七

条
 　

厚
生

労
働

大
臣

は
、

第
五

条
第

一
項

の
許

可
の

申
請

が
次

に
掲

げ
る

基
準

に
適

合
し

て
い

る
と

認
め

る
と

き
で

な
け

れ
ば

、
許

可
を

し
て

は
な

ら
な

い
。

 一
 　

当
該

事
業

が
専

ら
労

働
者

派
遣

の
役

務
を

特
定

の
者

に
提

供
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
行

わ
れ

る
も

の
（
雇

用
の

機
会

の
確

保
が

特
に

困
難

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
労

働
者

の
雇

用
の

継
続

等
を

図
る

た
め

に
必

要
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

と
し

て
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
場

合
に

お
い

て
行

わ
れ

る
も

の
を

除
く

。
）
で

な
い

こ
と

。

 二
 　

申
請

者
が

、
当

該
事

業
の

派
遣

労
働

者
に

係
る

雇
用

管
理

を
適

正
に

行
う

に
足

り
る

能
力

を
有

す
る

も
の

と
し

て
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 三
 　

個
人

情
報

（
個

人
に

関
す

る
情

報
で

あ
つ

て
、

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

（
他

の
情

報
と

照
合

す
る

こ
と

に
よ

り
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
と

な
る

も
の

を
含

む
。

）
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
を

適
正

に
管

理
し

、
及

び
派

遣
労

働
者

等
の

秘
密

を
守

る
た

め
に

必
要

な
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 四
 　

前
二

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
申

請
者

が
、

当
該

事
業

を
的

確
に

遂
行

す
る

に
足

り
る

能
力

を
有

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

２
 　

厚
生

労
働

大
臣

は
、

第
五

条
第

一
項

の
許

可
を

し
な

い
と

き
は

、
遅

滞
な

く
、

理
由

を
示

し
て

そ
の

旨
を

当
該

申
請

者
に

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
許

可
証

）
第

八
条

 　
厚

生
労

働
大

臣
は

、
第

五
条

第
一

項
の

許
可

を
し

た
と

き
は

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

労
働

者
派

遣
事

業
を

行
う

事
業

所
の

数
に

応
じ

、
許

可
証

を
交

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

 　
許

可
証

の
交

付
を

受
け

た
者

は
、

当
該

許
可

証
を

、
労

働
者

派
遣

事
業

を
行

う
事

業
所

ご
と

に
備

え
付

け
る

と
と

も
に

、
関

係
者

か
ら

請
求

が
あ

つ
た

と
き

は
提

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
３

 　
許

可
証

の
交

付
を

受
け

た
者

は
、

当
該

許
可

証
を

亡
失

し
、

又
は

当
該

許
可

証
が

滅
失

し
た

と
き

は
、

速
や

か
に

そ
の

旨
を

厚
生

労
働

大
臣

に
届

け
出

て
、

許
可

証
の

再
交

付
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
許

可
の

条
件

）
第

九
条

 　
第

五
条

第
一

項
の

許
可

に
は

、
条

件
を

付
し

、
及

び
こ

れ
を

変
更

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
２

 　
前

項
の

条
件

は
、

当
該

許
可

の
趣

旨
に

照
ら

し
て

、
又

は
当

該
許

可
に

係
る

事
項

の
確

実
な

実
施

を
図

る
た

め
に

必
要

な
最

小
限

度
の

も
の

に
限

り
、

か
つ

、
当

該
許

可
を

受
け

る
者

に
不

当
な

義
務

を
課

す
る

こ
と

と
な

る
も

の
で

あ
つ

て
は

な
ら

な
い

。

（
許

可
証

）

２
 　

許
可

証
の

交
付

を
受

け
た

者
が

次
の

各
号

に
掲

げ
る

場
合

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

こ
と

と
な

つ
た

と
き

は
、

当
該

各
号

に
掲

げ
る

者
は

、
当

該
事

実
の

あ
つ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
十

日
以

内
に

、
労

働
者

派
遣

事
業

を
行

う
全

て
の

事
業

所
に

係
る

許
可

証
を

厚
生

労
働

大
臣

に
返

納
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 一

 　
死

亡
し

た
場

合
　

同
居

の
親

族
又

は
法

定
代

理
人

 二
 　

法
人

が
合

併
に

よ
り

消
滅

し
た

場
合

　
合

併
後

存
続

し
、

又
は

合
併

に
よ

り
設

立
さ

れ
た

法
人

の
代

表
者

第
二

条
 　

法
第

八
条

第
一

項
の

許
可

証
は

、
労

働
者

派
遣

事
業

許
可

証
（
様

式
第

四
号

。
以

下
単

に
「
許

可
証

」
と

い
う

。
）
の

と
お

り
と

す
る

。

第
三

条
 　

法
第

八
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
許

可
証

の
再

交
付

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
許

可
証

再
交

付
申

請
書

（
様

式
第

五
号

）
を

、
厚

生
労

働
大

臣
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
許

可
証

の
返

納
等

）

 三
 　

許
可

証
の

再
交

付
を

受
け

た
場

合
に

お
い

て
、

亡
失

し
た

許
可

証
を

発
見

し
、

又
は

回
復

し
た

と
き

。

第
四

条
 　

許
可

証
の

交
付

を
受

け
た

者
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
こ

と
と

な
つ

た
と

き
は

、
当

該
事

実
の

あ
つ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
十

日
以

内
に

、
第

一
号

又
は

第
二

号
の

場
合

に
あ

つ
て

は
労

働
者

派
遣

事
業

を
行

う
全

て
の

事
業

所
に

係
る

許
可

証
、

第
三

号
の

場
合

に
あ

つ
て

は
発

見
し

、
又

は
回

復
し

た
許

可
証

を
厚

生
労

働
大

臣
に

返
納

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 一
 　

許
可

が
取

り
消

さ
れ

た
と

き
。

 二
 　

許
可

の
有

効
期

間
が

満
了

し
た

と
き

。

（
法

第
七

条
第

一
項

第
一

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
場

合
）

 一
 　

派
遣

労
働

者
の

キ
ャ

リ
ア

の
形

成
を

支
援

す
る

制
度

（
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
基

準
を

満
た

す
も

の
に

限
る

。
）
を

有
す

る
こ

と
。

 二
 　

前
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

派
遣

労
働

者
に

係
る

雇
用

管
理

を
適

正
に

行
う

た
め

の
体

制
が

整
備

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

（
許

可
証

の
再

交
付

）

（
法

第
七

条
第

一
項

第
二

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
基

準
）

第
一

条
の

五
 　

法
第

七
条

第
一

項
第

二
号

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
基

準
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

第
一

条
の

四
 　

法
第

七
条

第
一

項
第

一
号

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
場

合
は

、
当

該
事

業
を

行
う

派
遣

元
事

業
主

が
雇

用
す

る
派

遣
労

働
者

の
う

ち
、

十
分

の
三

以
上

の
者

が
六

十
歳

以
上

の
者

（
他

の
事

業
主

の
事

業
所

を
六

十
歳

以
上

の
定

年
に

よ
り

退
職

し
た

後
雇

い
入

れ
た

者
に

限
る

。
）
で

あ
る

場
合

と
す

る
。

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
（
許

可
の

有
効

期
間

等
）

第
十

条
 　

第
五

条
第

一
項

の
許

可
の

有
効

期
間

は
、

当
該

許
可

の
日

か
ら

起
算

し
て

三
年

と
す

る
。

２
 　

前
項

に
規

定
す

る
許

可
の

有
効

期
間

（
当

該
許

可
の

有
効

期
間

に
つ

い
て

こ
の

項
の

規
定

に
よ

り
更

新
を

受
け

た
と

き
に

あ
つ

て
は

、
当

該
更

新
を

受
け

た
許

可
の

有
効

期
間

）
の

満
了

後
引

き
続

き
当

該
許

可
に

係
る

労
働

者
派

遣
事

業
を

行
お

う
と

す
る

者
は

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

許
可

の
有

効
期

間
の

更
新

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
 　

厚
生

労
働

大
臣

は
、

前
項

に
規

定
す

る
許

可
の

有
効

期
間

の
更

新
の

申
請

が
あ

つ
た

場
合

に
お

い
て

、
当

該
申

請
が

第
七

条
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

基
準

に
適

合
し

て
い

な
い

と
認

め
る

と
き

は
、

当
該

許
可

の
有

効
期

間
の

更
新

を
し

て
は

な
ら

な
い

。
４

 　
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

そ
の

更
新

を
受

け
た

場
合

に
お

け
る

第
五

条
第

一
項

の
許

可
の

有
効

期
間

は
、

当
該

更
新

前
の

許
可

の
有

効
期

間
が

満
了

す
る

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

五
年

と
す

る
。

５
 　

第
五

条
第

二
項

か
ら

第
四

項
ま

で
、

第
六

条
（
第

五
号

か
ら

第
八

号
ま

で
を

除
く

。
）
及

び
第

七
条

第
二

項
の

規
定

は
、

第
二

項
に

規
定

す
る

許
可

の
有

効
期

間
の

更
新

に
つ

い
て

準
用

す
る

。

（
変

更
の

届
出

）
第

十
一

条
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

第
五

条
第

二
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

に
変

更
が

あ
つ

た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
、

そ
の

旨
を

厚
生

労
働

大
臣

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

当
該

変
更

に
係

る
事

項
が

労
働

者
派

遣
事

業
を

行
う

事
業

所
の

新
設

に
係

る
も

の
で

あ
る

と
き

は
、

当
該

事
業

所
に

係
る

事
業

計
画

書
そ

の
他

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

書
類

を
添

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
 　

第
五

条
第

四
項

の
規

定
は

、
前

項
の

事
業

計
画

書
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

３
 　

厚
生

労
働

大
臣

は
、

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
労

働
者

派
遣

事
業

を
行

う
事

業
所

の
新

設
に

係
る

変
更

の
届

出
が

あ
つ

た
と

き
は

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

新
設

に
係

る
事

業
所

の
数

に
応

じ
、

許
可

証
を

交
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

４
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
届

出
を

す
る

場
合

に
お

い
て

、
当

該
届

出
に

係
る

事
項

が
許

可
証

の
記

載
事

項
に

該
当

す
る

と
き

は
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
そ

の
書

換
え

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
十

二
条

 　
削

除
（
事

業
の

廃
止

）
第

十
三

条
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

当
該

労
働

者
派

遣
事

業
を

廃
止

し
た

と
き

は
、

遅
滞

な
く

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

そ
の

旨
を

厚
生

労
働

大
臣

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
 　

前
項

の
規

定
に

よ
る

届
出

が
あ

つ
た

と
き

は
、

第
五

条
第

一
項

の
許

可
は

、
そ

の
効

力
を

失
う

。

（
廃

止
の

届
出

）
第

十
条

 　
法

第
十

三
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
届

出
を

し
よ

う
と

す
る

者
は

、
当

該
労

働
者

派
遣

事
業

を
廃

止
し

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
十

日
以

内
に

、
労

働
者

派
遣

事
業

を
行

う
全

て
の

事
業

所
に

係
る

許
可

証
を

添
え

て
、

労
働

者
派

遣
事

業
廃

止
届

出
書

（
様

式
第

八
号

）
を

厚
生

労
働

大
臣

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
八

条
 　

法
第

十
一

条
の

規
定

に
よ

る
届

出
を

し
よ

う
と

す
る

者
は

、
法

第
五

条
第

二
項

第
四

号
に

掲
げ

る
事

項
の

変
更

の
届

出
に

あ
つ

て
は

当
該

変
更

に
係

る
事

実
の

あ
つ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
三

十
日

以
内

に
、

同
号

に
掲

げ
る

事
項

以
外

の
事

項
の

変
更

の
届

出
に

あ
つ

て
は

当
該

変
更

に
係

る
事

実
の

あ
つ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
十

日
（
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

登
記

事
項

証
明

書
を

添
付

す
べ

き
場

合
に

あ
つ

て
は

、
三

十
日

）
以

内
に

、
当

該
届

出
に

係
る

事
項

が
許

可
証

の
記

載
事

項
に

該
当

し
な

い
場

合
に

あ
つ

て
は

労
働

者
派

遣
事

業
変

更
届

出
書

（
様

式
第

五
号

）
を

、
当

該
届

出
に

係
る

事
項

が
許

可
証

の
記

載
事

項
に

該
当

す
る

場
合

に
あ

つ
て

は
労

働
者

派
遣

事
業

変
更

届
出

書
及

び
許

可
証

書
換

申
請

書
（
様

式
第

五
号

）
を

厚
生

労
働

大
臣

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

 　
法

第
十

一
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
届

出
の

う
ち

、
事

業
所

の
新

設
に

係
る

変
更

の
届

出
を

行
う

場
合

に
は

、
前

項
の

労
働

者
派

遣
事

業
変

更
届

出
書

に
は

、
法

人
に

あ
つ

て
は

当
該

新
設

す
る

事
業

所
に

係
る

第
一

条
の

二
第

二
項

第
一

号
ヘ

及
び

チ
か

ら
ヲ

ま
で

に
、

個
人

に
あ

つ
て

は
当

該
新

設
す

る
事

業
所

に
係

る
同

項
第

二
号

ニ
に

掲
げ

る
書

類
（
労

働
者

派
遣

事
業

に
関

す
る

資
産

の
内

容
を

証
す

る
書

類
を

除
く

。
）
を

添
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

法
第

二
条

第
四

号
に

規
定

す
る

派
遣

元
事

業
主

（
以

下
単

に
「
派

遣
元

事
業

主
」
と

い
う

。
）
が

労
働

者
派

遣
事

業
を

行
つ

て
い

る
他

の
事

業
所

の
派

遣
元

責
任

者
を

当
該

新
設

す
る

事
業

所
の

派
遣

元
責

任
者

と
し

て
引

き
続

き
選

任
し

た
と

き
は

、
法

人
に

あ
つ

て
は

第
一

条
の

二
第

二
項

第
一

号
リ

に
掲

げ
る

書
類

の
う

ち
履

歴
書

及
び

受
講

証
明

書
（
選

任
し

た
派

遣
元

責
任

者
の

住
所

に
変

更
が

な
い

と
き

は
、

住
民

票
の

写
し

、
履

歴
書

及
び

受
講

証
明

書
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
を

、
個

人
に

あ
つ

て
は

同
項

第
二

号
ニ

に
掲

げ
る

書
類

の
う

ち
履

歴
書

及
び

受
講

証
明

書
を

添
付

す
る

こ
と

を
要

し
な

い
。

３
 　

法
第

十
一

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

届
出

の
う

ち
、

事
業

所
の

新
設

に
係

る
変

更
の

届
出

以
外

の
届

出
を

行
う

場
合

に
は

、
第

一
項

の
労

働
者

派
遣

事
業

変
更

届
出

書
又

は
労

働
者

派
遣

事
業

変
更

届
出

書
及

び
許

可
証

書
換

申
請

書
に

は
、

第
一

条
の

二
第

二
項

に
規

定
す

る
書

類
の

う
ち

当
該

変
更

事
項

に
係

る
書

類
（
事

業
所

の
廃

止
に

係
る

変
更

の
届

出
に

あ
つ

て
は

、
当

該
廃

止
し

た
事

業
所

に
係

る
許

可
証

）
を

添
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

４
 　

法
第

五
条

第
二

項
第

四
号

に
掲

げ
る

事
項

の
う

ち
派

遣
元

責
任

者
の

氏
名

に
変

更
が

あ
つ

た
場

合
に

お
い

て
、

当
該

派
遣

元
事

業
主

が
労

働
者

派
遣

事
業

を
行

つ
て

い
る

他
の

事
業

所
の

派
遣

元
責

任
者

を
当

該
変

更
に

係
る

事
業

所
の

変
更

後
の

派
遣

元
責

任
者

と
し

て
引

き
続

き
選

任
し

た
と

き
は

、
法

人
に

あ
つ

て
は

第
一

条
の

二
第

二
項

第
一

号
リ

に
掲

げ
る

書
類

の
う

ち
履

歴
書

及
び

受
講

証
明

書
を

、
個

人
に

あ
つ

て
は

同
項

第
二

号
ニ

に
掲

げ
る

書
類

の
う

ち
履

歴
書

及
び

受
講

証
明

書
を

添
付

す
る

こ
と

を
要

し
な

い
。

（
事

業
所

の
新

設
に
係

る
変

更
の

届
出

が
あ
つ
た
場

合
の

許
可

証
の

交
付

）
第

九
条

 　
法

第
十

一
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

る
許

可
証

の
交

付
は

、
当

該
新

設
に

係
る

事
業

所
ご

と
に

交
付

す
る

も
の

と
す

る
。

３
 　

法
第

十
条

第
五

項
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第
五

条
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

添
付

す
べ

き
事

業
計

画
書

は
、

労
働

者
派

遣
事

業
計

画
書

（
様

式
第

三
号

か
ら

様
式

第
三

号
の

三
ま

で
）
の

と
お

り
と

す
る

。
４

 　
法

第
十

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

許
可

の
有

効
期

間
の

更
新

は
、

当
該

更
新

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
が

現
に

有
す

る
許

可
証

と
引

換
え

に
新

た
な

許
可

証
を

交
付

す
る

こ
と

に
よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。

 一
 　

申
請

者
が

法
人

で
あ

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
第

一
条

の
二

第
二

項
第

一
号

イ
、

ロ
、

ニ
か

ら
チ

ま
で

、
リ

（
受

講
証

明
書

及
び

医
師

の
診

断
書

に
係

る
部

分
に

限
る

。
）
及

び
ヌ

か
ら

ヲ
ま

で
に

掲
げ

る
書

類

第
五

条
 　

法
第

十
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

る
許

可
の

有
効

期
間

の
更

新
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

当
該

許
可

の
有

効
期

間
が

満
了

す
る

日
の

三
月

前
ま

で
に

、
労

働
者

派
遣

事
業

許
可

有
効

期
間

更
新

申
請

書
（
様

式
第

一
号

）
を

、
厚

生
労

働
大

臣
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
変

更
の

届
出

等
）

（
許

可
の

有
効

期
間

の
更

新
の

申
請

手
続

）

第
六

条
 　

削
除

第
七

条
 　

削
除

２
 　

法
第

十
条

第
五

項
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第
五

条
第

三
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
書

類
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 二
 　

申
請

者
が

個
人

で
あ

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
第

一
条

の
二

第
二

項
第

一
号

ヘ
、

チ
、

リ
(受

講
証

明
書

及
び

医
師

の
診

断
書

に
係

る
部

分
に

限
る

。
)及

び
ヌ

か
ら

ヲ
ま

で
並

び
に

同
項

第
二

号
ロ

に
掲

げ
る

書
類

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

108
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
（
許

可
の

有
効

期
間

等
）

第
十

条
 　

第
五

条
第

一
項

の
許

可
の

有
効

期
間

は
、

当
該

許
可

の
日

か
ら

起
算

し
て

三
年

と
す

る
。

２
 　

前
項

に
規

定
す

る
許

可
の

有
効

期
間

（
当

該
許

可
の

有
効

期
間

に
つ

い
て

こ
の

項
の

規
定

に
よ

り
更

新
を

受
け

た
と

き
に

あ
つ

て
は

、
当

該
更

新
を

受
け

た
許

可
の

有
効

期
間

）
の

満
了

後
引

き
続

き
当

該
許

可
に

係
る

労
働

者
派

遣
事

業
を

行
お

う
と

す
る

者
は

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

許
可

の
有

効
期

間
の

更
新

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
 　

厚
生

労
働

大
臣

は
、

前
項

に
規

定
す

る
許

可
の

有
効

期
間

の
更

新
の

申
請

が
あ

つ
た

場
合

に
お

い
て

、
当

該
申

請
が

第
七

条
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

基
準

に
適

合
し

て
い

な
い

と
認

め
る

と
き

は
、

当
該

許
可

の
有

効
期

間
の

更
新

を
し

て
は

な
ら

な
い

。
４

 　
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

そ
の

更
新

を
受

け
た

場
合

に
お

け
る

第
五

条
第

一
項

の
許

可
の

有
効

期
間

は
、

当
該

更
新

前
の

許
可

の
有

効
期

間
が

満
了

す
る

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

五
年

と
す

る
。

５
 　

第
五

条
第

二
項

か
ら

第
四

項
ま

で
、

第
六

条
（
第

五
号

か
ら

第
八

号
ま

で
を

除
く

。
）
及

び
第

七
条

第
二

項
の

規
定

は
、

第
二

項
に

規
定

す
る

許
可

の
有

効
期

間
の

更
新

に
つ

い
て

準
用

す
る

。

（
変

更
の

届
出

）
第

十
一

条
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

第
五

条
第

二
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

に
変

更
が

あ
つ

た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
、

そ
の

旨
を

厚
生

労
働

大
臣

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

当
該

変
更

に
係

る
事

項
が

労
働

者
派

遣
事

業
を

行
う

事
業

所
の

新
設

に
係

る
も

の
で

あ
る

と
き

は
、

当
該

事
業

所
に

係
る

事
業

計
画

書
そ

の
他

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

書
類

を
添

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
 　

第
五

条
第

四
項

の
規

定
は

、
前

項
の

事
業

計
画

書
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

３
 　

厚
生

労
働

大
臣

は
、

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
労

働
者

派
遣

事
業

を
行

う
事

業
所

の
新

設
に

係
る

変
更

の
届

出
が

あ
つ

た
と

き
は

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

新
設

に
係

る
事

業
所

の
数

に
応

じ
、

許
可

証
を

交
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

４
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
届

出
を

す
る

場
合

に
お

い
て

、
当

該
届

出
に

係
る

事
項

が
許

可
証

の
記

載
事

項
に

該
当

す
る

と
き

は
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
そ

の
書

換
え

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
十

二
条

 　
削

除
（
事

業
の

廃
止

）
第

十
三

条
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

当
該

労
働

者
派

遣
事

業
を

廃
止

し
た

と
き

は
、

遅
滞

な
く

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

そ
の

旨
を

厚
生

労
働

大
臣

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
 　

前
項

の
規

定
に

よ
る

届
出

が
あ

つ
た

と
き

は
、

第
五

条
第

一
項

の
許

可
は

、
そ

の
効

力
を

失
う

。

（
廃

止
の

届
出

）
第

十
条

 　
法

第
十

三
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
届

出
を

し
よ

う
と

す
る

者
は

、
当

該
労

働
者

派
遣

事
業

を
廃

止
し

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
十

日
以

内
に

、
労

働
者

派
遣

事
業

を
行

う
全

て
の

事
業

所
に

係
る

許
可

証
を

添
え

て
、

労
働

者
派

遣
事

業
廃

止
届

出
書

（
様

式
第

八
号

）
を

厚
生

労
働

大
臣

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
八

条
 　

法
第

十
一

条
の

規
定

に
よ

る
届

出
を

し
よ

う
と

す
る

者
は

、
法

第
五

条
第

二
項

第
四

号
に

掲
げ

る
事

項
の

変
更

の
届

出
に

あ
つ

て
は

当
該

変
更

に
係

る
事

実
の

あ
つ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
三

十
日

以
内

に
、

同
号

に
掲

げ
る

事
項

以
外

の
事

項
の

変
更

の
届

出
に

あ
つ

て
は

当
該

変
更

に
係

る
事

実
の

あ
つ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
十

日
（
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

登
記

事
項

証
明

書
を

添
付

す
べ

き
場

合
に

あ
つ

て
は

、
三

十
日

）
以

内
に

、
当

該
届

出
に

係
る

事
項

が
許

可
証

の
記

載
事

項
に

該
当

し
な

い
場

合
に

あ
つ

て
は

労
働

者
派

遣
事

業
変

更
届

出
書

（
様

式
第

五
号

）
を

、
当

該
届

出
に

係
る

事
項

が
許

可
証

の
記

載
事

項
に

該
当

す
る

場
合

に
あ

つ
て

は
労

働
者

派
遣

事
業

変
更

届
出

書
及

び
許

可
証

書
換

申
請

書
（
様

式
第

五
号

）
を

厚
生

労
働

大
臣

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

 　
法

第
十

一
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
届

出
の

う
ち

、
事

業
所

の
新

設
に

係
る

変
更

の
届

出
を

行
う

場
合

に
は

、
前

項
の

労
働

者
派

遣
事

業
変

更
届

出
書

に
は

、
法

人
に

あ
つ

て
は

当
該

新
設

す
る

事
業

所
に

係
る

第
一

条
の

二
第

二
項

第
一

号
ヘ

及
び

チ
か

ら
ヲ

ま
で

に
、

個
人

に
あ

つ
て

は
当

該
新

設
す

る
事

業
所

に
係

る
同

項
第

二
号

ニ
に

掲
げ

る
書

類
（
労

働
者

派
遣

事
業

に
関

す
る

資
産

の
内

容
を

証
す

る
書

類
を

除
く

。
）
を

添
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

法
第

二
条

第
四

号
に

規
定

す
る

派
遣

元
事

業
主

（
以

下
単

に
「
派

遣
元

事
業

主
」
と

い
う

。
）
が

労
働

者
派

遣
事

業
を

行
つ

て
い

る
他

の
事

業
所

の
派

遣
元

責
任

者
を

当
該

新
設

す
る

事
業

所
の

派
遣

元
責

任
者

と
し

て
引

き
続

き
選

任
し

た
と

き
は

、
法

人
に

あ
つ

て
は

第
一

条
の

二
第

二
項

第
一

号
リ

に
掲

げ
る

書
類

の
う

ち
履

歴
書

及
び

受
講

証
明

書
（
選

任
し

た
派

遣
元

責
任

者
の

住
所

に
変

更
が

な
い

と
き

は
、

住
民

票
の

写
し

、
履

歴
書

及
び

受
講

証
明

書
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
を

、
個

人
に

あ
つ

て
は

同
項

第
二

号
ニ

に
掲

げ
る

書
類

の
う

ち
履

歴
書

及
び

受
講

証
明

書
を

添
付

す
る

こ
と

を
要

し
な

い
。

３
 　

法
第

十
一

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

届
出

の
う

ち
、

事
業

所
の

新
設

に
係

る
変

更
の

届
出

以
外

の
届

出
を

行
う

場
合

に
は

、
第

一
項

の
労

働
者

派
遣

事
業

変
更

届
出

書
又

は
労

働
者

派
遣

事
業

変
更

届
出

書
及

び
許

可
証

書
換

申
請

書
に

は
、

第
一

条
の

二
第

二
項

に
規

定
す

る
書

類
の

う
ち

当
該

変
更

事
項

に
係

る
書

類
（
事

業
所

の
廃

止
に

係
る

変
更

の
届

出
に

あ
つ

て
は

、
当

該
廃

止
し

た
事

業
所

に
係

る
許

可
証

）
を

添
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

４
 　

法
第

五
条

第
二

項
第

四
号

に
掲

げ
る

事
項

の
う

ち
派

遣
元

責
任

者
の

氏
名

に
変

更
が

あ
つ

た
場

合
に

お
い

て
、

当
該

派
遣

元
事

業
主

が
労

働
者

派
遣

事
業

を
行

つ
て

い
る

他
の

事
業

所
の

派
遣

元
責

任
者

を
当

該
変

更
に

係
る

事
業

所
の

変
更

後
の

派
遣

元
責

任
者

と
し

て
引

き
続

き
選

任
し

た
と

き
は

、
法

人
に

あ
つ

て
は

第
一

条
の

二
第

二
項

第
一

号
リ

に
掲

げ
る

書
類

の
う

ち
履

歴
書

及
び

受
講

証
明

書
を

、
個

人
に

あ
つ

て
は

同
項

第
二

号
ニ

に
掲

げ
る

書
類

の
う

ち
履

歴
書

及
び

受
講

証
明

書
を

添
付

す
る

こ
と

を
要

し
な

い
。

（
事

業
所

の
新

設
に
係

る
変

更
の

届
出

が
あ
つ
た
場

合
の

許
可

証
の

交
付

）
第

九
条

 　
法

第
十

一
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

る
許

可
証

の
交

付
は

、
当

該
新

設
に

係
る

事
業

所
ご

と
に

交
付

す
る

も
の

と
す

る
。

３
 　

法
第

十
条

第
五

項
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第
五

条
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

添
付

す
べ

き
事

業
計

画
書

は
、

労
働

者
派

遣
事

業
計

画
書

（
様

式
第

三
号

か
ら

様
式

第
三

号
の

三
ま

で
）
の

と
お

り
と

す
る

。
４

 　
法

第
十

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

許
可

の
有

効
期

間
の

更
新

は
、

当
該

更
新

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
が

現
に

有
す

る
許

可
証

と
引

換
え

に
新

た
な

許
可

証
を

交
付

す
る

こ
と

に
よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。

 一
 　

申
請

者
が

法
人

で
あ

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
第

一
条

の
二

第
二

項
第

一
号

イ
、

ロ
、

ニ
か

ら
チ

ま
で

、
リ

（
受

講
証

明
書

及
び

医
師

の
診

断
書

に
係

る
部

分
に

限
る

。
）
及

び
ヌ

か
ら

ヲ
ま

で
に

掲
げ

る
書

類

第
五

条
 　

法
第

十
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

る
許

可
の

有
効

期
間

の
更

新
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

当
該

許
可

の
有

効
期

間
が

満
了

す
る

日
の

三
月

前
ま

で
に

、
労

働
者

派
遣

事
業

許
可

有
効

期
間

更
新

申
請

書
（
様

式
第

一
号

）
を

、
厚

生
労

働
大

臣
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
変

更
の

届
出

等
）

（
許

可
の

有
効

期
間

の
更

新
の

申
請

手
続

）

第
六

条
 　

削
除

第
七

条
 　

削
除

２
 　

法
第

十
条

第
五

項
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第
五

条
第

三
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
書

類
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 二
 　

申
請

者
が

個
人

で
あ

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
第

一
条

の
二

第
二

項
第

一
号

ヘ
、

チ
、

リ
(受

講
証

明
書

及
び

医
師

の
診

断
書

に
係

る
部

分
に

限
る

。
)及

び
ヌ

か
ら

ヲ
ま

で
並

び
に

同
項

第
二

号
ロ

に
掲

げ
る

書
類
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Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
（
許

可
の

取
消

し
等

）
第

十
四

条
 　

厚
生

労
働

大
臣

は
、

派
遣

元
事

業
主

が
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

、
第

五
条

第
一

項
の

許
可

を
取

り
消

す
こ

と
が

で
き

る
。

 一
 　

第
六

条
各

号
（
第

五
号

か
ら

第
八

号
ま

で
を

除
く

。
）
の

い
ず

れ
か

に
該

当
し

て
い

る
と

き
。

 二
 　

こ
の

法
律

（
第

二
十

三
条

第
三

項
、

第
二

十
三

条
の

二
、

第
三

十
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

す
る

同
条

第
一

項
及

び
次

章
第

四
節

の
規

定
を

除
く

。
）
若

し
く

は
職

業
安

定
法

の
規

定
又

は
こ

れ
ら

の
規

定
に

基
づ

く
命

令
若

し
く

は
処

分
に

違
反

し
た

と
き

。
 三

 　
第

九
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
付

さ
れ

た
許

可
の

条
件

に
違

反
し

た
と

き
。

 四
 　

第
四

十
八

条
第

三
項

の
規

定
に

よ
る

指
示

を
受

け
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

な
お

第
二

十
三

条
第

三
項

、
第

二
十

三
条

の
二

又
は

第
三

十
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

す
る

同
条

第
一

項
の

規
定

に
違

反
し

た
と

き
。

２
 　

厚
生

労
働

大
臣

は
、

派
遣

元
事

業
主

が
前

項
第

二
号

又
は

第
三

号
に

該
当

す
る

と
き

は
、

期
間

を
定

め
て

当
該

労
働

者
派

遣
事

業
の

全
部

又
は

一
部

の
停

止
を

命
ず

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
名

義
貸

し
の

禁
止

）
第

十
五

条
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

自
己

の
名

義
を

も
つ

て
、

他
人

に
労

働
者

派
遣

事
業

を
行

わ
せ

て
は

な
ら

な
い

。
第

十
六

条
 　

削
除

第
十

七
条

 　
削

除
第

十
八

条
 　

削
除

第
十

九
条

 　
削

除
第

二
十

条
 　

削
除

第
二

十
一

条
 　

削
除

第
二

十
二

条
 　

削
除

（
事

業
報

告
等

）
第

二
十

三
条

 　
派

遣
元

事
業

主
は

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

労
働

者
派

遣
事

業
を

行
う

事
業

所
ご

と
の

当
該

事
業

に
係

る
事

業
報

告
書

及
び

収
支

決
算

書
を

作
成

し
、

厚
生

労
働

大
臣

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
 　

前
項

の
事

業
報

告
書

に
は

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

労
働

者
派

遣
事

業
を

行
う

事
業

所
ご

と
の

当
該

事
業

に
係

る
派

遣
労

働
者

の
数

、
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
た

者
の

数
、

労
働

者
派

遣
に

関
す

る
料

金
の

額
そ

の
他

労
働

者
派

遣
に

関
す

る
事

項
を

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
次

条
に

規
定

す
る

関
係

派
遣

先
へ

の
派

遣
割

合
を

厚
生

労
働

大
臣

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

４
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

派
遣

労
働

者
を

こ
の

法
律

の
施

行
地

外
の

地
域

に
所

在
す

る
事

業
所

そ
の

他
の

施
設

に
お

い
て

就
業

さ
せ

る
た

め
の

労
働

者
派

遣
（
以

下
「
海

外
派

遣
」
と

い
う

。
）
を

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
あ

ら
か

じ
め

、
そ

の
旨

を
厚

生
労

働
大

臣
に

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

４
 　

第
一

項
の

事
業

報
告

書
及

び
収

支
決

算
書

の
提

出
期

限
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
期

限
と

す
る

。

 五
 　

そ
の

他
労

働
者

派
遣

事
業

の
業

務
に

関
し

参
考

と
な

る
と

認
め

ら
れ

る
事

項

第
十

八
条

の
二

 　
法

第
二

十
三

条
第

五
項

の
規

定
に

よ
る

情
報

の
提

供
は

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
の

利
用

そ
の

他
の

適
切

な
方

法
に

よ
り

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
事

業
報

告
書

及
び
収

支
決

算
書

）
第

十
七

条
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

毎
事

業
年

度
に

係
る

労
働

者
派

遣
事

業
を

行
う

事
業

所
ご

と
の

当
該

事
業

に
係

る
事

業
報

告
書

及
び

収
支

決
算

書
を

作
成

し
、

厚
生

労
働

大
臣

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
派

遣
元

事
業

主
が

当
該

事
業

年
度

に
係

る
貸

借
対

照
表

及
び

損
益

計
算

書
を

提
出

し
た

と
き

は
、

収
支

決
算

書
を

提
出

す
る

こ
と

を
要

し
な

い
。

第
十

四
条

 　
削

除
第

十
五

条
 　

削
除

第
十

六
条

 　
削

除

 一
 　

労
働

者
派

遣
事

業
報

告
書

（
様

式
第

十
一

号
）
　

毎
事

業
年

度
に

お
け

る
事

業
年

度
の

終
了

の
日

の
属

す
る

月
の

翌
月

以
後

の
最

初
の

六
月

三
十

日
 二

 　
労

働
者

派
遣

事
業

収
支

決
算

書
（
様

式
第

十
二

号
）
　

毎
事

業
年

度
経

過
後

三
月

が
経

過
す

る
日

（
関

係
派

遣
先

へ
の

派
遣

割
合

の
報

告
）

第
十

七
条

の
二

 　
法

第
二

十
三

条
第

三
項

の
規

定
に

よ
る

報
告

は
、

毎
事

業
年

度
経

過
後

三
月

が
経

過
す

る
日

ま
で

に
、

当
該

事
業

年
度

に
係

る
関

係
派

遣
先

派
遣

割
合

報
告

書
（
様

式
第

十
二

号
の

二
）
を

厚
生

労
働

大
臣

に
提

出
す

る
こ

と
に

よ
り

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（
海

外
派

遣
の

届
出

）
第

十
八

条
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

法
第

二
十

三
条

第
四

項
の

規
定

に
よ

る
海

外
派

遣
（
以

下
単

に
「
海

外
派

遣
」
と

い
う

。
）
を

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

海
外

派
遣

届
出

書
（
様

式
第

十
三

号
）
に

第
二

十
三

条
の

規
定

に
よ

る
書

面
の

写
し

を
添

え
て

厚
生

労
働

大
臣

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
情

報
提

供
の

方
法

等
）

　
　
　
　
第

三
節

　
補

則

２
 　

法
第

二
十

三
条

第
五

項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

算
定

し
た

割
合

は
、

前
事

業
年

度
に

係
る

労
働

者
派

遣
事

業
を

行
う

事
業

所
（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
一

の
事

業
所

」
と

い
う

。
）
ご

と
の

当
該

事
業

に
係

る
労

働
者

派
遣

に
関

す
る

料
金

の
額

の
平

均
額

（
当

該
事

業
年

度
に

お
け

る
派

遣
労

働
者

一
人

一
日

当
た

り
の

労
働

者
派

遣
に

関
す

る
料

金
の

額
の

平
均

額
を

い
う

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
）
か

ら
派

遣
労

働
者

の
賃

金
の

額
の

平
均

額
（
当

該
事

業
年

度
に

お
け

る
派

遣
労

働
者

一
人

一
日

当
た

り
の

賃
金

の
額

の
平

均
額

を
い

う
。

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

を
控

除
し

た
額

を
労

働
者

派
遣

に
関

す
る

料
金

の
額

の
平

均
額

で
除

し
て

得
た

割
合

（
当

該
割

合
に

小
数

点
以

下
一

位
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

、
こ

れ
を

四
捨

五
入

す
る

。
）
と

す
る

。
た

だ
し

、
一

の
事

業
所

が
当

該
派

遣
元

事
業

主
の

労
働

者
派

遣
事

業
を

行
う

他
の

事
業

所
と

一
体

的
な

経
営

を
行

つ
て

い
る

場
合

に
は

、
そ

の
範

囲
内

に
お

い
て

同
様

の
方

法
に

よ
り

当
該

割
合

を
算

定
す

る
こ

と
を

妨
げ

な
い

。
３

 　
法

第
二

十
三

条
第

五
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
事

項
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 一
 　

労
働

者
派

遣
に

関
す

る
料

金
の

額
の

平
均

額

 三
 　

法
第

三
十

条
の

四
第

一
項

の
協

定
を

締
結

し
て

い
る

か
否

か
の

別

第
十

一
条

 　
削

除

 四
 　

法
第

三
十

条
の

四
第

一
項

の
協

定
を

締
結

し
て

い
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、

協
定

対
象

派
遣

労
働

者
（
法

第
三

十
条

の
五

に
規

定
す

る
協

定
対

象
派

遣
労

働
者

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
の

範
囲

及
び

当
該

協
定

の
有

効
期

間
の

終
期

第
十

二
条

 　
削

除
第

十
三

条
 　

削
除

 二
 　

派
遣

労
働

者
の

賃
金

の
額

の
平

均
額

２
 　

前
項

の
事

業
報

告
書

及
び

収
支

決
算

書
は

、
そ

れ
ぞ

れ
労

働
者

派
遣

事
業

報
告

書
（
様

式
第

十
一

号
）
及

び
労

働
者

派
遣

事
業

収
支

決
算

書
（
様

式
第

十
二

号
）
の

と
お

り
と

す
る

。

３
 法

第
三

十
条

の
四

第
一

項
の

協
定

を
締

結
し

た
派

遣
元

事
業

主
は

、
第

一
項

の
事

業
報

告
書

に
は

、
当

該
協

定
を

添
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

５
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
労

働
者

派
遣

事
業

を
行

う
事

業
所

ご
と

の
当

該
事

業
に

係
る

派
遣

労
働

者
の

数
、

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

た
者

の
数

、
労

働
者

派
遣

に
関

す
る

料
金

の
額

の
平

均
額

か
ら

派
遣

労
働

者
の

賃
金

の
額

の
平

均
額

を
控

除
し

た
額

を
当

該
労

働
者

派
遣

に
関

す
る

料
金

の
額

の
平

均
額

で
除

し
て

得
た

割
合

と
し

て
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

定
し

た
割

合
、

教
育

訓
練

に
関

す
る

事
項

そ
の

他
当

該
労

働
者

派
遣

事
業

の
業

務
に

関
し

あ
ら

か
じ

め
関

係
者

に
対

し
て

知
ら

せ
る

こ
と

が
適

当
で

あ
る

も
の

と
し

て
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
事

項
に

関
し

情
報

の
提

供
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
（
派

遣
元

事
業

主
の

関
係

派
遣

先
に
対

す
る
労

働
者

派
遣

の
制

限
）

第
二

十
三

条
の

二
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

当
該

派
遣

元
事

業
主

の
経

営
を

実
質

的
に

支
配

す
る

こ
と

が
可

能
と

な
る

関
係

に
あ

る
者

そ
の

他
の

当
該

派
遣

元
事

業
主

と
特

殊
の

関
係

の
あ

る
者

と
し

て
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
者

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
関

係
派

遣
先

」
と

い
う

。
）
に

労
働

者
派

遣
を

す
る

と
き

は
、

関
係

派
遣

先
へ

の
派

遣
割

合
（
一

の
事

業
年

度
に

お
け

る
当

該
派

遣
元

事
業

主
が

雇
用

す
る

派
遣

労
働

者
の

関
係

派
遣

先
に

係
る

派
遣

就
業

（
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
労

働
者

の
就

業
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

係
る

総
労

働
時

間
を

、
そ

の
事

業
年

度
に

お
け

る
当

該
派

遣
元

事
業

主
が

雇
用

す
る

派
遣

労
働

者
の

す
べ

て
の

派
遣

就
業

に
係

る
総

労
働

時
間

で
除

し
て

得
た

割
合

と
し

て
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

定
し

た
割

合
を

い
う

。
）
が

百
分

の
八

十
以

下
と

な
る

よ
う

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
職

業
安

定
法

第
二

十
条

 の
準

用
）

第
二

十
四

条
 　

職
業

安
定

法
第

二
十

条
の

規
定

は
、

労
働

者
派

遣
事

業
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
同

条
第

一
項

中
「
公

共
職

業
安

定
所

」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

第
二

条
第

四
号

に
規

定
す

る
派

遣
元

事
業

主
（
以

下
単

に
「
派

遣
元

事
業

主
」
と

い
う

。
）
」
と

、
「
事

業
所

に
、

求
職

者
を

紹
介

し
て

は
な

ら
な

い
」
と

あ
る

の
は

「
事

業
所

に
関

し
、

同
条

第
一

号
に

規
定

す
る

労
働

者
派

遣
（
以

下
単

に
「
労

働
者

派
遣

」
と

い
う

。
）
（
当

該
同

盟
罷

業
又

は
作

業
所

閉
鎖

の
行

わ
れ

る
際

現
に

当
該

事
業

所
に

関
し

労
働

者
派

遣
を

し
て

い
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、

当
該

労
働

者
派

遣
及

び
こ

れ
に

相
当

す
る

も
の

を
除

く
。

）
を

し
て

は
な

ら
な

い
」
と

、
同

条
第

二
項

中
「
求

職
者

を
無

制
限

に
紹

介
す

る
」
と

あ
る

の
は

「
無

制
限

に
労

働
者

派
遣

が
さ

れ
る

」
と

、
「
公

共
職

業
安

定
所

は
当

該
事

業
所

に
対

し
、

求
職

者
を

紹
介

し
て

は
な

ら
な

い
」
と

あ
る

の
は

「
公

共
職

業
安

定
所

は
、

そ
の

旨
を

派
遣

元
事

業
主

に
通

報
す

る
も

の
と

し
、

当
該

通
報

を
受

け
た

派
遣

元
事

業
主

は
、

当
該

事
業

所
に

関
し

、
労

働
者

派
遣

（
当

該
通

報
の

際
現

に
当

該
事

業
所

に
関

し
労

働
者

派
遣

を
し

て
い

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
当

該
労

働
者

派
遣

及
び

こ
れ

に
相

当
す

る
も

の
を

除
く

。
）
を

し
て

は
な

ら
な

い
」
と

、
「
使

用
さ

れ
て

い
た

労
働

者
」
と

あ
る

の
は

「
使

用
さ

れ
て

い
た

労
働

者
（
労

働
者

派
遣

に
係

る
労

働
に

従
事

し
て

い
た

労
働

者
を

含
む

。
）
」
と

、
「
労

働
者

を
紹

介
す

る
」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

を
す

る
」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。

（
派

遣
元

事
業

主
以

外
の

労
働

者
派

遣
事

業
を
行

う
事

業
主

か
ら
の

労
働

者
派

遣
の

受
入

れ
の

禁
止

）
第

二
十

四
条

の
二

 　
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
は

、
派

遣
元

事
業

主
以

外
の

労
働

者
派

遣
事

業
を

行
う

事
業

主
か

ら
、

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

て
は

な
ら

な
い

。
（
個

人
情

報
の

取
扱

い
）

第
二

十
四

条
の

三
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

労
働

者
派

遣
に

関
し

、
労

働
者

の
個

人
情

報
を

収
集

し
、

保
管

し
、

又
は

使
用

す
る

に
当

た
つ

て
は

、
そ

の
業

務
（
紹

介
予

定
派

遣
を

す
る

場
合

に
お

け
る

職
業

紹
介

を
含

む
。

次
条

に
お

い
て

同
じ

。
）
の

目
的

の
達

成
に

必
要

な
範

囲
内

で
労

働
者

の
個

人
情

報
を

収
集

し
、

並
び

に
当

該
収

集
の

目
的

の
範

囲
内

で
こ

れ
を

保
管

し
、

及
び

使
用

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

本
人

の
同

意
が

あ
る

場
合

そ
の

他
正

当
な

事
由

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
２

 　
派

遣
元

事
業

主
は

、
労

働
者

の
個

人
情

報
を

適
正

に
管

理
す

る
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（
秘

密
を
守

る
義

務
）

第
二

十
四

条
の

四
 　

派
遣

元
事

業
主

及
び

そ
の

代
理

人
、

使
用

人
そ

の
他

の
従

業
者

は
、

正
当

な
理

由
が

あ
る

場
合

で
な

け
れ

ば
、

そ
の

業
務

上
取

り
扱

つ
た

こ
と

に
つ

い
て

知
り

得
た

秘
密

を
他

に
漏

ら
し

て
は

な
ら

な
い

。
派

遣
元

事
業

主
及

び
そ

の
代

理
人

、
使

用
人

そ
の

他
の

従
業

者
で

な
く

な
つ

た
後

に
お

い
て

も
、

同
様

と
す

る
。

（
運

用
上

の
配

慮
）

第
二

十
五

条
 　

厚
生

労
働

大
臣

は
、

労
働

者
派

遣
事

業
に

係
る

こ
の

法
律

の
規

定
の

運
用

に
当

た
つ

て
は

、
労

働
者

の
職

業
生

活
の

全
期

間
に

わ
た

る
そ

の
能

力
の

有
効

な
発

揮
及

び
そ

の
雇

用
の

安
定

に
資

す
る

と
認

め
ら

れ
る

雇
用

慣
行

並
び

に
派

遣
就

業
は

臨
時

的
か

つ
一

時
的

な
も

の
で

あ
る

こ
と

を
原

則
と

す
る

と
の

考
え

方
を

考
慮

す
る

と
と

も
に

、
労

働
者

派
遣

事
業

に
よ

る
労

働
力

の
需

給
の

調
整

が
職

業
安

定
法

に
定

め
る

他
の

労
働

力
の

需
給

の
調

整
に

関
す

る
制

度
に

基
づ

く
も

の
と

の
調

和
の

下
に

行
わ

れ
る

よ
う

に
配

慮
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
十

八
条

の
三

 　
法

第
二

十
三

条
の

二
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

者
は

、
次

に
掲

げ
る

者
と

す
る

。

第
十

九
条

 　
法

第
二

章
又

は
こ

の
章

の
規

定
に

よ
り

厚
生

労
働

大
臣

に
提

出
す

る
書

類
は

、
派

遣
元

事
業

主
の

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

を
管

轄
す

る
都

道
府

県
労

働
局

長
を

経
由

し
て

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

法
第

八
条

第
三

項
、

法
第

十
一

条
第

一
項

若
し

く
は

第
四

項
又

は
第

四
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
厚

生
労

働
大

臣
に

提
出

す
る

書
類

（
許

可
証

を
含

む
。

）
の

う
ち

、
法

第
五

条
第

二
項

第
一

号
及

び
第

二
号

に
規

定
す

る
事

項
以

外
の

事
項

に
係

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
当

該
事

業
所

の
所

在
地

を
管

轄
す

る
都

道
府

県
労

働
局

長
を

経
由

し
て

提
出

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

（
法

第
二

十
三

条
の

二
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
者

等
）

 一
 　

派
遣

元
事

業
主

を
連

結
子

会
社

（
連

結
財

務
諸

表
の

用
語

、
様

式
及

び
作

成
方

法
に

関
す

る
規

則
（
昭

和
五

十
一

年
大

蔵
省

令
第

二
十

八
号

）
第

二
条

第
四

号
に

規
定

す
る

連
結

子
会

社
を

い
う

。
以

下
こ

の
号

に
お

い
て

同
じ

。
）
と

す
る

者
及

び
当

該
者

の
連

結
子

会
社

（
提

出
す
べ

き
書

類
の

部
数

）
第

二
十

条
 　

法
第

二
章

又
は

こ
の

章
の

規
定

に
よ

り
厚

生
労

働
大

臣
に

提
出

す
る

書
類

（
許

可
証

を
除

く
。

）
は

、
正

本
に

そ
の

写
し

二
通

（
第

一
条

の
二

第
二

項
、

第
五

条
第

二
項

又
は

第
八

条
第

二
項

若
し

く
は

第
三

項
に

規
定

す
る

書
類

に
あ

つ
て

は
、

一
通

）
を

添
え

て
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

二
 　

派
遣

元
事

業
主

の
親

会
社

等
又

は
派

遣
元

事
業

主
の

親
会

社
等

の
子

会
社

等
（
前

号
に

掲
げ

る
者

を
除

く
。

）
２

 　
前

項
第

二
号

の
派

遣
元

事
業

主
の

親
会

社
等

は
、

次
に

掲
げ

る
者

と
す

る
。

 一
 　

派
遣

元
事

業
主

（
株

式
会

社
で

あ
る

場
合

に
限

る
。

）
の

議
決

権
の

過
半

数
を

所
有

し
て

い
る

者
 二

 　
派

遣
元

事
業

主
（
持

分
会

社
（
会

社
法

（
平

成
十

七
年

法
律

第
八

十
六

号
）
第

五
百

七
十

五
条

第
一

項
に

規
定

す
る

持
分

会
社

を
い

う
。

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
で

あ
る

場
合

に
限

る
。

）
の

資
本

金
の

過
半

数
を

出
資

し
て

い
る

者
三

 　
派

遣
元

事
業

主
の

事
業

の
方

針
の

決
定

に
関

し
て

、
前

二
号

に
掲

げ
る

者
と

同
等

以
上

の
支

配
力

を
有

す
る

と
認

め
ら

れ
る

者

（
書

類
の

提
出

の
経

由
）

３
 　

第
一

項
第

二
号

の
派

遣
元

事
業

主
の

親
会

社
等

の
子

会
社

等
は

、
次

に
掲

げ
る

者
と

す
る

。
 一

 　
派

遣
元

事
業

主
の

親
会

社
等

が
議

決
権

の
過

半
数

を
所

有
し

て
い

る
者

（
株

式
会

社
で

あ
る

場
合

に
限

る
。

）
 二

 　
派

遣
元

事
業

主
の

親
会

社
等

が
資

本
金

の
過

半
数

を
出

資
し

て
い

る
者

（
持

分
会

社
で

あ
る

場
合

に
限

る
。

）
三

 　
事

業
の

方
針

の
決

定
に

関
す

る
派

遣
元

事
業

主
の

親
会

社
等

の
支

配
力

が
前

二
号

に
掲

げ
る

者
と

同
等

以
上

と
認

め
ら

れ
る

者
４

 　
法

第
二

十
三

条
の

二
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

算
定

し
た

割
合

は
、

一
の

事
業

年
度

に
お

け
る

派
遣

元
事

業
主

が
雇

用
す

る
派

遣
労

働
者

（
六

十
歳

以
上

の
定

年
に

達
し

た
こ

と
に

よ
り

退
職

し
た

者
で

あ
つ

て
当

該
派

遣
元

事
業

主
に

雇
用

さ
れ

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）
の

関
係

派
遣

先
（
同

条
に

規
定

す
る

関
係

派
遣

先
を

い
う

。
）
に

係
る

同
条

に
規

定
す

る
派

遣
就

業
（
以

下
単

に
「
派

遣
就

業
」
と

い
う

。
）
に

係
る

総
労

働
時

間
を

、
そ

の
事

業
年

度
に

お
け

る
当

該
派

遣
元

事
業

主
が

雇
用

す
る

派
遣

労
働

者
の

全
て

の
派

遣
就

業
に

係
る

総
労

働
時

間
で

除
し

て
得

た
割

合
（
当

該
割

合
に

小
数

点
以

下
一

位
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

、
こ

れ
を

切
り

捨
て

る
。

）
と

す
る

。

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

110



110

派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
（
派

遣
元

事
業

主
の

関
係

派
遣

先
に
対

す
る
労

働
者

派
遣

の
制

限
）

第
二

十
三

条
の

二
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

当
該

派
遣

元
事

業
主

の
経

営
を

実
質

的
に

支
配

す
る

こ
と

が
可

能
と

な
る

関
係

に
あ

る
者

そ
の

他
の

当
該

派
遣

元
事

業
主

と
特

殊
の

関
係

の
あ

る
者

と
し

て
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
者

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
関

係
派

遣
先

」
と

い
う

。
）
に

労
働

者
派

遣
を

す
る

と
き

は
、

関
係

派
遣

先
へ

の
派

遣
割

合
（
一

の
事

業
年

度
に

お
け

る
当

該
派

遣
元

事
業

主
が

雇
用

す
る

派
遣

労
働

者
の

関
係

派
遣

先
に

係
る

派
遣

就
業

（
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
労

働
者

の
就

業
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

係
る

総
労

働
時

間
を

、
そ

の
事

業
年

度
に

お
け

る
当

該
派

遣
元

事
業

主
が

雇
用

す
る

派
遣

労
働

者
の

す
べ

て
の

派
遣

就
業

に
係

る
総

労
働

時
間

で
除

し
て

得
た

割
合

と
し

て
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

定
し

た
割

合
を

い
う

。
）
が

百
分

の
八

十
以

下
と

な
る

よ
う

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
職

業
安

定
法

第
二

十
条

 の
準

用
）

第
二

十
四

条
 　

職
業

安
定

法
第

二
十

条
の

規
定

は
、

労
働

者
派

遣
事

業
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
同

条
第

一
項

中
「
公

共
職

業
安

定
所

」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

第
二

条
第

四
号

に
規

定
す

る
派

遣
元

事
業

主
（
以

下
単

に
「
派

遣
元

事
業

主
」
と

い
う

。
）
」
と

、
「
事

業
所

に
、

求
職

者
を

紹
介

し
て

は
な

ら
な

い
」
と

あ
る

の
は

「
事

業
所

に
関

し
、

同
条

第
一

号
に

規
定

す
る

労
働

者
派

遣
（
以

下
単

に
「
労

働
者

派
遣

」
と

い
う

。
）
（
当

該
同

盟
罷

業
又

は
作

業
所

閉
鎖

の
行

わ
れ

る
際

現
に

当
該

事
業

所
に

関
し

労
働

者
派

遣
を

し
て

い
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、

当
該

労
働

者
派

遣
及

び
こ

れ
に

相
当

す
る

も
の

を
除

く
。

）
を

し
て

は
な

ら
な

い
」
と

、
同

条
第

二
項

中
「
求

職
者

を
無

制
限

に
紹

介
す

る
」
と

あ
る

の
は

「
無

制
限

に
労

働
者

派
遣

が
さ

れ
る

」
と

、
「
公

共
職

業
安

定
所

は
当

該
事

業
所

に
対

し
、

求
職

者
を

紹
介

し
て

は
な

ら
な

い
」
と

あ
る

の
は

「
公

共
職

業
安

定
所

は
、

そ
の

旨
を

派
遣

元
事

業
主

に
通

報
す

る
も

の
と

し
、

当
該

通
報

を
受

け
た

派
遣

元
事

業
主

は
、

当
該

事
業

所
に

関
し

、
労

働
者

派
遣

（
当

該
通

報
の

際
現

に
当

該
事

業
所

に
関

し
労

働
者

派
遣

を
し

て
い

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
当

該
労

働
者

派
遣

及
び

こ
れ

に
相

当
す

る
も

の
を

除
く

。
）
を

し
て

は
な

ら
な

い
」
と

、
「
使

用
さ

れ
て

い
た

労
働

者
」
と

あ
る

の
は

「
使

用
さ

れ
て

い
た

労
働

者
（
労

働
者

派
遣

に
係

る
労

働
に

従
事

し
て

い
た

労
働

者
を

含
む

。
）
」
と

、
「
労

働
者

を
紹

介
す

る
」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

を
す

る
」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。

（
派

遣
元

事
業

主
以

外
の

労
働

者
派

遣
事

業
を
行

う
事

業
主

か
ら
の

労
働

者
派

遣
の

受
入

れ
の

禁
止

）
第

二
十

四
条

の
二

 　
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
は

、
派

遣
元

事
業

主
以

外
の

労
働

者
派

遣
事

業
を

行
う

事
業

主
か

ら
、

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

て
は

な
ら

な
い

。
（
個

人
情

報
の

取
扱

い
）

第
二

十
四

条
の

三
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

労
働

者
派

遣
に

関
し

、
労

働
者

の
個

人
情

報
を

収
集

し
、

保
管

し
、

又
は

使
用

す
る

に
当

た
つ

て
は

、
そ

の
業

務
（
紹

介
予

定
派

遣
を

す
る

場
合

に
お

け
る

職
業

紹
介

を
含

む
。

次
条

に
お

い
て

同
じ

。
）
の

目
的

の
達

成
に

必
要

な
範

囲
内

で
労

働
者

の
個

人
情

報
を

収
集

し
、

並
び

に
当

該
収

集
の

目
的

の
範

囲
内

で
こ

れ
を

保
管

し
、

及
び

使
用

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

本
人

の
同

意
が

あ
る

場
合

そ
の

他
正

当
な

事
由

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
２

 　
派

遣
元

事
業

主
は

、
労

働
者

の
個

人
情

報
を

適
正

に
管

理
す

る
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（
秘

密
を
守

る
義

務
）

第
二

十
四

条
の

四
 　

派
遣

元
事

業
主

及
び

そ
の

代
理

人
、

使
用

人
そ

の
他

の
従

業
者

は
、

正
当

な
理

由
が

あ
る

場
合

で
な

け
れ

ば
、

そ
の

業
務

上
取

り
扱

つ
た

こ
と

に
つ

い
て

知
り

得
た

秘
密

を
他

に
漏

ら
し

て
は

な
ら

な
い

。
派

遣
元

事
業

主
及

び
そ

の
代

理
人

、
使

用
人

そ
の

他
の

従
業

者
で

な
く

な
つ

た
後

に
お

い
て

も
、

同
様

と
す

る
。

（
運

用
上

の
配

慮
）

第
二

十
五

条
 　

厚
生

労
働

大
臣

は
、

労
働

者
派

遣
事

業
に

係
る

こ
の

法
律

の
規

定
の

運
用

に
当

た
つ

て
は

、
労

働
者

の
職

業
生

活
の

全
期

間
に

わ
た

る
そ

の
能

力
の

有
効

な
発

揮
及

び
そ

の
雇

用
の

安
定

に
資

す
る

と
認

め
ら

れ
る

雇
用

慣
行

並
び

に
派

遣
就

業
は

臨
時

的
か

つ
一

時
的

な
も

の
で

あ
る

こ
と

を
原

則
と

す
る

と
の

考
え

方
を

考
慮

す
る

と
と

も
に

、
労

働
者

派
遣

事
業

に
よ

る
労

働
力

の
需

給
の

調
整

が
職

業
安

定
法

に
定

め
る

他
の

労
働

力
の

需
給

の
調

整
に

関
す

る
制

度
に

基
づ

く
も

の
と

の
調

和
の

下
に

行
わ

れ
る

よ
う

に
配

慮
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
十

八
条

の
三

 　
法

第
二

十
三

条
の

二
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

者
は

、
次

に
掲

げ
る

者
と

す
る

。

第
十

九
条

 　
法

第
二

章
又

は
こ

の
章

の
規

定
に

よ
り

厚
生

労
働

大
臣

に
提

出
す

る
書

類
は

、
派

遣
元

事
業

主
の

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

を
管

轄
す

る
都

道
府

県
労

働
局

長
を

経
由

し
て

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

法
第

八
条

第
三

項
、

法
第

十
一

条
第

一
項

若
し

く
は

第
四

項
又

は
第

四
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
厚

生
労

働
大

臣
に

提
出

す
る

書
類

（
許

可
証

を
含

む
。

）
の

う
ち

、
法

第
五

条
第

二
項

第
一

号
及

び
第

二
号

に
規

定
す

る
事

項
以

外
の

事
項

に
係

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
当

該
事

業
所

の
所

在
地

を
管

轄
す

る
都

道
府

県
労

働
局

長
を

経
由

し
て

提
出

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

（
法

第
二

十
三

条
の

二
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
者

等
）

 一
 　

派
遣

元
事

業
主

を
連

結
子

会
社

（
連

結
財

務
諸

表
の

用
語

、
様

式
及

び
作

成
方

法
に

関
す

る
規

則
（
昭

和
五

十
一

年
大

蔵
省

令
第

二
十

八
号

）
第

二
条

第
四

号
に

規
定

す
る

連
結

子
会

社
を

い
う

。
以

下
こ

の
号

に
お

い
て

同
じ

。
）
と

す
る

者
及

び
当

該
者

の
連

結
子

会
社

（
提

出
す
べ

き
書

類
の

部
数

）
第

二
十

条
 　

法
第

二
章

又
は

こ
の

章
の

規
定

に
よ

り
厚

生
労

働
大

臣
に

提
出

す
る

書
類

（
許

可
証

を
除

く
。

）
は

、
正

本
に

そ
の

写
し

二
通

（
第

一
条

の
二

第
二

項
、

第
五

条
第

二
項

又
は

第
八

条
第

二
項

若
し

く
は

第
三

項
に

規
定

す
る

書
類

に
あ

つ
て

は
、

一
通

）
を

添
え

て
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

二
 　

派
遣

元
事

業
主

の
親

会
社

等
又

は
派

遣
元

事
業

主
の

親
会

社
等

の
子

会
社

等
（
前

号
に

掲
げ

る
者

を
除

く
。

）
２

 　
前

項
第

二
号

の
派

遣
元

事
業

主
の

親
会

社
等

は
、

次
に

掲
げ

る
者

と
す

る
。

 一
 　

派
遣

元
事

業
主

（
株

式
会

社
で

あ
る

場
合

に
限

る
。

）
の

議
決

権
の

過
半

数
を

所
有

し
て

い
る

者
 二

 　
派

遣
元

事
業

主
（
持

分
会

社
（
会

社
法

（
平

成
十

七
年

法
律

第
八

十
六

号
）
第

五
百

七
十

五
条

第
一

項
に

規
定

す
る

持
分

会
社

を
い

う
。

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
で

あ
る

場
合

に
限

る
。

）
の

資
本

金
の

過
半

数
を

出
資

し
て

い
る

者
三

 　
派

遣
元

事
業

主
の

事
業

の
方

針
の

決
定

に
関

し
て

、
前

二
号

に
掲

げ
る

者
と

同
等

以
上

の
支

配
力

を
有

す
る

と
認

め
ら

れ
る

者

（
書

類
の

提
出

の
経

由
）

３
 　

第
一

項
第

二
号

の
派

遣
元

事
業

主
の

親
会

社
等

の
子

会
社

等
は

、
次

に
掲

げ
る

者
と

す
る

。
 一

 　
派

遣
元

事
業

主
の

親
会

社
等

が
議

決
権

の
過

半
数

を
所

有
し

て
い

る
者

（
株

式
会

社
で

あ
る

場
合

に
限

る
。

）
 二

 　
派

遣
元

事
業

主
の

親
会

社
等

が
資

本
金

の
過

半
数

を
出

資
し

て
い

る
者

（
持

分
会

社
で

あ
る

場
合

に
限

る
。

）
三

 　
事

業
の

方
針

の
決

定
に

関
す

る
派

遣
元

事
業

主
の

親
会

社
等

の
支

配
力

が
前

二
号

に
掲

げ
る

者
と

同
等

以
上

と
認

め
ら

れ
る

者
４

 　
法

第
二

十
三

条
の

二
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

算
定

し
た

割
合

は
、

一
の

事
業

年
度

に
お

け
る

派
遣

元
事

業
主

が
雇

用
す

る
派

遣
労

働
者

（
六

十
歳

以
上

の
定

年
に

達
し

た
こ

と
に

よ
り

退
職

し
た

者
で

あ
つ

て
当

該
派

遣
元

事
業

主
に

雇
用

さ
れ

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）
の

関
係

派
遣

先
（
同

条
に

規
定

す
る

関
係

派
遣

先
を

い
う

。
）
に

係
る

同
条

に
規

定
す

る
派

遣
就

業
（
以

下
単

に
「
派

遣
就

業
」
と

い
う

。
）
に

係
る

総
労

働
時

間
を

、
そ

の
事

業
年

度
に

お
け

る
当

該
派

遣
元

事
業

主
が

雇
用

す
る

派
遣

労
働

者
の

全
て

の
派

遣
就

業
に

係
る

総
労

働
時

間
で

除
し

て
得

た
割

合
（
当

該
割

合
に

小
数

点
以

下
一

位
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

、
こ

れ
を

切
り

捨
て

る
。

）
と

す
る

。
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関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
　
　
　
第

三
章

　
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
措

置
　
　
　
　
第

一
節

　
労

働
者

派
遣

契
約

（
契

約
の

内
容

等
）

第
二

十
六

条
 　

労
働

者
派

遣
契

約
（
当

事
者

の
一

方
が

相
手

方
に

対
し

労
働

者
派

遣
を

す
る

こ
と

を
約

す
る

契
約

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
の

当
事

者
は

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

労
働

者
派

遣
契

約
の

締
結

に
際

し
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

定
め

る
と

と
も

に
、

そ
の

内
容

の
差

異
に

応
じ

て
派

遣
労

働
者

の
人

数
を

定
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 一

 　
派

遣
労

働
者

が
従

事
す

る
業

務
の

内
容

 二
 　

派
遣

労
働

者
が

労
働

者
派

遣
に

係
る

労
働

に
従

事
す

る
事

業
所

の
名

称
及

び
所

在
地

そ
の

他
派

遣
就

業
の

場
所

並
び

に
組

織
単

位
（
労

働
者

の
配

置
の

区
分

で
あ

つ
て

、
配

置
さ

れ
た

労
働

者
の

業
務

の
遂

行
を

指
揮

命
令

す
る

職
務

上
の

地
位

に
あ

る
者

が
当

該
労

働
者

の
業

務
の

配
分

に
関

し
て

直
接

の
権

限
を

有
す

る
も

の
と

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

 三
 　

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

の
た

め
に

、
就

業
中

の
派

遣
労

働
者

を
直

接
指

揮
命

令
す

る
者

に
関

す
る

事
項

 四
 　

労
働

者
派

遣
の

期
間

及
び

派
遣

就
業

を
す

る
日

 五
 　

派
遣

就
業

の
開

始
及

び
終

了
の

時
刻

並
び

に
休

憩
時

間
 六

 　
安

全
及

び
衛

生
に

関
す

る
事

項
 七

 　
派

遣
労

働
者

か
ら

苦
情

の
申

出
を

受
け

た
場

合
に

お
け

る
当

該
申

出
を

受
け

た
苦

情
の

処
理

に
関

す
る

事
項

 八
 　

派
遣

労
働

者
の

新
た

な
就

業
の

機
会

の
確

保
、

派
遣

労
働

者
に

対
す

る
休

業
手

当
（
労

働
基

準
法

 （
昭

和
二

十
二

年
法

律
第

四
十

九
号

）
第

二
十

六
条

の
規

定
に

よ
り

使
用

者
が

支
払

う
べ

き
手

当
を

い
う

。
第

二
十

九
条

の
二

に
お

い
て

同
じ

。
）
等

の
支

払
に

要
す

る
費

用
を

確
保

す
る

た
め

の
当

該
費

用
の

負
担

に
関

す
る

措
置

そ
の

他
の

労
働

者
派

遣
契

約
の

解
除

に
当

た
つ

て
講

ず
る

派
遣

労
働

者
の

雇
用

の
安

定
を

図
る

た
め

に
必

要
な

措
置

に
関

す
る

事
項

 九
 　

労
働

者
派

遣
契

約
が

紹
介

予
定

派
遣

に
係

る
も

の
で

あ
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、

当
該

職
業

紹
介

に
よ

り
従

事
す

べ
き

業
務

の
内

容
及

び
労

働
条

件
そ

の
他

の
当

該
紹

介
予

定
派

遣
に

関
す

る
事

項
 十

 　
前

各
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

事
項

　
イ

　
法

第
四

十
条

の
二

第
一

項
第

三
号

ロ
に

該
当

す
る

旨
　

ロ
　

当
該

派
遣

先
に

お
い

て
当

該
業

務
が

一
箇

月
間

に
行

わ
れ

る
日

数
　

ハ
　

当
該

派
遣

先
に

雇
用

さ
れ

る
通

常
の

労
働

者
の

一
箇

月
間

の
所

定
労

働
日

数

 七
 　

派
遣

労
働

者
を

無
期

雇
用

派
遣

労
働

者
（
法

第
三

十
条

の
二

第
一

項
に

規
定

す
る

無
期

雇
用

派
遣

労
働

者
を

い
う

。
）
又

は
第

三
十

二
条

の
四

に
規

定
す

る
者

に
限

る
か

否
か

の
別

（
契

約
に
係

る
書

面
の

記
載

事
項

）
第

二
十

二
条

の
二

 　
第

二
十

一
条

第
三

項
に

規
定

す
る

書
面

に
は

、
同

項
及

び
同

条
第

四
項

に
規

定
す

る
事

項
の

ほ
か

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る

事
項

を
記

載
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 一

 　
紹

介
予

定
派

遣
の

場
合

　
当

該
派

遣
先

が
職

業
紹

介
を

受
け

る
こ

と
を

希
望

し
な

い
場

合
又

は
職

業
紹

介
を

受
け

た
者

を
雇

用
し

な
い

場
合

に
は

、
派

遣
元

事
業

主
の

求
め

に
応

じ
、

そ
の

理
由

を
、

書
面

の
交

付
若

し
く

は
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
を

利
用

し
て

す
る

送
信

又
は

電
子

メ
ー

ル
そ

の
他

の
そ

の
受

信
を

す
る

者
を

特
定

し
て

情
報

を
伝

達
す

る
た

め
に

用
い

ら
れ

る
電

気
通

信
（
電

気
通

信
事

業
法

（
昭

和
五

十
九

年
法

律
第

八
十

六
号

）
第

二
条

第
一

号
に

規
定

す
る

電
気

通
信

を
い

う
。

以
下

「
電

子
メ

ー
ル

等
」
と

い
う

。
）
の

送
信

の
方

法
（
当

該
電

子
メ

ー
ル

等
の

受
信

を
す

る
者

が
当

該
電

子
メ

ー
ル

等
の

記
録

を
出

力
す

る
こ

と
に

よ
り

書
面

を
作

成
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
に

限
る

。
以

下
同

じ
。

）
（
以

下
「
書

面
の

交
付

等
」
と

い
う

。
）
に

よ
り

、
派

遣
元

事
業

主
に

対
し

て
明

示
す

る
旨

 二
 　

法
第

四
十

条
の

二
第

一
項

第
三

号
イ

の
業

務
に

つ
い

て
行

わ
れ

る
労

働
者

派
遣

の
場

合
　

同
号

イ
に

該
当

す
る

旨
三

 　
法

第
四

十
条

の
二

第
一

項
第

三
号

ロ
の

業
務

に
つ

い
て

行
わ

れ
る

労
働

者
派

遣
の

場
合

　
次

の
イ

か
ら

ハ
ま

で
に

掲
げ

る
事

項

　
　
　
　
第

一
節

　
労

働
者

派
遣

契
約

（
労

働
者

派
遣

契
約

に
お
け
る
定

め
の

方
法

等
）

　
　
　
第

二
章

　
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
措

置

（
法

第
二

十
六

条
第

一
項

第
十

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
事

項
）

 二
 　

派
遣

元
責

任
者

及
び

派
遣

先
責

任
者

に
関

す
る

事
項

 三
 　

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

が
法

第
二

十
六

条
第

一
項

第
四

号
に

掲
げ

る
派

遣
就

業
を

す
る

日
以

外
の

日
に

派
遣

就
業

を
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
、

又
は

同
項

第
五

号
に

掲
げ

る
派

遣
就

業
の

開
始

の
時

刻
か

ら
終

了
の

時
刻

ま
で

の
時

間
を

延
長

す
る

こ
と

が
で

き
る

旨
の

定
め

を
し

た
場

合
に

お
け

る
当

該
派

遣
就

業
を

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
日

又
は

延
長

す
る

こ
と

が
で

き
る

時
間

数
 四

 　
派

遣
元

事
業

主
が

、
派

遣
先

で
あ

る
者

又
は

派
遣

先
と

な
ろ

う
と

す
る

者
と

の
間

で
、

こ
れ

ら
の

者
が

当
該

派
遣

労
働

者
に

対
し

、
診

療
所

等
の

施
設

で
あ

つ
て

現
に

当
該

派
遣

先
で

あ
る

者
又

は
派

遣
先

に
な

ろ
う

と
す

る
者

に
雇

用
さ

れ
る

労
働

者
が

通
常

利
用

し
て

い
る

も
の

（
第

三
十

二
条

の
三

各
号

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

）
の

利
用

、
レ

ク
リ

エ
ー

シ
ョ
ン

等
に

関
す

る
施

設
又

は
設

備
の

利
用

、
制

服
の

貸
与

そ
の

他
の

派
遣

労
働

者
の

福
祉

の
増

進
の

た
め

の
便

宜
を

供
与

す
る

旨
の

定
め

を
し

た
場

合
に

お
け

る
当

該
便

宜
供

与
の

内
容

及
び

方
法

 五
 　

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

が
、

労
働

者
派

遣
の

終
了

後
に

当
該

労
働

者
派

遣
に

係
る

派
遣

労
働

者
を

雇
用

す
る

場
合

に
、

労
働

者
派

遣
を

す
る

事
業

主
に

対
し

、
あ

ら
か

じ
め

そ
の

旨
を

通
知

す
る

こ
と

、
手

数
料

を
支

払
う

こ
と

そ
の

他
の

労
働

者
派

遣
の

終
了

後
に

労
働

者
派

遣
契

約
の

当
事

者
間

の
紛

争
を

防
止

す
る

た
め

に
講

ず
る

措
置

第
二

十
一

条
 　

法
第

二
十

六
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
定

め
は

、
同

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
の

内
容

の
組

合
せ

が
一

で
あ

る
と

き
は

当
該

組
合

せ
に

係
る

派
遣

労
働

者
の

数
を

、
当

該
組

合
せ

が
二

以
上

で
あ

る
と

き
は

当
該

そ
れ

ぞ
れ

の
組

合
せ

の
内

容
及

び
当

該
組

合
せ

ご
と

の
派

遣
労

働
者

の
数

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
 　

法
第

二
十

六
条

第
一

項
第

一
号

の
業

務
の

内
容

に
令

第
四

条
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

業
務

が
含

ま
れ

る
と

き
は

、
当

該
業

務
が

該
当

す
る

同
項

各
号

に
掲

げ
る

業
務

の
号

番
号

を
付

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

日
雇

労
働

者
に

係
る

労
働

者
派

遣
が

行
わ

れ
な

い
こ

と
が

明
ら

か
で

あ
る

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

３
 　

労
働

者
派

遣
契

約
の

当
事

者
は

、
当

該
労

働
者

派
遣

契
約

の
締

結
に

際
し

法
第

二
十

六
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
定

め
た

事
項

を
、

書
面

に
記

載
し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

４
 　

派
遣

元
事

業
主

か
ら

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

は
、

当
該

労
働

者
派

遣
契

約
の

締
結

に
当

た
り

法
第

二
十

六
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
明

示
さ

れ
た

内
容

を
、

前
項

の
書

面
に

併
せ

て
記

載
し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
法

第
二

十
六

条
第

一
項

第
二

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
区

分
）

第
二

十
一

条
の

二
 　

法
第

二
十

六
条

第
一

項
第

二
号

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
区

分
は

、
名

称
の

い
か

ん
を

問
わ

ず
、

業
務

の
関

連
性

に
基

づ
い

て
法

第
二

条
第

四
号

に
規

定
す

る
派

遣
先

（
以

下
単

に
「
派

遣
先

」
と

い
う

。
）
が

設
定

し
た

労
働

者
の

配
置

の
区

分
で

あ
つ

て
、

配
置

さ
れ

た
労

働
者

の
業

務
の

遂
行

を
指

揮
命

令
す

る
職

務
上

の
地

位
に

あ
る

者
が

当
該

労
働

者
の

業
務

の
配

分
及

び
当

該
業

務
に

係
る

労
務

管
理

に
関

し
て

直
接

の
権

限
を

有
す

る
も

の
と

す
る

。

第
二

十
二

条
 　

法
第

二
十

六
条

第
一

項
第

十
号

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
事

項
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 一
  

 派
遣

労
働

者
が

従
事

す
る

業
務

に
伴

う
責

任
の

程
度

 六
  

 派
遣

労
働

者
を

協
定

対
象

派
遣

労
働

者
に

限
る

か
否

か
の

別

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

111
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則

２
 　

前
項

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

派
遣

元
事

業
主

は
、

労
働

者
派

遣
契

約
で

あ
つ

て
海

外
派

遣
に

係
る

も
の

の
締

結
に

際
し

て
は

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

海
外

派
遣

に
係

る
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
が

次
に

掲
げ

る
措

置
を

講
ず

べ
き

旨
を

定
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 一

 　
第

四
十

一
条

の
派

遣
先

責
任

者
の

選
任

 二
 　

第
四

十
二

条
第

一
項

の
派

遣
先

管
理

台
帳

の
作

成
、

同
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

の
当

該
台

帳
へ

の
記

載
及

び
同

条
第

三
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
条

件
に

従
つ

た
通

知
 三

 　
そ

の
他

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

当
該

派
遣

就
業

が
適

正
に

行
わ

れ
る

た
め

必
要

な
措

置

３
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
労

働
者

派
遣

契
約

を
締

結
す

る
に

当
た

つ
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

当
該

契
約

の
相

手
方

に
対

し
、

第
五

条
第

一
項

の
許

可
を

受
け

て
い

る
旨

を
明

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
４

 　
派

遣
元

事
業

主
か

ら
新

た
な

労
働

者
派

遣
契

約
に

基
づ

く
労

働
者

派
遣

（
第

四
十

条
の

二
第

一
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

を
除

く
。

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
の

役
務

の
提

供
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
当

該
労

働
者

派
遣

契
約

を
締

結
す

る
に

当
た

つ
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

当
該

派
遣

元
事

業
主

に
対

し
、

当
該

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
が

開
始

さ
れ

る
日

以
後

当
該

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

の
事

業
所

そ
の

他
派

遣
就

業
の

場
所

の
業

務
に

つ
い

て
同

条
第

一
項

の
規

定
に

抵
触

す
る

こ
と

と
な

る
最

初
の

日
を

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

５
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

新
た

な
労

働
者

派
遣

契
約

に
基

づ
く

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

か
ら

前
項

の
規

定
に

よ
る

通
知

が
な

い
と

き
は

、
当

該
者

と
の

間
で

、
当

該
者

の
事

業
所

そ
の

他
派

遣
就

業
の

場
所

の
業

務
に

係
る

労
働

者
派

遣
契

約
を

締
結

し
て

は
な

ら
な

い
。

６
 　

労
働

者
派

遣
（
紹

介
予

定
派

遣
を

除
く

。
）
の

役
務

の
提

供
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

労
働

者
派

遣
契

約
の

締
結

に
際

し
、

当
該

労
働

者
派

遣
契

約
に

基
づ

く
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
労

働
者

を
特

定
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
行

為
を

し
な

い
よ

う
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
法

第
二

十
六

条
第

二
項

第
三

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
措

置
）

 四
 　

法
第

四
十

条
の

二
第

一
項

第
四

号
の

労
働

者
派

遣
の

場
合

　
次

の
イ

及
び

ロ
に

掲
げ

る
事

項
　

イ
　

労
働

基
準

法
（
昭

和
二

十
二

年
法

律
第

四
十

九
号

）
第

六
十

五
条

第
一

項
若

し
く

は
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

休
業

（
以

下
「
産

前
産

後
休

業
」

と
い

う
。

）
、

育
児

休
業

、
介

護
休

業
等

育
児

又
は

家
族

介
護

を
行

う
労

働
者

の
福

祉
に

関
す

る
法

律
（
平

成
三

年
法

律
第

七
十

六
号

。
以

下
「
育

児
・
介

護
休

業
法

」
と

い
う

。
）
第

二
条

第
一

号
に

規
定

す
る

育
児

休
業

（
以

下
「
育

児
休

業
」
と

い
う

。
）
又

は
第

三
十

三
条

に
規

定
す

る
場

合
に

お
け

る
休

業
を

す
る

労
働

者
の

氏
名

及
び

業
務

　
ロ

　
イ

の
労

働
者

が
す

る
産

前
産

後
休

業
、

育
児

休
業

又
は

第
三

十
三

条
に

規
定

す
る

場
合

に
お

け
る

休
業

の
開

始
及

び
終

了
予

定
の

日

  
 ニ

  
 当

該
比

較
対

象
労

働
者

の
待

遇
の

そ
れ

ぞ
れ

の
性

質
及

び
当

該
待

遇
を

行
う

目
的

第
二

十
四

条
 　

法
第

二
十

六
条

第
二

項
第

三
号

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
措

置
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 一
 　

法
第

二
十

六
条

第
四

項
に

規
定

す
る

法
第

四
十

条
の

二
第

一
項

の
規

定
に

抵
触

す
る

こ
と

と
な

る
最

初
の

日
の

通
知

 二
 　

法
第

三
十

九
条

の
労

働
者

派
遣

契
約

に
関

す
る

措
置

 三
 　

法
第

四
十

条
第

一
項

の
苦

情
の

内
容

の
通

知
及

び
当

該
苦

情
の

処
理

 四
 　

法
第

四
十

条
第

二
項

に
規

定
す

る
教

育
訓

練
の

実
施

等
必

要
な

措
置

 五
 　

法
第

四
十

条
の

二
第

一
項

第
五

号
の

労
働

者
派

遣
の

場
合

　
次

の
イ

及
び

ロ
に

掲
げ

る
事

項
　

イ
　

育
児

・
介

護
休

業
法

第
二

条
第

二
号

に
規

定
す

る
介

護
休

業
（
以

下
「
介

護
休

業
」
と

い
う

。
）
又

は
第

三
十

三
条

の
二

に
規

定
す

る
休

業
を

す
る

労
働

者
の

氏
名

及
び

業
務

　
ロ

　
イ

の
労

働
者

が
す

る
介

護
休

業
又

は
第

三
十

三
条

の
二

に
規

定
す

る
休

業
の

開
始

及
び

終
了

予
定

の
日

（
海

外
派

遣
に
係

る
労

働
者

派
遣

契
約

に
お
け
る
定

め
の

方
法

）

 五
 　

法
第

四
十

条
第

三
項

に
規

定
す

る
福

利
厚

生
施

設
の

利
用

の
機

会
の

付
与

  
 ホ

  
 当

該
比

較
対

象
労

働
者

の
待

遇
の

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

、
職

務
の

内
容

、
当

該
職

務
の

内
容

及
び

配
置

の
変

更
の

範
囲

そ
の

他
の

事
情

の
う

ち
、

当
該

待
遇

に
係

る
決

定
を

す
る

に
当

た
つ

て
考

慮
し

た
も

の
 二

  
 労

働
者

派
遣

契
約

に
、

当
該

労
働

者
派

遣
契

約
に

基
づ

く
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
労

働
者

を
協

定
対

象
派

遣
労

働
者

に
限

定
す

る
こ

と
を

定
め

る
場

合
次

の
イ

及
び

ロ
に

掲
げ

る
情

報
  

 イ
  

 法
第

四
十

条
第

二
項

の
教

育
訓

練
の

内
容

（
当

該
教

育
訓

練
が

な
い

場
合

に
は

、
そ

の
旨

）

第
二

十
四

条
の

二
 　

法
第

二
十

六
条

第
四

項
に

規
定

す
る

法
第

四
十

条
の

二
第

一
項

の
規

定
に

抵
触

す
る

こ
と

と
な

る
最

初
の

日
の

通
知

は
、

労
働

者
派

遣
契

約
を

締
結

す
る

に
当

た
り

、
あ

ら
か

じ
め

、
法

第
二

十
六

条
第

四
項

の
規

定
に

よ
り

通
知

す
べ

き
事

項
に

係
る

書
面

の
交

付
等

に
よ

り
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 六
 　

法
第

四
十

条
の

四
に

規
定

す
る

派
遣

労
働

者
の

雇
用

に
関

す
る

事
項

に
関

す
る

措
置

 七
 　

法
第

四
十

条
の

五
に

規
定

す
る

労
働

者
の

募
集

に
係

る
事

項
の

周
知

第
二

十
三

条
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

海
外

派
遣

に
係

る
労

働
者

派
遣

契
約

の
締

結
に

際
し

、
法

第
二

十
六

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

定
め

た
事

項
を

書
面

に
記

載
し

て
、

当
該

海
外

派
遣

に
係

る
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
に

当
該

書
面

の
交

付
等

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

 十
 　

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
派

遣
就

業
が

適
正

か
つ

円
滑

に
行

わ
れ

る
よ

う
に

す
る

た
め

必
要

な
措

置

（
法

第
二

十
六

条
第

四
項

に
規

定
す
る
法

第
四

十
条

の
二

第
一

項
の

規
定

に
抵

触
す
る
こ
と
と
な
る
最

初
の

日
の

通
知

の
方

法
）

（
法

第
二

十
六

条
第

七
項

の
情

報
の

提
供

の
方

法
等

）
第

二
十

四
条

の
三

　
法

第
二

十
六

条
第

七
項

の
情

報
の

提
供

は
、

同
項

の
規

定
に

よ
り

提
供

す
べ

き
事

項
に

係
る

書
面

の
交

付
等

に
よ

り
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　

派
遣

元
事

業
主

は
前

項
の

規
定

に
よ

る
情

報
の

提
供

に
係

る
書

面
等

を
、

派
遣

先
は

当
該

書
面

等
の

写
し

を
、

当
該

労
働

者
派

遣
契

約
に

基
づ

く
労

働
者

派
遣

が
終

了
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

三
年

を
経

過
す

る
日

ま
で

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
法

第
二

十
六

条
第

七
項

の
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
情

報
）

第
二

十
四

条
の

四
　

法
第

二
十

六
条

第
七

項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

情
報

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
情

報
と

す
る

。
 一

  
 労

働
者

派
遣

契
約

に
、

当
該

労
働

者
派

遣
契

約
に

基
づ

く
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
労

働
者

を
協

定
対

象
派

遣
労

働
者

に
限

定
し

な
い

こ
と

を
定

め
る

場
合

次
の

イ
か

ら
ホ

ま
で

に
掲

げ
る

情
報

  
 イ

  
  

比
較

対
象

労
働

者
（
法

第
二

十
六

条
第

八
項

に
規

定
す

る
比

較
対

象
労

働
者

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
の

職
務

の
内

容
（
同

項
に

規
定

す
る

職
務

の
内

容
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
、

当
該

職
務

の
内

容
及

び
配

置
の

変
更

の
範

囲
並

び
に

雇
用

形
態

  
 ロ

  
 当

該
比

較
対

象
労

働
者

を
選

定
し

た
理

由
  

 ハ
  

 当
該

比
較

対
象

労
働

者
の

待
遇

の
そ

れ
ぞ

れ
の

内
容

（
昇

給
、

賞
与

そ
の

他
の

主
な

待
遇

が
な

い
場

合
に

は
、

そ
の

旨
を

含
む

。
）

  
 ロ

  
 第

三
十

二
条

の
三

各
号

に
掲

げ
る

福
利

厚
生

施
設

の
内

容
（
当

該
福

利
厚

生
施

設
が

な
い

場
合

に
は

、
そ

の
旨

）

７
　

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
労

働
者

派
遣

契
約

を
締

結
す

る
に

当
た

つ
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

派
遣

元
事

業
主

に
対

し
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
労

働
者

が
従

事
す

る
業

務
ご

と
に

、
比

較
対

象
労

働
者

の
賃

金
そ

の
他

の
待

遇
に

関
す

る
情

報
そ

の
他

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
情

報
を

提
供

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 八
 　

法
第

四
十

条
の

九
第

二
項

に
規

定
す

る
通

知
 九

 　
疾

病
、

負
傷

等
の

場
合

に
お

け
る

療
養

の
実

施
そ

の
他

派
遣

労
働

者
の

福
祉

の
増

進
に

係
る

必
要

な
援

助

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

112
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則

２
 　

前
項

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

派
遣

元
事

業
主

は
、

労
働

者
派

遣
契

約
で

あ
つ

て
海

外
派

遣
に

係
る

も
の

の
締

結
に

際
し

て
は

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

海
外

派
遣

に
係

る
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
が

次
に

掲
げ

る
措

置
を

講
ず

べ
き

旨
を

定
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 一

 　
第

四
十

一
条

の
派

遣
先

責
任

者
の

選
任

 二
 　

第
四

十
二

条
第

一
項

の
派

遣
先

管
理

台
帳

の
作

成
、

同
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

の
当

該
台

帳
へ

の
記

載
及

び
同

条
第

三
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
条

件
に

従
つ

た
通

知
 三

 　
そ

の
他

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

当
該

派
遣

就
業

が
適

正
に

行
わ

れ
る

た
め

必
要

な
措

置

３
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
労

働
者

派
遣

契
約

を
締

結
す

る
に

当
た

つ
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

当
該

契
約

の
相

手
方

に
対

し
、

第
五

条
第

一
項

の
許

可
を

受
け

て
い

る
旨

を
明

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
４

 　
派

遣
元

事
業

主
か

ら
新

た
な

労
働

者
派

遣
契

約
に

基
づ

く
労

働
者

派
遣

（
第

四
十

条
の

二
第

一
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

を
除

く
。

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
の

役
務

の
提

供
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
当

該
労

働
者

派
遣

契
約

を
締

結
す

る
に

当
た

つ
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

当
該

派
遣

元
事

業
主

に
対

し
、

当
該

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
が

開
始

さ
れ

る
日

以
後

当
該

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

の
事

業
所

そ
の

他
派

遣
就

業
の

場
所

の
業

務
に

つ
い

て
同

条
第

一
項

の
規

定
に

抵
触

す
る

こ
と

と
な

る
最

初
の

日
を

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

５
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

新
た

な
労

働
者

派
遣

契
約

に
基

づ
く

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

か
ら

前
項

の
規

定
に

よ
る

通
知

が
な

い
と

き
は

、
当

該
者

と
の

間
で

、
当

該
者

の
事

業
所

そ
の

他
派

遣
就

業
の

場
所

の
業

務
に

係
る

労
働

者
派

遣
契

約
を

締
結

し
て

は
な

ら
な

い
。

６
 　

労
働

者
派

遣
（
紹

介
予

定
派

遣
を

除
く

。
）
の

役
務

の
提

供
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

労
働

者
派

遣
契

約
の

締
結

に
際

し
、

当
該

労
働

者
派

遣
契

約
に

基
づ

く
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
労

働
者

を
特

定
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
行

為
を

し
な

い
よ

う
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
法

第
二

十
六

条
第

二
項

第
三

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
措

置
）

 四
 　

法
第

四
十

条
の

二
第

一
項

第
四

号
の

労
働

者
派

遣
の

場
合

　
次

の
イ

及
び

ロ
に

掲
げ

る
事

項
　

イ
　

労
働

基
準

法
（
昭

和
二

十
二

年
法

律
第

四
十

九
号

）
第

六
十

五
条

第
一

項
若

し
く

は
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

休
業

（
以

下
「
産

前
産

後
休

業
」

と
い

う
。

）
、

育
児

休
業

、
介

護
休

業
等

育
児

又
は

家
族

介
護

を
行

う
労

働
者

の
福

祉
に

関
す

る
法

律
（
平

成
三

年
法

律
第

七
十

六
号

。
以

下
「
育

児
・
介

護
休

業
法

」
と

い
う

。
）
第

二
条

第
一

号
に

規
定

す
る

育
児

休
業

（
以

下
「
育

児
休

業
」
と

い
う

。
）
又

は
第

三
十

三
条

に
規

定
す

る
場

合
に

お
け

る
休

業
を

す
る

労
働

者
の

氏
名

及
び

業
務

　
ロ

　
イ

の
労

働
者

が
す

る
産

前
産

後
休

業
、

育
児

休
業

又
は

第
三

十
三

条
に

規
定

す
る

場
合

に
お

け
る

休
業

の
開

始
及

び
終

了
予

定
の

日

  
 ニ

  
 当

該
比

較
対

象
労

働
者

の
待

遇
の

そ
れ

ぞ
れ

の
性

質
及

び
当

該
待

遇
を

行
う

目
的

第
二

十
四

条
 　

法
第

二
十

六
条

第
二

項
第

三
号

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
措

置
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 一
 　

法
第

二
十

六
条

第
四

項
に

規
定

す
る

法
第

四
十

条
の

二
第

一
項

の
規

定
に

抵
触

す
る

こ
と

と
な

る
最

初
の

日
の

通
知

 二
 　

法
第

三
十

九
条

の
労

働
者

派
遣

契
約

に
関

す
る

措
置

 三
 　

法
第

四
十

条
第

一
項

の
苦

情
の

内
容

の
通

知
及

び
当

該
苦

情
の

処
理

 四
 　

法
第

四
十

条
第

二
項

に
規

定
す

る
教

育
訓

練
の

実
施

等
必

要
な

措
置

 五
 　

法
第

四
十

条
の

二
第

一
項

第
五

号
の

労
働

者
派

遣
の

場
合

　
次

の
イ

及
び

ロ
に

掲
げ

る
事

項
　

イ
　

育
児

・
介

護
休

業
法

第
二

条
第

二
号

に
規

定
す

る
介

護
休

業
（
以

下
「
介

護
休

業
」
と

い
う

。
）
又

は
第

三
十

三
条

の
二

に
規

定
す

る
休

業
を

す
る

労
働

者
の

氏
名

及
び

業
務

　
ロ

　
イ

の
労

働
者

が
す

る
介

護
休

業
又

は
第

三
十

三
条

の
二

に
規

定
す

る
休

業
の

開
始

及
び

終
了

予
定

の
日

（
海

外
派

遣
に
係

る
労

働
者

派
遣

契
約

に
お
け
る
定

め
の

方
法

）

 五
 　

法
第

四
十

条
第

三
項

に
規

定
す

る
福

利
厚

生
施

設
の

利
用

の
機

会
の

付
与

  
 ホ

  
 当

該
比

較
対

象
労

働
者

の
待

遇
の

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

、
職

務
の

内
容

、
当

該
職

務
の

内
容

及
び

配
置

の
変

更
の

範
囲

そ
の

他
の

事
情

の
う

ち
、

当
該

待
遇

に
係

る
決

定
を

す
る

に
当

た
つ

て
考

慮
し

た
も

の
 二

  
 労

働
者

派
遣

契
約

に
、

当
該

労
働

者
派

遣
契

約
に

基
づ

く
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
労

働
者

を
協

定
対

象
派

遣
労

働
者

に
限

定
す

る
こ

と
を

定
め

る
場

合
次

の
イ

及
び

ロ
に

掲
げ

る
情

報
  

 イ
  

 法
第

四
十

条
第

二
項

の
教

育
訓

練
の

内
容

（
当

該
教

育
訓

練
が

な
い

場
合

に
は

、
そ

の
旨

）

第
二

十
四

条
の

二
 　

法
第

二
十

六
条

第
四

項
に

規
定

す
る

法
第

四
十

条
の

二
第

一
項

の
規

定
に

抵
触

す
る

こ
と

と
な

る
最

初
の

日
の

通
知

は
、

労
働

者
派

遣
契

約
を

締
結

す
る

に
当

た
り

、
あ

ら
か

じ
め

、
法

第
二

十
六

条
第

四
項

の
規

定
に

よ
り

通
知

す
べ

き
事

項
に

係
る

書
面

の
交

付
等

に
よ

り
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 六
 　

法
第

四
十

条
の

四
に

規
定

す
る

派
遣

労
働

者
の

雇
用

に
関

す
る

事
項

に
関

す
る

措
置

 七
 　

法
第

四
十

条
の

五
に

規
定

す
る

労
働

者
の

募
集

に
係

る
事

項
の

周
知

第
二

十
三

条
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

海
外

派
遣

に
係

る
労

働
者

派
遣

契
約

の
締

結
に

際
し

、
法

第
二

十
六

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

定
め

た
事

項
を

書
面

に
記

載
し

て
、

当
該

海
外

派
遣

に
係

る
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
に

当
該

書
面

の
交

付
等

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

 十
 　

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
派

遣
就

業
が

適
正

か
つ

円
滑

に
行

わ
れ

る
よ

う
に

す
る

た
め

必
要

な
措

置

（
法

第
二

十
六

条
第

四
項

に
規

定
す
る
法

第
四

十
条

の
二

第
一

項
の

規
定

に
抵

触
す
る
こ
と
と
な
る
最

初
の

日
の

通
知

の
方

法
）

（
法

第
二

十
六

条
第

七
項

の
情

報
の

提
供

の
方

法
等

）
第

二
十

四
条

の
三

　
法

第
二

十
六

条
第

七
項

の
情

報
の

提
供

は
、

同
項

の
規

定
に

よ
り

提
供

す
べ

き
事

項
に

係
る

書
面

の
交

付
等

に
よ

り
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　

派
遣

元
事

業
主

は
前

項
の

規
定

に
よ

る
情

報
の

提
供

に
係

る
書

面
等

を
、

派
遣

先
は

当
該

書
面

等
の

写
し

を
、

当
該

労
働

者
派

遣
契

約
に

基
づ

く
労

働
者

派
遣

が
終

了
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

三
年

を
経

過
す

る
日

ま
で

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
法

第
二

十
六

条
第

七
項

の
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
情

報
）

第
二

十
四

条
の

四
　

法
第

二
十

六
条

第
七

項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

情
報

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
情

報
と

す
る

。
 一

  
 労

働
者

派
遣

契
約

に
、

当
該

労
働

者
派

遣
契

約
に

基
づ

く
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
労

働
者

を
協

定
対

象
派

遣
労

働
者

に
限

定
し

な
い

こ
と

を
定

め
る

場
合

次
の

イ
か

ら
ホ

ま
で

に
掲

げ
る

情
報

  
 イ

  
  

比
較

対
象

労
働

者
（
法

第
二

十
六

条
第

八
項

に
規

定
す

る
比

較
対

象
労

働
者

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
の

職
務

の
内

容
（
同

項
に

規
定

す
る

職
務

の
内

容
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
、

当
該

職
務

の
内

容
及

び
配

置
の

変
更

の
範

囲
並

び
に

雇
用

形
態

  
 ロ

  
 当

該
比

較
対

象
労

働
者

を
選

定
し

た
理

由
  

 ハ
  

 当
該

比
較

対
象

労
働

者
の

待
遇

の
そ

れ
ぞ

れ
の

内
容

（
昇

給
、

賞
与

そ
の

他
の

主
な

待
遇

が
な

い
場

合
に

は
、

そ
の

旨
を

含
む

。
）

  
 ロ

  
 第

三
十

二
条

の
三

各
号

に
掲

げ
る

福
利

厚
生

施
設

の
内

容
（
当

該
福

利
厚

生
施

設
が

な
い

場
合

に
は

、
そ

の
旨

）

７
　

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
労

働
者

派
遣

契
約

を
締

結
す

る
に

当
た

つ
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

派
遣

元
事

業
主

に
対

し
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
労

働
者

が
従

事
す

る
業

務
ご

と
に

、
比

較
対

象
労

働
者

の
賃

金
そ

の
他

の
待

遇
に

関
す

る
情

報
そ

の
他

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
情

報
を

提
供

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 八
 　

法
第

四
十

条
の

九
第

二
項

に
規

定
す

る
通

知
 九

 　
疾

病
、

負
傷

等
の

場
合

に
お

け
る

療
養

の
実

施
そ

の
他

派
遣

労
働

者
の

福
祉

の
増

進
に

係
る

必
要

な
援

助

113

派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則

９
　

派
遣

元
事

業
主

は
、

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

か
ら

第
七

項
の

規
定

に
よ

る
情

報
の

提
供

が
な

い
と

き
は

、
当

該
者

と
の

間
で

、
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
労

働
者

が
従

事
す

る
業

務
に

係
る

労
働

者
派

遣
契

約
を

締
結

し
て

は
な

ら
な

い
。

1
1
 労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
及

び
派

遣
先

は
、

当
該

労
働

者
派

遣
に

関
す

る
料

金
の

額
に

つ
い

て
、

派
遣

元
事

業
主

が
、

第
三

十
条

の
四

第
一

項
の

協
定

に
係

る
労

働
者

派
遣

以
外

の
労

働
者

派
遣

に
あ

つ
て

は
第

三
十

条
の

三
の

規
定

、
同

項
の

協
定

に
係

る
労

働
者

派
遣

に
あ

つ
て

は
同

項
第

二
号

か
ら

第
五

号
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
に

関
す

る
協

定
の

定
め

を
遵

守
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

な
る

よ
う

に
配

慮
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
契

約
の

解
除

等
）

第
二

十
七

条
 　

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

は
、

派
遣

労
働

者
の

国
籍

、
信

条
、

性
別

、
社

会
的

身
分

、
派

遣
労

働
者

が
労

働
組

合
の

正
当

な
行

為
を

し
た

こ
と

等
を

理
由

と
し

て
、

労
働

者
派

遣
契

約
を

解
除

し
て

は
な

ら
な

い
。

第
二

十
八

条
 　

労
働

者
派

遣
を

す
る

事
業

主
は

、
当

該
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
が

、
当

該
派

遣
就

業
に

関
し

、
こ

の
法

律
又

は
第

四
節

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
法

律
の

規
定

（
こ

れ
ら

の
規

定
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

を
含

む
。

第
三

十
一

条
及

び
第

四
十

条
の

六
第

一
項

第
五

号
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

違
反

し
た

場
合

に
お

い
て

は
、

当
該

労
働

者
派

遣
を

停
止

し
、

又
は

当
該

労
働

者
派

遣
契

約
を

解
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
第

二
十

九
条

 　
労

働
者

派
遣

契
約

の
解

除
は

、
将

来
に

向
か

つ
て

の
み

そ
の

効
力

を
生

ず
る

。
（
労

働
者

派
遣

契
約

の
解

除
に
当

た
つ
て
講

ず
べ

き
措

置
）

第
二

十
九

条
の

二
 　

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

は
、

そ
の

者
の

都
合

に
よ

る
労

働
者

派
遣

契
約

の
解

除
に

当
た

つ
て

は
、

当
該

労
働

者
派

遣
に

係
る

派
遣

労
働

者
の

新
た

な
就

業
の

機
会

の
確

保
、

労
働

者
派

遣
を

す
る

事
業

主
に

よ
る

当
該

派
遣

労
働

者
に

対
す

る
休

業
手

当
等

の
支

払
に

要
す

る
費

用
を

確
保

す
る

た
め

の
当

該
費

用
の

負
担

そ
の

他
の

当
該

派
遣

労
働

者
の

雇
用

の
安

定
を

図
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
　
　
　
第

二
節

　
派

遣
元

事
業

主
の

講
ず
べ

き
措

置
等

（
特

定
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

等
の

雇
用

の
安

定
等

）

 一
 　

派
遣

先
に

対
し

、
特

定
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

に
対

し
て

労
働

契
約

の
申

込
み

を
す

る
こ

と
を

求
め

る
こ

と
。

（
法

第
二

十
六

条
第

八
項

の
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
者

）

　
　
　
　
第

二
節

　
派

遣
元

事
業

主
の

講
ず
べ

き
措

置
等

（
法

第
三

十
条

第
一

項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
者

等
）

第
二

十
五

条
 　

法
第

三
十

条
第

一
項

の
派

遣
先

の
事

業
所

そ
の

他
派

遣
就

業
の

場
所

に
お

け
る

同
一

の
組

織
単

位
（
法

第
二

十
六

条
第

一
項

第
二

号
に

規
定

す
る

組
織

単
位

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
の

業
務

に
つ

い
て

継
続

し
て

一
年

以
上

の
期

間
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
労

働
に

従
事

す
る

見
込

み
が

あ
る

者
と

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

は
、

派
遣

先
の

事
業

所
そ

の
他

派
遣

就
業

の
場

所
（
以

下
「
事

業
所

等
」
と

い
う

。
）
に

お
け

る
同

一
の

組
織

単
位

の
業

務
に

つ
い

て
継

続
し

て
一

年
以

上
の

期
間

当
該

労
働

者
派

遣
に

係
る

労
働

に
従

事
す

る
見

込
み

が
あ

る
者

で
あ

つ
て

、
当

該
労

働
者

派
遣

の
終

了
後

も
継

続
し

て
就

業
す

る
こ

と
を

希
望

し
て

い
る

も
の

（
法

第
四

十
条

の
二

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
労

働
者

を
除

く
。

）
と

す
る

。
２

 　
前

項
の

派
遣

労
働

者
の

希
望

に
つ

い
て

は
、

派
遣

元
事

業
主

が
当

該
派

遣
労

働
者

に
係

る
労

働
者

派
遣

が
終

了
す

る
日

の
前

日
ま

で
に

当
該

派
遣

労
働

者
に

対
し

て
聴

く
も

の
と

す
る

。

（
法

第
三

十
条

の
措

置
の

実
施

の
方

法
）

第
二

十
五

条
の

二
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

法
第

三
十

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

措
置

を
講

ず
る

に
当

た
つ

て
は

、
同

項
各

号
の

い
ず

れ
か

の
措

置
を

講
ず

る
よ

う
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

 　
法

第
三

十
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

す
る

同
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
措

置
を

講
ず

る
場

合
に

お
け

る
前

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
同

項
中

「
講

ず
る

よ
う

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」
と

あ
る

の
は

、
「
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

同
項

第
一

号
の

措
置

が
講

じ
ら

れ
た

場
合

で
あ

つ
て

、
当

該
措

置
の

対
象

と
な

つ
た

特
定

有
期

雇
用

派
遣

労
働

者
（
同

項
に

規
定

す
る

特
定

有
期

雇
用

派
遣

労
働

者
を

い
う

。
）
が

当
該

派
遣

先
に

雇
用

さ
れ

な
か

つ
た

と
き

は
、

同
項

第
二

号
か

ら
第

四
号

ま
で

の
い

ず
れ

か
の

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」
と

す
る

。

第
二

十
四

条
の

五
  

法
第

二
十

六
条

第
八

項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

者
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 一
  

 職
務

の
内

容
並

び
に

当
該

職
務

の
内

容
及

び
配

置
の

変
更

の
範

囲
が

派
遣

労
働

者
と

同
一

で
あ

る
と

見
込

ま
れ

る
通

常
の

労
働

者

３
  

労
働

者
派

遣
契

約
が

終
了

す
る

日
前

一
週

間
以

内
に

お
け

る
変

更
で

あ
つ

て
、

当
該

変
更

を
踏

ま
え

て
派

遣
労

働
者

の
待

遇
を

変
更

し
な

く
て

も
法

第
三

十
条

の
三

の
規

定
に

違
反

し
な

い
も

の
で

あ
り

、
か

つ
、

当
該

変
更

の
内

容
に

関
す

る
情

報
の

提
供

を
要

し
な

い
も

の
と

し
て

労
働

者
派

遣
契

約
で

定
め

た
範

囲
を

超
え

な
い

も
の

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
法

第
二

十
六

条
第

十
項

の
情

報
の

提
供

を
要

し
な

い
。

４
  

第
二

十
四

条
の

三
第

二
項

の
規

定
に

つ
い

て
は

、
法

第
二

十
六

条
第

十
項

の
情

報
の

提
供

に
つ

い
て

準
用

す
る

。

第
三

十
条

 　
派

遣
元

事
業

主
は

、
そ

の
雇

用
す

る
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

（
期

間
を

定
め

て
雇

用
さ

れ
る

派
遣

労
働

者
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
で

あ
つ

て
派

遣
先

の
事

業
所

そ
の

他
派

遣
就

業
の

場
所

に
お

け
る

同
一

の
組

織
単

位
の

業
務

に
つ

い
て

継
続

し
て

一
年

以
上

の
期

間
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
労

働
に

従
事

す
る

見
込

み
が

あ
る

も
の

と
し

て
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
（
以

下
「
特

定
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

」
と

い
う

。
）
そ

の
他

雇
用

の
安

定
を

図
る

必
要

性
が

高
い

と
認

め
ら

れ
る

者
と

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

又
は

派
遣

労
働

者
と

し
て

期
間

を
定

め
て

雇
用

し
よ

う
と

す
る

労
働

者
で

あ
つ

て
雇

用
の

安
定

を
図

る
必

要
性

が
高

い
と

認
め

ら
れ

る
も

の
と

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
特

定
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

等
」
と

い
う

。
）
に

対
し

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

次
の

各
号

の
措

置
を

講
ず

る
よ

う
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

８
　

前
項

の
「
比

較
対

象
労

働
者

」
と

は
、

当
該

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

に
雇

用
さ

れ
る

通
常

の
労

働
者

で
あ

つ
て

、
そ

の
業

務
の

内
容

及
び

当
該

業
務

に
伴

う
責

任
の

程
度

（
以

下
「
職

務
の

内
容

」
と

い
う

。
）
並

び
に

当
該

職
務

の
内

容
及

び
配

置
の

変
更

の
範

囲
が

、
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
労

働
者

と
同

一
で

あ
る

と
見

込
ま

れ
る

も
の

そ
の

他
の

当
該

派
遣

労
働

者
と

待
遇

を
比

較
す

べ
き

労
働

者
と

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

を
い

う
。

 二
  

 前
号

に
該

当
す

る
労

働
者

が
い

な
い

場
合

に
あ

つ
て

は
、

職
務

の
内

容
が

派
遣

労
働

者
と

同
一

で
あ

る
と

見
込

ま
れ

る
通

常
の

労
働

者
 三

  
 前

二
号

に
該

当
す

る
労

働
者

が
い

な
い

場
合

に
あ

つ
て

は
、

前
二

号
に

掲
げ

る
者

に
準

ず
る

労
働

者

（
法

第
二

十
六

条
第

十
項

の
情

報
の

提
供

の
方

法
等

）

３
 　

法
第

三
十

条
第

一
項

の
そ

の
他

雇
用

の
安

定
を

図
る

必
要

性
が

高
い

と
認

め
ら

れ
る

者
と

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

は
、

当
該

派
遣

元
事

業
主

に
雇

用
さ

れ
た

期
間

が
通

算
し

て
一

年
以

上
で

あ
る

有
期

雇
用

派
遣

労
働

者
（
同

項
に

規
定

す
る

有
期

雇
用

派
遣

労
働

者
を

い
い

、
第

一
項

に
規

定
す

る
者

を
除

く
。

）
と

す
る

。

1
0
 派

遣
先

は
、

第
七

項
の

情
報

に
変

更
が

あ
つ

た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
派

遣
元

事
業

主
に

対
し

、
当

該
変

更
の

内
容

に
関

す
る

情
報

を
提

供
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第

二
十

四
条

の
六

  
法

第
二

十
六

条
第

十
項

の
情

報
の

提
供

は
、

同
条

第
七

項
の

情
報

に
変

更
が

あ
つ

た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
、

同
条

第
十

項
の

規
定

に
よ

り
提

供
す

べ
き

事
項

に
係

る
書

面
の

交
付

等
に

よ
り

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

４
 　

法
第

三
十

条
第

一
項

の
派

遣
労

働
者

と
し

て
期

間
を

定
め

て
雇

用
し

よ
う

と
す

る
労

働
者

で
あ

つ
て

雇
用

の
安

定
を

図
る

必
要

性
が

高
い

と
認

め
ら

れ
る

も
の

と
し

て
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
は

、
当

該
派

遣
元

事
業

主
に

雇
用

さ
れ

た
期

間
が

通
算

し
て

一
年

以
上

で
あ

る
派

遣
労

働
者

と
し

て
期

間
を

定
め

て
雇

用
し

よ
う

と
す

る
労

働
者

と
す

る
。

３
　

派
遣

元
事

業
主

は
、

法
第

三
十

条
第

一
項

（
同

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
の

規
定

に
よ

る
措

置
を

講
ず

る
に

当
た

つ
て

は
、

特
定

有
期

雇
用

派
遣

労
働

者
等

（
同

条
第

一
項

に
規

定
す

る
特

定
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

等
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
か

ら
、

当
該

特
定

有
期

雇
用

派
遣

労
働

者
等

が
希

望
す

る
当

該
措

置
の

内
容

を
聴

取
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
  

派
遣

労
働

者
を

協
定

対
象

派
遣

労
働

者
に

限
定

し
な

い
こ

と
を

定
め

た
労

働
者

派
遣

契
約

に
基

づ
き

現
に

行
わ

れ
て

い
る

労
働

者
派

遣
に

係
る

派
遣

労
働

者
の

中
に

協
定

対
象

派
遣

労
働

者
以

外
の

者
が

い
な

い
場

合
に

は
、

法
第

二
十

六
条

第
十

項
の

情
報

（
法

第
四

十
条

第
二

項
の

教
育

訓
練

及
び

第
三

十
二

条
の

三
各

号
に

掲
げ

る
福

利
厚

生
施

設
に

係
る

も
の

を
除

く
。

）
の

提
供

を
要

し
な

い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
派

遣
労

働
者

の
中

に
新

た
に

協
定

対
象

派
遣

労
働

者
以

外
の

者
が

含
ま

れ
る

こ
と

と
な

つ
た

と
き

は
、

派
遣

先
は

、
遅

滞
な

く
、

当
該

情
報

を
提

供
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則

 二
 　

派
遣

労
働

者
と

し
て

就
業

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

就
業

（
そ

の
条

件
が

、
特

定
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

等
の

能
力

、
経

験
そ

の
他

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

事
項

に
照

ら
し

て
合

理
的

な
も

の
に

限
る

。
）
の

機
会

を
確

保
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

機
会

を
特

定
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

等
に

提
供

す
る

こ
と

。
 三

 　
派

遣
労

働
者

以
外

の
労

働
者

と
し

て
期

間
を

定
め

な
い

で
雇

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

雇
用

の
機

会
を

確
保

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
機

会
を

特
定

有
期

雇
用

派
遣

労
働

者
等

に
提

供
す

る
こ

と
。

２
 　

派
遣

先
の

事
業

所
そ

の
他

派
遣

就
業

の
場

所
に

お
け

る
同

一
の

組
織

単
位

の
業

務
に

つ
い

て
継

続
し

て
三

年
間

当
該

労
働

者
派

遣
に

係
る

労
働

に
従

事
す

る
見

込
み

が
あ

る
特

定
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

に
係

る
前

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
同

項
中

「
講

ず
る

よ
う

に
努

め
な

け
れ

ば
」
と

あ
る

の
は

、
「
講

じ
な

け
れ

ば
」
と

す
る

。
（
段

階
的

か
つ
体

系
的

な
教

育
訓

練
等

）
第

三
十

条
の

二
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

そ
の

雇
用

す
る

派
遣

労
働

者
が

段
階

的
か

つ
体

系
的

に
派

遣
就

業
に

必
要

な
技

能
及

び
知

識
を

習
得

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
教

育
訓

練
を

実
施

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
派

遣
労

働
者

が
無

期
雇

用
派

遣
労

働
者

（
期

間
を

定
め

な
い

で
雇

用
さ

れ
る

派
遣

労
働

者
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
で

あ
る

と
き

は
、

当
該

無
期

雇
用

派
遣

労
働

者
が

そ
の

職
業

生
活

の
全

期
間

を
通

じ
て

そ
の

有
す

る
能

力
を

有
効

に
発

揮
で

き
る

よ
う

に
配

慮
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

 　
派

遣
元

事
業

主
は

、
そ

の
雇

用
す

る
派

遣
労

働
者

の
求

め
に

応
じ

、
当

該
派

遣
労

働
者

の
職

業
生

活
の

設
計

に
関

し
、

相
談

の
機

会
の

確
保

そ
の

他
の

援
助

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
不

合
理

な
待

遇
の

禁
止

等
）

第
三

十
条

の
三

 　
派

遣
元

事
業

主
は

、
そ

の
雇

用
す

る
派

遣
労

働
者

の
基

本
給

、
賞

与
そ

の
他

の
待

遇
の

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

、
当

該
待

遇
に

対
応

す
る

派
遣

先
に

雇
用

さ
れ

る
通

常
の

労
働

者
の

待
遇

と
の

間
に

お
い

て
、

当
該

派
遣

労
働

者
及

び
通

常
の

労
働

者
の

職
務

の
内

容
、

当
該

職
務

の
内

容
及

び
配

置
の

変
更

の
範

囲
そ

の
他

の
事

情
の

う
ち

、
当

該
待

遇
の

性
質

及
び

当
該

待
遇

を
行

う
目

的
に

照
ら

し
て

適
切

と
認

め
ら

れ
る

も
の

を
考

慮
し

て
、

不
合

理
と

認
め

ら
れ

る
相

違
を

設
け

て
は

な
ら

な
い

。
２

　
派

遣
元

事
業

主
は

、
職

務
の

内
容

が
派

遣
先

に
雇

用
さ

れ
る

通
常

の
労

働
者

と
同

一
の

派
遣

労
働

者
で

あ
つ

て
、

当
該

労
働

者
派

遣
契

約
及

び
当

該
派

遣
先

に
お

け
る

慣
行

そ
の

他
の

事
情

か
ら

み
て

、
当

該
派

遣
先

に
お

け
る

派
遣

就
業

が
終

了
す

る
ま

で
の

全
期

間
に

お
い

て
、

そ
の

職
務

の
内

容
及

び
配

置
が

当
該

派
遣

先
と

の
雇

用
関

係
が

終
了

す
る

ま
で

の
全

期
間

に
お

け
る

当
該

通
常

の
労

働
者

の
職

務
の

内
容

及
び

配
置

の
変

更
の

範
囲

と
同

一
の

範
囲

で
変

更
さ

れ
る

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

正
当

な
理

由
が

な
く

、
基

本
給

、
賞

与
そ

の
他

の
待

遇
の

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

、
当

該
待

遇
に

対
応

す
る

当
該

通
常

の
労

働
者

の
待

遇
に

比
し

て
不

利
な

も
の

と
し

て
は

な
ら

な
い

。

 一
 　

そ
の

待
遇

が
当

該
協

定
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
こ

と
と

さ
れ

る
派

遣
労

働
者

の
範

囲
 二

 　
前

号
に

掲
げ

る
範

囲
に

属
す

る
派

遣
労

働
者

の
賃

金
の

決
定

の
方

法
（
次

の
イ

及
び

ロ
（
通

勤
手

当
そ

の
他

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
に

あ
つ

て
は

、
イ

）
に

該
当

す
る

も
の

に
限

る
。

）

　
イ

 　
派

遣
労

働
者

が
従

事
す

る
業

務
と

同
種

の
業

務
に

従
事

す
る

一
般

の
労

働
者

の
平

均
的

な
賃

金
の

額
と

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

と
同

等
以

上
の

賃
金

の
額

と
な

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。

第
三

十
条

の
四

 　
派

遣
元

事
業

主
は

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

労
働

者
の

過
半

数
で

組
織

す
る

労
働

組
合

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

そ
の

労
働

組
合

、
労

働
者

の
過

半
数

で
組

織
す

る
労

働
組

合
が

な
い

場
合

に
お

い
て

は
労

働
者

の
過

半
数

を
代

表
す

る
者

と
の

書
面

に
よ

る
協

定
に

よ
り

、
そ

の
雇

用
す

る
派

遣
労

働
者

の
待

遇
（
第

四
十

条
第

二
項

の
教

育
訓

練
、

同
条

第
三

項
の

福
利

厚
生

施
設

そ
の

他
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

に
係

る
も

の
を

除
く

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
に

つ
い

て
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

定
め

た
と

き
は

、
前

条
の

規
定

は
、

第
一

号
に

掲
げ

る
範

囲
に

属
す

る
派

遣
労

働
者

の
待

遇
に

つ
い

て
は

適
用

し
な

い
。

た
だ

し
、

第
二

号
、

第
四

号
若

し
く

は
第

五
号

に
掲

げ
る

事
項

で
あ

つ
て

当
該

協
定

で
定

め
た

も
の

を
遵

守
し

て
い

な
い

場
合

又
は

第
三

号
に

関
す

る
当

該
協

定
の

定
め

に
よ

る
公

正
な

評
価

に
取

り
組

ん
で

い
な

い
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。

 一
  

 労
働

基
準

法
第

四
十

一
条

第
二

号
に

規
定

す
る

監
督

又
は

管
理

の
地

位
に

あ
る

者
で

な
い

こ
と

第
二

十
五

条
の

六
  

 法
第

三
十

条
の

四
第

一
項

の
労

働
者

の
過

半
数

を
代

表
す

る
者

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
過

半
数

代
表

者
」
と

い
う

。
）
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
者

と
す

る
。

た
だ

し
、

第
一

号
に

該
当

す
る

者
が

い
な

い
場

合
に

あ
つ

て
は

、
過

半
数

代
表

者
は

第
二

号
に

該
当

す
る

者
と

す
る

。

 二
  

 法
第

三
十

条
の

四
第

一
項

の
協

定
を

す
る

者
を

選
出

す
る

こ
と

を
明

ら
か

に
し

て
実

施
さ

れ
る

投
票

、
挙

手
等

の
民

主
的

な
方

法
に

よ
る

手
続

に
よ

り
選

出
さ

れ
た

者
で

あ
つ

て
、

派
遣

元
事

業
主

の
意

向
に

基
づ

き
選

出
さ

れ
た

も
の

で
な

い
こ

と
。

２
  

 派
遣

元
事

業
主

は
、

労
働

者
が

過
半

数
代

表
者

で
あ

る
こ

と
若

し
く

は
過

半
数

代
表

者
に

な
ろ

う
と

し
た

こ
と

又
は

過
半

数
代

表
者

と
し

て
正

当
な

行
為

を
し

た
こ

と
を

理
由

と
し

て
、

当
該

労
働

者
に

対
し

て
不

利
益

な
取

扱
い

を
し

な
い

よ
う

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
３

  
 派

遣
元

事
業

主
は

、
過

半
数

代
表

者
が

法
第

三
十

条
の

四
第

一
項

の
協

定
に

関
す

る
事

務
を

円
滑

に
遂

行
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
必

要
な

配
慮

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
法

第
三

十
条

の
四

第
一

項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
待

遇
）

第
二

十
五

条
の

七
  
 法

第
三

十
条

の
四

第
一

項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

待
遇

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 一

  
 法

第
四

十
条

第
二

項
の

教
育

訓
練

 二
  

 第
三

十
二

条
の

三
各

号
に

掲
げ

る
福

利
厚

生
施

設

第
二

十
五

条
の

八
  

 法
第

三
十

条
の

四
第

一
項

第
二

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

賃
金

は
、

通
勤

手
当

、
家

族
手

当
、

住
宅

手
当

、
別

居
手

当
、

子
女

教
育

手
当

そ
の

他
名

称
の

如
何

を
問

わ
ず

支
払

わ
れ

る
賃

金
（
職

務
の

内
容

に
密

接
に

関
連

し
て

支
払

わ
れ

る
も

の
を

除
く

。
）
と

す
る

。

第
二

十
五

条
の

九
  

 法
第

三
十

条
の

四
第

一
項

第
二

号
イ

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
賃

金
の

額
は

、
派

遣
先

の
事

業
所

そ
の

他
派

遣
就

業
の

場
所

の
所

在
地

を
含

む
地

域
に

お
い

て
派

遣
労

働
者

が
従

事
す

る
業

務
と

同
種

の
業

務
に

従
事

す
る

一
般

の
労

働
者

で
あ

つ
て

、
当

該
派

遣
労

働
者

と
同

程
度

の
能

力
及

び
経

験
を

有
す

る
者

の
平

均
的

な
賃

金
の

額
と

す
る

。

（
法

第
三

十
条

の
四

第
一

項
の

過
半

数
代

表
者

）

 二
 　

当
該

派
遣

元
事

業
主

が
職

業
安

定
法

（
昭

和
二

十
二

年
法

律
第

百
四

十
一

号
）
そ

の
他

の
法

律
の

規
定

に
よ

る
許

可
を

受
け

て
、

又
は

届
出

を
し

て
職

業
紹

介
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、

特
定

有
期

雇
用

派
遣

労
働

者
等

を
紹

介
予

定
派

遣
の

対
象

と
し

、
又

は
紹

介
予

定
派

遣
に

係
る

派
遣

労
働

者
と

し
て

雇
い

入
れ

る
こ

と
。

 三
 　

そ
の

他
特

定
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

等
の

雇
用

の
継

続
が

図
ら

れ
る

と
認

め
ら

れ
る

措
置

（
法

第
三

十
条

第
一

項
第

二
号

の
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
事

項
）

第
二

十
五

条
の

三
 　

法
第

三
十

条
第

一
項

第
二

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

事
項

は
、

特
定

有
期

雇
用

派
遣

労
働

者
等

の
居

住
地

、
従

前
の

職
務

に
係

る
待

遇
そ

の
他

派
遣

労
働

者
の

配
置

に
関

し
て

通
常

考
慮

す
べ

き
事

項
と

す
る

。

（
法

第
三

十
条

第
一

項
第

四
号

の
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
教

育
訓

練
）

第
二

十
五

条
の

四
 　

法
第

三
十

条
第

一
項

第
四

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

教
育

訓
練

は
、

新
た

な
就

業
の

機
会

を
提

供
す

る
ま

で
の

間
に

行
わ

れ
る

教
育

訓
練

（
当

該
期

間
中

、
特

定
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

等
に

対
し

賃
金

が
支

払
わ

れ
る

場
合

に
限

る
。

）
と

す
る

。
（
法

第
三

十
条

第
一

項
第

四
号

の
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
措

置
）

第
二

十
五

条
の

五
 　

法
第

三
十

条
第

一
項

第
四

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

措
置

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 一

 　
前

条
に

規
定

す
る

教
育

訓
練

 四
 　

前
三

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
特

定
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

等
を

対
象

と
し

た
教

育
訓

練
で

あ
つ

て
雇

用
の

安
定

に
特

に
資

す
る

と
認

め
ら

れ
る

も
の

と
し

て
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
そ

の
他

の
雇

用
の

安
定

を
図

る
た

め
に

必
要

な
措

置
と

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

を
講

ず
る

こ
と

。

（
法

第
三

十
条

の
四

第
一

項
第

二
号

の
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
賃

金
）

（
法

第
三

十
条

の
四

第
一

項
第

二
号

イ
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
賃

金
の

額
）

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則

 二
 　

派
遣

労
働

者
と

し
て

就
業

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

就
業

（
そ

の
条

件
が

、
特

定
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

等
の

能
力

、
経

験
そ

の
他

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

事
項

に
照

ら
し

て
合

理
的

な
も

の
に

限
る

。
）
の

機
会

を
確

保
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

機
会

を
特

定
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

等
に

提
供

す
る

こ
と

。
 三

 　
派

遣
労

働
者

以
外

の
労

働
者

と
し

て
期

間
を

定
め

な
い

で
雇

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

雇
用

の
機

会
を

確
保

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
機

会
を

特
定

有
期

雇
用

派
遣

労
働

者
等

に
提

供
す

る
こ

と
。

２
 　

派
遣

先
の

事
業

所
そ

の
他

派
遣

就
業

の
場

所
に

お
け

る
同

一
の

組
織

単
位

の
業

務
に

つ
い

て
継

続
し

て
三

年
間

当
該

労
働

者
派

遣
に

係
る

労
働

に
従

事
す

る
見

込
み

が
あ

る
特

定
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

に
係

る
前

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
同

項
中

「
講

ず
る

よ
う

に
努

め
な

け
れ

ば
」
と

あ
る

の
は

、
「
講

じ
な

け
れ

ば
」
と

す
る

。
（
段

階
的

か
つ
体

系
的

な
教

育
訓

練
等

）
第

三
十

条
の

二
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

そ
の

雇
用

す
る

派
遣

労
働

者
が

段
階

的
か

つ
体

系
的

に
派

遣
就

業
に

必
要

な
技

能
及

び
知

識
を

習
得

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
教

育
訓

練
を

実
施

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
派

遣
労

働
者

が
無

期
雇

用
派

遣
労

働
者

（
期

間
を

定
め

な
い

で
雇

用
さ

れ
る

派
遣

労
働

者
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
で

あ
る

と
き

は
、

当
該

無
期

雇
用

派
遣

労
働

者
が

そ
の

職
業

生
活

の
全

期
間

を
通

じ
て

そ
の

有
す

る
能

力
を

有
効

に
発

揮
で

き
る

よ
う

に
配

慮
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

 　
派

遣
元

事
業

主
は

、
そ

の
雇

用
す

る
派

遣
労

働
者

の
求

め
に

応
じ

、
当

該
派

遣
労

働
者

の
職

業
生

活
の

設
計

に
関

し
、

相
談

の
機

会
の

確
保

そ
の

他
の

援
助

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
不

合
理

な
待

遇
の

禁
止

等
）

第
三

十
条

の
三

 　
派

遣
元

事
業

主
は

、
そ

の
雇

用
す

る
派

遣
労

働
者

の
基

本
給

、
賞

与
そ

の
他

の
待

遇
の

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

、
当

該
待

遇
に

対
応

す
る

派
遣

先
に

雇
用

さ
れ

る
通

常
の

労
働

者
の

待
遇

と
の

間
に

お
い

て
、

当
該

派
遣

労
働

者
及

び
通

常
の

労
働

者
の

職
務

の
内

容
、

当
該

職
務

の
内

容
及

び
配

置
の

変
更

の
範

囲
そ

の
他

の
事

情
の

う
ち

、
当

該
待

遇
の

性
質

及
び

当
該

待
遇

を
行

う
目

的
に

照
ら

し
て

適
切

と
認

め
ら

れ
る

も
の

を
考

慮
し

て
、

不
合

理
と

認
め

ら
れ

る
相

違
を

設
け

て
は

な
ら

な
い

。
２

　
派

遣
元

事
業

主
は

、
職

務
の

内
容

が
派

遣
先

に
雇

用
さ

れ
る

通
常

の
労

働
者

と
同

一
の

派
遣

労
働

者
で

あ
つ

て
、

当
該

労
働

者
派

遣
契

約
及

び
当

該
派

遣
先

に
お

け
る

慣
行

そ
の

他
の

事
情

か
ら

み
て

、
当

該
派

遣
先

に
お

け
る

派
遣

就
業

が
終

了
す

る
ま

で
の

全
期

間
に

お
い

て
、

そ
の

職
務

の
内

容
及

び
配

置
が

当
該

派
遣

先
と

の
雇

用
関

係
が

終
了

す
る

ま
で

の
全

期
間

に
お

け
る

当
該

通
常

の
労

働
者

の
職

務
の

内
容

及
び

配
置

の
変

更
の

範
囲

と
同

一
の

範
囲

で
変

更
さ

れ
る

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

正
当

な
理

由
が

な
く

、
基

本
給

、
賞

与
そ

の
他

の
待

遇
の

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

、
当

該
待

遇
に

対
応

す
る

当
該

通
常

の
労

働
者

の
待

遇
に

比
し

て
不

利
な

も
の

と
し

て
は

な
ら

な
い

。

 一
 　

そ
の

待
遇

が
当

該
協

定
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
こ

と
と

さ
れ

る
派

遣
労

働
者

の
範

囲
 二

 　
前

号
に

掲
げ

る
範

囲
に

属
す

る
派

遣
労

働
者

の
賃

金
の

決
定

の
方

法
（
次

の
イ

及
び

ロ
（
通

勤
手

当
そ

の
他

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
に

あ
つ

て
は

、
イ

）
に

該
当

す
る

も
の

に
限

る
。

）

　
イ

 　
派

遣
労

働
者

が
従

事
す

る
業

務
と

同
種

の
業

務
に

従
事

す
る

一
般

の
労

働
者

の
平

均
的

な
賃

金
の

額
と

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

と
同

等
以

上
の

賃
金

の
額

と
な

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。

第
三

十
条

の
四

 　
派

遣
元

事
業

主
は

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

労
働

者
の

過
半

数
で

組
織

す
る

労
働

組
合

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

そ
の

労
働

組
合

、
労

働
者

の
過

半
数

で
組

織
す

る
労

働
組

合
が

な
い

場
合

に
お

い
て

は
労

働
者

の
過

半
数

を
代

表
す

る
者

と
の

書
面

に
よ

る
協

定
に

よ
り

、
そ

の
雇

用
す

る
派

遣
労

働
者

の
待

遇
（
第

四
十

条
第

二
項

の
教

育
訓

練
、

同
条

第
三

項
の

福
利

厚
生

施
設

そ
の

他
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

に
係

る
も

の
を

除
く

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
に

つ
い

て
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

定
め

た
と

き
は

、
前

条
の

規
定

は
、

第
一

号
に

掲
げ

る
範

囲
に

属
す

る
派

遣
労

働
者

の
待

遇
に

つ
い

て
は

適
用

し
な

い
。

た
だ

し
、

第
二

号
、

第
四

号
若

し
く

は
第

五
号

に
掲

げ
る

事
項

で
あ

つ
て

当
該

協
定

で
定

め
た

も
の

を
遵

守
し

て
い

な
い

場
合

又
は

第
三

号
に

関
す

る
当

該
協

定
の

定
め

に
よ

る
公

正
な

評
価

に
取

り
組

ん
で

い
な

い
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。

 一
  

 労
働

基
準

法
第

四
十

一
条

第
二

号
に

規
定

す
る

監
督

又
は

管
理

の
地

位
に

あ
る

者
で

な
い

こ
と

第
二

十
五

条
の

六
  

 法
第

三
十

条
の

四
第

一
項

の
労

働
者

の
過

半
数

を
代

表
す

る
者

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
過

半
数

代
表

者
」
と

い
う

。
）
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
者

と
す

る
。

た
だ

し
、

第
一

号
に

該
当

す
る

者
が

い
な

い
場

合
に

あ
つ

て
は

、
過

半
数

代
表

者
は

第
二

号
に

該
当

す
る

者
と

す
る

。

 二
  

 法
第

三
十

条
の

四
第

一
項

の
協

定
を

す
る

者
を

選
出

す
る

こ
と

を
明

ら
か

に
し

て
実

施
さ

れ
る

投
票

、
挙

手
等

の
民

主
的

な
方

法
に

よ
る

手
続

に
よ

り
選

出
さ

れ
た

者
で

あ
つ

て
、

派
遣

元
事

業
主

の
意

向
に

基
づ

き
選

出
さ

れ
た

も
の

で
な

い
こ

と
。

２
  

 派
遣

元
事

業
主

は
、

労
働

者
が

過
半

数
代

表
者

で
あ

る
こ

と
若

し
く

は
過

半
数

代
表

者
に

な
ろ

う
と

し
た

こ
と

又
は

過
半

数
代

表
者

と
し

て
正

当
な

行
為

を
し

た
こ

と
を

理
由

と
し

て
、

当
該

労
働

者
に

対
し

て
不

利
益

な
取

扱
い

を
し

な
い

よ
う

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
３

  
 派

遣
元

事
業

主
は

、
過

半
数

代
表

者
が

法
第

三
十

条
の

四
第

一
項

の
協

定
に

関
す

る
事

務
を

円
滑

に
遂

行
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
必

要
な

配
慮

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
法

第
三

十
条

の
四

第
一

項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
待

遇
）

第
二

十
五

条
の

七
  
 法

第
三

十
条

の
四

第
一

項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

待
遇

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 一

  
 法

第
四

十
条

第
二

項
の

教
育

訓
練

 二
  

 第
三

十
二

条
の

三
各

号
に

掲
げ

る
福

利
厚

生
施

設

第
二

十
五

条
の

八
  

 法
第

三
十

条
の

四
第

一
項

第
二

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

賃
金

は
、

通
勤

手
当

、
家

族
手

当
、

住
宅

手
当

、
別

居
手

当
、

子
女

教
育

手
当

そ
の

他
名

称
の

如
何

を
問

わ
ず

支
払

わ
れ

る
賃

金
（
職

務
の

内
容

に
密

接
に

関
連

し
て

支
払

わ
れ

る
も

の
を

除
く

。
）
と

す
る

。

第
二

十
五

条
の

九
  

 法
第

三
十

条
の

四
第

一
項

第
二

号
イ

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
賃

金
の

額
は

、
派

遣
先

の
事

業
所

そ
の

他
派

遣
就

業
の

場
所

の
所

在
地

を
含

む
地

域
に

お
い

て
派

遣
労

働
者

が
従

事
す

る
業

務
と

同
種

の
業

務
に

従
事

す
る

一
般

の
労

働
者

で
あ

つ
て

、
当

該
派

遣
労

働
者

と
同

程
度

の
能

力
及

び
経

験
を

有
す

る
者

の
平

均
的

な
賃

金
の

額
と

す
る

。

（
法

第
三

十
条

の
四

第
一

項
の

過
半

数
代

表
者

）

 二
 　

当
該

派
遣

元
事

業
主

が
職

業
安

定
法

（
昭

和
二

十
二

年
法

律
第

百
四

十
一

号
）
そ

の
他

の
法

律
の

規
定

に
よ

る
許

可
を

受
け

て
、

又
は

届
出

を
し

て
職

業
紹

介
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、

特
定

有
期

雇
用

派
遣

労
働

者
等

を
紹

介
予

定
派

遣
の

対
象

と
し

、
又

は
紹

介
予

定
派

遣
に

係
る

派
遣

労
働

者
と

し
て

雇
い

入
れ

る
こ

と
。

 三
 　

そ
の

他
特

定
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

等
の

雇
用

の
継

続
が

図
ら

れ
る

と
認

め
ら

れ
る

措
置

（
法

第
三

十
条

第
一

項
第

二
号

の
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
事

項
）

第
二

十
五

条
の

三
 　

法
第

三
十

条
第

一
項

第
二

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

事
項

は
、

特
定

有
期

雇
用

派
遣

労
働

者
等

の
居

住
地

、
従

前
の

職
務

に
係

る
待

遇
そ

の
他

派
遣

労
働

者
の

配
置

に
関

し
て

通
常

考
慮

す
べ

き
事

項
と

す
る

。

（
法

第
三

十
条

第
一

項
第

四
号

の
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
教

育
訓

練
）

第
二

十
五

条
の

四
 　

法
第

三
十

条
第

一
項

第
四

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

教
育

訓
練

は
、

新
た

な
就

業
の

機
会

を
提

供
す

る
ま

で
の

間
に

行
わ

れ
る

教
育

訓
練

（
当

該
期

間
中

、
特

定
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

等
に

対
し

賃
金

が
支

払
わ

れ
る

場
合

に
限

る
。

）
と

す
る

。
（
法

第
三

十
条

第
一

項
第

四
号

の
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
措

置
）

第
二

十
五

条
の

五
 　

法
第

三
十

条
第

一
項

第
四

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

措
置

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 一

 　
前

条
に

規
定

す
る

教
育

訓
練

 四
 　

前
三

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
特

定
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

等
を

対
象

と
し

た
教

育
訓

練
で

あ
つ

て
雇

用
の

安
定

に
特

に
資

す
る

と
認

め
ら

れ
る

も
の

と
し

て
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
そ

の
他

の
雇

用
の

安
定

を
図

る
た

め
に

必
要

な
措

置
と

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

を
講

ず
る

こ
と

。

（
法

第
三

十
条

の
四

第
一

項
第

二
号

の
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
賃

金
）

（
法

第
三

十
条

の
四

第
一

項
第

二
号

イ
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
賃

金
の

額
）

115

派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
　

ロ
 　

派
遣

労
働

者
の

職
務

の
内

容
、

職
務

の
成

果
、

意
欲

、
能

力
又

は
経

験
そ

の
他

の
就

業
の

実
態

に
関

す
る

事
項

の
向

上
が

あ
つ

た
場

合
に

賃
金

が
改

善
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 三
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

前
号

に
掲

げ
る

賃
金

の
決

定
の

方
法

に
よ

り
賃

金
を

決
定

す
る

に
当

た
つ

て
は

、
派

遣
労

働
者

の
職

務
の

内
容

、
職

務
の

成
果

、
意

欲
、

能
力

又
は

経
験

そ
の

他
の

就
業

の
実

態
に

関
す

る
事

項
を

公
正

に
評

価
し

、
そ

の
賃

金
を

決
定

す
る

こ
と

。
 四

 　
第

一
号

に
掲

げ
る

範
囲

に
属

す
る

派
遣

労
働

者
の

待
遇

（
賃

金
を

除
く

。
以

下
こ

の
号

に
お

い
て

同
じ

。
）
の

決
定

の
方

法
（
派

遣
労

働
者

の
待

遇
の

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

、
当

該
待

遇
に

対
応

す
る

派
遣

元
事

業
主

に
雇

用
さ

れ
る

通
常

の
労

働
者

（
派

遣
労

働
者

を
除

く
。

）
の

待
遇

と
の

間
に

お
い

て
、

当
該

派
遣

労
働

者
及

び
通

常
の

労
働

者
の

職
務

の
内

容
、

当
該

職
務

の
内

容
及

び
配

置
の

変
更

の
範

囲
そ

の
他

の
事

情
の

う
ち

、
当

該
待

遇
の

性
質

及
び

当
該

待
遇

を
行

う
目

的
に

照
ら

し
て

適
切

と
認

め
ら

れ
る

も
の

を
考

慮
し

て
、

不
合

理
と

認
め

ら
れ

る
相

違
が

生
じ

る
こ

と
と

な
ら

な
い

も
の

に
限

る
。

）
 五

 　
派

遣
元

事
業

主
は

、
第

一
号

に
掲

げ
る

範
囲

に
属

す
る

派
遣

労
働

者
に

対
し

て
第

三
十

条
の

二
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

教
育

訓
練

を
実

施
す

る
こ

と
。

 六
　

 前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
事

項

（
職

務
の

内
容

等
を
勘

案
し
た
賃

金
の

決
定

）
第

三
十

条
の

五
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

派
遣

先
に

雇
用

さ
れ

る
通

常
の

労
働

者
と

の
均

衡
を

考
慮

し
つ

つ
、

そ
の

雇
用

す
る

派
遣

労
働

者
（
第

三
十

条
の

三
第

二
項

の
派

遣
労

働
者

及
び

前
条

第
一

項
の

協
定

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

待
遇

と
さ

れ
る

派
遣

労
働

者
（
以

下
「
協

定
対

象
派

遣
労

働
者

」
と

い
う

。
）
を

除
く

。
）
の

職
務

の
内

容
、

職
務

の
成

果
、

意
欲

、
能

力
又

は
経

験
そ

の
他

の
就

業
の

実
態

に
関

す
る

事
項

を
勘

案
し

、
そ

の
賃

金
（
通

勤
手

当
そ

の
他

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
を

除
く

。
）
を

決
定

す
る

よ
う

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
就

業
規

則
の

作
成

の
手

続
）

第
三

十
条

の
六

 　
派

遣
元

事
業

主
は

、
派

遣
労

働
者

に
係

る
事

項
に

つ
い

て
就

業
規

則
を

作
成

し
、

又
は

変
更

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

当
該

事
業

所
に

お
い

て
雇

用
す

る
派

遣
労

働
者

の
過

半
数

を
代

表
す

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
の

意
見

を
聴

く
よ

う
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（
派

遣
労

働
者

等
の

福
祉

の
増

進
）

第
三

十
条

の
七

 　
第

三
十

条
か

ら
前

条
ま

で
に

規
定

す
る

も
の

の
ほ

か
、

派
遣

元
事

業
主

は
、

そ
の

雇
用

す
る

派
遣

労
働

者
又

は
派

遣
労

働
者

と
し

て
雇

用
し

よ
う

と
す

る
労

働
者

に
つ

い
て

、
各

人
の

希
望

、
能

力
及

び
経

験
に

応
じ

た
就

業
の

機
会

（
派

遣
労

働
者

以
外

の
労

働
者

と
し

て
の

就
業

の
機

会
を

含
む

。
）
及

び
教

育
訓

練
の

機
会

の
確

保
、

労
働

条
件

の
向

上
そ

の
他

雇
用

の
安

定
を

図
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

こ
と

に
よ

り
、

こ
れ

ら
の

者
の

福
祉

の
増

進
を

図
る

よ
う

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
適

正
な
派

遣
就

業
の

確
保

）
第

三
十

一
条

 　
派

遣
元

事
業

主
は

、
派

遣
先

が
そ

の
指

揮
命

令
の

下
に

派
遣

労
働

者
に

労
働

さ
せ

る
に

当
た

つ
て

当
該

派
遣

就
業

に
関

し
こ

の
法

律
又

は
第

四
節

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
法

律
の

規
定

に
違

反
す

る
こ

と
が

な
い

よ
う

に
そ

の
他

当
該

派
遣

就
業

が
適

正
に

行
わ

れ
る

よ
う

に
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
等

適
切

な
配

慮
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
待

遇
に
関

す
る
事

項
等

の
説

明
）

第
三

十
一

条
の

二
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

派
遣

労
働

者
と

し
て

雇
用

し
よ

う
と

す
る

労
働

者
に

対
し

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

労
働

者
を

派
遣

労
働

者
と

し
て

雇
用

し
た

場
合

に
お

け
る

当
該

労
働

者
の

賃
金

の
額

の
見

込
み

そ
の

他
の

当
該

労
働

者
の

待
遇

に
関

す
る

事
項

そ
の

他
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

事
項

を
説

明
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

 一
  
 書

面
の

交
付

の
方

法
 二

  
 次

の
い

ず
れ

か
の

方
法

に
よ

る
こ

と
を

当
該

労
働

者
が

希
望

し
た

場
合

に
お

け
る

当
該

方
法

 四
  

 常
時

当
該

派
遣

元
事

業
主

の
各

事
業

所
の

見
や

す
い

場
所

に
掲

示
し

、
又

は
備

え
付

け
る

方
法

（
法

第
三

十
条

の
四

第
一

項
の

協
定

の
概

要
に

つ
い

て
、

第
一

号
又

は
第

二
号

の
方

法
に

よ
り

併
せ

て
周

知
す

る
場

合
に

限
る

。
）

  
 イ

  
 フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
を

利
用

し
て

す
る

送
信

の
方

法

 一
 　

労
働

者
を

派
遣

労
働

者
と

し
て

雇
用

し
た

場
合

に
お

け
る

当
該

労
働

者
の

賃
金

の
額

の
見

込
み

、
健

康
保

険
法

（
大

正
十

一
年

法
律

第
七

十
号

）
に

規
定

す
る

被
保

険
者

の
資

格
の

取
得

、
厚

生
年

金
保

険
法

（
昭

和
二

十
九

年
法

律
第

百
十

五
号

）
に

規
定

す
る

被
保

険
者

の
資

格
の

取
得

及
び

雇
用

保
険

法
（
昭

和
四

十
九

年
法

律
第

百
十

六
号

）
に

規
定

す
る

被
保

険
者

と
な

る
こ

と
に

関
す

る
事

項
そ

の
他

の
当

該
労

働
者

の
待

遇
に

関
す

る
事

項

第
二

十
五

条
の

十
一

  
 法

第
三

十
条

の
四

第
二

項
の

周
知

は
、

次
の

い
ず

れ
か

の
方

法
に

よ
り

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

 二
  

 法
第

三
十

条
の

四
第

一
項

第
一

号
に

掲
げ

る
派

遣
労

働
者

の
範

囲
を

派
遣

労
働

者
の

一
部

に
限

定
す

る
場

合
に

は
、

そ
の

理
由

 三
  

 派
遣

元
事

業
主

は
、

特
段

の
事

情
が

な
い

限
り

、
一

の
労

働
契

約
の

契
約

期
間

中
に

、
当

該
労

働
契

約
に

係
る

派
遣

労
働

者
に

つ
い

て
、

派
遣

先
の

変
更

を
理

由
と

し
て

、
協

定
対

象
派

遣
労

働
者

で
あ

る
か

否
か

を
変

更
し

よ
う

と
し

な
い

こ
と

。

 三
  

 電
子

計
算

機
に

備
え

ら
れ

た
フ

ァ
イ

ル
、

磁
気

デ
ィ

ス
ク

そ
の

他
こ

れ
ら

に
準

ず
る

物
に

記
録

し
、

か
つ

、
労

働
者

が
当

該
記

録
の

内
容

を
常

時
確

認
で

き
る

方
法

第
二

十
五

条
の

十
三

  
 法

第
三

十
条

の
五

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
賃

金
は

、
通

勤
手

当
、

家
族

手
当

、
住

宅
手

当
、

別
居

手
当

、
子

女
教

育
手

当
そ

の
他

名
称

の
如

何
を

問
わ

ず
支

払
わ

れ
る

賃
金

（
職

務
の

内
容

に
密

接
に

関
連

し
て

支
払

わ
れ

る
も

の
を

除
く

。
）
と

す
る

。

（
法

第
三

十
条

の
五

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
賃

金
）

  
 ロ

  
 電

子
メ

ー
ル

等
の

送
信

の
方

法

 二
 　

事
業

運
営

に
関

す
る

事
項

（
法

第
三

十
条

の
四

第
二

項
の

周
知

の
方

法
）

第
二

十
五

条
の

十
二

  
 派

遣
元

事
業

主
は

、
法

第
三

十
条

の
四

第
一

項
の

協
定

を
締

結
し

た
と

き
は

、
当

該
協

定
に

係
る

書
面

を
、

そ
の

有
効

期
間

が
終

了
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

三
年

を
経

過
す

る
日

ま
で

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
協

定
に
係

る
書

面
の

保
存

）

第
二

十
五

条
の

十
  

 法
第

三
十

条
の

四
第

一
項

第
六

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

事
項

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 一

  
 有

効
期

間

（
待

遇
に
関

す
る
事

項
等

の
説

明
）

第
二

十
五

条
の

十
四

 　
法

第
三

十
一

条
の

二
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

説
明

は
、

書
面

の
交

付
等

そ
の

他
の

適
切

な
方

法
に

よ
り

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
次

項
第

一
号

に
規

定
す

る
労

働
者

の
賃

金
の

額
の

見
込

み
に

関
す

る
事

項
の

説
明

は
、

書
面

の
交

付
等

の
方

法
に

よ
り

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
法

第
三

十
条

の
四

第
一

項
第

六
号

の
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
事

項
）

２
  

 前
項

の
協

定
を

締
結

し
た

派
遣

元
事

業
主

は
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
当

該
協

定
を

そ
の

雇
用

す
る

労
働

者
に

周
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 三
 　

労
働

者
派

遣
に

関
す

る
制

度
の

概
要

 四
　

 法
第

三
十

条
の

二
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

教
育

訓
練

及
び

同
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

る
援

助
の

内
容

２
 　

法
第

三
十

一
条

の
二

第
一

項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

事
項

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

115
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則

３
　

派
遣

元
事

業
主

は
、

労
働

者
派

遣
（
第

三
十

条
の

四
第

一
項

の
協

定
に

係
る

も
の

を
除

く
。

）
を

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

当
該

労
働

者
派

遣
に

係
る

派
遣

労
働

者
に

対
し

、
文

書
の

交
付

等
に

よ
り

、
第

一
号

に
掲

げ
る

事
項

を
明

示
す

る
と

と
も

に
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
第

二
号

に
掲

げ
る

措
置

の
内

容
を

説
明

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 二
　

前
項

第
二

号
に

掲
げ

る
措

置
の

内
容

４
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

そ
の

雇
用

す
る

派
遣

労
働

者
か

ら
求

め
が

あ
つ

た
と

き
は

、
当

該
派

遣
労

働
者

に
対

し
、

当
該

派
遣

労
働

者
と

第
二

十
六

条
第

八
項

に
規

定
す

る
比

較
対

象
労

働
者

と
の

間
の

待
遇

の
相

違
の

内
容

及
び

理
由

並
び

に
第

三
十

条
の

三
か

ら
第

三
十

条
の

六
ま

で
の

規
定

に
よ

り
措

置
を

講
ず

べ
き

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

事
項

に
関

す
る

決
定

を
す

る
に

当
た

つ
て

考
慮

し
た

事
項

を
説

明
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
５

　
派

遣
元

事
業

主
は

、
派

遣
労

働
者

が
前

項
の

求
め

を
し

た
こ

と
を

理
由

と
し

て
、

当
該

派
遣

労
働

者
に

対
し

て
解

雇
そ

の
他

不
利

益
な

取
扱

い
を

し
て

は
な

ら
な

い
。

（
派

遣
労

働
者

で
あ
る
こ
と
の

明
示

等
）

第
三

十
二

条
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

労
働

者
を

派
遣

労
働

者
と

し
て

雇
い

入
れ

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
あ

ら
か

じ
め

、
当

該
労

働
者

に
そ

の
旨

（
紹

介
予

定
派

遣
に

係
る

派
遣

労
働

者
と

し
て

雇
い

入
れ

よ
う

と
す

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
そ

の
旨

を
含

む
。

）
を

明
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

そ
の

雇
用

す
る

労
働

者
で

あ
つ

て
、

派
遣

労
働

者
と

し
て

雇
い

入
れ

た
労

働
者

以
外

の
も

の
を

新
た

に
労

働
者

派
遣

の
対

象
と

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

当
該

労
働

者
に

そ
の

旨
（
新

た
に

紹
介

予
定

派
遣

の
対

象
と

し
よ

う
と

す
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、

そ
の

旨
を

含
む

。
）
を

明
示

し
、

そ
の

同
意

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（
派

遣
労

働
者

に
係

る
雇

用
制

限
の

禁
止

）
第

三
十

三
条

 　
派

遣
元

事
業

主
は

、
そ

の
雇

用
す

る
派

遣
労

働
者

又
は

派
遣

労
働

者
と

し
て

雇
用

し
よ

う
と

す
る

労
働

者
と

の
間

で
、

正
当

な
理

由
が

な
く

、
そ

の
者

に
係

る
派

遣
先

で
あ

る
者

（
派

遣
先

で
あ

つ
た

者
を

含
む

。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
又

は
派

遣
先

と
な

る
こ

と
と

な
る

者
に

当
該

派
遣

元
事

業
主

と
の

雇
用

関
係

の
終

了
後

雇
用

さ
れ

る
こ

と
を

禁
ず

る
旨

の
契

約
を

締
結

し
て

は
な

ら
な

い
。

２
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

そ
の

雇
用

す
る

派
遣

労
働

者
に

係
る

派
遣

先
で

あ
る

者
又

は
派

遣
先

と
な

ろ
う

と
す

る
者

と
の

間
で

、
正

当
な

理
由

が
な

く
、

そ
の

者
が

当
該

派
遣

労
働

者
を

当
該

派
遣

元
事

業
主

と
の

雇
用

関
係

の
終

了
後

雇
用

す
る

こ
と

を
禁

ず
る

旨
の

契
約

を
締

結
し

て
は

な
ら

な
い

。

 五
  

 退
職

に
関

す
る

事
項

（
解

雇
の

事
由

を
含

む
。

）

 一
　

労
働

基
準

法
第

十
五

条
第

一
項

に
規

定
す

る
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
事

項
及

び
前

項
第

一
号

に
掲

げ
る

事
項

（
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
を

除
く

。
）

第
二

十
五

条
の

二
十

  
 法

第
三

十
一

条
の

二
第

三
項

第
一

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

事
項

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

２
  

 前
項

の
場

合
で

あ
つ

て
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
き

は
、

当
該

労
働

者
派

遣
の

開
始

の
後

遅
滞

な
く

、
法

第
三

十
一

条
の

二
第

三
項

（
第

一
号

に
係

る
部

分
に

限
る

。
）
の

規
定

に
よ

り
明

示
す

べ
き

事
項

を
同

項
に

規
定

す
る

文
書

の
交

付
等

に
よ

り
当

該
派

遣
労

働
者

に
明

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

 一
　

労
働

条
件

に
関

す
る

事
項

の
う

ち
、

労
働

基
準

法
第

十
五

条
第

一
項

に
規

定
す

る
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
事

項
以

外
の

も
の

で
あ

つ
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

二
　

第
三

十
条

の
三

、
第

三
十

条
の

四
第

一
項

及
び

第
三

十
条

の
五

の
規

定
に

よ
り

措
置

を
講

ず
べ

き
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
事

項
（
労

働
基

準
法

第
十

五
条

第
一

項
に

規
定

す
る

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

事
項

及
び

前
号

に
掲

げ
る

事
項

を
除

く
。

）
に

関
し

講
ず

る
こ

と
と

し
て

い
る

措
置

の
内

容
 四

  
 協

定
対

象
派

遣
労

働
者

で
あ

る
か

否
か

（
協

定
対

象
派

遣
労

働
者

で
あ

る
場

合
に

は
、

当
該

協
定

の
有

効
期

間
の

終
期

）

第
二

十
五

条
の

十
八

  
 法

第
三

十
一

条
の

二
第

二
項

（
第

二
号

に
係

る
部

分
に

限
る

。
）
及

び
第

三
項

（
第

二
号

に
係

る
部

分
に

限
る

。
）
の

規
定

に
よ

る
説

明
は

、
書

面
の

活
用

そ
の

他
の

適
切

な
方

法
に

よ
り

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第

二
十

五
条

の
十

九
  

 労
働

者
派

遣
の

実
施

に
つ

い
て

緊
急

の
必

要
が

あ
る

た
め

あ
ら

か
じ

め
法

第
三

十
一

条
の

二
第

三
項

に
規

定
す

る
文

書
の

交
付

等
に

よ
り

同
項

（
第

一
号

に
係

る
部

分
に

限
る

。
）
の

明
示

を
行

う
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

は
、

当
該

文
書

の
交

付
等

以
外

の
方

法
に

よ
る

こ
と

が
で

き
る

。

 二
  
 退

職
手

当
の

有
無

 三
  
 賞

与
の

有
無

第
二

十
五

条
の

十
五

  
 法

第
三

十
一

条
の

二
第

二
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
方

法
は

、
次

条
各

号
に

掲
げ

る
事

項
が

明
ら

か
と

な
る

次
の

い
ず

れ
か

の
方

法
に

よ
る

こ
と

を
当

該
派

遣
労

働
者

が
希

望
し

た
場

合
に

お
け

る
当

該
方

法
と

す
る

。
 一

  
 フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
を

利
用

し
て

す
る

送
信

の
方

法
 二

  
 電

子
メ

ー
ル

等
の

送
信

の
方

法

 一
  
 昇

給
の

有
無

 一
  

 当
該

派
遣

労
働

者
か

ら
請

求
が

あ
つ

た
と

き
。

 二
  

 前
号

以
外

の
場

合
で

あ
つ

て
、

当
該

労
働

者
派

遣
の

期
間

が
一

週
間

を
超

え
る

と
き

。

 六
  

 派
遣

労
働

者
か

ら
申

出
を

受
け

た
苦

情
の

処
理

に
関

す
る

事
項

 一
  

 労
働

契
約

の
期

間
に

関
す

る
事

項
 二

  
 期

間
の

定
め

の
あ

る
労

働
契

約
を

更
新

す
る

場
合

の
基

準
に

関
す

る
事

項
 三

  
 就

業
の

場
所

及
び

従
事

す
べ

き
業

務
に

関
す

る
事

項
 四

  
 始

業
及

び
終

業
の

時
刻

、
所

定
労

働
時

間
を

超
え

る
労

働
の

有
無

、
休

憩
時

間
、

休
日

並
び

に
労

働
者

を
二

組
以

上
に

分
け

て
就

業
さ

せ
る

場
合

に
お

け
る

就
業

時
転

換
に

関
す

る
事

項

 五
  

 派
遣

労
働

者
か

ら
申

出
を

受
け

た
苦

情
の

処
理

に
関

す
る

事
項

第
二

十
五

条
の

十
七

  
 派

遣
元

事
業

主
は

、
法

第
三

十
一

条
の

二
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

派
遣

労
働

者
に

対
し

て
明

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

同
項

第
一

号
に

掲
げ

る
事

項
を

事
実

と
異

な
る

も
の

と
し

て
は

な
ら

な
い

。

２
　

派
遣

元
事

業
主

は
、

労
働

者
を

派
遣

労
働

者
と

し
て

雇
い

入
れ

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
あ

ら
か

じ
め

、
当

該
労

働
者

に
対

し
、

文
書

の
交

付
そ

の
他

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

方
法

（
次

項
に

お
い

て
「
文

書
の

交
付

等
」
と

い
う

。
）
に

よ
り

、
第

一
号

に
掲

げ
る

事
項

を
明

示
す

る
と

と
も

に
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
第

二
号

に
掲

げ
る

措
置

の
内

容
を

説
明

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
二

十
五

条
の

十
六

  
 法

第
三

十
一

条
の

二
第

二
項

第
一

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

事
項

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

116
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則

３
　

派
遣

元
事

業
主

は
、

労
働

者
派

遣
（
第

三
十

条
の

四
第

一
項

の
協

定
に

係
る

も
の

を
除

く
。

）
を

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

当
該

労
働

者
派

遣
に

係
る

派
遣

労
働

者
に

対
し

、
文

書
の

交
付

等
に

よ
り

、
第

一
号

に
掲

げ
る

事
項

を
明

示
す

る
と

と
も

に
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
第

二
号

に
掲

げ
る

措
置

の
内

容
を

説
明

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 二
　

前
項

第
二

号
に

掲
げ

る
措

置
の

内
容

４
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

そ
の

雇
用

す
る

派
遣

労
働

者
か

ら
求

め
が

あ
つ

た
と

き
は

、
当

該
派

遣
労

働
者

に
対

し
、

当
該

派
遣

労
働

者
と

第
二

十
六

条
第

八
項

に
規

定
す

る
比

較
対

象
労

働
者

と
の

間
の

待
遇

の
相

違
の

内
容

及
び

理
由

並
び

に
第

三
十

条
の

三
か

ら
第

三
十

条
の

六
ま

で
の

規
定

に
よ

り
措

置
を

講
ず

べ
き

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

事
項

に
関

す
る

決
定

を
す

る
に

当
た

つ
て

考
慮

し
た

事
項

を
説

明
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
５

　
派

遣
元

事
業

主
は

、
派

遣
労

働
者

が
前

項
の

求
め

を
し

た
こ

と
を

理
由

と
し

て
、

当
該

派
遣

労
働

者
に

対
し

て
解

雇
そ

の
他

不
利

益
な

取
扱

い
を

し
て

は
な

ら
な

い
。

（
派

遣
労

働
者

で
あ
る
こ
と
の

明
示

等
）

第
三

十
二

条
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

労
働

者
を

派
遣

労
働

者
と

し
て

雇
い

入
れ

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
あ

ら
か

じ
め

、
当

該
労

働
者

に
そ

の
旨

（
紹

介
予

定
派

遣
に

係
る

派
遣

労
働

者
と

し
て

雇
い

入
れ

よ
う

と
す

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
そ

の
旨

を
含

む
。

）
を

明
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

そ
の

雇
用

す
る

労
働

者
で

あ
つ

て
、

派
遣

労
働

者
と

し
て

雇
い

入
れ

た
労

働
者

以
外

の
も

の
を

新
た

に
労

働
者

派
遣

の
対

象
と

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

当
該

労
働

者
に

そ
の

旨
（
新

た
に

紹
介

予
定

派
遣

の
対

象
と

し
よ

う
と

す
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、

そ
の

旨
を

含
む

。
）
を

明
示

し
、

そ
の

同
意

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（
派

遣
労

働
者

に
係

る
雇

用
制

限
の

禁
止

）
第

三
十

三
条

 　
派

遣
元

事
業

主
は

、
そ

の
雇

用
す

る
派

遣
労

働
者

又
は

派
遣

労
働

者
と

し
て

雇
用

し
よ

う
と

す
る

労
働

者
と

の
間

で
、

正
当

な
理

由
が

な
く

、
そ

の
者

に
係

る
派

遣
先

で
あ

る
者

（
派

遣
先

で
あ

つ
た

者
を

含
む

。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
又

は
派

遣
先

と
な

る
こ

と
と

な
る

者
に

当
該

派
遣

元
事

業
主

と
の

雇
用

関
係

の
終

了
後

雇
用

さ
れ

る
こ

と
を

禁
ず

る
旨

の
契

約
を

締
結

し
て

は
な

ら
な

い
。

２
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

そ
の

雇
用

す
る

派
遣

労
働

者
に

係
る

派
遣

先
で

あ
る

者
又

は
派

遣
先

と
な

ろ
う

と
す

る
者

と
の

間
で

、
正

当
な

理
由

が
な

く
、

そ
の

者
が

当
該

派
遣

労
働

者
を

当
該

派
遣

元
事

業
主

と
の

雇
用

関
係

の
終

了
後

雇
用

す
る

こ
と

を
禁

ず
る

旨
の

契
約

を
締

結
し

て
は

な
ら

な
い

。

 五
  

 退
職

に
関

す
る

事
項

（
解

雇
の

事
由

を
含

む
。

）

 一
　

労
働

基
準

法
第

十
五

条
第

一
項

に
規

定
す

る
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
事

項
及

び
前

項
第

一
号

に
掲

げ
る

事
項

（
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
を

除
く

。
）

第
二

十
五

条
の

二
十

  
 法

第
三

十
一

条
の

二
第

三
項

第
一

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

事
項

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

２
  

 前
項

の
場

合
で

あ
つ

て
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
き

は
、

当
該

労
働

者
派

遣
の

開
始

の
後

遅
滞

な
く

、
法

第
三

十
一

条
の

二
第

三
項

（
第

一
号

に
係

る
部

分
に

限
る

。
）
の

規
定

に
よ

り
明

示
す

べ
き

事
項

を
同

項
に

規
定

す
る

文
書

の
交

付
等

に
よ

り
当

該
派

遣
労

働
者

に
明

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

 一
　

労
働

条
件

に
関

す
る

事
項

の
う

ち
、

労
働

基
準

法
第

十
五

条
第

一
項

に
規

定
す

る
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
事

項
以

外
の

も
の

で
あ

つ
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

二
　

第
三

十
条

の
三

、
第

三
十

条
の

四
第

一
項

及
び

第
三

十
条

の
五

の
規

定
に

よ
り

措
置

を
講

ず
べ

き
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
事

項
（
労

働
基

準
法

第
十

五
条

第
一

項
に

規
定

す
る

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

事
項

及
び

前
号

に
掲

げ
る

事
項

を
除

く
。

）
に

関
し

講
ず

る
こ

と
と

し
て

い
る

措
置

の
内

容
 四

  
 協

定
対

象
派

遣
労

働
者

で
あ

る
か

否
か

（
協

定
対

象
派

遣
労

働
者

で
あ

る
場

合
に

は
、

当
該

協
定

の
有

効
期

間
の

終
期

）

第
二

十
五

条
の

十
八

  
 法

第
三

十
一

条
の

二
第

二
項

（
第

二
号

に
係

る
部

分
に

限
る

。
）
及

び
第

三
項

（
第

二
号

に
係

る
部

分
に

限
る

。
）
の

規
定

に
よ

る
説

明
は

、
書

面
の

活
用

そ
の

他
の

適
切

な
方

法
に

よ
り

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第

二
十

五
条

の
十

九
  

 労
働

者
派

遣
の

実
施

に
つ

い
て

緊
急

の
必

要
が

あ
る

た
め

あ
ら

か
じ

め
法

第
三

十
一

条
の

二
第

三
項

に
規

定
す

る
文

書
の

交
付

等
に

よ
り

同
項

（
第

一
号

に
係

る
部

分
に

限
る

。
）
の

明
示

を
行

う
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

は
、

当
該

文
書

の
交

付
等

以
外

の
方

法
に

よ
る

こ
と

が
で

き
る

。

 二
  
 退

職
手

当
の

有
無

 三
  
 賞

与
の

有
無

第
二

十
五

条
の

十
五

  
 法

第
三

十
一

条
の

二
第

二
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
方

法
は

、
次

条
各

号
に

掲
げ

る
事

項
が

明
ら

か
と

な
る

次
の

い
ず

れ
か

の
方

法
に

よ
る

こ
と

を
当

該
派

遣
労

働
者

が
希

望
し

た
場

合
に

お
け

る
当

該
方

法
と

す
る

。
 一

  
 フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
を

利
用

し
て

す
る

送
信

の
方

法
 二

  
 電

子
メ

ー
ル

等
の

送
信

の
方

法

 一
  
 昇

給
の

有
無

 一
  

 当
該

派
遣

労
働

者
か

ら
請

求
が

あ
つ

た
と

き
。

 二
  

 前
号

以
外

の
場

合
で

あ
つ

て
、

当
該

労
働

者
派

遣
の

期
間

が
一

週
間

を
超

え
る

と
き

。

 六
  

 派
遣

労
働

者
か

ら
申

出
を

受
け

た
苦

情
の

処
理

に
関

す
る

事
項

 一
  

 労
働

契
約

の
期

間
に

関
す

る
事

項
 二

  
 期

間
の

定
め

の
あ

る
労

働
契

約
を

更
新

す
る

場
合

の
基

準
に

関
す

る
事

項
 三

  
 就

業
の

場
所

及
び

従
事

す
べ

き
業

務
に

関
す

る
事

項
 四

  
 始

業
及

び
終

業
の

時
刻

、
所

定
労

働
時

間
を

超
え

る
労

働
の

有
無

、
休

憩
時

間
、

休
日

並
び

に
労

働
者

を
二

組
以

上
に

分
け

て
就

業
さ

せ
る

場
合

に
お

け
る

就
業

時
転

換
に

関
す

る
事

項

 五
  

 派
遣

労
働

者
か

ら
申

出
を

受
け

た
苦

情
の

処
理

に
関

す
る

事
項

第
二

十
五

条
の

十
七

  
 派

遣
元

事
業

主
は

、
法

第
三

十
一

条
の

二
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

派
遣

労
働

者
に

対
し

て
明

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

同
項

第
一

号
に

掲
げ

る
事

項
を

事
実

と
異

な
る

も
の

と
し

て
は

な
ら

な
い

。

２
　

派
遣

元
事

業
主

は
、

労
働

者
を

派
遣

労
働

者
と

し
て

雇
い

入
れ

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
あ

ら
か

じ
め

、
当

該
労

働
者

に
対

し
、

文
書

の
交

付
そ

の
他

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

方
法

（
次

項
に

お
い

て
「
文

書
の

交
付

等
」
と

い
う

。
）
に

よ
り

、
第

一
号

に
掲

げ
る

事
項

を
明

示
す

る
と

と
も

に
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
第

二
号

に
掲

げ
る

措
置

の
内

容
を

説
明

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
二

十
五

条
の

十
六

  
 法

第
三

十
一

条
の

二
第

二
項

第
一

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

事
項

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
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Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
（
就

業
条

件
等

の
明

示
）

第
三

十
四

条
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

労
働

者
派

遣
を

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

当
該

労
働

者
派

遣
に

係
る

派
遣

労
働

者
に

対
し

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

次
に

掲
げ

る
事

項
（
当

該
労

働
者

派
遣

が
第

四
十

条
の

二
第

一
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、

第
三

号
及

び
第

四
号

に
掲

げ
る

事
項

を
除

く
。

）
を

明
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 一
 　

当
該

労
働

者
派

遣
を

し
よ

う
と

す
る

旨

 二
 　

第
二

十
六

条
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

そ
の

他
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
事

項
で

あ
つ

て
当

該
派

遣
労

働
者

に
係

る
も

の

 三
 　

当
該

派
遣

労
働

者
が

労
働

者
派

遣
に

係
る

労
働

に
従

事
す

る
事

業
所

そ
の

他
派

遣
就

業
の

場
所

に
お

け
る

組
織

単
位

の
業

務
に

つ
い

て
派

遣
元

事
業

主
が

第
三

十
五

条
の

三
の

規
定

に
抵

触
す

る
こ

と
と

な
る

最
初

の
日

 四
 　

当
該

派
遣

労
働

者
が

労
働

者
派

遣
に

係
る

労
働

に
従

事
す

る
事

業
所

そ
の

他
派

遣
就

業
の

場
所

の
業

務
に

つ
い

て
派

遣
先

が
第

四
十

条
の

二
第

一
項

の
規

定
に

抵
触

す
る

こ
と

と
な

る
最

初
の

日
２

 　
派

遣
元

事
業

主
は

、
派

遣
先

か
ら

第
四

十
条

の
二

第
七

項
の

規
定

に
よ

る
通

知
を

受
け

た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
、

当
該

通
知

に
係

る
事

業
所

そ
の

他
派

遣
就

業
の

場
所

の
業

務
に

従
事

す
る

派
遣

労
働

者
に

対
し

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

事
業

所
そ

の
他

派
遣

就
業

の
場

所
の

業
務

に
つ

い
て

派
遣

先
が

同
条

第
一

項
の

規
定

に
抵

触
す

る
こ

と
と

な
る

最
初

の
日

を
明

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
３

 　
派

遣
元

事
業

主
は

、
前

二
項

の
規

定
に

よ
る

明
示

を
す

る
に

当
た

つ
て

は
、

派
遣

先
が

第
四

十
条

の
六

第
一

項
第

三
号

又
は

第
四

号
に

該
当

す
る

行
為

を
行

つ
た

場
合

に
は

同
項

の
規

定
に

よ
り

労
働

契
約

の
申

込
み

を
し

た
も

の
と

み
な

さ
れ

る
こ

と
と

な
る

旨
を

併
せ

て
明

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（
労

働
者

派
遣

に
関

す
る
料

金
の

額
の

明
示

）
第

三
十

四
条

の
二

 　
派

遣
元

事
業

主
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
場

合
に

は
、

当
該

各
号

に
定

め
る

労
働

者
に

対
し

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

労
働

者
に

係
る

労
働

者
派

遣
に

関
す

る
料

金
の

額
と

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

額
を

明
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 一
 　

労
働

者
を

派
遣

労
働

者
と

し
て

雇
い

入
れ

よ
う

と
す

る
場

合
　

当
該

労
働

者

 二
 　

労
働

者
派

遣
を

し
よ

う
と

す
る

場
合

及
び

労
働

者
派

遣
に

関
す

る
料

金
の

額
を

変
更

す
る

場
合

　
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
労

働
者

（
派

遣
先

へ
の

通
知

）
第

三
十

五
条

 　
派

遣
元

事
業

主
は

、
労

働
者

派
遣

を
す

る
と

き
は

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

派
遣

先
に

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 一
　

当
該

労
働

者
派

遣
に

係
る

派
遣

労
働

者
の

氏
名

 二
　

当
該

労
働

者
派

遣
に

係
る

派
遣

労
働

者
が

協
定

対
象

派
遣

労
働

者
で

あ
る

か
否

か
の

別

 三
　

当
該

労
働

者
派

遣
に

係
る

派
遣

労
働

者
が

無
期

雇
用

派
遣

労
働

者
で

あ
る

か
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

で
あ

る
か

の
別

 四
　

当
該

労
働

者
派

遣
に

係
る

派
遣

労
働

者
が

第
四

十
条

の
二

第
一

項
第

二
号

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
者

で
あ

る
か

否
か

の
別

（
派

遣
先

へ
の

通
知

の
方

法
等

）
第

二
十

七
条

 　
法

第
三

十
五

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

通
知

は
、

法
第

二
十

六
条

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
の

内
容

の
組

合
せ

が
一

で
あ

る
と

き
は

当
該

組
合

せ
に

係
る

派
遣

労
働

者
の

氏
名

及
び

次
条

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
を

、
当

該
組

合
せ

が
二

以
上

で
あ

る
と

き
は

当
該

組
合

せ
ご

と
に

派
遣

労
働

者
の

氏
名

及
び

同
条

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
を

通
知

す
る

こ
と

に
よ

り
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
 　

法
第

三
十

五
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
通

知
は

、
労

働
者

派
遣

に
際

し
、

あ
ら

か
じ

め
、

同
項

に
よ

り
通

知
す

べ
き

事
項

に
係

る
書

面
の

交
付

等
に

よ
り

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
労

働
者

派
遣

の
実

施
に

つ
い

て
緊

急
の

必
要

が
あ

る
た

め
あ

ら
か

じ
め

書
面

の
交

付
等

が
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て
、

当
該

通
知

す
べ

き
事

項
を

あ
ら

か
じ

め
書

面
の

交
付

等
以

外
の

方
法

に
よ

り
通

知
し

た
と

き
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。

４
 　

第
二

項
に

定
め

る
ほ

か
、

派
遣

元
事

業
主

は
、

法
第

三
十

五
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
次

条
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

書
類

が
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

掲
げ

る
省

令
に

よ
り

当
該

書
類

を
届

け
出

る
べ

き
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
行

政
機

関
に

提
出

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

派
遣

先
に

通
知

す
る

と
き

は
、

そ
の

事
実

を
当

該
事

実
を

証
す

る
書

類
の

提
示

そ
の

他
の

適
切

な
方

法
に

よ
り

示
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

 一
 　

書
面

の
交

付
の

方
法

３
 　

法
第

三
十

四
条

の
二

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
額

は
、

次
の

い
ず

れ
か

に
掲

げ
る

額
と

す
る

。
 一

 　
当

該
労

働
者

に
係

る
労

働
者

派
遣

に
関

す
る

料
金

の
額

 二
 　

当
該

労
働

者
に

係
る

労
働

者
派

遣
を

行
う

事
業

所
に

お
け

る
第

十
八

条
の

二
第

二
項

に
規

定
す

る
労

働
者

派
遣

に
関

す
る

料
金

の
額

の
平

均
額

第
二

十
六

条
の

三
 　

法
第

三
十

四
条

の
二

の
規

定
に

よ
る

明
示

は
、

第
三

項
の

規
定

に
よ

る
額

を
書

面
の

交
付

等
の

方
法

に
よ

り
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
 　

派
遣

元
事

業
主

が
労

働
者

派
遣

を
し

よ
う

と
す

る
場

合
に

お
け

る
次

項
の

規
定

に
よ

る
額

が
労

働
者

を
派

遣
労

働
者

と
し

て
雇

い
入

れ
よ

う
と

す
る

場
合

に
お

け
る

法
第

三
十

四
条

の
二

の
規

定
に

よ
り

明
示

し
た

額
と

同
一

で
あ

る
場

合
に

は
、

同
条

の
規

定
に

よ
る

明
示

を
要

し
な

い
。

３
 　

前
二

項
の

規
定

は
、

法
第

三
十

四
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

る
明

示
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

（
就

業
条

件
の

明
示

の
方

法
等

）
第

二
十

六
条

 　
法

第
三

十
四

条
第

一
項

及
び

第
二

項
の

規
定

に
よ

る
明

示
は

、
当

該
規

定
に

よ
り

明
示

す
べ

き
事

項
を

次
の

い
ず

れ
か

の
方

法
に

よ
り

明
示

す
る

こ
と

に
よ

り
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

同
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
明

示
に

あ
つ

て
は

、
労

働
者

派
遣

の
実

施
に

つ
い

て
緊

急
の

必
要

が
あ

る
た

め
あ

ら
か

じ
め

こ
れ

ら
の

方
法

に
よ

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

に
お

い
て

、
当

該
明

示
す

べ
き

事
項

を
あ

ら
か

じ
め

こ
れ

ら
の

方
法

以
外

の
方

法
に

よ
り

明
示

し
た

と
き

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

（
法

第
三

十
四

条
第

一
項

第
二

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
事

項
）

第
二

十
六

条
の

二
 　

法
第

三
十

四
条

第
一

項
第

二
号

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
事

項
は

、
第

二
十

七
条

の
二

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
書

類
が

同
項

に
規

定
す

る
行

政
機

関
に

提
出

さ
れ

て
い

な
い

場
合

の
そ

の
具

体
的

な
理

由
と

す
る

。

（
労

働
者

派
遣

に
関

す
る
料

金
の

額
の

明
示

の
方

法
等

）

５
 　

法
第

三
十

五
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

る
通

知
は

、
書

面
の

交
付

等
に

よ
り

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
６

 　
第

四
項

の
規

定
は

、
前

項
の

通
知

に
つ

い
て

準
用

す
る

。

 二
 　

次
の

い
ず

れ
か

の
方

法
に

よ
る

こ
と

を
当

該
派

遣
労

働
者

が
希

望
し

た
場

合
に

お
け

る
当

該
方

法
　

イ
　

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

を
利

用
し

て
す

る
送

信
の

方
法

　
ロ

　
電

子
メ

ー
ル

等
の

送
信

の
方

法
２

 　
前

項
た

だ
し

書
の

場
合

で
あ

つ
て

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

、
当

該
労

働
者

派
遣

の
開

始
の

後
遅

滞
な

く
、

当
該

事
項

を
前

項
各

号
に

掲
げ

る
い

ず
れ

か
の

方
法

に
よ

り
当

該
派

遣
労

働
者

に
明

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 一

 　
当

該
派

遣
労

働
者

か
ら

請
求

が
あ

つ
た

と
き

 二
 　

前
号

以
外

の
場

合
で

あ
つ

て
、

当
該

労
働

者
派

遣
の

期
間

が
一

週
間

を
超

え
る

と
き

３
 　

前
項

た
だ

し
書

の
場

合
で

あ
つ

て
、

当
該

労
働

者
派

遣
の

期
間

が
二

週
間

を
超

え
る

と
き

（
法

第
二

十
六

条
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

の
内

容
の

組
合

せ
が

二
以

上
で

あ
る

場
合

に
限

る
。

）
は

、
当

該
労

働
者

派
遣

の
開

始
の

後
遅

滞
な

く
、

当
該

事
項

に
係

る
書

面
の

交
付

等
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則

 五
　

当
該

労
働

者
派

遣
に

係
る

派
遣

労
働

者
に

関
す

る
健

康
保

険
法

第
三

十
九

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

被
保

険
者

の
資

格
の

取
得

の
確

認
、

厚
生

年
金

保
険

法
第

十
八

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

被
保

険
者

の
資

格
の

取
得

の
確

認
及

び
雇

用
保

険
法

第
九

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

被
保

険
者

と
な

つ
た

こ
と

の
確

認
の

有
無

に
関

す
る

事
項

で
あ

つ
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

 六
　

そ
の

他
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
事

項

２
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
る

通
知

を
し

た
後

に
同

項
第

二
号

か
ら

第
五

号
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
に

変
更

が
あ

つ
た

と
き

は
、

遅
滞

な
く

、
そ

の
旨

を
当

該
派

遣
先

に
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（
労

働
者

派
遣

の
期

間
）

第
三

十
五

条
の

二
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

派
遣

先
が

当
該

派
遣

元
事

業
主

か
ら

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

た
な

ら
ば

第
四

十
条

の
二

第
一

項
の

規
定

に
抵

触
す

る
こ

と
と

な
る

場
合

に
は

、
当

該
抵

触
す

る
こ

と
と

な
る

最
初

の
日

以
降

継
続

し
て

労
働

者
派

遣
を

行
つ

て
は

な
ら

な
い

。

第
三

十
五

条
の

三
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

派
遣

先
の

事
業

所
そ

の
他

派
遣

就
業

の
場

所
に

お
け

る
組

織
単

位
ご

と
の

業
務

に
つ

い
て

、
三

年
を

超
え

る
期

間
継

続
し

て
同

一
の

派
遣

労
働

者
に

係
る

労
働

者
派

遣
（
第

四
十

条
の

二
第

一
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

を
除

く
。

）
を

行
つ

て
は

な
ら

な
い

。
（
日

雇
労

働
者

に
つ
い
て
の

労
働

者
派

遣
の

禁
止

）
第

三
十

五
条

の
四

 　
派

遣
元

事
業

主
は

、
そ

の
業

務
を

迅
速

か
つ

的
確

に
遂

行
す

る
た

め
に

専
門

的
な

知
識

、
技

術
又

は
経

験
を

必
要

と
す

る
業

務
の

う
ち

、
労

働
者

派
遣

に
よ

り
日

雇
労

働
者

（
日

々
又

は
三

十
日

以
内

の
期

間
を

定
め

て
雇

用
す

る
労

働
者

を
い

う
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
を

従
事

さ
せ

て
も

当
該

日
雇

労
働

者
の

適
正

な
雇

用
管

理
に

支
障

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

な
い

と
認

め
ら

れ
る

業
務

と
し

て
政

令
で

定
め

る
業

務
に

つ
い

て
労

働
者

派
遣

を
す

る
場

合
又

は
雇

用
の

機
会

の
確

保
が

特
に

困
難

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
労

働
者

の
雇

用
の

継
続

等
を

図
る

た
め

に
必

要
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

そ
の

他
の

場
合

で
政

令
で

定
め

る
場

合
を

除
き

、
そ

の
雇

用
す

る
日

雇
労

働
者

に
つ

い
て

労
働

者
派

遣
を

行
つ

て
は

な
ら

な
い

。
２

 　
厚

生
労

働
大

臣
は

、
前

項
の

政
令

の
制

定
又

は
改

正
の

立
案

を
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
あ

ら
か

じ
め

、
労

働
政

策
審

議
会

の
意

見
を

聴
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
離

職
し
た
労

働
者

に
つ
い
て
の

労
働

者
派

遣
の

禁
止

）
第

三
十

五
条

の
五

 　
派

遣
元

事
業

主
は

、
労

働
者

派
遣

を
し

よ
う

と
す

る
場

合
に

お
い

て
、

派
遣

先
が

当
該

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

た
な

ら
ば

第
四

十
条

の
九

第
一

項
の

規
定

に
抵

触
す

る
こ

と
と

な
る

と
き

は
、

当
該

労
働

者
派

遣
を

行
つ

て
は

な
ら

な
い

。

 二
 　

日
雇

労
働

者
（
主

と
し

て
生

計
を

一
に

す
る

配
偶

者
（
婚

姻
の

届
出

を
し

て
い

な
い

が
、

事
実

上
婚

姻
関

係
と

同
様

の
事

情
に

あ
る

者
を

含
む

。
）
そ

の
他

の
親

族
（
以

下
こ

の
号

に
お

い
て

「
配

偶
者

等
」
と

い
う

。
）
の

収
入

に
よ

り
生

計
を

維
持

す
る

者
に

限
る

。
）
及

び
当

該
日

雇
労

働
者

と
生

計
を

一
に

す
る

配
偶

者
等

の
一

年
分

の
賃

金
そ

の
他

の
収

入
の

額
を

合
算

し
た

額
２

 　
令

第
四

条
第

二
項

第
三

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

額
は

、
五

百
万

円
と

す
る

。

（
法

第
三

十
五

条
第

一
項

第
六

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
事

項
）

（
法

第
三

十
五

条
第

一
項

第
五

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
事

項
）

第
二

十
七

条
の

二
 　

法
第

三
十

五
条

第
一

項
第

五
号

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
事

項
は

、
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
労

働
者

に
関

し
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
書

類
が

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
掲

げ
る

省
令

に
よ

り
当

該
書

類
を

届
け

出
る

べ
き

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

行
政

機
関

に
提

出
さ

れ
て

い
る

こ
と

の
有

無
と

す
る

。
 一

 　
健

康
保

険
法

施
行

規
則

（
大

正
十

五
年

内
務

省
令

第
三

十
六

号
）
第

二
十

四
条

第
一

項
に

規
定

す
る

健
康

保
険

被
保

険
者

資
格

取
得

届
 二

 　
厚

生
年

金
保

険
法

施
行

規
則

（
昭

和
二

十
九

年
厚

生
省

令
第

三
十

七
号

）
第

十
五

条
に

規
定

す
る

厚
生

年
金

保
険

被
保

険
者

資
格

取
得

届  三
 　

雇
用

保
険

法
施

行
規

則
（
昭

和
五

十
年

労
働

省
令

第
三

号
）
第

六
条

に
規

定
す

る
雇

用
保

険
被

保
険

者
資

格
取

得
届

２
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
り

同
項

各
号

に
掲

げ
る

書
類

が
提

出
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
を

派
遣

先
に

通
知

す
る

と
き

は
、

当
該

書
類

が
提

出
さ

れ
て

い
な

い
具

体
的

な
理

由
を

付
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
二

十
八

条
 　

法
第

三
十

五
条

第
一

項
第

六
号

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
事

項
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 一
 　

派
遣

労
働

者
の

性
別

（
派

遣
労

働
者

が
四

十
五

歳
以

上
で

あ
る

場
合

に
あ

つ
て

は
そ

の
旨

及
び

当
該

派
遣

労
働

者
の

性
別

、
派

遣
労

働
者

が
十

八
歳

未
満

で
あ

る
場

合
に

あ
つ

て
は

当
該

派
遣

労
働

者
の

年
齢

及
び

性
別

）

（
令

第
四

条
第

二
項

第
三

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

定
し
た
収

入
の

額
等

）
第

二
十

八
条

の
三

 　
令

第
四

条
第

二
項

第
三

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

算
定

し
た

収
入

の
額

は
、

次
に

掲
げ

る
額

と
す

る
。

 一
 　

日
雇

労
働

者
の

一
年

分
の

賃
金

そ
の

他
の

収
入

の
額

 二
 　

派
遣

労
働

者
に

係
る

法
第

二
十

六
条

第
一

項
第

四
号

、
第

五
号

又
は

第
十

号
に

掲
げ

る
事

項
の

内
容

が
、

同
項

の
規

定
に

よ
り

労
働

者
派

遣
契

約
に

定
め

た
当

該
派

遣
労

働
者

に
係

る
組

合
せ

に
お

け
る

そ
れ

ぞ
れ

の
事

項
の

内
容

と
異

な
る

場
合

に
お

け
る

当
該

内
容

（
令

第
四

条
第

二
項

第
二

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
者

）
第

二
十

八
条

の
二

 　
令

第
四

条
第

二
項

第
二

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

者
は

、
次

に
掲

げ
る

者
と

す
る

。

 一
 　

卒
業

を
予

定
し

て
い

る
者

で
あ

つ
て

、
雇

用
保

険
法

第
五

条
第

一
項

に
規

定
す

る
適

用
事

業
に

雇
用

さ
れ

、
卒

業
し

た
後

も
引

き
続

き
当

該
事

業
に

雇
用

さ
れ

る
こ

と
に

な
つ

て
い

る
も

の
 二

 　
休

学
中

の
者

 三
 　

前
二

号
に

掲
げ

る
者

に
準

ず
る

者

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則

 五
　

当
該

労
働

者
派

遣
に

係
る

派
遣

労
働

者
に

関
す

る
健

康
保

険
法

第
三

十
九

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

被
保

険
者

の
資

格
の

取
得

の
確

認
、

厚
生

年
金

保
険

法
第

十
八

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

被
保

険
者

の
資

格
の

取
得

の
確

認
及

び
雇

用
保

険
法

第
九

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

被
保

険
者

と
な

つ
た

こ
と

の
確

認
の

有
無

に
関

す
る

事
項

で
あ

つ
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

 六
　

そ
の

他
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
事

項

２
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
る

通
知

を
し

た
後

に
同

項
第

二
号

か
ら

第
五

号
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
に

変
更

が
あ

つ
た

と
き

は
、

遅
滞

な
く

、
そ

の
旨

を
当

該
派

遣
先

に
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（
労

働
者

派
遣

の
期

間
）

第
三

十
五

条
の

二
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

派
遣

先
が

当
該

派
遣

元
事

業
主

か
ら

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

た
な

ら
ば

第
四

十
条

の
二

第
一

項
の

規
定

に
抵

触
す

る
こ

と
と

な
る

場
合

に
は

、
当

該
抵

触
す

る
こ

と
と

な
る

最
初

の
日

以
降

継
続

し
て

労
働

者
派

遣
を

行
つ

て
は

な
ら

な
い

。

第
三

十
五

条
の

三
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

派
遣

先
の

事
業

所
そ

の
他

派
遣

就
業

の
場

所
に

お
け

る
組

織
単

位
ご

と
の

業
務

に
つ

い
て

、
三

年
を

超
え

る
期

間
継

続
し

て
同

一
の

派
遣

労
働

者
に

係
る

労
働

者
派

遣
（
第

四
十

条
の

二
第

一
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

を
除

く
。

）
を

行
つ

て
は

な
ら

な
い

。
（
日

雇
労

働
者

に
つ
い
て
の

労
働

者
派

遣
の

禁
止

）
第

三
十

五
条

の
四

 　
派

遣
元

事
業

主
は

、
そ

の
業

務
を

迅
速

か
つ

的
確

に
遂

行
す

る
た

め
に

専
門

的
な

知
識

、
技

術
又

は
経

験
を

必
要

と
す

る
業

務
の

う
ち

、
労

働
者

派
遣

に
よ

り
日

雇
労

働
者

（
日

々
又

は
三

十
日

以
内

の
期

間
を

定
め

て
雇

用
す

る
労

働
者

を
い

う
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
を

従
事

さ
せ

て
も

当
該

日
雇

労
働

者
の

適
正

な
雇

用
管

理
に

支
障

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

な
い

と
認

め
ら

れ
る

業
務

と
し

て
政

令
で

定
め

る
業

務
に

つ
い

て
労

働
者

派
遣

を
す

る
場

合
又

は
雇

用
の

機
会

の
確

保
が

特
に

困
難

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
労

働
者

の
雇

用
の

継
続

等
を

図
る

た
め

に
必

要
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

そ
の

他
の

場
合

で
政

令
で

定
め

る
場

合
を

除
き

、
そ

の
雇

用
す

る
日

雇
労

働
者

に
つ

い
て

労
働

者
派

遣
を

行
つ

て
は

な
ら

な
い

。
２

 　
厚

生
労

働
大

臣
は

、
前

項
の

政
令

の
制

定
又

は
改

正
の

立
案

を
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
あ

ら
か

じ
め

、
労

働
政

策
審

議
会

の
意

見
を

聴
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
離

職
し
た
労

働
者

に
つ
い
て
の

労
働

者
派

遣
の

禁
止

）
第

三
十

五
条

の
五

 　
派

遣
元

事
業

主
は

、
労

働
者

派
遣

を
し

よ
う

と
す

る
場

合
に

お
い

て
、

派
遣

先
が

当
該

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

た
な

ら
ば

第
四

十
条

の
九

第
一

項
の

規
定

に
抵

触
す

る
こ

と
と

な
る

と
き

は
、

当
該

労
働

者
派

遣
を

行
つ

て
は

な
ら

な
い

。

 二
 　

日
雇

労
働

者
（
主

と
し

て
生

計
を

一
に

す
る

配
偶

者
（
婚

姻
の

届
出

を
し

て
い

な
い

が
、

事
実

上
婚

姻
関

係
と

同
様

の
事

情
に

あ
る

者
を

含
む

。
）
そ

の
他

の
親

族
（
以

下
こ

の
号

に
お

い
て

「
配

偶
者

等
」
と

い
う

。
）
の

収
入

に
よ

り
生

計
を

維
持

す
る

者
に

限
る

。
）
及

び
当

該
日

雇
労

働
者

と
生

計
を

一
に

す
る

配
偶

者
等

の
一

年
分

の
賃

金
そ

の
他

の
収

入
の

額
を

合
算

し
た

額
２

 　
令

第
四

条
第

二
項

第
三

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

額
は

、
五

百
万

円
と

す
る

。

（
法

第
三

十
五

条
第

一
項

第
六

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
事

項
）

（
法

第
三

十
五

条
第

一
項

第
五

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
事

項
）

第
二

十
七

条
の

二
 　

法
第

三
十

五
条

第
一

項
第

五
号

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
事

項
は

、
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
労

働
者

に
関

し
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
書

類
が

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
掲

げ
る

省
令

に
よ

り
当

該
書

類
を

届
け

出
る

べ
き

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

行
政

機
関

に
提

出
さ

れ
て

い
る

こ
と

の
有

無
と

す
る

。
 一

 　
健

康
保

険
法

施
行

規
則

（
大

正
十

五
年

内
務

省
令

第
三

十
六

号
）
第

二
十

四
条

第
一

項
に

規
定

す
る

健
康

保
険

被
保

険
者

資
格

取
得

届
 二

 　
厚

生
年

金
保

険
法

施
行

規
則

（
昭

和
二

十
九

年
厚

生
省

令
第

三
十

七
号

）
第

十
五

条
に

規
定

す
る

厚
生

年
金

保
険

被
保

険
者

資
格

取
得

届  三
 　

雇
用

保
険

法
施

行
規

則
（
昭

和
五

十
年

労
働

省
令

第
三

号
）
第

六
条

に
規

定
す

る
雇

用
保

険
被

保
険

者
資

格
取

得
届

２
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
り

同
項

各
号

に
掲

げ
る

書
類

が
提

出
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
を

派
遣

先
に

通
知

す
る

と
き

は
、

当
該

書
類

が
提

出
さ

れ
て

い
な

い
具

体
的

な
理

由
を

付
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
二

十
八

条
 　

法
第

三
十

五
条

第
一

項
第

六
号

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
事

項
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 一
 　

派
遣

労
働

者
の

性
別

（
派

遣
労

働
者

が
四

十
五

歳
以

上
で

あ
る

場
合

に
あ

つ
て

は
そ

の
旨

及
び

当
該

派
遣

労
働

者
の

性
別

、
派

遣
労

働
者

が
十

八
歳

未
満

で
あ

る
場

合
に

あ
つ

て
は

当
該

派
遣

労
働

者
の

年
齢

及
び

性
別

）

（
令

第
四

条
第

二
項

第
三

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

定
し
た
収

入
の

額
等

）
第

二
十

八
条

の
三

 　
令

第
四

条
第

二
項

第
三

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

算
定

し
た

収
入

の
額

は
、

次
に

掲
げ

る
額

と
す

る
。

 一
 　

日
雇

労
働

者
の

一
年

分
の

賃
金

そ
の

他
の

収
入

の
額

 二
 　

派
遣

労
働

者
に

係
る

法
第

二
十

六
条

第
一

項
第

四
号

、
第

五
号

又
は

第
十

号
に

掲
げ

る
事

項
の

内
容

が
、

同
項

の
規

定
に

よ
り

労
働

者
派

遣
契

約
に

定
め

た
当

該
派

遣
労

働
者

に
係

る
組

合
せ

に
お

け
る

そ
れ

ぞ
れ

の
事

項
の

内
容

と
異

な
る

場
合

に
お

け
る

当
該

内
容

（
令

第
四

条
第

二
項

第
二

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
者

）
第

二
十

八
条

の
二

 　
令

第
四

条
第

二
項

第
二

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

者
は

、
次

に
掲

げ
る

者
と

す
る

。

 一
 　

卒
業

を
予

定
し

て
い

る
者

で
あ

つ
て

、
雇

用
保

険
法

第
五

条
第

一
項

に
規

定
す

る
適

用
事

業
に

雇
用

さ
れ

、
卒

業
し

た
後

も
引

き
続

き
当

該
事

業
に

雇
用

さ
れ

る
こ

と
に

な
つ

て
い

る
も

の
 二

 　
休

学
中

の
者

 三
 　

前
二

号
に

掲
げ

る
者

に
準

ず
る

者
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　遣
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関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
（
派

遣
元

責
任

者
）

第
三

十
六

条
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

派
遣

就
業

に
関

し
次

に
掲

げ
る

事
項

を
行

わ
せ

る
た

め
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
第

六
条

第
一

号
、

第
二

号
及

び
第

四
号

か
ら

第
九

号
ま

で
に

該
当

し
な

い
者

（
未

成
年

者
を

除
き

、
派

遣
労

働
者

に
係

る
雇

用
管

理
を

適
正

に
行

う
に

足
り

る
能

力
を

有
す

る
者

と
し

て
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

基
準

に
適

合
す

る
も

の
に

限
る

。
）
の

う
ち

か
ら

派
遣

元
責

任
者

を
選

任
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 一

 　
第

三
十

二
条

、
第

三
十

四
条

、
第

三
十

五
条

及
び

次
条

に
定

め
る

事
項

に
関

す
る

こ
と

。

 二
 　

当
該

派
遣

労
働

者
に

対
し

、
必

要
な

助
言

及
び

指
導

を
行

う
こ

と
。

 三
 　

当
該

派
遣

労
働

者
か

ら
申

出
を

受
け

た
苦

情
の

処
理

に
当

た
る

こ
と

。

 四
 　

当
該

派
遣

労
働

者
等

の
個

人
情

報
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
 五

 　
当

該
派

遣
労

働
者

に
つ

い
て

の
教

育
訓

練
の

実
施

及
び

職
業

生
活

の
設

計
に

関
す

る
相

談
の

機
会

の
確

保
に

関
す

る
こ

と
。

 六
 　

当
該

派
遣

労
働

者
の

安
全

及
び

衛
生

に
関

し
、

当
該

事
業

所
の

労
働

者
の

安
全

及
び

衛
生

に
関

す
る

業
務

を
統

括
管

理
す

る
者

及
び

当
該

派
遣

先
と

の
連

絡
調

整
を

行
う

こ
と

。
 七

 　
前

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
当

該
派

遣
先

と
の

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。

（
派

遣
元

管
理

台
帳

）
第

三
十

七
条

 　
派

遣
元

事
業

主
は

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

派
遣

就
業

に
関

し
、

派
遣

元
管

理
台

帳
を

作
成

し
、

当
該

台
帳

に
派

遣
労

働
者

ご
と

に
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 一

　
協

定
対

象
派

遣
労

働
者

で
あ

る
か

否
か

の
別

 二
 　

無
期

雇
用

派
遣

労
働

者
で

あ
る

か
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

で
あ

る
か

の
別

（
当

該
派

遣
労

働
者

が
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

で
あ

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
当

該
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

に
係

る
労

働
契

約
の

期
間

）
 三

 　
第

四
十

条
の

二
第

一
項

第
二

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

者
で

あ
る

か
否

か
の

別
 四

 　
派

遣
先

の
氏

名
又

は
名

称
 五

 　
事

業
所

の
所

在
地

そ
の

他
派

遣
就

業
の

場
所

及
び

組
織

単
位

 六
 　

労
働

者
派

遣
の

期
間

及
び

派
遣

就
業

を
す

る
日

 七
 　

始
業

及
び

終
業

の
時

刻
 八

 　
従

事
す

る
業

務
の

種
類

 九
 　

第
三

十
条

第
一

項
（
同

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
の

規
定

に
よ

り
講

じ
た

措
置

 十
 　

教
育

訓
練

（
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
に

限
る

。
）
を

行
つ

た
日

時
及

び
内

容

 十
一

 　
派

遣
労

働
者

か
ら

申
出

を
受

け
た

苦
情

の
処

理
に

関
す

る
事

項
 十

二
 　

紹
介

予
定

派
遣

に
係

る
派

遣
労

働
者

に
つ

い
て

は
、

当
該

紹
介

予
定

派
遣

に
関

す
る

事
項

 十
三

 　
そ

の
他

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

事
項

２
 　

派
遣

元
事

業
主

は
、

前
項

の
派

遣
元

管
理

台
帳

を
三

年
間

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
準

用
）

第
三

十
八

条
 　

第
三

十
三

条
及

び
第

三
十

四
条

第
一

項
（
第

三
号

及
び

第
四

号
を

除
く

。
）
の

規
定

は
、

派
遣

元
事

業
主

以
外

の
労

働
者

派
遣

を
す

る
事

業
主

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

第
三

十
三

条
中

「
派

遣
先

」
と

あ
る

の
は

、
「
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。

 二
  

 派
遣

労
働

者
が

従
事

す
る

業
務

に
伴

う
責

任
の

程
度

（
法

第
三

十
七

条
第

一
項

第
十

三
号

の
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
事

項
）

 一
 　

派
遣

労
働

者
の

氏
名

 十
　

 第
二

十
五

条
の

二
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

聴
取

し
た

内
容

 十
二

　
　

第
二

十
七

条
の

二
の

規
定

に
よ

る
通

知
の

内
容

 三
　

事
業

所
の

名
称

 四
　

派
遣

元
責

任
者

及
び

派
遣

先
責

任
者

に
関

す
る

事
項

（
派

遣
元

責
任

者
の

選
任

）

（
保

存
期

間
の

起
算

日
）

第
三

十
二

条
 　

法
第

三
十

七
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

る
派

遣
元

管
理

台
帳

を
保

存
す

べ
き

期
間

の
計

算
に

つ
い

て
の

起
算

日
は

、
労

働
者

派
遣

の
終

了
の

日
と

す
る

。

第
二

十
九

条
 　

法
第

三
十

六
条

の
規

定
に

よ
る

派
遣

元
責

任
者

の
選

任
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

 一
 　

派
遣

元
事

業
主

の
事

業
所

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

単
に

「
事

業
所

」
と

い
う

。
）
ご

と
に

当
該

事
業

所
に

専
属

の
派

遣
元

責
任

者
と

し
て

自
己

の
雇

用
す

る
労

働
者

の
中

か
ら

選
任

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
派

遣
元

事
業

主
（
法

人
で

あ
る

場
合

は
、

そ
の

役
員

）
を

派
遣

元
責

任
者

と
す

る
こ

と
を

妨
げ

な
い

。
 二

 　
当

該
事

業
所

の
派

遣
労

働
者

の
数

が
百

人
以

下
の

と
き

は
一

人
以

上
の

者
を

、
百

人
を

超
え

二
百

人
以

下
の

と
き

は
二

人
以

上
の

者
を

、
二

百
人

を
超

え
る

と
き

は
、

当
該

派
遣

労
働

者
の

数
が

百
人

を
超

え
る

百
人

ご
と

に
一

人
を

二
人

に
加

え
た

数
以

上
の

者
を

選
任

す
る

こ
と

。
 三

 　
法

附
則

第
四

項
に

規
定

す
る

物
の

製
造

の
業

務
（
以

下
「
製

造
業

務
」
と

い
う

。
）
に

労
働

者
派

遣
を

す
る

事
業

所
に

あ
つ

て
は

、
当

該
事

業
所

の
派

遣
元

責
任

者
の

う
ち

、
製

造
業

務
に

従
事

す
る

派
遣

労
働

者
の

数
が

百
人

以
下

の
と

き
は

一
人

以
上

の
者

を
、

百
人

を
超

え
二

百
人

以
下

の
と

き
は

二
人

以
上

の
者

を
、

二
百

人
を

超
え

る
と

き
は

、
当

該
派

遣
労

働
者

の
数

が
百

人
を

超
え

る
百

人
ご

と
に

一
人

を
二

人
に

加
え

た
数

以
上

の
者

を
当

該
派

遣
労

働
者

を
専

門
に

担
当

す
る

者
（
以

下
「
製

造
業

務
専

門
派

遣
元

責
任

者
」
と

い
う

。
）
と

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
製

造
業

務
専

門
派

遣
元

責
任

者
の

う
ち

一
人

は
、

製
造

業
務

に
従

事
し

な
い

派
遣

労
働

者
を

併
せ

て
担

当
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
法

第
三

十
六

条
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
基

準
）

 五
 　

令
第

四
条

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
業

務
に

つ
い

て
労

働
者

派
遣

を
す

る
と

き
は

、
第

二
十

一
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
付

す
る

こ
と

と
さ

れ
る

号
番

号

第
三

十
一

条
 　

法
第

三
十

七
条

第
一

項
第

十
三

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

事
項

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

 七
 　

法
第

四
十

条
の

二
第

一
項

第
三

号
ロ

の
業

務
に

つ
い

て
労

働
者

派
遣

を
す

る
と

き
は

、
第

二
十

二
条

の
二

第
三

号
の

事
項

 八
 　

法
第

四
十

条
の

二
第

一
項

第
四

号
の

労
働

者
派

遣
を

す
る

と
き

は
、

第
二

十
二

条
の

二
第

四
号

の
事

項
 九

 　
法

第
四

十
条

の
二

第
一

項
第

五
号

の
労

働
者

派
遣

を
す

る
と

き
は

、
第

二
十

二
条

の
二

第
五

号
の

事
項

 十
一

 　
法

第
三

十
条

の
二

第
二

項
の

規
定

に
よ

る
援

助
を

行
つ

た
日

及
び

当
該

援
助

の
内

容

（
派

遣
元

管
理

台
帳

の
作

成
及

び
記

載
）

２
 　

法
第

三
十

七
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
派

遣
元

管
理

台
帳

の
記

載
は

、
労

働
者

派
遣

を
す

る
に

際
し

、
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
 　

前
項

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

法
第

四
十

二
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

る
通

知
が

行
わ

れ
る

場
合

に
お

い
て

、
当

該
通

知
に

係
る

事
項

が
法

第
三

十
七

条
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

に
該

当
す

る
場

合
で

あ
つ

て
当

該
通

知
に

係
る

事
項

の
内

容
が

前
項

の
記

載
と

異
な

る
と

き
は

、
当

該
通

知
が

行
わ

れ
た

都
度

、
当

該
通

知
に

係
る

事
項

の
内

容
を

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
三

十
条

 　
法

第
三

十
七

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

派
遣

元
管

理
台

帳
の

作
成

は
、

派
遣

元
事

業
主

の
事

業
所

ご
と

に
、

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
法

第
三

十
七

条
第

一
項

第
十

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
教

育
訓

練
）

第
三

十
条

の
二

 　
法

第
三

十
七

条
第

一
項

第
十

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

教
育

訓
練

は
、

法
第

三
十

条
の

二
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

教
育

訓
練

と
す

る
。

 六
 　

法
第

四
十

条
の

二
第

一
項

第
三

号
イ

の
業

務
に

つ
い

て
労

働
者

派
遣

を
す

る
と

き
は

、
第

二
十

二
条

の
二

第
二

号
の

事
項

第
二

十
九

条
の

二
 　

法
第

三
十

六
条

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
基

準
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
こ

と
と

す
る

。
 一

　
過

去
三

年
以

内
に

、
派

遣
労

働
者

に
係

る
雇

用
管

理
の

適
正

な
実

施
の

た
め

に
必

要
な

知
識

を
習

得
さ

せ
る

た
め

の
講

習
と

し
て

厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

も
の

を
修

了
し

て
い

る
こ

と
。

 二
　

精
神

の
機

能
の

障
害

に
よ

り
派

遣
元

責
任

者
の

業
務

を
適

正
に

行
う

に
当

た
つ

て
必

要
な

認
知

、
判

断
及

び
意

思
疎

通
を

適
切

に
行

う
こ

と
が

で
き

な
い

者
で

な
い

こ
と

。

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
　
　
　
　
第

三
節

　
派

遣
先

の
講

ず
べ

き
措

置
等

（
労

働
者

派
遣

契
約

に
関

す
る
措

置
）

第
三

十
九

条
 　

派
遣

先
は

、
第

二
十

六
条

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
そ

の
他

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

事
項

に
関

す
る

労
働

者
派

遣
契

約
の

定
め

に
反

す
る

こ
と

の
な

い
よ

う
に

適
切

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（
適

正
な
派

遣
就

業
の

確
保

等
）

第
四

十
条

 　
派

遣
先

は
、

そ
の

指
揮

命
令

の
下

に
労

働
さ

せ
る

派
遣

労
働

者
か

ら
当

該
派

遣
就

業
に

関
し

、
苦

情
の

申
出

を
受

け
た

と
き

は
、

当
該

苦
情

の
内

容
を

当
該

派
遣

元
事

業
主

に
通

知
す

る
と

と
も

に
、

当
該

派
遣

元
事

業
主

と
の

密
接

な
連

携
の

下
に

、
誠

意
を

も
つ

て
、

遅
滞

な
く

、
当

該
苦

情
の

適
切

か
つ

迅
速

な
処

理
を

図
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

 　
派

遣
先

は
、

そ
の

指
揮

命
令

の
下

に
労

働
さ

せ
る

派
遣

労
働

者
に

つ
い

て
、

当
該

派
遣

労
働

者
を

雇
用

す
る

派
遣

元
事

業
主

か
ら

の
求

め
に

応
じ

、
当

該
派

遣
労

働
者

が
従

事
す

る
業

務
と

同
種

の
業

務
に

従
事

す
る

そ
の

雇
用

す
る

労
働

者
が

従
事

す
る

業
務

の
遂

行
に

必
要

な
能

力
を

付
与

す
る

た
め

の
教

育
訓

練
に

つ
い

て
は

、
当

該
派

遣
労

働
者

が
当

該
業

務
に

必
要

な
能

力
を

習
得

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
、

当
該

派
遣

労
働

者
が

既
に

当
該

業
務

に
必

要
な

能
力

を
有

し
て

い
る

場
合

そ
の

他
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
場

合
を

除
き

、
当

該
派

遣
労

働
者

に
対

し
て

も
、

こ
れ

を
実

施
す

る
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

３
 　

派
遣

先
は

、
当

該
派

遣
先

に
雇

用
さ

れ
る

労
働

者
に

対
し

て
利

用
の

機
会

を
与

え
る

福
利

厚
生

施
設

で
あ

つ
て

、
業

務
の

円
滑

な
遂

行
に

資
す

る
も

の
と

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

指
揮

命
令

の
下

に
労

働
さ

せ
る

派
遣

労
働

者
に

対
し

て
も

、
利

用
の

機
会

を
与

え
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

５
 　

派
遣

先
は

、
第

三
十

条
の

二
、

第
三

十
条

の
三

、
第

三
十

条
の

四
第

一
項

及
び

第
三

十
一

条
の

二
第

四
項

の
規

定
に

よ
る

措
置

が
適

切
に

講
じ

ら
れ

る
よ

う
に

す
る

た
め

、
派

遣
元

事
業

主
の

求
め

に
応

じ
、

当
該

派
遣

先
に

雇
用

さ
れ

る
労

働
者

に
関

す
る

情
報

、
当

該
派

遣
労

働
者

の
業

務
の

遂
行

の
状

況
そ

の
他

の
情

報
で

あ
つ

て
当

該
措

置
に

必
要

な
も

の
を

提
供

す
る

等
必

要
な

協
力

を
す

る
よ

う
に

配
慮

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る
期

間
）

第
四

十
条

の
二

 　
派

遣
先

は
、

当
該

派
遣

先
の

事
業

所
そ

の
他

派
遣

就
業

の
場

所
ご

と
の

業
務

に
つ

い
て

、
派

遣
元

事
業

主
か

ら
派

遣
可

能
期

間
を

超
え

る
期

間
継

続
し

て
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
て

は
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

当
該

労
働

者
派

遣
が

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

で
あ

る
と

き
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 一

 　
無

期
雇

用
派

遣
労

働
者

に
係

る
労

働
者

派
遣

 二
 　

雇
用

の
機

会
の

確
保

が
特

に
困

難
で

あ
る

派
遣

労
働

者
で

あ
つ

て
そ

の
雇

用
の

継
続

等
を

図
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
と

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

者
に

係
る

労
働

者
派

遣
 三

 　
次

の
イ

又
は

ロ
に

該
当

す
る

業
務

に
係

る
労

働
者

派
遣

　
イ

　
事

業
の

開
始

、
転

換
、

拡
大

、
縮

小
又

は
廃

止
の

た
め

の
業

務
で

あ
つ

て
一

定
の

期
間

内
に

完
了

す
る

こ
と

が
予

定
さ

れ
て

い
る

も
の

　
ロ

　
そ

の
業

務
が

一
箇

月
間

に
行

わ
れ

る
日

数
が

、
当

該
派

遣
就

業
に

係
る

派
遣

先
に

雇
用

さ
れ

る
通

常
の

労
働

者
の

一
箇

月
間

の
所

定
労

働
日

数
に

比
し

相
当

程
度

少
な

く
、

か
つ

、
厚

生
労

働
大

臣
の

定
め

る
日

数
以

下
で

あ
る

業
務

 四
 　

当
該

派
遣

先
に

雇
用

さ
れ

る
労

働
者

が
労

働
基

準
法

第
六

十
五

条
第

一
項

及
び

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
休

業
し

、
並

び
に

育
児

休
業

、
介

護
休

業
等

育
児

又
は

家
族

介
護

を
行

う
労

働
者

の
福

祉
に

関
す

る
法

律
 （

平
成

三
年

法
律

第
七

十
六

号
）
第

二
条

第
一

号
に

規
定

す
る

育
児

休
業

を
す

る
場

合
に

お
け

る
当

該
労

働
者

の
業

務
そ

の
他

こ
れ

に
準

ず
る

場
合

と
し

て
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
場

合
に

お
け

る
当

該
労

働
者

の
業

務
に

係
る

労
働

者
派

遣

 五
 　

当
該

派
遣

先
に

雇
用

さ
れ

る
労

働
者

が
育

児
休

業
、

介
護

休
業

等
育

児
又

は
家

族
介

護
を

行
う

労
働

者
の

福
祉

に
関

す
る

法
律

第
二

条
第

二
号

に
規

定
す

る
介

護
休

業
を

し
、

及
び

こ
れ

に
準

ず
る

休
業

と
し

て
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
休

業
を

す
る

場
合

に
お

け
る

当
該

労
働

者
の

業
務

に
係

る
労

働
者

派
遣

２
 　

前
項

の
派

遣
可

能
期

間
（
以

下
「
派

遣
可

能
期

間
」
と

い
う

。
）
は

、
三

年
と

す
る

。
３

 　
派

遣
先

は
、

当
該

派
遣

先
の

事
業

所
そ

の
他

派
遣

就
業

の
場

所
ご

と
の

業
務

に
つ

い
て

、
派

遣
元

事
業

主
か

ら
三

年
を

超
え

る
期

間
継

続
し

て
労

働
者

派
遣

（
第

一
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

を
除

く
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

役
務

の
提

供
を

受
け

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
当

該
派

遣
先

の
事

業
所

そ
の

他
派

遣
就

業
の

場
所

ご
と

の
業

務
に

係
る

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
が

開
始

さ
れ

た
日

（
こ

の
項

の
規

定
に

よ
り

派
遣

可
能

期
間

を
延

長
し

た
場

合
に

あ
つ

て
は

、
当

該
延

長
前

の
派

遣
可

能
期

間
が

経
過

し
た

日
）
以

後
当

該
事

業
所

そ
の

他
派

遣
就

業
の

場
所

ご
と

の
業

務
に

つ
い

て
第

一
項

の
規

定
に

抵
触

す
る

こ
と

と
な

る
最

初
の

日
の

一
月

前
の

日
ま

で
の

間
（
次

項
に

お
い

て
「
意

見
聴

取
期

間
」
と

い
う

。
）
に

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

三
年

を
限

り
、

派
遣

可
能

期
間

を
延

長
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

当
該

延
長

に
係

る
期

間
が

経
過

し
た

場
合

に
お

い
て

、
こ

れ
を

更
に

延
長

し
よ

う
と

す
る

と
き

も
、

同
様

と
す

る
。

第
三

十
三

条
の

二
 　

法
第

四
十

条
の

二
第

一
項

第
五

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

休
業

は
、

介
護

休
業

に
後

続
す

る
休

業
で

あ
つ

て
育

児
・

介
護

休
業

法
第

二
条

第
四

号
に

規
定

す
る

対
象

家
族

を
介

護
す

る
た

め
に

す
る

休
業

と
す

る
。

　
　
　
　
第

三
節

　
派

遣
先

の
講

ず
べ

き
措

置
等

（
法

第
四

十
条

第
三

項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
福

利
厚

生
施

設
）

第
三

十
二

条
の

三
 　

法
第

四
十

条
第

三
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
福

利
厚

生
施

設
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 一
 　

給
食

施
設

（
法

第
四

十
条

第
二

項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
場

合
）

第
三

十
二

条
の

二
 　

法
第

四
十

条
第

二
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
場

合
は

、
当

該
教

育
訓

練
と

同
様

の
教

育
訓

練
を

派
遣

元
事

業
主

が
既

に
実

施
し

た
場

合
又

は
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

る
場

合
と

す
る

。

 二
 　

休
憩

室

第
三

十
三

条
 　

法
第

四
十

条
の

二
第

一
項

第
四

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

場
合

は
、

労
働

基
準

法
第

六
十

五
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
休

業
に

先
行

し
、

又
は

同
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

る
休

業
若

し
く

は
育

児
休

業
に

後
続

す
る

休
業

で
あ

つ
て

、
母

性
保

護
又

は
子

の
養

育
を

す
る

た
め

の
も

の
を

す
る

場
合

と
す

る
。

（
法

第
四

十
条

の
二

第
一

項
第

四
号

の
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
場

合
）

（
法

第
四

十
条

の
二

第
一

項
第

五
号

の
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
休

業
）

（
法

第
四

十
条

の
二

第
一

項
第

二
号

の
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
者

）
第

三
十

二
条

の
四

 　
法

第
四

十
条

の
二

第
一

項
第

二
号

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
者

は
、

六
十

歳
以

上
の

者
と

す
る

。

４
 　

前
三

項
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
派

遣
先

は
、

そ
の

指
揮

命
令

の
下

に
労

働
さ

せ
る

派
遣

労
働

者
に

つ
い

て
、

当
該

派
遣

就
業

が
適

正
か

つ
円

滑
に

行
わ

れ
る

よ
う

に
す

る
た

め
、

適
切

な
就

業
環

境
の

維
持

、
診

療
所

等
の

施
設

で
あ

つ
て

現
に

当
該

派
遣

先
に

雇
用

さ
れ

る
労

働
者

が
通

常
利

用
し

て
い

る
も

の
（
前

項
に

規
定

す
る

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

福
利

厚
生

施
設

を
除

く
。

）
の

利
用

に
関

す
る

便
宜

の
供

与
等

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
よ

う
に

配
慮

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 三
 　

更
衣

室

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

120
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
　
　
　
　
第

三
節

　
派

遣
先

の
講

ず
べ

き
措

置
等

（
労

働
者

派
遣

契
約

に
関

す
る
措

置
）

第
三

十
九

条
 　

派
遣

先
は

、
第

二
十

六
条

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
そ

の
他

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

事
項

に
関

す
る

労
働

者
派

遣
契

約
の

定
め

に
反

す
る

こ
と

の
な

い
よ

う
に

適
切

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（
適

正
な
派

遣
就

業
の

確
保

等
）

第
四

十
条

 　
派

遣
先

は
、

そ
の

指
揮

命
令

の
下

に
労

働
さ

せ
る

派
遣

労
働

者
か

ら
当

該
派

遣
就

業
に

関
し

、
苦

情
の

申
出

を
受

け
た

と
き

は
、

当
該

苦
情

の
内

容
を

当
該

派
遣

元
事

業
主

に
通

知
す

る
と

と
も

に
、

当
該

派
遣

元
事

業
主

と
の

密
接

な
連

携
の

下
に

、
誠

意
を

も
つ

て
、

遅
滞

な
く

、
当

該
苦

情
の

適
切

か
つ

迅
速

な
処

理
を

図
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

 　
派

遣
先

は
、

そ
の

指
揮

命
令

の
下

に
労

働
さ

せ
る

派
遣

労
働

者
に

つ
い

て
、

当
該

派
遣

労
働

者
を

雇
用

す
る

派
遣

元
事

業
主

か
ら

の
求

め
に

応
じ

、
当

該
派

遣
労

働
者

が
従

事
す

る
業

務
と

同
種

の
業

務
に

従
事

す
る

そ
の

雇
用

す
る

労
働

者
が

従
事

す
る

業
務

の
遂

行
に

必
要

な
能

力
を

付
与

す
る

た
め

の
教

育
訓

練
に

つ
い

て
は

、
当

該
派

遣
労

働
者

が
当

該
業

務
に

必
要

な
能

力
を

習
得

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
、

当
該

派
遣

労
働

者
が

既
に

当
該

業
務

に
必

要
な

能
力

を
有

し
て

い
る

場
合

そ
の

他
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
場

合
を

除
き

、
当

該
派

遣
労

働
者

に
対

し
て

も
、

こ
れ

を
実

施
す

る
等

必
要

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

３
 　

派
遣

先
は

、
当

該
派

遣
先

に
雇

用
さ

れ
る

労
働

者
に

対
し

て
利

用
の

機
会

を
与

え
る

福
利

厚
生

施
設

で
あ

つ
て

、
業

務
の

円
滑

な
遂

行
に

資
す

る
も

の
と

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

指
揮

命
令

の
下

に
労

働
さ

せ
る

派
遣

労
働

者
に

対
し

て
も

、
利

用
の

機
会

を
与

え
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

５
 　

派
遣

先
は

、
第

三
十

条
の

二
、

第
三

十
条

の
三

、
第

三
十

条
の

四
第

一
項

及
び

第
三

十
一

条
の

二
第

四
項

の
規

定
に

よ
る

措
置

が
適

切
に

講
じ

ら
れ

る
よ

う
に

す
る

た
め

、
派

遣
元

事
業

主
の

求
め

に
応

じ
、

当
該

派
遣

先
に

雇
用

さ
れ

る
労

働
者

に
関

す
る

情
報

、
当

該
派

遣
労

働
者

の
業

務
の

遂
行

の
状

況
そ

の
他

の
情

報
で

あ
つ

て
当

該
措

置
に

必
要

な
も

の
を

提
供

す
る

等
必

要
な

協
力

を
す

る
よ

う
に

配
慮

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る
期

間
）

第
四

十
条

の
二

 　
派

遣
先

は
、

当
該

派
遣

先
の

事
業

所
そ

の
他

派
遣

就
業

の
場

所
ご

と
の

業
務

に
つ

い
て

、
派

遣
元

事
業

主
か

ら
派

遣
可

能
期

間
を

超
え

る
期

間
継

続
し

て
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
て

は
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

当
該

労
働

者
派

遣
が

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

で
あ

る
と

き
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 一

 　
無

期
雇

用
派

遣
労

働
者

に
係

る
労

働
者

派
遣

 二
 　

雇
用

の
機

会
の

確
保

が
特

に
困

難
で

あ
る

派
遣

労
働

者
で

あ
つ

て
そ

の
雇

用
の

継
続

等
を

図
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
と

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

者
に

係
る

労
働

者
派

遣
 三

 　
次

の
イ

又
は

ロ
に

該
当

す
る

業
務

に
係

る
労

働
者

派
遣

　
イ

　
事

業
の

開
始

、
転

換
、

拡
大

、
縮

小
又

は
廃

止
の

た
め

の
業

務
で

あ
つ

て
一

定
の

期
間

内
に

完
了

す
る

こ
と

が
予

定
さ

れ
て

い
る

も
の

　
ロ

　
そ

の
業

務
が

一
箇

月
間

に
行

わ
れ

る
日

数
が

、
当

該
派

遣
就

業
に

係
る

派
遣

先
に

雇
用

さ
れ

る
通

常
の

労
働

者
の

一
箇

月
間

の
所

定
労

働
日

数
に

比
し

相
当

程
度

少
な

く
、

か
つ

、
厚

生
労

働
大

臣
の

定
め

る
日

数
以

下
で

あ
る

業
務

 四
 　

当
該

派
遣

先
に

雇
用

さ
れ

る
労

働
者

が
労

働
基

準
法

第
六

十
五

条
第

一
項

及
び

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
休

業
し

、
並

び
に

育
児

休
業

、
介

護
休

業
等

育
児

又
は

家
族

介
護

を
行

う
労

働
者

の
福

祉
に

関
す

る
法

律
 （

平
成

三
年

法
律

第
七

十
六

号
）
第

二
条

第
一

号
に

規
定

す
る

育
児

休
業

を
す

る
場

合
に

お
け

る
当

該
労

働
者

の
業

務
そ

の
他

こ
れ

に
準

ず
る

場
合

と
し

て
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
場

合
に

お
け

る
当

該
労

働
者

の
業

務
に

係
る

労
働

者
派

遣

 五
 　

当
該

派
遣

先
に

雇
用

さ
れ

る
労

働
者

が
育

児
休

業
、

介
護

休
業

等
育

児
又

は
家

族
介

護
を

行
う

労
働

者
の

福
祉

に
関

す
る

法
律

第
二

条
第

二
号

に
規

定
す

る
介

護
休

業
を

し
、

及
び

こ
れ

に
準

ず
る

休
業

と
し

て
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
休

業
を

す
る

場
合

に
お

け
る

当
該

労
働

者
の

業
務

に
係

る
労

働
者

派
遣

２
 　

前
項

の
派

遣
可

能
期

間
（
以

下
「
派

遣
可

能
期

間
」
と

い
う

。
）
は

、
三

年
と

す
る

。
３

 　
派

遣
先

は
、

当
該

派
遣

先
の

事
業

所
そ

の
他

派
遣

就
業

の
場

所
ご

と
の

業
務

に
つ

い
て

、
派

遣
元

事
業

主
か

ら
三

年
を

超
え

る
期

間
継

続
し

て
労

働
者

派
遣

（
第

一
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

を
除

く
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

役
務

の
提

供
を

受
け

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
当

該
派

遣
先

の
事

業
所

そ
の

他
派

遣
就

業
の

場
所

ご
と

の
業

務
に

係
る

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
が

開
始

さ
れ

た
日

（
こ

の
項

の
規

定
に

よ
り

派
遣

可
能

期
間

を
延

長
し

た
場

合
に

あ
つ

て
は

、
当

該
延

長
前

の
派

遣
可

能
期

間
が

経
過

し
た

日
）
以

後
当

該
事

業
所

そ
の

他
派

遣
就

業
の

場
所

ご
と

の
業

務
に

つ
い

て
第

一
項

の
規

定
に

抵
触

す
る

こ
と

と
な

る
最

初
の

日
の

一
月

前
の

日
ま

で
の

間
（
次

項
に

お
い

て
「
意

見
聴

取
期

間
」
と

い
う

。
）
に

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

三
年

を
限

り
、

派
遣

可
能

期
間

を
延

長
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

当
該

延
長

に
係

る
期

間
が

経
過

し
た

場
合

に
お

い
て

、
こ

れ
を

更
に

延
長

し
よ

う
と

す
る

と
き

も
、

同
様

と
す

る
。

第
三

十
三

条
の

二
 　

法
第

四
十

条
の

二
第

一
項

第
五

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

休
業

は
、

介
護

休
業

に
後

続
す

る
休

業
で

あ
つ

て
育

児
・

介
護

休
業

法
第

二
条

第
四

号
に

規
定

す
る

対
象

家
族

を
介

護
す

る
た

め
に

す
る

休
業

と
す

る
。

　
　
　
　
第

三
節

　
派

遣
先

の
講

ず
べ

き
措

置
等

（
法

第
四

十
条

第
三

項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
福

利
厚

生
施

設
）

第
三

十
二

条
の

三
 　

法
第

四
十

条
第

三
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
福

利
厚

生
施

設
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 一
 　

給
食

施
設

（
法

第
四

十
条

第
二

項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
場

合
）

第
三

十
二

条
の

二
 　

法
第

四
十

条
第

二
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
場

合
は

、
当

該
教

育
訓

練
と

同
様

の
教

育
訓

練
を

派
遣

元
事

業
主

が
既

に
実

施
し

た
場

合
又

は
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

る
場

合
と

す
る

。

 二
 　

休
憩

室

第
三

十
三

条
 　

法
第

四
十

条
の

二
第

一
項

第
四

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

場
合

は
、

労
働

基
準

法
第

六
十

五
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
休

業
に

先
行

し
、

又
は

同
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

る
休

業
若

し
く

は
育

児
休

業
に

後
続

す
る

休
業

で
あ

つ
て

、
母

性
保

護
又

は
子

の
養

育
を

す
る

た
め

の
も

の
を

す
る

場
合

と
す

る
。

（
法

第
四

十
条

の
二

第
一

項
第

四
号

の
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
場

合
）

（
法

第
四

十
条

の
二

第
一

項
第

五
号

の
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
休

業
）

（
法

第
四

十
条

の
二

第
一

項
第

二
号

の
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
者

）
第

三
十

二
条

の
四

 　
法

第
四

十
条

の
二

第
一

項
第

二
号

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
者

は
、

六
十

歳
以

上
の

者
と

す
る

。

４
 　

前
三

項
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
派

遣
先

は
、

そ
の

指
揮

命
令

の
下

に
労

働
さ

せ
る

派
遣

労
働

者
に

つ
い

て
、

当
該

派
遣

就
業

が
適

正
か

つ
円

滑
に

行
わ

れ
る

よ
う

に
す

る
た

め
、

適
切

な
就

業
環

境
の

維
持

、
診

療
所

等
の

施
設

で
あ

つ
て

現
に

当
該

派
遣

先
に

雇
用

さ
れ

る
労

働
者

が
通

常
利

用
し

て
い

る
も

の
（
前

項
に

規
定

す
る

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

福
利

厚
生

施
設

を
除

く
。

）
の

利
用

に
関

す
る

便
宜

の
供

与
等

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
よ

う
に

配
慮

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 三
 　

更
衣

室

121

派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則

４
 　

派
遣

先
は

、
派

遣
可

能
期

間
を

延
長

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

意
見

聴
取

期
間

に
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
過

半
数

労
働

組
合

等
（
当

該
派

遣
先

の
事

業
所

に
、

労
働

者
の

過
半

数
で

組
織

す
る

労
働

組
合

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

そ
の

労
働

組
合

、
労

働
者

の
過

半
数

で
組

織
す

る
労

働
組

合
が

な
い

場
合

に
お

い
て

は
労

働
者

の
過

半
数

を
代

表
す

る
者

を
い

う
。

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
の

意
見

を
聴

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

５
 　

派
遣

先
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

り
意

見
を

聴
か

れ
た

過
半

数
労

働
組

合
等

が
異

議
を

述
べ

た
と

き
は

、
当

該
事

業
所

そ
の

他
派

遣
就

業
の

場
所

ご
と

の
業

務
に

つ
い

て
、

延
長

前
の

派
遣

可
能

期
間

が
経

過
す

る
こ

と
と

な
る

日
の

前
日

ま
で

に
、

当
該

過
半

数
労

働
組

合
等

に
対

し
、

派
遣

可
能

期
間

の
延

長
の

理
由

そ
の

他
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

説
明

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

６
 　

派
遣

先
は

、
第

四
項

の
規

定
に

よ
る

意
見

の
聴

取
及

び
前

項
の

規
定

に
よ

る
説

明
を

行
う

に
当

た
つ

て
は

、
こ

の
法

律
の

趣
旨

に
の

つ
と

り
、

誠
実

に
こ

れ
ら

を
行

う
よ

う
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
７

 　
派

遣
先

は
、

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
派

遣
可

能
期

間
を

延
長

し
た

と
き

は
、

速
や

か
に

、
当

該
労

働
者

派
遣

を
す

る
派

遣
元

事
業

主
に

対
し

、
当

該
事

業
所

そ
の

他
派

遣
就

業
の

場
所

ご
と

の
業

務
に

つ
い

て
第

一
項

の
規

定
に

抵
触

す
る

こ
と

と
な

る
最

初
の

日
を

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

８
 　

厚
生

労
働

大
臣

は
、

第
一

項
第

二
号

、
第

四
号

若
し

く
は

第
五

号
の

厚
生

労
働

省
令

の
制

定
又

は
改

正
を

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

労
働

政
策

審
議

会
の

意
見

を
聴

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
四

十
条

の
三

 　
派

遣
先

は
、

前
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
派

遣
可

能
期

間
が

延
長

さ
れ

た
場

合
に

お
い

て
、

当
該

派
遣

先
の

事
業

所
そ

の
他

派
遣

就
業

の
場

所
に

お
け

る
組

織
単

位
ご

と
の

業
務

に
つ

い
て

、
派

遣
元

事
業

主
か

ら
三

年
を

超
え

る
期

間
継

続
し

て
同

一
の

派
遣

労
働

者
に

係
る

労
働

者
派

遣
（
同

条
第

一
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

を
除

く
。

）
の

役
務

の
提

供
を

受
け

て
は

な
ら

な
い

。
（
特

定
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

の
雇

用
）

第
四

十
条

の
四

 　
派

遣
先

は
、

当
該

派
遣

先
の

事
業

所
そ

の
他

派
遣

就
業

の
場

所
に

お
け

る
組

織
単

位
ご

と
の

同
一

の
業

務
に

つ
い

て
派

遣
元

事
業

主
か

ら
継

続
し

て
一

年
以

上
の

期
間

同
一

の
特

定
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

に
係

る
労

働
者

派
遣

（
第

四
十

条
の

二
第

一
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

を
除

く
。

）
の

役
務

の
提

供
を

受
け

た
場

合
に

お
い

て
、

引
き

続
き

当
該

同
一

の
業

務
に

労
働

者
を

従
事

さ
せ

る
た

め
、

当
該

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

た
期

間
（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
派

遣
実

施
期

間
」
と

い
う

。
）
が

経
過

し
た

日
以

後
労

働
者

を
雇

い
入

れ
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

当
該

同
一

の
業

務
に

派
遣

実
施

期
間

継
続

し
て

従
事

し
た

特
定

有
期

雇
用

派
遣

労
働

者
（
継

続
し

て
就

業
す

る
こ

と
を

希
望

す
る

者
と

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

に
限

る
。

）
を

、
遅

滞
な

く
、

雇
い

入
れ

る
よ

う
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
三

十
三

条
の

六
 　

法
第

四
十

条
の

二
第

七
項

の
規

定
に

よ
る

通
知

は
、

同
項

の
規

定
に

よ
り

通
知

す
べ

き
事

項
に

係
る

書
面

の
交

付
等

に
よ

り
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
法

第
四

十
条

の
四

の
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
者

）

第
三

十
三

条
の

三
 　

法
第

四
十

条
の

二
第

四
項

の
規

定
に

よ
り

労
働

者
の

過
半

数
で

組
織

す
る

労
働

組
合

（
以

下
「
過

半
数

労
働

組
合

」
と

い
う

。
）
又

は
労

働
者

の
過

半
数

を
代

表
す

る
者

（
以

下
「
過

半
数

代
表

者
」
と

い
う

。
）
の

意
見

を
聴

く
に

当
た

つ
て

は
、

当
該

過
半

数
労

働
組

合
又

は
過

半
数

代
表

者
に

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
書

面
に

よ
り

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
派

遣
可

能
期

間
の

延
長

に
係

る
意

見
の

聴
取

）

２
 　

派
遣

先
は

、
法

第
四

十
条

の
二

第
五

項
の

規
定

に
よ

り
過

半
数

労
働

組
合

又
は

過
半

数
代

表
者

に
対

し
て

説
明

し
た

日
及

び
説

明
し

た
内

容
を

書
面

に
記

載
し

、
当

該
事

業
所

等
ご

と
の

業
務

に
つ

い
て

延
長

前
の

派
遣

可
能

期
間

が
経

過
し

た
日

か
ら

三
年

間
保

存
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
３

 　
派

遣
先

は
、

前
項

の
書

面
に

記
載

し
た

事
項

を
、

前
条

第
四

項
各

号
に

掲
げ

る
方

法
に

よ
つ

て
、

当
該

事
業

所
等

の
労

働
者

に
周

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

5
　

派
遣

先
は

、
過

半
数

代
表

者
が

法
第

四
十

条
の

二
第

四
項

の
規

定
に

よ
る

意
見

の
聴

取
に

関
す

る
事

務
を

円
滑

に
遂

行
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
必

要
な

配
慮

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
三

十
三

条
の

七
 　

法
第

四
十

条
の

四
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

者
は

、
法

第
三

十
条

第
一

項
（
同

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
の

規
定

に
よ

り
同

条
第

一
項

第
一

号
の

措
置

が
講

じ
ら

れ
た

者
と

す
る

。

 三
 　

電
子

計
算

機
に

備
え

ら
れ

た
フ

ァ
イ

ル
、

磁
気

デ
ィ

ス
ク

そ
の

他
こ

れ
ら

に
準

ず
る

物
に

記
録

し
、

か
つ

、
当

該
事

業
所

等
に

労
働

者
が

当
該

記
録

の
内

容
を

常
時

確
認

で
き

る
機

器
を

設
置

す
る

こ
と

。

第
三

十
三

条
の

四
 　

法
第

四
十

条
の

二
第

五
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
事

項
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 一
 　

派
遣

可
能

期
間

の
延

長
の

理
由

及
び

そ
の

延
長

の
期

間
 二

 　
当

該
異

議
（
労

働
者

派
遣

に
よ

り
労

働
者

の
職

業
生

活
の

全
期

間
に

わ
た

る
そ

の
能

力
の

有
効

な
発

揮
及

び
そ

の
雇

用
の

安
定

に
資

す
る

と
認

め
ら

れ
る

雇
用

慣
行

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

あ
る

旨
の

意
見

に
限

る
。

）
へ

の
対

応
に

関
す

る
方

針

３
 　

派
遣

先
は

、
法

第
四

十
条

の
二

第
四

項
の

規
定

に
よ

り
意

見
を

聴
い

た
場

合
に

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

書
面

に
記

載
し

、
延

長
前

の
派

遣
可

能
期

間
が

経
過

し
た

日
か

ら
三

年
間

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 一
 　

労
働

基
準

法
第

四
十

一
条

第
二

号
に

規
定

す
る

監
督

又
は

管
理

の
地

位
に

あ
る

者
で

な
い

こ
と

。
 二

 　
法

第
四

十
条

の
二

第
四

項
の

規
定

に
よ

り
意

見
を

聴
取

さ
れ

る
者

を
選

出
す

る
こ

と
を

明
ら

か
に

し
て

実
施

さ
れ

る
投

票
、

挙
手

等
の

民
主

的
な

方
法

に
よ

る
手

続
に

よ
り

選
出

さ
れ

た
者

で
あ

つ
て

、
派

遣
先

の
意

向
に

基
づ

き
選

出
さ

れ
た

も
の

で
な

い
こ

と
。

 一
 　

意
見

を
聴

い
た

過
半

数
労

働
組

合
の

名
称

又
は

過
半

数
代

表
者

の
氏

名
 二

 　
第

一
項

の
規

定
に

よ
り

過
半

数
労

働
組

合
又

は
過

半
数

代
表

者
に

通
知

し
た

日
及

び
通

知
し

た
事

項
 三

 　
過

半
数

労
働

組
合

又
は

過
半

数
代

表
者

か
ら

意
見

を
聴

い
た

日
及

び
当

該
意

見
の

内
容

第
三

十
三

条
の

五
 　

派
遣

先
は

、
労

働
者

が
過

半
数

代
表

者
で

あ
る

こ
と

若
し

く
は

過
半

数
代

表
者

に
な

ろ
う

と
し

た
こ

と
又

は
過

半
数

代
表

者
と

し
て

正
当

な
行

為
を

し
た

こ
と

を
理

由
と

し
て

、
当

該
労

働
者

に
対

し
て

不
利

益
な

取
扱

い
を

し
な

い
よ

う
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 四
 　

意
見

を
聴

い
て

、
延

長
す

る
期

間
を

変
更

し
た

と
き

は
、

そ
の

変
更

し
た

期
間

４
 　

派
遣

先
は

、
前

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
を

、
次

に
掲

げ
る

い
ず

れ
か

の
方

法
に

よ
つ

て
、

当
該

事
業

所
等

の
労

働
者

に
周

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 一

 　
常

時
当

該
事

業
所

等
の

見
や

す
い

場
所

に
掲

示
し

、
又

は
備

え
付

け
る

こ
と

。
 二

 　
書

面
を

労
働

者
に

交
付

す
る

こ
と

。

 一
 　

派
遣

可
能

期
間

を
延

長
し

よ
う

と
す

る
事

業
所

等
 二

 　
延

長
し

よ
う

と
す

る
期

間
２

 　
前

項
の

過
半

数
代

表
者

は
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

に
も

該
当

す
る

者
と

す
る

。
た

だ
し

、
第

一
号

に
該

当
す

る
者

が
い

な
い

事
業

所
等

に
あ

つ
て

は
、

過
半

数
代

表
者

は
第

二
号

に
該

当
す

る
者

と
す

る
。
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Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
（
派

遣
先

に
雇

用
さ
れ

る
労

働
者

の
募

集
に
係

る
事

項
の

周
知

）
第

四
十

条
の

五
 　

派
遣

先
は

、
当

該
派

遣
先

の
同

一
の

事
業

所
そ

の
他

派
遣

就
業

の
場

所
に

お
い

て
派

遣
元

事
業

主
か

ら
一

年
以

上
の

期
間

継
続

し
て

同
一

の
派

遣
労

働
者

に
係

る
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
て

い
る

場
合

に
お

い
て

、
当

該
事

業
所

そ
の

他
派

遣
就

業
の

場
所

に
お

い
て

労
働

に
従

事
す

る
通

常
の

労
働

者
の

募
集

を
行

う
と

き
は

、
当

該
募

集
に

係
る

事
業

所
そ

の
他

派
遣

就
業

の
場

所
に

掲
示

す
る

こ
と

そ
の

他
の

措
置

を
講

ず
る

こ
と

に
よ

り
、

そ
の

者
が

従
事

す
べ

き
業

務
の

内
容

、
賃

金
、

労
働

時
間

そ
の

他
の

当
該

募
集

に
係

る
事

項
を

当
該

派
遣

労
働

者
に

周
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
 　

派
遣

先
の

事
業

所
そ

の
他

派
遣

就
業

の
場

所
に

お
け

る
同

一
の

組
織

単
位

の
業

務
に

つ
い

て
継

続
し

て
三

年
間

当
該

労
働

者
派

遣
に

係
る

労
働

に
従

事
す

る
見

込
み

が
あ

る
特

定
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

（
継

続
し

て
就

業
す

る
こ

と
を

希
望

す
る

者
と

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

前
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

同
項

中
「
労

働
者

派
遣

」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

（
第

四
十

条
の

二
第

一
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

を
除

く
。

）
」
と

、
「
通

常
の

労
働

者
」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

」
と

す
る

。
第

四
十

条
の

六
 　

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

（
国

（
行

政
執

行
法

人
（
独

立
行

政
法

人
通

則
法

（
平

成
十

一
年

法
律

第
百

三
号

）
第

二
条

第
四

項
に

規
定

す
る

行
政

執
行

法
人

を
い

う
。

）
を

含
む

。
次

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
及

び
地

方
公

共
団

体
（
特

定
地

方
独

立
行

政
法

人
（
地

方
独

立
行

政
法

人
法

（
平

成
十

五
年

法
律

第
百

十
八

号
）
第

二
条

第
二

項
に

規
定

す
る

特
定

地
方

独
立

行
政

法
人

を
い

う
。

）
を

含
む

。
次

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

機
関

を
除

く
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
が

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

行
為

を
行

つ
た

場
合

に
は

、
そ

の
時

点
に

お
い

て
、

当
該

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

か
ら

当
該

労
働

者
派

遣
に

係
る

派
遣

労
働

者
に

対
し

、
そ

の
時

点
に

お
け

る
当

該
派

遣
労

働
者

に
係

る
労

働
条

件
と

同
一

の
労

働
条

件
を

内
容

と
す

る
労

働
契

約
の

申
込

み
を

し
た

も
の

と
み

な
す

。
た

だ
し

、
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
が

、
そ

の
行

つ
た

行
為

が
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

の
行

為
に

該
当

す
る

こ
と

を
知

ら
ず

、
か

つ
、

知
ら

な
か

つ
た

こ
と

に
つ

き
過

失
が

な
か

つ
た

と
き

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 一
 　

第
四

条
第

三
項

の
規

定
に

違
反

し
て

派
遣

労
働

者
を

同
条

第
一

項
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
業

務
に

従
事

さ
せ

る
こ

と
。

 二
 　

第
二

十
四

条
の

二
の

規
定

に
違

反
し

て
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

こ
と

。
 三

 　
第

四
十

条
の

二
第

一
項

の
規

定
に

違
反

し
て

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
こ

と
（
同

条
第

四
項

に
規

定
す

る
意

見
の

聴
取

の
手

続
の

う
ち

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

が
行

わ
れ

な
い

こ
と

に
よ

り
同

条
第

一
項

の
規

定
に

違
反

す
る

こ
と

と
な

つ
た

と
き

を
除

く
。

）
。

 四
 　

第
四

十
条

の
三

の
規

定
に

違
反

し
て

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
こ

と
。

 五
 　

こ
の

法
律

又
は

次
節

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
法

律
の

規
定

の
適

用
を

免
れ

る
目

的
で

、
請

負
そ

の
他

労
働

者
派

遣
以

外
の

名
目

で
契

約
を

締
結

し
、

第
二

十
六

条
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

を
定

め
ず

に
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

こ
と

。
２

 　
前

項
の

規
定

に
よ

り
労

働
契

約
の

申
込

み
を

し
た

も
の

と
み

な
さ

れ
た

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

は
、

当
該

労
働

契
約

の
申

込
み

に
係

る
同

項
に

規
定

す
る

行
為

が
終

了
し

た
日

か
ら

一
年

を
経

過
す

る
日

ま
で

の
間

は
、

当
該

申
込

み
を

撤
回

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

３
 　

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
労

働
契

約
の

申
込

み
を

し
た

も
の

と
み

な
さ

れ
た

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

が
、

当
該

申
込

み
に

対
し

て
前

項
に

規
定

す
る

期
間

内
に

承
諾

す
る

旨
又

は
承

諾
し

な
い

旨
の

意
思

表
示

を
受

け
な

か
つ

た
と

き
は

、
当

該
申

込
み

は
、

そ
の

効
力

を
失

う
。

４
 　

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
申

し
込

ま
れ

た
も

の
と

み
な

さ
れ

た
労

働
契

約
に

係
る

派
遣

労
働

者
に

係
る

労
働

者
派

遣
を

す
る

事
業

主
は

、
当

該
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
か

ら
求

め
が

あ
つ

た
場

合
に

お
い

て
は

、
当

該
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
に

対
し

、
速

や
か

に
、

同
項

の
規

定
に

よ
り

労
働

契
約

の
申

込
み

を
し

た
も

の
と

み
な

さ
れ

た
時

点
に

お
け

る
当

該
派

遣
労

働
者

に
係

る
労

働
条

件
の

内
容

を
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第

四
十

条
の

七
 　

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

が
国

又
は

地
方

公
共

団
体

の
機

関
で

あ
る

場
合

で
あ

つ
て

、
前

条
第

一
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

行
為

を
行

つ
た

場
合

（
同

項
た

だ
し

書
に

規
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）
に

お
い

て
は

、
当

該
行

為
が

終
了

し
た

日
か

ら
一

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
の

間
に

、
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
労

働
者

が
、

当
該

国
又

は
地

方
公

共
団

体
の

機
関

に
お

い
て

当
該

労
働

者
派

遣
に

係
る

業
務

と
同

一
の

業
務

に
従

事
す

る
こ

と
を

求
め

る
と

き
は

、
当

該
国

又
は

地
方

公
共

団
体

の
機

関
は

、
同

項
の

規
定

の
趣

旨
を

踏
ま

え
、

当
該

派
遣

労
働

者
の

雇
用

の
安

定
を

図
る

観
点

か
ら

、
国

家
公

務
員

法
 （

昭
和

二
十

二
年

法
律

第
百

二
十

号
。

裁
判

所
職

員
臨

時
措

置
法

 （
昭

和
二

十
六

年
法

律
第

二
百

九
十

九
号

）
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
、

国
会

職
員

法
 （

昭
和

二
十

二
年

法
律

第
八

十
五

号
）
、

自
衛

隊
法

 （
昭

和
二

十
九

年
法

律
第

百
六

十
五

号
）
又

は
地

方
公

務
員

法
 （

昭
和

二
十

五
年

法
律

第
二

百
六

十
一

号
）
そ

の
他

関
係

法
令

の
規

定
に

基
づ

く
採

用
そ

の
他

の
適

切
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
 　

前
項

に
規

定
す

る
求

め
を

行
つ

た
派

遣
労

働
者

に
係

る
労

働
者

派
遣

を
す

る
事

業
主

は
、

当
該

労
働

者
派

遣
に

係
る

国
又

は
地

方
公

共
団

体
の

機
関

か
ら

求
め

が
あ

つ
た

場
合

に
お

い
て

は
、

当
該

国
又

は
地

方
公

共
団

体
の

機
関

に
対

し
、

速
や

か
に

、
当

該
国

又
は

地
方

公
共

団
体

の
機

関
が

前
条

第
一

項
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
行

為
を

行
つ

た
時

点
に

お
け

る
当

該
派

遣
労

働
者

に
係

る
労

働
条

件
の

内
容

を
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第

四
十

条
の

八
 　

厚
生

労
働

大
臣

は
、

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

又
は

派
遣

労
働

者
か

ら
の

求
め

に
応

じ
て

、
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
の

行
為

が
、

第
四

十
条

の
六

第
一

項
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
か

ど
う

か
に

つ
い

て
必

要
な

助
言

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

２
 　

厚
生

労
働

大
臣

は
、

第
四

十
条

の
六

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
申

し
込

ま
れ

た
も

の
と

み
な

さ
れ

た
労

働
契

約
に

係
る

派
遣

労
働

者
が

当
該

申
込

み
を

承
諾

し
た

場
合

に
お

い
て

、
同

項
の

規
定

に
よ

り
当

該
労

働
契

約
の

申
込

み
を

し
た

も
の

と
み

な
さ

れ
た

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

が
当

該
派

遣
労

働
者

を
就

労
さ

せ
な

い
場

合
に

は
、

当
該

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

に
対

し
、

当
該

派
遣

労
働

者
の

就
労

に
関

し
必

要
な

助
言

、
指

導
又

は
勧

告
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
３

 　
厚

生
労

働
大

臣
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

り
、

当
該

派
遣

労
働

者
を

就
労

さ
せ

る
べ

き
旨

の
勧

告
を

し
た

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
勧

告
を

受
け

た
第

四
十

条
の

六
第

一
項

の
規

定
に

よ
り

労
働

契
約

の
申

込
み

を
し

た
も

の
と

み
な

さ
れ

た
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
が

こ
れ

に
従

わ
な

か
つ

た
と

き
は

、
そ

の
旨

を
公

表
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

第
三

十
三

条
の

八
 　

法
第

四
十

条
の

五
第

二
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
者

は
、

法
第

三
十

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
す

る
同

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
り

同
項

第
一

号
の

措
置

が
講

じ
ら

れ
た

者
と

す
る

。

（
法

第
四

十
条

の
五

第
二

項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
者

）

 一
 　

第
三

十
三

条
の

三
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

通
知

（
法

第
四

十
条

の
六

第
一

項
第

三
号

の
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
意

見
の

聴
取

の
手

続
）

第
三

十
三

条
の

九
 　

法
第

四
十

条
の

六
第

一
項

第
三

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

意
見

の
聴

取
の

手
続

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

 二
 　

第
三

十
三

条
の

三
第

三
項

の
規

定
に

よ
る

書
面

の
記

載
及

び
そ

の
保

存

 三
 　

第
三

十
三

条
の

三
第

四
項

の
規

定
に

よ
る

周
知

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

122
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
（
派

遣
先

に
雇

用
さ
れ

る
労

働
者

の
募

集
に
係

る
事

項
の

周
知

）
第

四
十

条
の

五
 　

派
遣

先
は

、
当

該
派

遣
先

の
同

一
の

事
業

所
そ

の
他

派
遣

就
業

の
場

所
に

お
い

て
派

遣
元

事
業

主
か

ら
一

年
以

上
の

期
間

継
続

し
て

同
一

の
派

遣
労

働
者

に
係

る
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
て

い
る

場
合

に
お

い
て

、
当

該
事

業
所

そ
の

他
派

遣
就

業
の

場
所

に
お

い
て

労
働

に
従

事
す

る
通

常
の

労
働

者
の

募
集

を
行

う
と

き
は

、
当

該
募

集
に

係
る

事
業

所
そ

の
他

派
遣

就
業

の
場

所
に

掲
示

す
る

こ
と

そ
の

他
の

措
置

を
講

ず
る

こ
と

に
よ

り
、

そ
の

者
が

従
事

す
べ

き
業

務
の

内
容

、
賃

金
、

労
働

時
間

そ
の

他
の

当
該

募
集

に
係

る
事

項
を

当
該

派
遣

労
働

者
に

周
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
 　

派
遣

先
の

事
業

所
そ

の
他

派
遣

就
業

の
場

所
に

お
け

る
同

一
の

組
織

単
位

の
業

務
に

つ
い

て
継

続
し

て
三

年
間

当
該

労
働

者
派

遣
に

係
る

労
働

に
従

事
す

る
見

込
み

が
あ

る
特

定
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

（
継

続
し

て
就

業
す

る
こ

と
を

希
望

す
る

者
と

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

前
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

同
項

中
「
労

働
者

派
遣

」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

（
第

四
十

条
の

二
第

一
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

を
除

く
。

）
」
と

、
「
通

常
の

労
働

者
」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

」
と

す
る

。
第

四
十

条
の

六
 　

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

（
国

（
行

政
執

行
法

人
（
独

立
行

政
法

人
通

則
法

（
平

成
十

一
年

法
律

第
百

三
号

）
第

二
条

第
四

項
に

規
定

す
る

行
政

執
行

法
人

を
い

う
。

）
を

含
む

。
次

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
及

び
地

方
公

共
団

体
（
特

定
地

方
独

立
行

政
法

人
（
地

方
独

立
行

政
法

人
法

（
平

成
十

五
年

法
律

第
百

十
八

号
）
第

二
条

第
二

項
に

規
定

す
る

特
定

地
方

独
立

行
政

法
人

を
い

う
。

）
を

含
む

。
次

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

機
関

を
除

く
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
が

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

行
為

を
行

つ
た

場
合

に
は

、
そ

の
時

点
に

お
い

て
、

当
該

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

か
ら

当
該

労
働

者
派

遣
に

係
る

派
遣

労
働

者
に

対
し

、
そ

の
時

点
に

お
け

る
当

該
派

遣
労

働
者

に
係

る
労

働
条

件
と

同
一

の
労

働
条

件
を

内
容

と
す

る
労

働
契

約
の

申
込

み
を

し
た

も
の

と
み

な
す

。
た

だ
し

、
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
が

、
そ

の
行

つ
た

行
為

が
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

の
行

為
に

該
当

す
る

こ
と

を
知

ら
ず

、
か

つ
、

知
ら

な
か

つ
た

こ
と

に
つ

き
過

失
が

な
か

つ
た

と
き

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 一
 　

第
四

条
第

三
項

の
規

定
に

違
反

し
て

派
遣

労
働

者
を

同
条

第
一

項
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
業

務
に

従
事

さ
せ

る
こ

と
。

 二
 　

第
二

十
四

条
の

二
の

規
定

に
違

反
し

て
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

こ
と

。
 三

 　
第

四
十

条
の

二
第

一
項

の
規

定
に

違
反

し
て

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
こ

と
（
同

条
第

四
項

に
規

定
す

る
意

見
の

聴
取

の
手

続
の

う
ち

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

が
行

わ
れ

な
い

こ
と

に
よ

り
同

条
第

一
項

の
規

定
に

違
反

す
る

こ
と

と
な

つ
た

と
き

を
除

く
。

）
。

 四
 　

第
四

十
条

の
三

の
規

定
に

違
反

し
て

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
こ

と
。

 五
 　

こ
の

法
律

又
は

次
節

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
法

律
の

規
定

の
適

用
を

免
れ

る
目

的
で

、
請

負
そ

の
他

労
働

者
派

遣
以

外
の

名
目

で
契

約
を

締
結

し
、

第
二

十
六

条
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

を
定

め
ず

に
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

こ
と

。
２

 　
前

項
の

規
定

に
よ

り
労

働
契

約
の

申
込

み
を

し
た

も
の

と
み

な
さ

れ
た

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

は
、

当
該

労
働

契
約

の
申

込
み

に
係

る
同

項
に

規
定

す
る

行
為

が
終

了
し

た
日

か
ら

一
年

を
経

過
す

る
日

ま
で

の
間

は
、

当
該

申
込

み
を

撤
回

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

３
 　

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
労

働
契

約
の

申
込

み
を

し
た

も
の

と
み

な
さ

れ
た

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

が
、

当
該

申
込

み
に

対
し

て
前

項
に

規
定

す
る

期
間

内
に

承
諾

す
る

旨
又

は
承

諾
し

な
い

旨
の

意
思

表
示

を
受

け
な

か
つ

た
と

き
は

、
当

該
申

込
み

は
、

そ
の

効
力

を
失

う
。

４
 　

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
申

し
込

ま
れ

た
も

の
と

み
な

さ
れ

た
労

働
契

約
に

係
る

派
遣

労
働

者
に

係
る

労
働

者
派

遣
を

す
る

事
業

主
は

、
当

該
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
か

ら
求

め
が

あ
つ

た
場

合
に

お
い

て
は

、
当

該
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
に

対
し

、
速

や
か

に
、

同
項

の
規

定
に

よ
り

労
働

契
約

の
申

込
み

を
し

た
も

の
と

み
な

さ
れ

た
時

点
に

お
け

る
当

該
派

遣
労

働
者

に
係

る
労

働
条

件
の

内
容

を
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第

四
十

条
の

七
 　

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

が
国

又
は

地
方

公
共

団
体

の
機

関
で

あ
る

場
合

で
あ

つ
て

、
前

条
第

一
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

行
為

を
行

つ
た

場
合

（
同

項
た

だ
し

書
に

規
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）
に

お
い

て
は

、
当

該
行

為
が

終
了

し
た

日
か

ら
一

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
の

間
に

、
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
労

働
者

が
、

当
該

国
又

は
地

方
公

共
団

体
の

機
関

に
お

い
て

当
該

労
働

者
派

遣
に

係
る

業
務

と
同

一
の

業
務

に
従

事
す

る
こ

と
を

求
め

る
と

き
は

、
当

該
国

又
は

地
方

公
共

団
体

の
機

関
は

、
同

項
の

規
定

の
趣

旨
を

踏
ま

え
、

当
該

派
遣

労
働

者
の

雇
用

の
安

定
を

図
る

観
点

か
ら

、
国

家
公

務
員

法
 （

昭
和

二
十

二
年

法
律

第
百

二
十

号
。

裁
判

所
職

員
臨

時
措

置
法

 （
昭

和
二

十
六

年
法

律
第

二
百

九
十

九
号

）
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
、

国
会

職
員

法
 （

昭
和

二
十

二
年

法
律

第
八

十
五

号
）
、

自
衛

隊
法

 （
昭

和
二

十
九

年
法

律
第

百
六

十
五

号
）
又

は
地

方
公

務
員

法
 （

昭
和

二
十

五
年

法
律

第
二

百
六

十
一

号
）
そ

の
他

関
係

法
令

の
規

定
に

基
づ

く
採

用
そ

の
他

の
適

切
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
 　

前
項

に
規

定
す

る
求

め
を

行
つ

た
派

遣
労

働
者

に
係

る
労

働
者

派
遣

を
す

る
事

業
主

は
、

当
該

労
働

者
派

遣
に

係
る

国
又

は
地

方
公

共
団

体
の

機
関

か
ら

求
め

が
あ

つ
た

場
合

に
お

い
て

は
、

当
該

国
又

は
地

方
公

共
団

体
の

機
関

に
対

し
、

速
や

か
に

、
当

該
国

又
は

地
方

公
共

団
体

の
機

関
が

前
条

第
一

項
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
行

為
を

行
つ

た
時

点
に

お
け

る
当

該
派

遣
労

働
者

に
係

る
労

働
条

件
の

内
容

を
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第

四
十

条
の

八
 　

厚
生

労
働

大
臣

は
、

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

又
は

派
遣

労
働

者
か

ら
の

求
め

に
応

じ
て

、
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
の

行
為

が
、

第
四

十
条

の
六

第
一

項
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
か

ど
う

か
に

つ
い

て
必

要
な

助
言

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

２
 　

厚
生

労
働

大
臣

は
、

第
四

十
条

の
六

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
申

し
込

ま
れ

た
も

の
と

み
な

さ
れ

た
労

働
契

約
に

係
る

派
遣

労
働

者
が

当
該

申
込

み
を

承
諾

し
た

場
合

に
お

い
て

、
同

項
の

規
定

に
よ

り
当

該
労

働
契

約
の

申
込

み
を

し
た

も
の

と
み

な
さ

れ
た

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

が
当

該
派

遣
労

働
者

を
就

労
さ

せ
な

い
場

合
に

は
、

当
該

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

に
対

し
、

当
該

派
遣

労
働

者
の

就
労

に
関

し
必

要
な

助
言

、
指

導
又

は
勧

告
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
３

 　
厚

生
労

働
大

臣
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

り
、

当
該

派
遣

労
働

者
を

就
労

さ
せ

る
べ

き
旨

の
勧

告
を

し
た

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
勧

告
を

受
け

た
第

四
十

条
の

六
第

一
項

の
規

定
に

よ
り

労
働

契
約

の
申

込
み

を
し

た
も

の
と

み
な

さ
れ

た
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
が

こ
れ

に
従

わ
な

か
つ

た
と

き
は

、
そ

の
旨

を
公

表
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

第
三

十
三

条
の

八
 　

法
第

四
十

条
の

五
第

二
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
者

は
、

法
第

三
十

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
す

る
同

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
り

同
項

第
一

号
の

措
置

が
講

じ
ら

れ
た

者
と

す
る

。

（
法

第
四

十
条

の
五

第
二

項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
者

）

 一
 　

第
三

十
三

条
の

三
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

通
知

（
法

第
四

十
条

の
六

第
一

項
第

三
号

の
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
意

見
の

聴
取

の
手

続
）

第
三

十
三

条
の

九
 　

法
第

四
十

条
の

六
第

一
項

第
三

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

意
見

の
聴

取
の

手
続

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

 二
 　

第
三

十
三

条
の

三
第

三
項

の
規

定
に

よ
る

書
面

の
記

載
及

び
そ

の
保

存

 三
 　

第
三

十
三

条
の

三
第

四
項

の
規

定
に

よ
る

周
知

123

派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
（
離

職
し
た
労

働
者

に
つ
い
て
の

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
の

受
入

れ
の

禁
止

）
第

四
十

条
の

九
 　

派
遣

先
は

、
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

に
お

い
て

、
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
労

働
者

が
当

該
派

遣
先

を
離

職
し

た
者

で
あ

る
と

き
は

、
当

該
離

職
の

日
か

ら
起

算
し

て
一

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
の

間
は

、
当

該
派

遣
労

働
者

（
雇

用
の

機
会

の
確

保
が

特
に

困
難

で
あ

り
、

そ
の

雇
用

の
継

続
等

を
図

る
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

者
と

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

者
を

除
く

。
）

に
係

る
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
て

は
な

ら
な

い
。

２
 　

派
遣

先
は

、
第

三
十

五
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
通

知
を

受
け

た
場

合
に

お
い

て
、

当
該

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

た
な

ら
ば

前
項

の
規

定
に

抵
触

す
る

こ
と

と
な

る
と

き
は

、
速

や
か

に
、

そ
の

旨
を

当
該

労
働

者
派

遣
を

し
よ

う
と

す
る

派
遣

元
事

業
主

に
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（
派

遣
先

責
任

者
）

第
四

十
一

条
 　

派
遣

先
は

、
派

遣
就

業
に

関
し

次
に

掲
げ

る
事

項
を

行
わ

せ
る

た
め

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

派
遣

先
責

任
者

を
選

任
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 一

 　
次

に
掲

げ
る

事
項

の
内

容
を

、
当

該
派

遣
労

働
者

の
業

務
の

遂
行

を
指

揮
命

令
す

る
職

務
上

の
地

位
に

あ
る

者
そ

の
他

の
関

係
者

に
周

知
す

る
こ

と
。

　
イ

　
こ

の
法

律
及

び
次

節
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

法
律

の
規

定
（
こ

れ
ら

の
規

定
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

を
含

む
。

）
　

ロ
　

当
該

派
遣

労
働

者
に

係
る

第
三

十
九

条
に

規
定

す
る

労
働

者
派

遣
契

約
の

定
め

　
ハ

　
当

該
派

遣
労

働
者

に
係

る
第

三
十

五
条

の
規

定
に

よ
る

通
知

 二
 　

第
四

十
条

の
二

第
七

項
及

び
次

条
に

定
め

る
事

項
に

関
す

る
こ

と
。

 三
 　

当
該

派
遣

労
働

者
か

ら
申

出
を

受
け

た
苦

情
の

処
理

に
当

た
る

こ
と

。
 四

 　
当

該
派

遣
労

働
者

の
安

全
及

び
衛

生
に

関
し

、
当

該
事

業
所

の
労

働
者

の
安

全
及

び
衛

生
に

関
す

る
業

務
を

統
括

管
理

す
る

者
及

び
当

該
派

遣
元

事
業

主
と

の
連

絡
調

整
を

行
う

こ
と

。
 五

 　
前

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
当

該
派

遣
元

事
業

主
と

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

（
派

遣
先

管
理

台
帳

）
第

四
十

二
条

 　
派

遣
先

は
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
派

遣
就

業
に

関
し

、
派

遣
先

管
理

台
帳

を
作

成
し

、
当

該
台

帳
に

派
遣

労
働

者
ご

と
に

次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 一
 　

協
定

対
象

派
遣

労
働

者
で

あ
る

か
否

か
の

別
 二

 　
無

期
雇

用
派

遣
労

働
者

で
あ

る
か

有
期

雇
用

派
遣

労
働

者
で

あ
る

か
の

別

 三
 　

第
四

十
条

の
二

第
一

項
第

二
号

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
者

で
あ

る
か

否
か

の
別

 四
 　

派
遣

元
事

業
主

の
氏

名
又

は
名

称
 五

　
派

遣
就

業
を

し
た

日
 六

 　
派

遣
就

業
を

し
た

日
ご

と
の

始
業

し
、

及
び

終
業

し
た

時
刻

並
び

に
休

憩
し

た
時

間
 七

 　
従

事
し

た
業

務
の

種
類

 八
 　

派
遣

労
働

者
か

ら
申

出
を

受
け

た
苦

情
の

処
理

に
関

す
る

事
項

 九
 　

紹
介

予
定

派
遣

に
係

る
派

遣
労

働
者

に
つ

い
て

は
、

当
該

紹
介

予
定

派
遣

に
関

す
る

事
項

 十
 　

教
育

訓
練

（
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
に

限
る

。
）
を

行
つ

た
日

時
及

び
内

容

 十
一

 　
そ

の
他

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

事
項

 二
  

 派
遣

労
働

者
が

従
事

す
る

業
務

に
伴

う
責

任
の

程
度

 六
 　

派
遣

先
責

任
者

及
び

派
遣

元
責

任
者

に
関

す
る

事
項

 一
 　

業
務

の
遂

行
の

過
程

内
に

お
け

る
実

務
を

通
じ

た
実

践
的

な
技

能
及

び
こ

れ
に

関
す

る
知

識
の

習
得

に
係

る
教

育
訓

練
で

あ
つ

て
計

画
的

に
行

わ
れ

る
も

の
 二

 　
業

務
の

遂
行

の
過

程
外

に
お

い
て

行
わ

れ
る

教
育

訓
練

（
法

第
四

十
二

条
第

一
項

第
十

一
号

の
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
事

項
）

第
三

十
六

条
 　

法
第

四
十

二
条

第
一

項
第

十
一

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

事
項

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 一

 　
派

遣
労

働
者

の
氏

名

 三
 　

派
遣

元
事

業
主

の
事

業
所

の
名

称

第
三

十
三

条
の

十
 　

法
第

四
十

条
の

九
第

一
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
者

は
、

六
十

歳
以

上
の

定
年

に
達

し
た

こ
と

に
よ

り
退

職
し

た
者

で
あ

つ
て

当
該

労
働

者
派

遣
を

し
よ

う
と

す
る

派
遣

元
事

業
主

に
雇

用
さ

れ
て

い
る

も
の

と
す

る
。

 三
 　

製
造

業
務

に
五

十
人

を
超

え
る

派
遣

労
働

者
を

従
事

さ
せ

る
事

業
所

等
に

あ
つ

て
は

、
当

該
事

業
所

等
の

派
遣

先
責

任
者

の
う

ち
、

製
造

業
務

に
従

事
さ

せ
る

派
遣

労
働

者
の

数
が

五
十

人
を

超
え

百
人

以
下

の
と

き
は

一
人

以
上

の
者

を
、

百
人

を
超

え
二

百
人

以
下

の
と

き
は

二
人

以
上

の
者

を
、

二
百

人
を

超
え

る
と

き
は

、
当

該
派

遣
労

働
者

の
数

が
百

人
を

超
え

る
百

人
ご

と
に

一
人

を
二

人
に

加
え

た
数

以
上

の
者

を
、

当
該

派
遣

労
働

者
を

専
門

に
担

当
す

る
者

（
以

下
「
製

造
業

務
専

門
派

遣
先

責
任

者
」
と

い
う

。
）
と

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
製

造
業

務
専

門
派

遣
先

責
任

者
の

う
ち

一
人

は
、

製
造

業
務

に
従

事
さ

せ
な

い
派

遣
労

働
者

を
併

せ
て

担
当

す
る

こ
と

が
で

き
、

ま
た

、
製

造
業

務
に

従
事

さ
せ

る
派

遣
労

働
者

と
製

造
業

務
に

付
随

す
る

製
造

業
務

以
外

の
業

務
（
以

下
「
製

造
付

随
業

務
」
と

い
う

。
）
に

従
事

さ
せ

る
派

遣
労

働
者

を
、

同
一

の
派

遣
先

責
任

者
が

担
当

す
る

こ
と

が
、

当
該

製
造

付
随

業
務

に
従

事
さ

せ
る

派
遣

労
働

者
の

安
全

衛
生

の
確

保
の

た
め

に
必

要
な

場
合

に
お

い
て

は
、

一
人

の
製

造
業

務
専

門
派

遣
先

責
任

者
が

担
当

す
る

製
造

業
務

に
従

事
さ

せ
る

派
遣

労
働

者
と

製
造

付
随

業
務

に
従

事
さ

せ
る

派
遣

労
働

者
の

合
計

数
が

百
人

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
、

製
造

業
務

専
門

派
遣

先
責

任
者

に
製

造
付

随
業

務
に

従
事

さ
せ

る
派

遣
労

働
者

を
併

せ
て

担
当

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
 　

前
二

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
派

遣
先

が
当

該
事

業
所

等
に

お
い

て
そ

の
指

揮
命

令
の

下
に

労
働

さ
せ

る
派

遣
労

働
者

の
数

に
当

該
事

業
所

等
に

お
い

て
雇

用
す

る
労

働
者

の
数

を
加

え
た

数
が

五
人

を
超

え
な

い
と

き
は

、
派

遣
先

管
理

台
帳

の
作

成
及

び
記

載
を

行
う

こ
と

を
要

し
な

い
。

２
 　

法
第

四
十

二
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
派

遣
先

管
理

台
帳

の
記

載
は

、
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

に
際

し
、

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
派

遣
先

管
理

台
帳

の
作

成
及

び
記

載
）

第
三

十
五

条
 　

法
第

四
十

二
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
派

遣
先

管
理

台
帳

の
作

成
は

、
事

業
所

等
ご

と
に

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
法

第
四

十
条

の
九

第
一

項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
者

等
）

 四
 　

派
遣

元
事

業
主

の
事

業
所

の
所

在
地

五
 　

派
遣

労
働

者
が

労
働

者
派

遣
に

係
る

労
働

に
従

事
し

た
事

業
所

の
名

称
及

び
所

在
地

そ
の

他
派

遣
就

業
を

し
た

場
所

並
び

に
組

織
単

位

（
法

第
四

十
二

条
第

一
項

第
十

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
教

育
訓

練
）

２
 　

法
第

四
十

条
の

九
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

通
知

は
、

書
面

の
交

付
等

に
よ

り
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
派

遣
先

責
任

者
の

選
任

）
第

三
十

四
条

 　
法

第
四

十
一

条
の

規
定

に
よ

る
派

遣
先

責
任

者
の

選
任

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 一
 　

事
業

所
等

ご
と

に
当

該
事

業
所

等
に

専
属

の
派

遣
先

責
任

者
と

し
て

自
己

の
雇

用
す

る
労

働
者

の
中

か
ら

選
任

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
派

遣
先

（
法

人
で

あ
る

場
合

は
、

そ
の

役
員

）
を

派
遣

先
責

任
者

と
す

る
こ

と
を

妨
げ

な
い

。

第
三

十
五

条
の

二
 　

法
第

四
十

二
条

第
一

項
第

十
号

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
教

育
訓

練
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 二
 　

事
業

所
等

に
お

い
て

派
遣

先
が

そ
の

指
揮

命
令

の
下

に
労

働
さ

せ
る

派
遣

労
働

者
の

数
が

百
人

以
下

の
と

き
は

一
人

以
上

の
者

を
、

百
人

を
超

え
二

百
人

以
下

の
と

き
は

二
人

以
上

の
者

を
、

二
百

人
を

超
え

る
と

き
は

当
該

派
遣

労
働

者
の

数
が

百
人

を
超

え
る

百
人

ご
と

に
一

人
を

二
人

に
加

え
た

数
以

上
の

者
を

選
任

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
当

該
派

遣
労

働
者

の
数

に
当

該
派

遣
先

が
当

該
事

業
所

等
に

お
い

て
雇

用
す

る
労

働
者

の
数

を
加

え
た

数
が

五
人

を
超

え
な

い
と

き
は

、
派

遣
先

責
任

者
を

選
任

す
る

こ
と

を
要

し
な

い
。

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ
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　法
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Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則

２
 　

派
遣

先
は

、
前

項
の

派
遣

先
管

理
台

帳
を

三
年

間
保

存
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

３
 　

派
遣

先
は

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

第
一

項
各

号
（
第

四
号

を
除

く
。

）
に

掲
げ

る
事

項
を

派
遣

元
事

業
主

に
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
準

用
）

第
四

十
三

条
 　

第
三

十
九

条
の

規
定

は
、

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

で
あ

つ
て

派
遣

先
以

外
の

も
の

に
つ

い
て

準
用

す
る

。

　
　
　
　
第

四
節

　
労

働
基

準
法

等
の

適
用

に
関

す
る
特

例
等

（
労

働
基

準
法

 の
適

用
に
関

す
る
特

例
）

第
四

十
四

条
 　

労
働

基
準

法
第

九
条

 に
規

定
す

る
事

業
（
以

下
こ

の
節

に
お

い
て

単
に

「
事

業
」
と

い
う

。
）
の

事
業

主
（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

単
に

「
事

業
主

」
と

い
う

。
）
に

雇
用

さ
れ

、
他

の
事

業
主

の
事

業
に

お
け

る
派

遣
就

業
の

た
め

に
当

該
事

業
に

派
遣

さ
れ

て
い

る
同

条
に

規
定

す
る

労
働

者
（
同

居
の

親
族

の
み

を
使

用
す

る
事

業
に

使
用

さ
れ

る
者

及
び

家
事

使
用

人
を

除
く

。
）
で

あ
つ

て
、

当
該

他
の

事
業

主
（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
派

遣
先

の
事

業
主

」
と

い
う

。
）
に

雇
用

さ
れ

て
い

な
い

も
の

（
以

下
こ

の
節

に
お

い
て

「
派

遣
中

の
労

働
者

」
と

い
う

。
）
の

派
遣

就
業

に
関

し
て

は
、

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
が

派
遣

さ
れ

て
い

る
事

業
（
以

下
こ

の
節

に
お

い
て

「
派

遣
先

の
事

業
」
と

い
う

。
）
も

ま
た

、
派

遣
中

の
労

働
者

を
使

用
す

る
事

業
と

み
な

し
て

、
同

法
第

三
条

 、
第

五
条

及
び

第
六

十
九

条
の

規
定

（
こ

れ
ら

の
規

定
に

係
る

罰
則

の
規

定
を

含
む

。
）
を

適
用

す
る

。

２
 　

派
遣

中
の

労
働

者
の

派
遣

就
業

に
関

し
て

は
、

派
遣

先
の

事
業

の
み

を
、

派
遣

中
の

労
働

者
を

使
用

す
る

事
業

と
み

な
し

て
、

労
働

基
準

法
第

七
条

 、
第

三
十

二
条

、
第

三
十

二
条

の
二

第
一

項
、

第
三

十
二

条
の

三
第

一
項

、
第

三
十

二
条

の
四

第
一

項
か

ら
第

三
項

ま
で

、
第

三
十

三
条

か
ら

第
三

十
五

条
ま

で
、

第
三

十
六

条
第

一
項

及
び

第
六

項
、

第
四

十
条

、
第

四
十

一
条

、
第

六
十

条
か

ら
第

六
十

三
条

ま
で

、
第

六
十

四
条

の
二

、
第

六
十

四
条

の
三

、
第

六
十

六
条

か
ら

第
六

十
八

条
ま

で
並

び
に

第
百

四
十

一
条

第
三

項
の

規
定

並
び

に
当

該
規

定
に

基
づ

い
て

発
す

る
命

令
の

規
定

（
こ

れ
ら

の
規

定
に

係
る

罰
則

の
規

定
を

含
む

。
）
を

適
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

同
法

第
三

十
二

条
の

二
第

一
項

 中
「
当

該
事

業
場

に
」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
）
第

四
十

四
条

第
三

項
に

規
定

す
る

派
遣

元
の

使
用

者
（
以

下
単

に
「
派

遣
元

の
使

用
者

」
と

い
う

。
）
が

、
当

該
派

遣
元

の
事

業
（
同

項
に

規
定

す
る

派
遣

元
の

事
業

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
の

事
業

場
に

」
と

、
同

法
第

三
十

二
条

の
三

第
一

項
中

「
就

業
規

則
そ

の
他

こ
れ

に
準

ず
る

も
の

に
よ

り
、

」
と

あ
る

の
は

「
派

遣
元

の
使

用
者

が
就

業
規

則
そ

の
他

こ
れ

に
準

ず
る

も
の

に
よ

り
」
と

、
「
と

し
た

労
働

者
」
と

あ
る

の
は

「
と

し
た

労
働

者
で

あ
つ

て
、

当
該

労
働

者
に

係
る

労
働

者
派

遣
法

第
二

十
六

条
第

一
項

に
規

定
す

る
労

働
者

派
遣

契
約

に
基

づ
き

こ
の

条
の

規
定

に
よ

る
労

働
時

間
に

よ
り

労
働

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
」
と

、
「
当

該
事

業
場

の
」
と

あ
る

の
は

「
派

遣
元

の
使

用
者

が
、

当
該

派
遣

元
の

事
業

の
事

業
場

の
」
と

、
同

法
第

三
十

二
条

の
四

第
一

項
及

び
第

二
項

中
「
当

該
事

業
場

に
」
と

あ
る

の
は

「
派

遣
元

の
使

用
者

が
、

当
該

派
遣

元
の

事
業

の
事

業
場

に
」
と

、
同

法
第

三
十

六
条

第
一

項
中

「
当

該
事

業
場

に
」
と

あ
る

の
は

「
派

遣
元

の
使

用
者

が
、

当
該

派
遣

元
の

事
業

の
事

業
場

に
」
と

、
「
協

定
を

し
、

」
と

あ
る

の
は

「
協

定
を

し
、

及
び

」
と

す
る

。
３

 　
労

働
者

派
遣

を
す

る
事

業
主

の
事

業
(以

下
こ

の
節

に
お

い
て

「
派

遣
元

の
事

業
」
と

い
う

。
)の

労
働

基
準

法
第

十
条

に
規

定
す

る
使

用
者

(以
下

こ
の

条
に

お
い

て
「
派

遣
元

の
使

用
者

」
と

い
う

。
)は

、
労

働
者

派
遣

を
す

る
場

合
で

あ
つ

て
、

前
項

の
規

定
に

よ
り

当
該

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
事

業
主

の
事

業
の

同
条

に
規

定
す

る
使

用
者

と
み

な
さ

れ
る

こ
と

と
な

る
者

が
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
労

働
者

派
遣

契
約

に
定

め
る

派
遣

就
業

の
条

件
に

従
つ

て
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
労

働
者

を
労

働
さ

せ
た

な
ら

ば
、

同
項

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
同

法
第

三
十

二
条

、
第

三
十

四
条

、
第

三
十

五
条

、
第

三
十

六
条

第
六

項
、

第
四

十
条

、
第

六
十

一
条

か
ら

第
六

十
三

条
ま

で
、

第
六

十
四

条
の

二
、

第
六

十
四

条
の

三
若

し
く

は
第

百
四

十
一

条
第

三
項

の
規

定
又

は
こ

れ
ら

の
規

定
に

基
づ

い
て

発
す

る
命

令
の

規
定

(次
項

に
お

い
て

「
労

働
基

準
法

令
の

規
定

」
と

い
う

。
)に

抵
触

す
る

こ
と

と
な

る
と

き
に

お
い

て
は

、
当

該
労

働
者

派
遣

を
し

て
は

な
ら

な
い

。
４

 　
派

遣
元

の
使

用
者

が
前

項
の

規
定

に
違

反
し

た
と

き
（
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
中

の
労

働
者

に
関

し
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

当
該

派
遣

先
の

事
業

の
労

働
基

準
法

第
十

条
 に

規
定

す
る

使
用

者
と

み
な

さ
れ

る
者

に
お

い
て

当
該

労
働

基
準

法
 令

の
規

定
に

抵
触

す
る

こ
と

と
な

つ
た

と
き

に
限

る
。

）
は

、
当

該
派

遣
元

の
使

用
者

は
当

該
労

働
基

準
法

 令
の

規
定

に
違

反
し

た
も

の
と

み
な

し
て

、
同

法
第

百
十

八
条

 、
第

百
十

九
条

及
び

第
百

二
十

一
条

の
規

定
を

適
用

す
る

。

 十
 　

法
第

四
十

条
の

二
第

一
項

第
四

号
の

労
働

者
派

遣
を

す
る

と
き

は
、

第
二

十
二

条
の

二
第

四
号

の
事

項
 十

一
 　

法
第

四
十

条
の

二
第

一
項

第
五

号
の

労
働

者
派

遣
を

す
る

と
き

は
、

第
二

十
二

条
の

二
第

五
号

の
事

項
 十

二
 　

第
二

十
七

条
の

二
の

規
定

に
よ

る
通

知
の

内
容

（
保

存
期

間
の

起
算

日
）

第
三

十
七

条
 　

法
第

四
十

二
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

る
派

遣
先

管
理

台
帳

を
保

存
す

べ
き

期
間

の
計

算
に

つ
い

て
の

起
算

日
は

、
労

働
者

派
遣

の
終

了
の

日
と

す
る

。
（
派

遣
元

事
業

主
に
対

す
る
通

知
）

 七
 　

令
第

四
条

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
業

務
に

つ
い

て
労

働
者

派
遣

を
す

る
と

き
は

、
第

二
十

一
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
付

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

号
番

号
 八

 　
法

第
四

十
条

の
二

第
一

項
第

三
号

イ
の

業
務

に
つ

い
て

労
働

者
派

遣
を

す
る

と
き

は
、

第
二

十
二

条
の

二
第

二
号

の
事

項
 九

 　
法

第
四

十
条

の
二

第
一

項
第

三
号

ロ
の

業
務

に
つ

い
て

労
働

者
派

遣
を

す
る

と
き

は
、

第
二

十
二

条
の

二
第

三
号

の
事

項

第
三

十
八

条
 　

法
第

四
十

二
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

る
派

遣
元

事
業

主
に

対
す

る
通

知
は

、
派

遣
労

働
者

ご
と

の
同

条
第

一
項

第
五

号
か

ら
第

七
号

ま
で

並
び

に
第

三
十

六
条

第
一

号
、

第
二

号
及

び
第

五
号

に
掲

げ
る

事
項

を
、

一
箇

月
ご

と
に

一
回

以
上

、
一

定
の

期
日

を
定

め
て

、
書

面
の

交
付

等
に

よ
り

通
知

す
る

こ
と

に
よ

り
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
 　

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

派
遣

元
事

業
主

か
ら

請
求

が
あ

つ
た

と
き

は
、

同
項

に
定

め
る

事
項

を
、

遅
滞

な
く

、
書

面
の

交
付

等
に

よ
り

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
　
　
　
第

四
節

　
労

働
基

準
法

等
の

適
用

に
関

す
る
特

例
等

（
労

働
基

準
法

施
行

規
則

を
適

用
す
る
場

合
の

読
替

え
）

第
三

十
九

条
 　

法
第

四
十

四
条

の
規

定
に

よ
り

同
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

中
の

労
働

者
（
以

下
単

に
「
派

遣
中

の
労

働
者

」
と

い
う

。
）
の

派
遣

就
業

に
関

す
る

労
働

基
準

法
施

行
規

則
（
昭

和
二

十
二

年
厚

生
省

令
第

二
十

三
号

）
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
同

令
第

十
九

条
中

「
法

第
三

十
三

条
若

し
く

は
法

第
三

十
六

条
第

一
項

の
規

定
」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
）
第

四
十

四
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

法
第

三
十

三
条

若
し

く
は

法
第

三
十

六
条

第
一

項
の

規
定

」
と

、
同

令
第

二
十

条
中

「
法

第
三

十
三

条
又

は
法

第
三

十
六

条
第

一
項

の
規

定
」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

四
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

法
第

三
十

三
条

又
は

法
第

三
十

六
条

第
一

項
の

規
定

」
と

、
同

令
第

二
十

四
条

中
「
使

用
者

」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

四
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
同

条
第

一
項

に
規

定
す

る
派

遣
先

の
事

業
の

法
第

十
条

に
規

定
す

る
使

用
者

と
み

な
さ

れ
る

者
」
と

す
る

。

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則

２
 　

派
遣

先
は

、
前

項
の

派
遣

先
管

理
台

帳
を

三
年

間
保

存
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

３
 　

派
遣

先
は

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

第
一

項
各

号
（
第

四
号

を
除

く
。

）
に

掲
げ

る
事

項
を

派
遣

元
事

業
主

に
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
準

用
）

第
四

十
三

条
 　

第
三

十
九

条
の

規
定

は
、

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

で
あ

つ
て

派
遣

先
以

外
の

も
の

に
つ

い
て

準
用

す
る

。

　
　
　
　
第

四
節

　
労

働
基

準
法

等
の

適
用

に
関

す
る
特

例
等

（
労

働
基

準
法

 の
適

用
に
関

す
る
特

例
）

第
四

十
四

条
 　

労
働

基
準

法
第

九
条

 に
規

定
す

る
事

業
（
以

下
こ

の
節

に
お

い
て

単
に

「
事

業
」
と

い
う

。
）
の

事
業

主
（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

単
に

「
事

業
主

」
と

い
う

。
）
に

雇
用

さ
れ

、
他

の
事

業
主

の
事

業
に

お
け

る
派

遣
就

業
の

た
め

に
当

該
事

業
に

派
遣

さ
れ

て
い

る
同

条
に

規
定

す
る

労
働

者
（
同

居
の

親
族

の
み

を
使

用
す

る
事

業
に

使
用

さ
れ

る
者

及
び

家
事

使
用

人
を

除
く

。
）
で

あ
つ

て
、

当
該

他
の

事
業

主
（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
派

遣
先

の
事

業
主

」
と

い
う

。
）
に

雇
用

さ
れ

て
い

な
い

も
の

（
以

下
こ

の
節

に
お

い
て

「
派

遣
中

の
労

働
者

」
と

い
う

。
）
の

派
遣

就
業

に
関

し
て

は
、

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
が

派
遣

さ
れ

て
い

る
事

業
（
以

下
こ

の
節

に
お

い
て

「
派

遣
先

の
事

業
」
と

い
う

。
）
も

ま
た

、
派

遣
中

の
労

働
者

を
使

用
す

る
事

業
と

み
な

し
て

、
同

法
第

三
条

 、
第

五
条

及
び

第
六

十
九

条
の

規
定

（
こ

れ
ら

の
規

定
に

係
る

罰
則

の
規

定
を

含
む

。
）
を

適
用

す
る

。

２
 　

派
遣

中
の

労
働

者
の

派
遣

就
業

に
関

し
て

は
、

派
遣

先
の

事
業

の
み

を
、

派
遣

中
の

労
働

者
を

使
用

す
る

事
業

と
み

な
し

て
、

労
働

基
準

法
第

七
条

 、
第

三
十

二
条

、
第

三
十

二
条

の
二

第
一

項
、

第
三

十
二

条
の

三
第

一
項

、
第

三
十

二
条

の
四

第
一

項
か

ら
第

三
項

ま
で

、
第

三
十

三
条

か
ら

第
三

十
五

条
ま

で
、

第
三

十
六

条
第

一
項

及
び

第
六

項
、

第
四

十
条

、
第

四
十

一
条

、
第

六
十

条
か

ら
第

六
十

三
条

ま
で

、
第

六
十

四
条

の
二

、
第

六
十

四
条

の
三

、
第

六
十

六
条

か
ら

第
六

十
八

条
ま

で
並

び
に

第
百

四
十

一
条

第
三

項
の

規
定

並
び

に
当

該
規

定
に

基
づ

い
て

発
す

る
命

令
の

規
定

（
こ

れ
ら

の
規

定
に

係
る

罰
則

の
規

定
を

含
む

。
）
を

適
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

同
法

第
三

十
二

条
の

二
第

一
項

 中
「
当

該
事

業
場

に
」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
）
第

四
十

四
条

第
三

項
に

規
定

す
る

派
遣

元
の

使
用

者
（
以

下
単

に
「
派

遣
元

の
使

用
者

」
と

い
う

。
）
が

、
当

該
派

遣
元

の
事

業
（
同

項
に

規
定

す
る

派
遣

元
の

事
業

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
の

事
業

場
に

」
と

、
同

法
第

三
十

二
条

の
三

第
一

項
中

「
就

業
規

則
そ

の
他

こ
れ

に
準

ず
る

も
の

に
よ

り
、

」
と

あ
る

の
は

「
派

遣
元

の
使

用
者

が
就

業
規

則
そ

の
他

こ
れ

に
準

ず
る

も
の

に
よ

り
」
と

、
「
と

し
た

労
働

者
」
と

あ
る

の
は

「
と

し
た

労
働

者
で

あ
つ

て
、

当
該

労
働

者
に

係
る

労
働

者
派

遣
法

第
二

十
六

条
第

一
項

に
規

定
す

る
労

働
者

派
遣

契
約

に
基

づ
き

こ
の

条
の

規
定

に
よ

る
労

働
時

間
に

よ
り

労
働

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
」
と

、
「
当

該
事

業
場

の
」
と

あ
る

の
は

「
派

遣
元

の
使

用
者

が
、

当
該

派
遣

元
の

事
業

の
事

業
場

の
」
と

、
同

法
第

三
十

二
条

の
四

第
一

項
及

び
第

二
項

中
「
当

該
事

業
場

に
」
と

あ
る

の
は

「
派

遣
元

の
使

用
者

が
、

当
該

派
遣

元
の

事
業

の
事

業
場

に
」
と

、
同

法
第

三
十

六
条

第
一

項
中

「
当

該
事

業
場

に
」
と

あ
る

の
は

「
派

遣
元

の
使

用
者

が
、

当
該

派
遣

元
の

事
業

の
事

業
場

に
」
と

、
「
協

定
を

し
、

」
と

あ
る

の
は

「
協

定
を

し
、

及
び

」
と

す
る

。
３

 　
労

働
者

派
遣

を
す

る
事

業
主

の
事

業
(以

下
こ

の
節

に
お

い
て

「
派

遣
元

の
事

業
」
と

い
う

。
)の

労
働

基
準

法
第

十
条

に
規

定
す

る
使

用
者

(以
下

こ
の

条
に

お
い

て
「
派

遣
元

の
使

用
者

」
と

い
う

。
)は

、
労

働
者

派
遣

を
す

る
場

合
で

あ
つ

て
、

前
項

の
規

定
に

よ
り

当
該

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
事

業
主

の
事

業
の

同
条

に
規

定
す

る
使

用
者

と
み

な
さ

れ
る

こ
と

と
な

る
者

が
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
労

働
者

派
遣

契
約

に
定

め
る

派
遣

就
業

の
条

件
に

従
つ

て
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
労

働
者

を
労

働
さ

せ
た

な
ら

ば
、

同
項

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
同

法
第

三
十

二
条

、
第

三
十

四
条

、
第

三
十

五
条

、
第

三
十

六
条

第
六

項
、

第
四

十
条

、
第

六
十

一
条

か
ら

第
六

十
三

条
ま

で
、

第
六

十
四

条
の

二
、

第
六

十
四

条
の

三
若

し
く

は
第

百
四

十
一

条
第

三
項

の
規

定
又

は
こ

れ
ら

の
規

定
に

基
づ

い
て

発
す

る
命

令
の

規
定

(次
項

に
お

い
て

「
労

働
基

準
法

令
の

規
定

」
と

い
う

。
)に

抵
触

す
る

こ
と

と
な

る
と

き
に

お
い

て
は

、
当

該
労

働
者

派
遣

を
し

て
は

な
ら

な
い

。
４

 　
派

遣
元

の
使

用
者

が
前

項
の

規
定

に
違

反
し

た
と

き
（
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
中

の
労

働
者

に
関

し
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

当
該

派
遣

先
の

事
業

の
労

働
基

準
法

第
十

条
 に

規
定

す
る

使
用

者
と

み
な

さ
れ

る
者

に
お

い
て

当
該

労
働

基
準

法
 令

の
規

定
に

抵
触

す
る

こ
と

と
な

つ
た

と
き

に
限

る
。

）
は

、
当

該
派

遣
元

の
使

用
者

は
当

該
労

働
基

準
法

 令
の

規
定

に
違

反
し

た
も

の
と

み
な

し
て

、
同

法
第

百
十

八
条

 、
第

百
十

九
条

及
び

第
百

二
十

一
条

の
規

定
を

適
用

す
る

。

 十
 　

法
第

四
十

条
の

二
第

一
項

第
四

号
の

労
働

者
派

遣
を

す
る

と
き

は
、

第
二

十
二

条
の

二
第

四
号

の
事

項
 十

一
 　

法
第

四
十

条
の

二
第

一
項

第
五

号
の

労
働

者
派

遣
を

す
る

と
き

は
、

第
二

十
二

条
の

二
第

五
号

の
事

項
 十

二
 　

第
二

十
七

条
の

二
の

規
定

に
よ

る
通

知
の

内
容

（
保

存
期

間
の

起
算

日
）

第
三

十
七

条
 　

法
第

四
十

二
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

る
派

遣
先

管
理

台
帳

を
保

存
す

べ
き

期
間

の
計

算
に

つ
い

て
の

起
算

日
は

、
労

働
者

派
遣

の
終

了
の

日
と

す
る

。
（
派

遣
元

事
業

主
に
対

す
る
通

知
）

 七
 　

令
第

四
条

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
業

務
に

つ
い

て
労

働
者

派
遣

を
す

る
と

き
は

、
第

二
十

一
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
付

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

号
番

号
 八

 　
法

第
四

十
条

の
二

第
一

項
第

三
号

イ
の

業
務

に
つ

い
て

労
働

者
派

遣
を

す
る

と
き

は
、

第
二

十
二

条
の

二
第

二
号

の
事

項
 九

 　
法

第
四

十
条

の
二

第
一

項
第

三
号

ロ
の

業
務

に
つ

い
て

労
働

者
派

遣
を

す
る

と
き

は
、

第
二

十
二

条
の

二
第

三
号

の
事

項

第
三

十
八

条
 　

法
第

四
十

二
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

る
派

遣
元

事
業

主
に

対
す

る
通

知
は

、
派

遣
労

働
者

ご
と

の
同

条
第

一
項

第
五

号
か

ら
第

七
号

ま
で

並
び

に
第

三
十

六
条

第
一

号
、

第
二

号
及

び
第

五
号

に
掲

げ
る

事
項

を
、

一
箇

月
ご

と
に

一
回

以
上

、
一

定
の

期
日

を
定

め
て

、
書

面
の

交
付

等
に

よ
り

通
知

す
る

こ
と

に
よ

り
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
 　

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

派
遣

元
事

業
主

か
ら

請
求

が
あ

つ
た

と
き

は
、

同
項

に
定

め
る

事
項

を
、

遅
滞

な
く

、
書

面
の

交
付

等
に

よ
り

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
　
　
　
第

四
節

　
労

働
基

準
法

等
の

適
用

に
関

す
る
特

例
等

（
労

働
基

準
法

施
行

規
則

を
適

用
す
る
場

合
の

読
替

え
）

第
三

十
九

条
 　

法
第

四
十

四
条

の
規

定
に

よ
り

同
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

中
の

労
働

者
（
以

下
単

に
「
派

遣
中

の
労

働
者

」
と

い
う

。
）
の

派
遣

就
業

に
関

す
る

労
働

基
準

法
施

行
規

則
（
昭

和
二

十
二

年
厚

生
省

令
第

二
十

三
号

）
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
同

令
第

十
九

条
中

「
法

第
三

十
三

条
若

し
く

は
法

第
三

十
六

条
第

一
項

の
規

定
」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
）
第

四
十

四
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

法
第

三
十

三
条

若
し

く
は

法
第

三
十

六
条

第
一

項
の

規
定

」
と

、
同

令
第

二
十

条
中

「
法

第
三

十
三

条
又

は
法

第
三

十
六

条
第

一
項

の
規

定
」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

四
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

法
第

三
十

三
条

又
は

法
第

三
十

六
条

第
一

項
の

規
定

」
と

、
同

令
第

二
十

四
条

中
「
使

用
者

」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

四
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
同

条
第

一
項

に
規

定
す

る
派

遣
先

の
事

業
の

法
第

十
条

に
規

定
す

る
使

用
者

と
み

な
さ

れ
る

者
」
と

す
る

。
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Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
５

 　
前

各
項

の
規

定
に

よ
る

労
働

基
準

法
 の

特
例

に
つ

い
て

は
、

同
法

第
三

十
八

条
の

二
第

二
項

 中
「
当

該
事

業
場

」
と

あ
る

の
は

「
当

該
事

業
場

（
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
六

十
年

法
律

第
八

十
八

号
。

以
下

「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
）
第

二
十

三
条

の
二

に
規

定
す

る
派

遣
就

業
に

あ
つ

て
は

、
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

四
条

第
三

項
に

規
定

す
る

派
遣

元
の

事
業

の
事

業
場

）
」
と

、
同

法
第

三
十

八
条

の
三

第
一

項
中

「
就

か
せ

た
と

き
」
と

あ
る

の
は

「
就

か
せ

た
と

き
（
派

遣
先

の
使

用
者

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

四
条

第
一

項
又

は
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

同
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

先
の

事
業

の
第

十
条

に
規

定
す

る
使

用
者

と
み

な
さ

れ
る

者
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
が

就
か

せ
た

と
き

を
含

む
。

）
」
と

、
同

法
第

九
十

九
条

第
一

項
か

ら
第

三
項

ま
で

、
第

百
条

第
一

項
及

び
第

三
項

並
び

に
第

百
四

条
の

二
中

「
こ

の
法

律
」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
及

び
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

四
条

の
規

定
」
と

、
同

法
第

百
一

条
第

一
項

、
第

百
四

条
第

二
項

、
第

百
四

条
の

二
、

第
百

五
条

の
二

、
第

百
六

条
第

一
項

及
び

第
百

九
条

中
「
使

用
者

」
と

あ
る

の
は

「
使

用
者

（
派

遣
先

の
使

用
者

を
含

む
。

）
」
と

、
同

法
第

百
二

条
中

「
こ

の
法

律
違

反
の

罪
」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

四
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
の

違
反

の
罪

（
同

条
第

四
項

の
規

定
に

よ
る

第
百

十
八

条
、

第
百

十
九

条
及

び
第

百
二

十
一

条
の

罪
を

含
む

。
）
」
と

、
同

法
第

百
四

条
第

一
項

中
「
こ

の
法

律
又

は
こ

の
法

律
に

基
い

て
発

す
る

命
令

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
こ

の
法

律
に

基
づ

い
て

発
す

る
命

令
の

規
定

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

四
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
又

は
同

条
第

三
項

の
規

定
」
と

、
同

法
第

百
六

条
第

一
項

中
「
こ

の
法

律
」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

四
条

の
規

定
を

含
む

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
」
と

、
「
協

定
並

び
に

第
三

十
八

条
の

四
第

一
項

及
び

同
条

第
五

項
（
第

四
十

一
条

の
二

第
三

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
並

び
に

第
四

十
一

条
の

二
第

一
項

に
規

定
す

る
決

議
」
と

あ
る

の
は

「
協

定
並

び
に

第
三

十
八

条
の

四
第

一
項

及
び

同
条

第
五

項
（
第

四
十

一
条

の
二

第
三

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
並

び
に

第
四

十
一

条
の

二
第

一
項

に
規

定
す

る
決

議
（
派

遣
先

の
使

用
者

に
あ

つ
て

は
、

こ
の

法
律

及
び

こ
れ

に
基

づ
く

命
令

の
要

旨
）
」
と

、
同

法
第

百
十

二
条

中
「
こ

の
法

律
及

び
こ

の
法

律
に

基
い

て
発

す
る

命
令

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
及

び
こ

の
法

律
に

基
づ

い
て

発
す

る
命

令
の

規
定

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

四
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
並

び
に

同
条

第
三

項
の

規
定

」
と

し
て

、
こ

れ
ら

の
規

定
（
こ

れ
ら

の
規

定
に

係
る

罰
則

の
規

定
を

含
む

。
）
を

適
用

す
る

。
６

 　
こ

の
条

の
規

定
に

よ
り

労
働

基
準

法
 及

び
同

法
 に

基
づ

い
て

発
す

る
命

令
の

規
定

を
適

用
す

る
場

合
に

お
け

る
技

術
的

読
替

え
そ

の
他

必
要

な
事

項
は

、
命

令
で

定
め

る
。

（
労

働
安

全
衛

生
法

 の
適

用
に
関

す
る
特

例
等

）

４
　

労
働

安
全

衛
生

法
第

十
三

条
第

一
項

の
健

康
管

理
そ

の
他

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
事

項
の

う
ち

派
遣

中
の

労
働

者
に

関
し

て
法

第
四

十
五

条
第

二
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
は

、
第

二
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

で
医

学
に

関
す

る
専

門
的

知
識

を
必

要
と

す
る

も
の

と
す

る
。

第
四

十
五

条
 　

労
働

者
が

そ
の

事
業

に
お

け
る

派
遣

就
業

の
た

め
に

派
遣

さ
れ

て
い

る
派

遣
先

の
事

業
に

関
し

て
は

、
当

該
派

遣
先

の
事

業
を

行
う

者
も

ま
た

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
を

使
用

す
る

事
業

者
（
労

働
安

全
衛

生
法

 （
昭

和
四

十
七

年
法

律
第

五
十

七
号

）
第

二
条

第
三

号
 に

規
定

す
る

事
業

者
を

い
う

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
）
と

、
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

を
当

該
派

遣
先

の
事

業
を

行
う

者
に

も
ま

た
使

用
さ

れ
る

労
働

者
と

み
な

し
て

、
同

法
第

三
条

第
一

項
 、

第
四

条
、

第
十

条
、

第
十

二
条

か
ら

第
十

三
条

（
第

二
項

及
び

第
三

項
を

除
く

。
）
ま

で
、

第
十

三
条

の
二

、
第

十
三

条
の

三
、

第
十

八
条

、
第

十
九

条
の

二
、

第
五

十
九

条
第

二
項

、
第

六
十

条
の

二
、

第
六

十
二

条
、

第
六

十
六

条
の

五
第

一
項

、
第

六
十

九
条

及
び

第
七

十
条

の
規

定
（
こ

れ
ら

の
規

定
に

係
る

罰
則

の
規

定
を

含
む

。
）
を

適
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

同
法

第
十

条
第

一
項

中
「
第

二
十

五
条

の
二

第
二

項
」
と

あ
る

の
は

「
第

二
十

五
条

の
二

第
二

項
 （

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び

派
遣

労
働

者
の

保
護

等
に

関
す

る
法

律
（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
）
第

四
十

五
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
」
と

、
「
次

の
業

務
」
と

あ
る

の
は

「
次

の
業

務
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

四
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

中
の

労
働

者
（
以

下
単

に
「
派

遣
中

の
労

働
者

」
と

い
う

。
）
に

関
し

て
は

、
第

二
号

の
業

務
（
第

五
十

九
条

第
三

項
に

規
定

す
る

安
全

又
は

衛
生

の
た

め
の

特
別

の
教

育
に

係
る

も
の

を
除

く
。

）
、

第
三

号
の

業
務

（
第

六
十

六
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
健

康
診

断
（
同

条
第

二
項

後
段

の
規

定
に

よ
る

健
康

診
断

で
あ

つ
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

を
含

む
。

）
及

び
当

該
健

康
診

断
に

係
る

同
条

第
四

項
の

規
定

に
よ

る
健

康
診

断
並

び
に

こ
れ

ら
の

健
康

診
断

に
係

る
同

条
第

五
項

た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
る

健
康

診
断

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）
及

び
第

五
号

の
業

務
（
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
に

限
る

。
）
を

除
く

。
第

十
二

条
第

一
項

及
び

第
十

二
条

の
二

に
お

い
て

「
派

遣
先

安
全

衛
生

管
理

業
務

」
と

い
う

。
）
」
と

、
同

法
第

十
二

条
第

一
項

及
び

第
十

二
条

の
二

中
「
第

十
条

第
一

項
各

号
の

業
務

」
と

あ
る

の
は

「
派

遣
先

安
全

衛
生

管
理

業
務

」
と

、
「
第

二
十

五
条

の
二

第
二

項
」
と

あ
る

の
は

「
第

二
十

五
条

の
二

第
二

項
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
」
と

、
「
同

条
第

一
項

各
号

」
と

あ
る

の
は

「
第

二
十

五
条

の
二

第
一

項
各

号
」
と

、
同

法
第

十
三

条
第

一
項

中
「
健

康
管

理
そ

の
他

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
事

項
（
以

下
」
と

あ
る

の
は

「
健

康
管

理
そ

の
他

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
事

項
（
派

遣
中

の
労

働
者

に
関

し
て

は
、

当
該

事
項

の
う

ち
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
を

除
く

。
第

四
項

及
び

第
五

項
、

次
条

並
び

に
第

十
三

条
の

三
に

お
い

て
」
と

、
同

条
第

四
項

中
「
定

め
る

も
の

」
と

あ
る

の
は

「
定

め
る

も
の

（
派

遣
中

の
労

働
者

に
関

し
て

は
、

当
該

情
報

の
う

ち
第

一
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
に

関
す

る
も

の
を

除
く

。
）
」
と

、
同

法
第

十
八

条
第

一
項

中
「
次

の
事

項
」
と

あ
る

の
は

「
次

の
事

項
（
派

遣
中

の
労

働
者

に
関

し
て

は
、

当
該

事
項

の
う

ち
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
を

除
く

。
）
」
と

す
る

。

　
ニ

　
労

働
安

全
衛

生
規

則
第

二
十

二
条

第
八

号
に

掲
げ

る
事

項
２

 　
そ

の
事

業
に

使
用

す
る

労
働

者
が

派
遣

先
の

事
業

に
お

け
る

派
遣

就
業

の
た

め
に

派
遣

さ
れ

て
い

る
派

遣
元

の
事

業
に

関
す

る
労

働
安

全
衛

生
法

第
十

条
第

一
項

 、
第

十
二

条
第

一
項

、
第

十
二

条
の

二
、

第
十

三
条

第
一

項
及

び
第

四
項

並
び

に
第

十
八

条
第

一
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

同
法

第
十

条
第

一
項

中
「
次

の
業

務
」
と

あ
る

の
は

「
次

の
業

務
（
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
）
第

四
十

四
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

中
の

労
働

者
（
以

下
単

に
「
派

遣
中

の
労

働
者

」
と

い
う

。
）
に

関
し

て
は

、
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

さ
れ

る
こ

の
項

の
規

定
に

よ
り

労
働

者
派

遣
法

第
四

十
四

条
第

一
項

に
規

定
す

る
派

遣
先

の
事

業
を

行
う

者
が

そ
の

選
任

す
る

総
括

安
全

衛
生

管
理

者
に

統
括

管
理

さ
せ

る
業

務
を

除
く

。
第

十
二

条
第

一
項

及
び

第
十

二
条

の
二

に
お

い
て

「
派

遣
元

安
全

衛
生

管
理

業
務

」
と

い
う

。
）
」
と

、
同

法
第

十
二

条
第

一
項

及
び

第
十

二
条

の
二

中
「
第

十
条

第
一

項
各

号
の

業
務

」
と

あ
る

の
は

「
派

遣
元

安
全

衛
生

管
理

業
務

」
と

、
同

法
第

十
三

条
第

一
項

中
「
健

康
管

理
そ

の
他

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
事

項
（
以

下
」
と

あ
る

の
は

「
健

康
管

理
そ

の
他

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
事

項
（
派

遣
中

の
労

働
者

に
関

し
て

は
、

当
該

事
項

の
う

ち
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
に

限
る

。
第

四
項

及
び

第
五

項
、

次
条

並
び

に
第

十
三

条
の

三
に

お
い

て
」
と

、
同

条
第

四
中

「
定

め
る

も
の

」
と

あ
る

の
は

「
定

め
る

も
の

（
派

遣
中

の
労

働
者

に
関

し
て

は
、

当
該

情
報

の
う

ち
第

一
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
に

関
す

る
も

の
に

限
る

。
）
」
と

、
同

法
第

十
八

条
第

一
項

中
「
次

の
事

項
」
と

あ
る

の
は

「
次

の
事

項
（
派

遣
中

の
労

働
者

に
関

し
て

は
、

当
該

事
項

の
う

ち
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
に

限
る

。
）
」
と

す
る

。

 一
 　

労
働

安
全

衛
生

規
則

（
昭

和
四

十
七

年
労

働
省

令
第

三
十

二
号

）
第

十
四

条
第

一
項

第
一

号
に

掲
げ

る
事

項
の

う
ち

労
働

安
全

衛
生

法
第

六
十

六
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
健

康
診

断
（
前

項
の

健
康

診
断

を
含

む
。

）
の

実
施

及
び

そ
の

結
果

に
基

づ
く

労
働

者
の

健
康

を
保

持
す

る
た

め
の

措
置

に
関

す
る

こ
と

。
 二

　
労

働
安

全
衛

生
規

則
第

十
四

条
第

一
項

第
二

号
に

掲
げ

る
事

項
 三

　
労

働
安

全
衛

生
規

則
第

十
四

条
第

一
項

第
三

号
に

掲
げ

る
事

項
 四

　
労

働
安

全
衛

生
規

則
第

十
四

条
第

一
項

第
七

号
に

掲
げ

る
事

項

第
四

十
条

 　
法

第
四

十
五

条
第

一
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
労

働
安

全
衛

生
法

（
昭

和
四

十
七

年
法

律
第

五
十

七
号

）
第

六
十

六
条

第
二

項
後

段
の

規
定

に
よ

る
健

康
診

断
は

、
法

第
四

十
四

条
第

三
項

に
規

定
す

る
派

遣
元

の
事

業
（
以

下
単

に
「
派

遣
元

の
事

業
」
と

い
う

。
）
の

事
業

者
が

労
働

安
全

衛
生

法
第

六
十

六
条

第
二

項
後

段
の

規
定

に
よ

り
派

遣
中

の
労

働
者

に
対

し
て

行
う

健
康

診
断

と
す

る
。

５
　

労
働

安
全

衛
生

法
第

十
八

条
第

一
項

各
号

の
事

項
の

う
ち

派
遣

中
の

労
働

者
に

関
し

て
法

第
四

十
五

条
第

二
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
は

、
第

三
項

各
号

に
掲

げ
る

も
の

と
す

る
。

　
イ

　
労

働
安

全
衛

生
規

則
第

二
十

二
条

第
一

号
に

掲
げ

る
事

項
の

う
ち

前
項

第
一

号
に

規
定

す
る

健
康

診
断

に
係

る
も

の
に

関
す

る
こ

と
。

　
ロ

　
労

働
安

全
衛

生
規

則
第

二
十

二
条

第
四

号
に

掲
げ

る
事

項
の

う
ち

前
項

第
五

号
に

規
定

す
る

衛
生

の
た

め
の

教
育

に
係

る
も

の
に

関
す

る
こ

と
。

３
　

労
働

安
全

衛
生

法
第

十
八

条
第

一
項

各
号

の
事

項
の

う
ち

派
遣

中
の

労
働

者
に

関
し

て
法

第
四

十
五

条
第

一
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 一
　

労
働

安
全

衛
生

法
第

十
八

条
第

一
項

第
一

号
に

掲
げ

る
事

項
の

う
ち

前
項

第
一

号
に

掲
げ

る
も

の
に

係
る

も
の

に
関

す
る

こ
と

。
 二

　
労

働
安

全
衛

生
法

第
十

八
条

第
一

項
第

二
号

に
掲

げ
る

事
項

 三
　

労
働

安
全

衛
生

法
第

十
八

条
第

一
項

第
四

号
に

掲
げ

る
事

項
の

う
ち

次
に

掲
げ

る
も

の

２
 　

労
働

安
全

衛
生

法
第

十
三

条
第

一
項

の
健

康
管

理
そ

の
他

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
事

項
の

う
ち

派
遣

中
の

労
働

者
に

関
し

て
法

第
四

十
五

条
第

一
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
は

、
次

の
事

項
で

医
学

に
関

す
る

専
門

的
知

識
を

必
要

と
す

る
も

の
と

す
る

。

 五
　

労
働

安
全

衛
生

規
則

第
十

四
条

第
一

項
第

八
号

に
掲

げ
る

事
項

の
う

ち
労

働
安

全
衛

生
法

第
五

十
九

条
第

一
項

及
び

第
二

項
の

規
定

に
よ

る
衛

生
の

た
め

の
教

育
に

関
す

る
こ

と
。

（
法

第
四

十
五

条
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
事

項
等

）

　
ハ

　
労

働
安

全
衛

生
規

則
第

二
十

二
条

第
七

号
に

掲
げ

る
事

項
の

う
ち

前
項

第
一

号
に

規
定

す
る

健
康

診
断

の
結

果
に

係
る

も
の

に
関

す
る

こ
と

。

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
３

 　
労

働
者

が
そ

の
事

業
に

お
け

る
派

遣
就

業
の

た
め

に
派

遣
さ

れ
て

い
る

派
遣

先
の

事
業

に
関

し
て

は
、

当
該

派
遣

先
の

事
業

を
行

う
者

を
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

を
使

用
す

る
事

業
者

と
、

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
を

当
該

派
遣

先
の

事
業

を
行

う
者

に
使

用
さ

れ
る

労
働

者
と

み
な

し
て

、
労

働
安

全
衛

生
法

第
十

一
条

、
第

十
四

条
か

ら
第

十
五

条
の

三
ま

で
、

第
十

七
条

、
第

二
十

条
か

ら
第

二
十

七
条

ま
で

、
第

二
十

八
条

の
二

か
ら

第
三

十
条

の
三

ま
で

、
第

三
十

一
条

の
三

、
第

三
十

六
条

(同
法

第
三

十
条

第
一

項
及

び
第

四
項

、
第

三
十

条
の

二
第

一
項

及
び

第
四

項
並

び
に

第
三

十
条

の
三

第
一

項
及

び
第

四
項

の
規

定
に

係
る

部
分

に
限

る
。

)、
第

四
十

五
条

(第
二

項
を

除
く

。
)、

第
五

十
七

条
の

三
か

ら
第

五
十

八
条

ま
で

、
第

五
十

九
条

第
三

項
、

第
六

十
条

、
第

六
十

一
条

第
一

項
、

第
六

十
五

条
か

ら
第

六
十

五
条

の
四

ま
で

、
第

六
十

六
条

第
二

項
前

段
及

び
後

段
(派

遣
先

の
事

業
を

行
う

者
が

同
項

後
段

の
政

令
で

定
め

る
業

務
に

従
事

さ
せ

た
こ

と
の

あ
る

労
働

者
(派

遣
中

の
労

働
者

を
含

む
。

)に
係

る
部

分
に

限
る

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
)、

第
三

項
、

第
四

項
(同

法
第

六
十

六
条

第
二

項
前

段
及

び
後

段
並

び
に

第
三

項
の

規
定

に
係

る
部

分
に

限
る

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
)並

び
に

第
五

項
(同

法
第

六
十

六
条

第
二

項
前

段
及

び
後

段
、

第
三

項
並

び
に

第
四

項
の

規
定

に
係

る
部

分
に

限
る

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
)、

第
六

十
六

条
の

三
(同

法
第

六
十

六
条

第
二

項
前

段
及

び
後

段
、

第
三

項
、

第
四

項
並

び
に

第
五

項
の

規
定

に
係

る
部

分
に

限
る

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
)、

第
六

十
六

条
の

四
、

第
六

十
六

条
の

八
の

三
、

第
六

十
八

条
、

第
六

十
八

条
の

二
、

第
七

十
一

条
の

二
、

第
九

章
第

一
節

並
び

に
第

八
十

八
条

か
ら

第
八

十
九

条
の

二
ま

で
の

規
定

並
び

に
当

該
規

定
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

(こ
れ

ら
の

規
定

に
係

る
罰

則
を

含
む

。
)を

適
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

同
法

第
二

十
九

条
第

一
項

中
「
こ

の
法

律
又

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

(労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び

派
遣

労
働

者
の

保
護

等
に

関
す

る
法

律
(以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
)第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
)又

は
同

条
第

十
項

の
規

定
若

し
く

は
同

項
の

規
定

に
基

づ
く

命
令

の
規

定
」
と

、
同

条
第

二
項

中
「
こ

の
法

律
又

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

(労
働

者
派

遣
法

第
四

十
五

条
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

)又
は

同
条

第
十

項
の

規
定

若
し

く
は

同
項

の
規

定
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

、
同

法
第

三
十

条
第

一
項

第
五

号
及

び
第

八
十

八
条

第
六

項
中

「
こ

の
法

律
又

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
又

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

(労
働

者
派

遣
法

第
四

十
五

条
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

)」
と

、
同

法
第

六
十

六
条

の
四

中
「
第

六
十

六
条

第
一

項
か

ら
第

四
項

ま
で

若
し

く
は

第
五

項
た

だ
し

書
又

は
第

六
十

六
条

の
二

」
と

あ
る

の
は

「
第

六
十

六
条

第
二

項
前

段
若

し
く

は
後

段
(派

遣
先

の
事

業
を

行
う

者
が

同
項

後
段

の
政

令
で

定
め

る
業

務
に

従
事

さ
せ

た
こ

と
の

あ
る

労
働

者
(労

働
者

派
遣

法
第

四
十

四
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

中
の

労
働

者
を

含
む

。
)に

係
る

部
分

に
限

る
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。

)、
第

三
項

、
第

四
項

(第
六

十
六

条
第

二
項

前
段

及
び

後
段

並
び

に
第

三
項

の
規

定
に

係
る

部
分

に
限

る
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。

)又
は

第
五

項
た

だ
し

書
(第

六
十

六
条

第
二

項
前

段
及

び
後

段
、

第
三

項
並

び
に

第
四

項
の

規
定

に
係

る
部

分
に

限
る

。
)」

と
、

同
法

第
六

十
六

条
の

八
の

三
中

「
第

六
十

六
条

の
八

第
一

項
」
と

あ
る

の
は

「
派

遣
元

の
事

業
(労

働
者

派
遣

法
第

四
十

四
条

第
三

項
に

規
定

す
る

派
遣

元
の

事
業

を
い

う
。

)の
事

業
者

が
、

第
六

十
六

条
の

八
第

一
項

」
と

す
る

。
４

 　
前

項
の

規
定

に
よ

り
派

遣
中

の
労

働
者

を
使

用
す

る
事

業
者

と
み

な
さ

れ
た

者
に

関
し

て
は

、
労

働
安

全
衛

生
法

第
四

十
五

条
第

二
項

中
「
事

業
者

」
と

あ
る

の
は

、
「
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

第
四

十
五

条
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

同
法

第
四

十
四

条
第

一
項

に
規

定
す

る
派

遣
中

の
労

働
者

を
使

用
す

る
事

業
者

と
み

な
さ

れ
た

者
」
と

し
て

、
同

項
の

規
定

を
適

用
す

る
。

５
 　

そ
の

事
業

に
使

用
す

る
労

働
者

が
派

遣
先

の
事

業
に

お
け

る
派

遣
就

業
の

た
め

に
派

遣
さ

れ
て

い
る

派
遣

元
の

事
業

に
関

す
る

第
三

項
前

段
に

掲
げ

る
規

定
及

び
労

働
安

全
衛

生
法

第
四

十
五

条
第

二
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

当
該

派
遣

元
の

事
業

の
事

業
者

は
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

を
使

用
し

な
い

も
の

と
、

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
は

当
該

派
遣

元
の

事
業

の
事

業
者

に
使

用
さ

れ
な

い
も

の
と

み
な

す
。

６
 　

派
遣

元
の

事
業

の
事

業
者

は
、

労
働

者
派

遣
を

す
る

場
合

で
あ

つ
て

、
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

そ
の

事
業

に
お

け
る

当
該

派
遣

就
業

の
た

め
に

派
遣

さ
れ

る
労

働
者

を
使

用
す

る
事

業
者

と
み

な
さ

れ
る

こ
と

と
な

る
者

が
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
労

働
者

派
遣

契
約

に
定

め
る

派
遣

就
業

の
条

件
に

従
つ

て
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
労

働
者

を
労

働
さ

せ
た

な
ら

ば
、

同
項

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
労

働
安

全
衛

生
法

第
五

十
九

条
第

三
項

 、
第

六
十

一
条

第
一

項
、

第
六

十
五

条
の

四
又

は
第

六
十

八
条

の
規

定
（
次

項
に

お
い

て
単

に
「
労

働
安

全
衛

生
法

 の
規

定
」
と

い
う

。
）
に

抵
触

す
る

こ
と

と
な

る
と

き
に

お
い

て
は

、
当

該
労

働
者

派
遣

を
し

て
は

な
ら

な
い

。
７

 　
派

遣
元

の
事

業
の

事
業

者
が

前
項

の
規

定
に

違
反

し
た

と
き

（
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
中

の
労

働
者

に
関

し
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
を

使
用

す
る

事
業

者
と

み
な

さ
れ

る
者

に
お

い
て

当
該

労
働

安
全

衛
生

法
の

規
定

に
抵

触
す

る
こ

と
と

な
つ

た
と

き
に

限
る

。
）
は

、
当

該
派

遣
元

の
事

業
の

事
業

者
は

当
該

労
働

安
全

衛
生

法
の

規
定

に
違

反
し

た
も

の
と

み
な

し
て

、
同

法
第

百
十

九
条

及
び

第
百

二
十

二
条

の
規

定
を

適
用

す
る

。
８

 　
第

一
項

、
第

三
項

及
び

第
四

項
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
労

働
者

が
そ

の
事

業
に

お
け

る
派

遣
就

業
の

た
め

に
派

遣
さ

れ
て

い
る

派
遣

先
の

事
業

に
関

し
て

は
、

労
働

安
全

衛
生

法
第

五
条

第
一

項
中

「
事

業
者

」
と

あ
る

の
は

「
事

業
者

（
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
）
第

四
十

四
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

先
の

事
業

を
行

う
者

（
以

下
「
派

遣
先

の
事

業
者

」
と

い
う

。
）
を

含
む

。
）
」
と

、
同

条
第

四
項

中
「
当

該
事

業
の

事
業

者
」
と

あ
る

の
は

「
当

該
事

業
の

事
業

者
又

は
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

当
該

事
業

の
事

業
者

と
み

な
さ

れ
る

者
」
と

、
「
当

該
代

表
者

の
み

が
使

用
す

る
」
と

あ
る

の
は

「
当

該
代

表
者

が
使

用
し

、
か

つ
、

当
該

事
業

の
事

業
者

（
派

遣
先

の
事

業
者

を
含

む
。

）
の

う
ち

当
該

代
表

者
以

外
の

者
が

使
用

し
な

い
」
と

、
「
こ

の
法

律
」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
」
と

、
同

法
第

十
六

条
第

一
項

中
「
第

十
五

条
第

一
項

又
は

第
三

項
」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

第
十

五
条

第
一

項
又

は
第

三
項

」
と

、
同

法
第

十
九

条
及

び
同

条
第

四
項

に
お

い
て

準
用

す
る

同
法

第
十

七
条

第
四

項
中

「
事

業
者

」
と

あ
る

の
は

「
派

遣
先

の
事

業
者

」
と

、
同

法
第

十
九

条
第

一
項

中
「
第

十
七

条
及

び
前

条
」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
第

十
七

条
及

び
前

条
」
と

、
同

条
第

二
項

及
び

第
三

項
並

び
に

同
条

第
四

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

十
七

条
第

四
項

及
び

第
五

項
中

「
労

働
者

」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

四
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

中
の

労
働

者
を

含
む

。
）
」
と

し
て

、
こ

れ
ら

の
規

定
を

適
用

す
る

。
９

 　
そ

の
事

業
に

使
用

す
る

労
働

者
が

派
遣

先
の

事
業

に
お

け
る

派
遣

就
業

の
た

め
に

派
遣

さ
れ

て
い

る
派

遣
元

の
事

業
に

関
す

る
労

働
安

全
衛

生
法

第
十

九
条

第
一

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
同

項
中

「
第

十
七

条
及

び
前

条
」
と

あ
る

の
は

、
「
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

第
四

十
五

条
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

第
十

七
条

及
び

前
条

」
と

す
る

。

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ
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○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
３

 　
労

働
者

が
そ

の
事

業
に

お
け

る
派

遣
就

業
の

た
め

に
派

遣
さ

れ
て

い
る

派
遣

先
の

事
業

に
関

し
て

は
、

当
該

派
遣

先
の

事
業

を
行

う
者

を
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

を
使

用
す

る
事

業
者

と
、

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
を

当
該

派
遣

先
の

事
業

を
行

う
者

に
使

用
さ

れ
る

労
働

者
と

み
な

し
て

、
労

働
安

全
衛

生
法

第
十

一
条

、
第

十
四

条
か

ら
第

十
五

条
の

三
ま

で
、

第
十

七
条

、
第

二
十

条
か

ら
第

二
十

七
条

ま
で

、
第

二
十

八
条

の
二

か
ら

第
三

十
条

の
三

ま
で

、
第

三
十

一
条

の
三

、
第

三
十

六
条

(同
法

第
三

十
条

第
一

項
及

び
第

四
項

、
第

三
十

条
の

二
第

一
項

及
び

第
四

項
並

び
に

第
三

十
条

の
三

第
一

項
及

び
第

四
項

の
規

定
に

係
る

部
分

に
限

る
。

)、
第

四
十

五
条

(第
二

項
を

除
く

。
)、

第
五

十
七

条
の

三
か

ら
第

五
十

八
条

ま
で

、
第

五
十

九
条

第
三

項
、

第
六

十
条

、
第

六
十

一
条

第
一

項
、

第
六

十
五

条
か

ら
第

六
十

五
条

の
四

ま
で

、
第

六
十

六
条

第
二

項
前

段
及

び
後

段
(派

遣
先

の
事

業
を

行
う

者
が

同
項

後
段

の
政

令
で

定
め

る
業

務
に

従
事

さ
せ

た
こ

と
の

あ
る

労
働

者
(派

遣
中

の
労

働
者

を
含

む
。

)に
係

る
部

分
に

限
る

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
)、

第
三

項
、

第
四

項
(同

法
第

六
十

六
条

第
二

項
前

段
及

び
後

段
並

び
に

第
三

項
の

規
定

に
係

る
部

分
に

限
る

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
)並

び
に

第
五

項
(同

法
第

六
十

六
条

第
二

項
前

段
及

び
後

段
、

第
三

項
並

び
に

第
四

項
の

規
定

に
係

る
部

分
に

限
る

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
)、

第
六

十
六

条
の

三
(同

法
第

六
十

六
条

第
二

項
前

段
及

び
後

段
、

第
三

項
、

第
四

項
並

び
に

第
五

項
の

規
定

に
係

る
部

分
に

限
る

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
)、

第
六

十
六

条
の

四
、

第
六

十
六

条
の

八
の

三
、

第
六

十
八

条
、

第
六

十
八

条
の

二
、

第
七

十
一

条
の

二
、

第
九

章
第

一
節

並
び

に
第

八
十

八
条

か
ら

第
八

十
九

条
の

二
ま

で
の

規
定

並
び

に
当

該
規

定
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

(こ
れ

ら
の

規
定

に
係

る
罰

則
を

含
む

。
)を

適
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

同
法

第
二

十
九

条
第

一
項

中
「
こ

の
法

律
又

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

(労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び

派
遣

労
働

者
の

保
護

等
に

関
す

る
法

律
(以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
)第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
)又

は
同

条
第

十
項

の
規

定
若

し
く

は
同

項
の

規
定

に
基

づ
く

命
令

の
規

定
」
と

、
同

条
第

二
項

中
「
こ

の
法

律
又

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

(労
働

者
派

遣
法

第
四

十
五

条
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

)又
は

同
条

第
十

項
の

規
定

若
し

く
は

同
項

の
規

定
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

、
同

法
第

三
十

条
第

一
項

第
五

号
及

び
第

八
十

八
条

第
六

項
中

「
こ

の
法

律
又

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
又

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

(労
働

者
派

遣
法

第
四

十
五

条
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

)」
と

、
同

法
第

六
十

六
条

の
四

中
「
第

六
十

六
条

第
一

項
か

ら
第

四
項

ま
で

若
し

く
は

第
五

項
た

だ
し

書
又

は
第

六
十

六
条

の
二

」
と

あ
る

の
は

「
第

六
十

六
条

第
二

項
前

段
若

し
く

は
後

段
(派

遣
先

の
事

業
を

行
う

者
が

同
項

後
段

の
政

令
で

定
め

る
業

務
に

従
事

さ
せ

た
こ

と
の

あ
る

労
働

者
(労

働
者

派
遣

法
第

四
十

四
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

中
の

労
働

者
を

含
む

。
)に

係
る

部
分

に
限

る
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。

)、
第

三
項

、
第

四
項

(第
六

十
六

条
第

二
項

前
段

及
び

後
段

並
び

に
第

三
項

の
規

定
に

係
る

部
分

に
限

る
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。

)又
は

第
五

項
た

だ
し

書
(第

六
十

六
条

第
二

項
前

段
及

び
後

段
、

第
三

項
並

び
に

第
四

項
の

規
定

に
係

る
部

分
に

限
る

。
)」

と
、

同
法

第
六

十
六

条
の

八
の

三
中

「
第

六
十

六
条

の
八

第
一

項
」
と

あ
る

の
は

「
派

遣
元

の
事

業
(労

働
者

派
遣

法
第

四
十

四
条

第
三

項
に

規
定

す
る

派
遣

元
の

事
業

を
い

う
。

)の
事

業
者

が
、

第
六

十
六

条
の

八
第

一
項

」
と

す
る

。
４

 　
前

項
の

規
定

に
よ

り
派

遣
中

の
労

働
者

を
使

用
す

る
事

業
者

と
み

な
さ

れ
た

者
に

関
し

て
は

、
労

働
安

全
衛

生
法

第
四

十
五

条
第

二
項

中
「
事

業
者

」
と

あ
る

の
は

、
「
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

第
四

十
五

条
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

同
法

第
四

十
四

条
第

一
項

に
規

定
す

る
派

遣
中

の
労

働
者

を
使

用
す

る
事

業
者

と
み

な
さ

れ
た

者
」
と

し
て

、
同

項
の

規
定

を
適

用
す

る
。

５
 　

そ
の

事
業

に
使

用
す

る
労

働
者

が
派

遣
先

の
事

業
に

お
け

る
派

遣
就

業
の

た
め

に
派

遣
さ

れ
て

い
る

派
遣

元
の

事
業

に
関

す
る

第
三

項
前

段
に

掲
げ

る
規

定
及

び
労

働
安

全
衛

生
法

第
四

十
五

条
第

二
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

当
該

派
遣

元
の

事
業

の
事

業
者

は
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

を
使

用
し

な
い

も
の

と
、

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
は

当
該

派
遣

元
の

事
業

の
事

業
者

に
使

用
さ

れ
な

い
も

の
と

み
な

す
。

６
 　

派
遣

元
の

事
業

の
事

業
者

は
、

労
働

者
派

遣
を

す
る

場
合

で
あ

つ
て

、
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

そ
の

事
業

に
お

け
る

当
該

派
遣

就
業

の
た

め
に

派
遣

さ
れ

る
労

働
者

を
使

用
す

る
事

業
者

と
み

な
さ

れ
る

こ
と

と
な

る
者

が
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
労

働
者

派
遣

契
約

に
定

め
る

派
遣

就
業

の
条

件
に

従
つ

て
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
労

働
者

を
労

働
さ

せ
た

な
ら

ば
、

同
項

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
労

働
安

全
衛

生
法

第
五

十
九

条
第

三
項

 、
第

六
十

一
条

第
一

項
、

第
六

十
五

条
の

四
又

は
第

六
十

八
条

の
規

定
（
次

項
に

お
い

て
単

に
「
労

働
安

全
衛

生
法

 の
規

定
」
と

い
う

。
）
に

抵
触

す
る

こ
と

と
な

る
と

き
に

お
い

て
は

、
当

該
労

働
者

派
遣

を
し

て
は

な
ら

な
い

。
７

 　
派

遣
元

の
事

業
の

事
業

者
が

前
項

の
規

定
に

違
反

し
た

と
き

（
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
派

遣
中

の
労

働
者

に
関

し
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
を

使
用

す
る

事
業

者
と

み
な

さ
れ

る
者

に
お

い
て

当
該

労
働

安
全

衛
生

法
の

規
定

に
抵

触
す

る
こ

と
と

な
つ

た
と

き
に

限
る

。
）
は

、
当

該
派

遣
元

の
事

業
の

事
業

者
は

当
該

労
働

安
全

衛
生

法
の

規
定

に
違

反
し

た
も

の
と

み
な

し
て

、
同

法
第

百
十

九
条

及
び

第
百

二
十

二
条

の
規

定
を

適
用

す
る

。
８

 　
第

一
項

、
第

三
項

及
び

第
四

項
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
労

働
者

が
そ

の
事

業
に

お
け

る
派

遣
就

業
の

た
め

に
派

遣
さ

れ
て

い
る

派
遣

先
の

事
業

に
関

し
て

は
、

労
働

安
全

衛
生

法
第

五
条

第
一

項
中

「
事

業
者

」
と

あ
る

の
は

「
事

業
者

（
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
）
第

四
十

四
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

先
の

事
業

を
行

う
者

（
以

下
「
派

遣
先

の
事

業
者

」
と

い
う

。
）
を

含
む

。
）
」
と

、
同

条
第

四
項

中
「
当

該
事

業
の

事
業

者
」
と

あ
る

の
は

「
当

該
事

業
の

事
業

者
又

は
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

当
該

事
業

の
事

業
者

と
み

な
さ

れ
る

者
」
と

、
「
当

該
代

表
者

の
み

が
使

用
す

る
」
と

あ
る

の
は

「
当

該
代

表
者

が
使

用
し

、
か

つ
、

当
該

事
業

の
事

業
者

（
派

遣
先

の
事

業
者

を
含

む
。

）
の

う
ち

当
該

代
表

者
以

外
の

者
が

使
用

し
な

い
」
と

、
「
こ

の
法

律
」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
」
と

、
同

法
第

十
六

条
第

一
項

中
「
第

十
五

条
第

一
項

又
は

第
三

項
」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

第
十

五
条

第
一

項
又

は
第

三
項

」
と

、
同

法
第

十
九

条
及

び
同

条
第

四
項

に
お

い
て

準
用

す
る

同
法

第
十

七
条

第
四

項
中

「
事

業
者

」
と

あ
る

の
は

「
派

遣
先

の
事

業
者

」
と

、
同

法
第

十
九

条
第

一
項

中
「
第

十
七

条
及

び
前

条
」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
第

十
七

条
及

び
前

条
」
と

、
同

条
第

二
項

及
び

第
三

項
並

び
に

同
条

第
四

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

十
七

条
第

四
項

及
び

第
五

項
中

「
労

働
者

」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

四
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

中
の

労
働

者
を

含
む

。
）
」
と

し
て

、
こ

れ
ら

の
規

定
を

適
用

す
る

。
９

 　
そ

の
事

業
に

使
用

す
る

労
働

者
が

派
遣

先
の

事
業

に
お

け
る

派
遣

就
業

の
た

め
に

派
遣

さ
れ

て
い

る
派

遣
元

の
事

業
に

関
す

る
労

働
安

全
衛

生
法

第
十

九
条

第
一

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
同

項
中

「
第

十
七

条
及

び
前

条
」
と

あ
る

の
は

、
「
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

第
四

十
五

条
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

第
十

七
条

及
び

前
条

」
と

す
る

。
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○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
１

０
 　

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
派

遣
中

の
労

働
者

を
使

用
す

る
事

業
者

と
み

な
さ

れ
た

者
（
第

八
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

労
働

安
全

衛
生

法
第

五
条

第
四

項
の

規
定

に
よ

り
当

該
者

と
み

な
さ

れ
る

者
を

含
む

。
）
は

、
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

に
対

し
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
同

法
第

六
十

六
条

第
二

項
 、

第
三

項
若

し
く

は
第

四
項

の
規

定
に

よ
る

健
康

診
断

を
行

つ
た

と
き

、
又

は
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

か
ら

同
条

第
五

項
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

る
健

康
診

断
の

結
果

を
証

明
す

る
書

面
の

提
出

が
あ

つ
た

と
き

は
、

遅
滞

な
く

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
に

係
る

第
六

十
六

条
の

三
の

規
定

に
よ

る
記

録
に

基
づ

い
て

こ
れ

ら
の

健
康

診
断

の
結

果
を

記
載

し
た

書
面

を
作

成
し

、
当

該
派

遣
元

の
事

業
の

事
業

者
に

送
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

１
１

 　
前

項
の

規
定

に
よ

り
同

項
の

書
面

の
送

付
を

受
け

た
派

遣
元

の
事

業
の

事
業

者
は

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

書
面

を
保

存
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
１

２
 　

前
二

項
の

規
定

に
違

反
し

た
者

は
、

三
十

万
円

以
下

の
罰

金
に

処
す

る
。

１
３

 　
法

人
の

代
表

者
又

は
法

人
若

し
く

は
人

の
代

理
人

、
使

用
人

そ
の

他
の

従
業

者
が

、
そ

の
法

人
又

は
人

の
業

務
に

関
し

て
、

前
項

の
違

反
行

為
を

し
た

と
き

は
、

行
為

者
を

罰
す

る
ほ

か
、

そ
の

法
人

又
は

人
に

対
し

て
も

、
同

項
の

罰
金

刑
を

科
す

る
。

１
４

 　
第

十
項

の
者

は
、

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
に

対
し

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

労
働

安
全

衛
生

法
第

六
十

六
条

の
四

の
規

定
に

よ
り

医
師

又
は

歯
科

医
師

の
意

見
を

聴
い

た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
当

該
意

見
を

当
該

派
遣

元
の

事
業

の
事

業
者

に
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
１

５
 　

前
各

項
の

規
定

に
よ

る
労

働
安

全
衛

生
法

 の
特

例
に

つ
い

て
は

、
同

法
第

九
条

中
「
事

業
者

、
」
と

あ
る

の
は

「
事

業
者

（
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
）
第

四
十

四
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

先
の

事
業

を
行

う
者

（
以

下
「
派

遣
先

の
事

業
者

」
と

い
う

。
）
を

含
む

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
）
、

」
と

、
同

法
第

二
十

八
条

第
四

項
、

第
三

十
二

条
第

一
項

か
ら

第
四

項
ま

で
、

第
三

十
三

条
第

一
項

、
第

三
十

四
条

、
第

六
十

三
条

、
第

六
十

六
条

の
五

第
三

項
、

第
七

十
条

の
二

第
二

項
、

第
七

十
一

条
の

三
第

二
項

、
第

七
十

一
条

の
四

、
第

九
十

三
条

第
二

項
及

び
第

三
項

、
第

九
十

七
条

第
二

項
、

第
九

十
八

条
第

一
項

、
第

九
十

九
条

第
一

項
、

第
九

十
九

条
の

二
第

一
項

及
び

第
二

項
、

第
百

条
か

ら
第

百
二

条
ま

で
、

第
百

三
条

第
一

項
、

第
百

四
条

第
一

項
、

第
二

項
及

び
第

四
項

、
第

百
六

条
第

一
項

並
び

に
第

百
八

条
の

二
第

三
項

中
「
事

業
者

」
と

あ
る

の
は

「
事

業
者

（
派

遣
先

の
事

業
者

を
含

む
。

）
」
と

、
同

法
第

三
十

一
条

第
一

項
中

「
の

労
働

者
」
と

あ
る

の
は

「
の

労
働

者
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

四
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

中
の

労
働

者
（
以

下
単

に
「
派

遣
中

の
労

働
者

」
と

い
う

。
）
を

含
む

。
）
」
と

、
同

法
第

三
十

一
条

の
二

、
第

三
十

一
条

の
四

並
び

に
第

三
十

二
条

第
四

項
、

第
六

項
及

び
第

七
項

中
「
労

働
者

」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

（
派

遣
中

の
労

働
者

を
含

む
。

）
」
と

、
同

法
第

三
十

一
条

の
四

及
び

第
九

十
七

条
第

一
項

中
「
こ

の
法

律
又

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
又

は
同

条
第

六
項

、
第

十
項

若
し

く
は

第
十

一
項

の
規

定
若

し
く

は
こ

れ
ら

の
規

定
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

、
同

法
第

九
十

条
、

第
九

十
一

条
第

一
項

及
び

第
百

条
中

「
こ

の
法

律
」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
及

び
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

の
規

定
」
と

、
同

法
第

九
十

二
条

中
「
こ

の
法

律
の

規
定

に
違

反
す

る
罪

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
の

規
定

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
に

違
反

す
る

罪
（
同

条
第

七
項

の
規

定
に

よ
る

第
百

十
九

条
及

び
第

百
二

十
二

条
の

罪
を

含
む

。
）
並

び
に

労
働

者
派

遣
法

第
四

十
五

条
第

十
二

項
及

び
第

十
三

項
の

罪
」
と

、
同

法
第

九
十

八
条

第
一

項
中

「
第

三
十

四
条

の
規

定
」
と

あ
る

の
は

「
第

三
十

四
条

の
規

定
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
」
と

、
同

法
第

百
一

条
第

一
項

中
「
こ

の
法

律
」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

の
規

定
を

含
む

。
）
」
と

、
同

法
第

百
三

条
第

一
項

中
「
こ

の
法

律
又

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
又

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
」
と

、
同

法
第

百
四

条
第

一
項

中
「
こ

の
法

律
又

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
又

は
同

条
第

十
項

若
し

く
は

第
十

一
項

の
規

定
若

し
く

は
こ

れ
ら

の
規

定
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

、
同

法
第

百
十

五
条

第
一

項
中

「
（
第

二
章

の
規

定
を

除
く

。
）
」
と

あ
る

の
は

「
（
第

二
章

の
規

定
を

除
く

。
）
及

び
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

の
規

定
」
と

し
て

、
こ

れ
ら

の
規

定
（
こ

れ
ら

の
規

定
に

係
る

罰
則

の
規

定
を

含
む

。
）
を

適
用

す
る

。

６
　

法
第

四
十

五
条

第
十

項
に

規
定

す
る

派
遣

中
の

労
働

者
を

使
用

す
る

事
業

者
と

み
な

さ
れ

た
者

は
、

同
項

の
健

康
診

断
の

結
果

を
記

載
し

た
書

面
の

作
成

を
、

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
が

受
け

た
健

康
診

断
の

種
類

に
応

じ
、

労
働

安
全

衛
生

規
則

様
式

第
五

号
、

有
機

溶
剤

中
毒

予
防

規
則

(昭
和

四
十

七
年

労
働

省
令

第
三

十
六

号
)様

式
第

三
号

、
鉛

中
毒

予
防

規
則

(昭
和

四
十

七
年

労
働

省
令

第
三

十
七

号
)様

式
第

二
号

、
四

ア
ル

キ
ル

鉛
中

毒
予

防
規

則
(昭

和
四

十
七

年
労

働
省

令
第

三
十

八
号

)様
式

第
二

号
、

特
定

化
学

物
質

障
害

予
防

規
則

(昭
和

四
十

七
年

労
働

省
令

第
三

十
九

号
)様

式
第

二
号

、
高

気
圧

作
業

安
全

衛
生

規
則

(昭
和

四
十

七
年

労
働

省
令

第
四

十
号

)様
式

第
一

号
、

電
離

放
射

線
障

害
防

止
規

則
(昭

和
四

十
七

年
労

働
省

令
第

四
十

一
号

)様
式

第
一

号
の

二
若

し
く

は
様

式
第

一
号

の
三

、
石

綿
障

害
予

防
規

則
(平

成
十

七
年

厚
生

労
働

省
令

第
二

十
一

号
)様

式
第

二
号

又
は

東
日

本
大

震
災

に
よ

り
生

じ
た

放
射

性
物

質
に

よ
り

汚
染

さ
れ

た
土

壌
等

を
除

染
す

る
た

め
の

業
務

等
に

係
る

電
離

放
射

線
障

害
防

止
規

則
(平

成
二

十
三

年
厚

生
労

働
省

令
第

百
五

十
二

号
)様

式
第

二
号

に
よ

る
そ

れ
ぞ

れ
の

書
面

の
写

し
を

作
成

す
る

こ
と

に
よ

り
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

８
　

法
第

四
十

五
条

第
十

項
に

規
定

す
る

派
遣

中
の

労
働

者
を

使
用

す
る

事
業

者
と

み
な

さ
れ

た
者

は
、

同
条

第
十

四
項

の
通

知
を

、
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

が
受

け
た

健
康

診
断

の
種

類
に

応
じ

、
同

項
の

医
師

又
は

歯
科

医
師

の
意

見
が

記
載

さ
れ

た
労

働
安

全
衛

生
規

則
様

式
第

五
号

、
有

機
溶

剤
中

毒
予

防
規

則
様

式
第

三
号

、
鉛

中
毒

予
防

規
則

様
式

第
二

号
、

四
ア

ル
キ

ル
鉛

中
毒

予
防

規
則

様
式

第
二

号
、

特
定

化
学

物
質

障
害

予
防

規
則

様
式

第
二

号
、

高
気

圧
作

業
安

全
衛

生
規

則
様

式
第

一
号

、
電

離
放

射
線

障
害

防
止

規
則

様
式

第
一

号
の

二
若

し
く

は
様

式
第

一
号

の
三

、
石

綿
障

害
予

防
規

則
様

式
第

二
号

又
は

東
日

本
大

震
災

に
よ

り
生

じ
た

放
射

性
物

質
に

よ
り

汚
染

さ
れ

た
土

壌
等

を
除

染
す

る
た

め
の

業
務

等
に

係
る

電
離

放
射

線
障

害
防

止
規

則
様

式
第

二
号

に
よ

る
そ

れ
ぞ

れ
の

書
面

の
写

し
を

作
成

し
、

同
項

の
派

遣
元

の
事

業
の

事
業

者
に

送
付

す
る

こ
と

に
よ

り
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

７
　

派
遣

元
の

事
業

の
事

業
者

は
、

法
第

四
十

五
条

第
十

項
の

規
定

に
よ

り
送

付
を

受
け

た
同

項
の

書
面

を
五

年
間

(当
該

書
面

が
特

定
化

学
物

質
障

害
予

防
規

則
様

式
第

二
号

に
よ

る
も

の
(同

令
第

四
十

条
第

二
項

に
規

定
す

る
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

)、
電

離
放

射
線

障
害

防
止

規
則

様
式

第
一

号
の

二
若

し
く

は
様

式
第

一
号

の
三

に
よ

る
も

の
で

あ
る

場
合

(同
令

第
五

十
七

条
た

だ
し

書
の

規
定

の
例

に
よ

り
同

条
の

機
関

に
引

き
渡

す
場

合
を

除
く

。
)又

は
東

日
本

大
震

災
に

よ
り

生
じ

た
放

射
性

物
質

に
よ

り
汚

染
さ

れ
た

土
壌

等
を

除
染

す
る

た
め

の
業

務
等

に
係

る
電

離
放

射
線

障
害

防
止

規
則

様
式

第
二

号
に

よ
る

も
の

で
あ

る
場

合
(同

令
第

二
十

一
条

た
だ

し
書

の
規

定
の

例
に

よ
り

同
条

の
機

関
に

引
き

渡
す

場
合

を
除

く
。

)に
あ

つ
て

は
三

十
年

間
、

石
綿

障
害

予
防

規
則

様
式

第
二

号
に

よ
る

も
の

で
あ

る
場

合
に

あ
つ

て
は

当
該

労
働

者
が

常
時

当
該

業
務

に
従

事
し

な
い

こ
と

と
な

つ
た

日
か

ら
四

十
年

間
)保

存
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
１

６
 　

第
一

項
か

ら
第

五
項

ま
で

、
第

七
項

か
ら

第
九

項
ま

で
及

び
前

項
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

労
働

安
全

衛
生

法
 若

し
く

は
同

法
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

又
は

第
六

項
 、

第
十

項
若

し
く

は
第

十
一

項
の

規
定

若
し

く
は

こ
れ

ら
の

規
定

に
基

づ
く

命
令

の
規

定
に

違
反

し
た

者
に

関
す

る
同

法
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
同

法
第

四
十

六
条

第
二

項
第

一
号

中
「
こ

の
法

律
又

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

（
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
）
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
又

は
同

条
第

六
項

、
第

十
項

若
し

く
は

第
十

一
項

の
規

定
若

し
く

は
こ

れ
ら

の
規

定
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

、
同

法
第

五
十

四
条

の
三

第
二

項
第

一
号

中
「
第

四
十

五
条

第
一

項
若

し
く

は
第

二
項

の
規

定
若

し
く

は
こ

れ
ら

の
規

定
に

基
づ

く
命

令
」
と

あ
る

の
は

「
第

四
十

五
条

第
一

項
若

し
く

は
第

二
項

の
規

定
若

し
く

は
こ

れ
ら

の
規

定
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
三

項
及

び
第

四
項

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
」
と

、
同

法
第

五
十

六
条

第
六

項
中

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

又
は

こ
れ

ら
の

規
定

に
基

づ
く

処
分

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
、

こ
れ

ら
の

規
定

に
基

づ
く

処
分

又
は

同
条

第
六

項
、

第
十

項
若

し
く

は
第

十
一

項
の

規
定

若
し

く
は

こ
れ

ら
の

規
定

に
基

づ
く

命
令

の
規

定
」
と

、
同

法
第

七
十

四
条

第
二

項
第

二
号

、
第

七
十

五
条

の
三

第
二

項
第

三
号

（
同

法
第

八
十

三
条

の
三

及
び

第
八

十
五

条
の

三
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
、

第
八

十
四

条
第

二
項

第
二

号
及

び
第

九
十

九
条

の
三

第
一

項
中

「
こ

の
法

律
又

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
又

は
同

条
第

六
項

、
第

十
項

若
し

く
は

第
十

一
項

の
規

定
若

し
く

は
こ

れ
ら

の
規

定
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

、
同

法
第

七
十

五
条

の
四

第
二

項
（
同

法
第

八
十

三
条

の
三

及
び

第
八

十
五

条
の

三
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
及

び
第

七
十

五
条

の
五

第
四

項
（
同

法
第

八
十

三
条

の
三

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
中

「
こ

の
法

律
（
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
又

は
処

分
を

含
む

。
）
」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
、

こ
れ

ら
の

規
定

に
基

づ
く

処
分

、
同

条
第

六
項

、
第

十
項

若
し

く
は

第
十

一
項

の
規

定
若

し
く

は
こ

れ
ら

の
規

定
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

、
同

法
第

八
十

四
条

第
二

項
第

三
号

中
「
こ

の
法

律
及

び
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
及

び
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
並

び
に

労
働

者
派

遣
法

（
同

条
第

六
項

、
第

十
項

及
び

第
十

一
項

の
規

定
に

限
る

。
）
及

び
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
」
と

す
る

。

読
替

え
に

係
る

労
働

安
全

衛
生

規
則

の
規

定
読

み
替

え
ら

れ
る

字
句

読
み

替
え

る
字

句

事
業

者
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
）
第

四
十

五
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
衛

生
管

理
者

を
選

任
す

べ
き

事
業

者
と

み
な

さ
れ

る
者

第
七

条
第

一
項

第
六

号
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
施

行
規

則
」
と

い
う

。
）
第

四
十

一
条

第
四

項
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

第
七

条
第

一
項

第
六

号
法

第
十

条
第

一
項

各
号

の
業

務
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

先
安

全
衛

生
管

理
業

務

第
十

四
条

第
三

項
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

四
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

中
の

労
働

者
（
以

下
単

に
「
派

遣
中

の
労

働
者

」
と

い
う

。
）
に

関
し

て
は

、
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

の
う

ち
労

働
者

派
遣

法
施

行
規

則
第

四
十

条
第

二
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

以
外

の
事

項
）

事
業

者
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
歯

科
医

師
に

よ
る

健
康

診
断

を
行

う
べ

き
事

業
者

と
み

な
さ

れ
る

者
労

働
者

労
働

者
（
派

遣
中

の
労

働
者

を
含

む
。

）
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
（
派

遣
中

の
労

働
者

に
関

し
て

は
、

同
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

の
う

ち
労

働
者

派
遣

法
施

行
規

則
第

四
十

条
第

二
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

以
外

の
事

項
）

労
働

者
労

働
者

（
派

遣
中

の
労

働
者

を
含

む
。

）
事

業
者

労
働

者
派

遣
法

第
四

十
五

条
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

歯
科

医
師

に
よ

る
健

康
診

断
を

行
う

べ
き

事
業

者
と

み
な

さ
れ

る
者

第
十

四
条

の
四

第
一

項
事

業
者

労
働

者
派

遣
法

第
四

十
五

条
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

産
業

医
を

選
任

す
べ

き
事

業
者

と
み

な
さ

れ
る

者
第

十
四

条
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

第
十

四
条

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
(派

遣
中

の
労

働
者

に
関

し
て

は
、

同
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

の
う

ち
労

働
者

派
遣

法
施

行
規

則
第

四
十

条
第

二
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

以
外

の
事

項
)

第
十

四
条

の
四

第
二

項
第

十
四

条
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

第
十

四
条

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
(派

遣
中

の
労

働
者

に
関

し
て

は
、

同
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

の
う

ち
労

働
者

派
遣

法
施

行
規

則
第

四
十

条
第

二
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

以
外

の
事

項
)

第
十

四
条

の
四

第
二

項
第

一
号

事
業

者
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
産

業
医

を
選

任
す

べ
き

事
業

者
と

み
な

さ
れ

る
者

第
十

四
条

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
第

十
四

条
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

(派
遣

中
の

労
働

者
に

関
し

て
は

、
同

項
に

規
定

す
る

事
項

の
う

ち
労

働
者

派
遣

法
施

行
規

則
第

四
十

条
第

二
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

以
外

の
事

項
)

労
働

者
労

働
者

(派
遣

中
の

労
働

者
を

含
む

。
)

１
７

 　
こ

の
条

の
規

定
に

よ
り

労
働

安
全

衛
生

法
 及

び
同

法
 に

基
づ

く
命

令
の

規
定

を
適

用
す

る
場

合
に

お
け

る
技

術
的

読
替

え
そ

の
他

必
要

な
事

項
は

、
命

令
で

定
め

る
。

第
十

二
条

第
十

四
条

第
五

項

第
十

四
条

第
六

項

第
十

四
条

の
四

第
二

項
第

二
号

（
労

働
安

全
衛

生
規

則
を
適

用
す
る
場

合
の

読
替

え
等

）
第

四
十

一
条

 　
法

第
四

十
五

条
の

規
定

に
よ

り
法

第
四

十
四

条
第

一
項

に
規

定
す

る
派

遣
先

の
事

業
（
以

下
単

に
「
派

遣
先

の
事

業
」
と

い
う

。
）

に
関

し
労

働
安

全
衛

生
規

則
の

規
定

を
適

用
す

る
場

合
に

お
け

る
法

第
四

十
五

条
第

十
七

項
の

規
定

に
よ

る
同

令
の

規
定

の
技

術
的

読
替

え
は

、
次

の
表

の
と

お
り

と
す

る
。

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

派
　

遣
　

法料
資
係
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
１

６
 　

第
一

項
か

ら
第

五
項

ま
で

、
第

七
項

か
ら

第
九

項
ま

で
及

び
前

項
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

労
働

安
全

衛
生

法
 若

し
く

は
同

法
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

又
は

第
六

項
 、

第
十

項
若

し
く

は
第

十
一

項
の

規
定

若
し

く
は

こ
れ

ら
の

規
定

に
基

づ
く

命
令

の
規

定
に

違
反

し
た

者
に

関
す

る
同

法
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
同

法
第

四
十

六
条

第
二

項
第

一
号

中
「
こ

の
法

律
又

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

（
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
）
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
又

は
同

条
第

六
項

、
第

十
項

若
し

く
は

第
十

一
項

の
規

定
若

し
く

は
こ

れ
ら

の
規

定
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

、
同

法
第

五
十

四
条

の
三

第
二

項
第

一
号

中
「
第

四
十

五
条

第
一

項
若

し
く

は
第

二
項

の
規

定
若

し
く

は
こ

れ
ら

の
規

定
に

基
づ

く
命

令
」
と

あ
る

の
は

「
第

四
十

五
条

第
一

項
若

し
く

は
第

二
項

の
規

定
若

し
く

は
こ

れ
ら

の
規

定
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
三

項
及

び
第

四
項

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
」
と

、
同

法
第

五
十

六
条

第
六

項
中

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

又
は

こ
れ

ら
の

規
定

に
基

づ
く

処
分

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
、

こ
れ

ら
の

規
定

に
基

づ
く

処
分

又
は

同
条

第
六

項
、

第
十

項
若

し
く

は
第

十
一

項
の

規
定

若
し

く
は

こ
れ

ら
の

規
定

に
基

づ
く

命
令

の
規

定
」
と

、
同

法
第

七
十

四
条

第
二

項
第

二
号

、
第

七
十

五
条

の
三

第
二

項
第

三
号

（
同

法
第

八
十

三
条

の
三

及
び

第
八

十
五

条
の

三
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
、

第
八

十
四

条
第

二
項

第
二

号
及

び
第

九
十

九
条

の
三

第
一

項
中

「
こ

の
法

律
又

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
又

は
同

条
第

六
項

、
第

十
項

若
し

く
は

第
十

一
項

の
規

定
若

し
く

は
こ

れ
ら

の
規

定
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

、
同

法
第

七
十

五
条

の
四

第
二

項
（
同

法
第

八
十

三
条

の
三

及
び

第
八

十
五

条
の

三
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
及

び
第

七
十

五
条

の
五

第
四

項
（
同

法
第

八
十

三
条

の
三

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
中

「
こ

の
法

律
（
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
又

は
処

分
を

含
む

。
）
」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
、

こ
れ

ら
の

規
定

に
基

づ
く

処
分

、
同

条
第

六
項

、
第

十
項

若
し

く
は

第
十

一
項

の
規

定
若

し
く

は
こ

れ
ら

の
規

定
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

、
同

法
第

八
十

四
条

第
二

項
第

三
号

中
「
こ

の
法

律
及

び
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
及

び
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
並

び
に

労
働

者
派

遣
法

（
同

条
第

六
項

、
第

十
項

及
び

第
十

一
項

の
規

定
に

限
る

。
）
及

び
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
」
と

す
る

。

読
替

え
に

係
る

労
働

安
全

衛
生

規
則

の
規

定
読

み
替

え
ら

れ
る

字
句

読
み

替
え

る
字

句

事
業

者
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
）
第

四
十

五
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
衛

生
管

理
者

を
選

任
す

べ
き

事
業

者
と

み
な

さ
れ

る
者

第
七

条
第

一
項

第
六

号
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
施

行
規

則
」
と

い
う

。
）
第

四
十

一
条

第
四

項
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

第
七

条
第

一
項

第
六

号
法

第
十

条
第

一
項

各
号

の
業

務
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

先
安

全
衛

生
管

理
業

務

第
十

四
条

第
三

項
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

四
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

中
の

労
働

者
（
以

下
単

に
「
派

遣
中

の
労

働
者

」
と

い
う

。
）
に

関
し

て
は

、
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

の
う

ち
労

働
者

派
遣

法
施

行
規

則
第

四
十

条
第

二
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

以
外

の
事

項
）

事
業

者
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
歯

科
医

師
に

よ
る

健
康

診
断

を
行

う
べ

き
事

業
者

と
み

な
さ

れ
る

者
労

働
者

労
働

者
（
派

遣
中

の
労

働
者

を
含

む
。

）
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
（
派

遣
中

の
労

働
者

に
関

し
て

は
、

同
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

の
う

ち
労

働
者

派
遣

法
施

行
規

則
第

四
十

条
第

二
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

以
外

の
事

項
）

労
働

者
労

働
者

（
派

遣
中

の
労

働
者

を
含

む
。

）
事

業
者

労
働

者
派

遣
法

第
四

十
五

条
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

歯
科

医
師

に
よ

る
健

康
診

断
を

行
う

べ
き

事
業

者
と

み
な

さ
れ

る
者

第
十

四
条

の
四

第
一

項
事

業
者

労
働

者
派

遣
法

第
四

十
五

条
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

産
業

医
を

選
任

す
べ

き
事

業
者

と
み

な
さ

れ
る

者
第

十
四

条
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

第
十

四
条

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
(派

遣
中

の
労

働
者

に
関

し
て

は
、

同
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

の
う

ち
労

働
者

派
遣

法
施

行
規

則
第

四
十

条
第

二
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

以
外

の
事

項
)

第
十

四
条

の
四

第
二

項
第

十
四

条
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

第
十

四
条

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
(派

遣
中

の
労

働
者

に
関

し
て

は
、

同
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

の
う

ち
労

働
者

派
遣

法
施

行
規

則
第

四
十

条
第

二
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

以
外

の
事

項
)

第
十

四
条

の
四

第
二

項
第

一
号

事
業

者
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
産

業
医

を
選

任
す

べ
き

事
業

者
と

み
な

さ
れ

る
者

第
十

四
条

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
第

十
四

条
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

(派
遣

中
の

労
働

者
に

関
し

て
は

、
同

項
に

規
定

す
る

事
項

の
う

ち
労

働
者

派
遣

法
施

行
規

則
第

四
十

条
第

二
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

以
外

の
事

項
)

労
働

者
労

働
者

(派
遣

中
の

労
働

者
を

含
む

。
)

１
７

 　
こ

の
条

の
規

定
に

よ
り

労
働

安
全

衛
生

法
 及

び
同

法
 に

基
づ

く
命

令
の

規
定

を
適

用
す

る
場

合
に

お
け

る
技

術
的

読
替

え
そ

の
他

必
要

な
事

項
は

、
命

令
で

定
め

る
。

第
十

二
条

第
十

四
条

第
五

項

第
十

四
条

第
六

項

第
十

四
条

の
四

第
二

項
第

二
号

（
労

働
安

全
衛

生
規

則
を
適

用
す
る
場

合
の

読
替

え
等

）
第

四
十

一
条

 　
法

第
四

十
五

条
の

規
定

に
よ

り
法

第
四

十
四

条
第

一
項

に
規

定
す

る
派

遣
先

の
事

業
（
以

下
単

に
「
派

遣
先

の
事

業
」
と

い
う

。
）

に
関

し
労

働
安

全
衛

生
規

則
の

規
定

を
適

用
す

る
場

合
に

お
け

る
法

第
四

十
五

条
第

十
七

項
の

規
定

に
よ

る
同

令
の

規
定

の
技

術
的

読
替

え
は

、
次

の
表

の
と

お
り

と
す

る
。
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Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
第

十
四

条
の

四
第

二
項

第
三

号
労

働
者

労
働

者
(派

遣
中

の
労

働
者

を
含

む
。

)

事
業

者
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
事

業
者

と
み

な
さ

れ
る

者
労

働
者

の
健

康
管

理
等

労
働

者
の

健
康

管
理

等
（
派

遣
中

の
労

働
者

に
関

し
て

は
、

労
働

者
派

遣
法

第
四

十
五

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
り

産
業

医
に

行
わ

せ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
も

の
と

さ
れ

る
労

働
者

の
健

康
管

理
等

）
第

十
五

条
の

二
第

三
項

法
第

十
三

条
第

四
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
情

報

法
第

十
三

条
第

四
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
情

報
(派

遣
中

の
労

働
者

に
関

し
て

は
、

労
働

者
派

遣
法

施
行

規
則

第
四

十
条

第
二

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
に

関
す

る
も

の
を

除
く

。
)

事
業

者
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
事

業
者

と
み

な
さ

れ
る

者
又

は
労

働
者

又
は

労
働

者
（
派

遣
中

の
労

働
者

を
含

む
。

）
事

業
場

の
労

働
者

事
業

場
の

労
働

者
（
派

遣
中

の
労

働
者

を
含

む
。

）
事

業
者

労
働

者
派

遣
法

第
四

十
五

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
り

事
業

者
と

み
な

さ
れ

る
者

労
働

者
労

働
者

（
派

遣
中

の
労

働
者

を
含

む
。

）
第

五
十

二
条

の
七

の
三

第
二

項
事

業
者

労
働

者
派

遣
法

第
四

十
五

条
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

派
遣

中
の

労
働

者
を

使
用

す
る

事
業

者
と

み
な

さ
れ

る
者

読
替

え
に

係
る

労
働

安
全

衛
生

規
則

の
規

定
読

み
替

え
ら

れ
る

字
句

読
み

替
え

る
字

句

事
業

者
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
）
第

四
十

四
条

第
三

項
に

規
定

す
る

派
遣

元
の

事
業

（
以

下
単

に
「
派

遣
元

の
事

業
」
と

い
う

。
）
を

行
う

者
法

第
十

条
第

一
項

各
号

の
業

務
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
二

項
に

規
定

す
る

派
遣

元
安

全
衛

生
管

理
業

務

第
十

四
条

第
三

項
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

四
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

中
の

労
働

者
（
以

下
単

に
「
派

遣
中

の
労

働
者

」
と

い
う

。
）
に

関
し

て
は

、
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
施

行
規

則
」
と

い
う

。
）
第

四
十

条
第

二
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

）
第

十
四

条
の

四
第

一
項

第
十

四
条

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
第

十
四

条
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

(派
遣

中
の

労
働

者
に

関
し

て
は

、
労

働
者

派
遣

法
施

行
規

則
第

四
十

条
第

二
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

)
第

十
四

条
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

第
十

四
条

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
(派

遣
中

の
労

働
者

に
関

し
て

は
、

労
働

者
派

遣
法

施
行

規
則

第
四

十
条

第
二

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
)

労
働

者
労

働
者

(派
遣

中
の

労
働

者
を

含
む

。
)

第
十

五
条

の
二

第
二

項
労

働
者

の
健

康
管

理
等

労
働

者
の

健
康

管
理

等
（
派

遣
中

の
労

働
者

に
関

し
て

は
、

労
働

者
派

遣
法

第
四

十
五

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

産
業

医
に

行
わ

せ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
も

の
と

さ
れ

る
労

働
者

の
健

康
管

理
等

）
第

十
五

条
の

二
第

三
項

法
第

十
三

条
第

四
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
情

報

法
第

十
三

条
第

四
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
情

報
(派

遣
中

の
労

働
者

に
関

し
て

は
、

労
働

者
派

遣
法

施
行

規
則

第
四

十
条

第
二

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
に

関
す

る
も

の
)

読
替

え
に

係
る

労
働

安
全

衛
生

規
則

の
規

定
読

み
替

え
ら

れ
る

字
句

読
み

替
え

る
字

句

第
六

条
第

二
項

事
業

者
事

業
者

（
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
）
第

四
十

五
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
安

全
管

理
者

を
選

任
す

べ
き

事
業

者
と

み
な

さ
れ

る
者

を
含

む
。

）
第

十
一

条
第

二
項

事
業

者
事

業
者

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
衛

生
管

理
者

を
選

任
す

べ
き

事
業

者
と

み
な

さ
れ

る
者

を
含

む
。

）
第

十
二

条
の

四
事

業
者

事
業

者
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
安

全
衛

生
推

進
者

又
は

衛
生

推
進

者
を

選
任

す
べ

き
事

業
者

と
み

な
さ

れ
る

者
を

含
む

。
）

第
十

四
条

第
四

項
事

業
者

事
業

者
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
産

業
医

を
選

任
す

べ
き

事
業

者
と

み
な

さ
れ

る
者

を
含

む
。

）
第

十
七

条
、

第
十

八
条

事
業

者
事

業
者

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
作

業
主

任
者

を
選

任
す

べ
き

事
業

者
と

み
な

さ
れ

る
者

を
含

む
。

）
事

業
者

事
業

者
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
元

方
安

全
衛

生
管

理
者

を
選

任
す

べ
き

事
業

者
と

み
な

さ
れ

る
者

を
含

む
。

）
労

働
者

労
働

者
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

四
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

中
の

労
働

者
（
以

下
単

に
「
派

遣
中

の
労

働
者

」
と

い
う

。
）
を

含
む

。
）

第
二

十
三

条
第

一
項

事
業

者
事

業
者

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
一

項
又

は
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

派
遣

中
の

労
働

者
を

使
用

す
る

事
業

者
と

み
な

さ
れ

る
者

を
含

む
。

）

第
十

五
条

の
二

第
二

項

第
三

十
五

条
第

一
項

第
三

十
五

条
第

二
項

３
 　

前
二

項
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
法

第
四

十
五

条
の

規
定

に
よ

り
労

働
安

全
衛

生
規

則
の

規
定

を
適

用
す

る
場

合
に

お
け

る
同

条
第

十
七

項
の

規
定

に
よ

る
同

令
の

規
定

の
技

術
的

読
替

え
は

、
次

の
表

の
と

お
り

と
す

る
。

第
十

二
条

第
十

四
条

の
四

第
二

項

２
 　

そ
の

事
業

場
に

使
用

す
る

労
働

者
が

派
遣

先
の

事
業

に
お

け
る

派
遣

就
業

の
た

め
に

派
遣

さ
れ

て
い

る
派

遣
元

の
事

業
に

関
し

労
働

安
全

衛
生

規
則

の
規

定
を

適
用

す
る

場
合

に
お

け
る

法
第

四
十

五
条

第
十

七
項

の
規

定
に

よ
る

同
令

の
規

定
の

技
術

的
読

替
え

は
、

次
の

表
の

と
お

り
と

す
る

。

第
十

八
条

の
五

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

129
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
事

業
者

事
業

者
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
一

項
又

は
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

派
遣

中
の

労
働

者
を

使
用

す
る

事
業

者
と

み
な

さ
れ

る
者

を
含

む
。

）
労

働
者

労
働

者
（
派

遣
中

の
労

働
者

を
含

む
。

）
第

二
十

三
条

の
二

事
業

者
事

業
者

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
一

項
又

は
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

派
遣

中
の

労
働

者
を

使
用

す
る

事
業

者
と

み
な

さ
れ

る
者

を
含

む
。

）
第

二
十

四
条

の
八

事
業

者
事

業
者

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
救

護
に

関
す

る
技

術
的

事
項

を
管

理
す

る
者

を
選

任
す

べ
き

事
業

者
と

み
な

さ
れ

る
者

を
含

む
。

）
第

四
十

条
の

三
第

一
項

事
業

者
事

業
者

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
派

遣
中

の
労

働
者

を
使

用
す

る
事

業
者

と
み

な
さ

れ
る

者
を

含
む

。
）

事
業

者
事

業
者

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

四
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

先
の

事
業

を
行

う
者

を
含

む
。

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

労
働

者
（

労
働

者
（
派

遣
中

の
労

働
者

を
含

み
、

第
四

十
八

条
雇

入
れ

の
際

雇
入

れ
の

際
（
派

遣
中

の
労

働
者

に
つ

い
て

は
、

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
に

係
る

労
働

者
派

遣
法

第
二

条
第

一
号

に
規

定
す

る
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

の
開

始
の

際
）

第
五

十
二

条
の

二
十

一
労

働
者

労
働

者
(派

遣
中

の
労

働
者

を
含

む
。

)
第

九
十

八
条

の
二

第
二

項
第

三
号

労
働

者
労

働
者

(派
遣

中
の

労
働

者
を

含
む

。
)

第
九

十
九

条
法

及
び

こ
れ

に
基

づ
く

命
令

法
及

び
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）

第
百

条
法

法
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）

第
六

百
六

十
七

条
そ

の
使

用
す

る
労

働
者

そ
の

使
用

す
る

労
働

者
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
そ

の
使

用
す

る
労

働
者

と
み

な
さ

れ
る

者
を

含
む

。
）

第
六

百
七

十
一

条
、

第
六

百
七

十
七

条
労

働
者

労
働

者
（
派

遣
中

の
労

働
者

を
含

む
。

）

読
替

え
に

係
る

ボ
イ

ラ
ー

及
び

圧
力

容
器

安
全

規
則

の
規

定

読
み

替
え

ら
れ

る
字

句
読

み
替

え
る

字
句

第
二

十
三

条
第

一
項

労
働

安
全

衛
生

規
則

（
昭

和
四

十
七

年
労

働
省

令
第

三
十

二
号

。
以

下
「
安

衛
則

」
と

い
う

。
）
第

四
十

二
条

労
働

安
全

衛
生

規
則

（
昭

和
四

十
七

年
労

働
省

令
第

三
十

二
号

。
以

下
「
安

衛
則

」
と

い
う

。
）
第

四
十

二
条

（
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
施

行
規

則
」
と

い
う

。
）
第

四
十

一
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）

第
四

十
四

条
第

一
項

、
第

四
十

八
条

、
第

七
十

九
条

、
第

八
十

三
条

事
業

者
事

業
者

（
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

第
四

十
四

条
第

一
項

に
規

定
す

る
派

遣
先

の
事

業
を

行
う

者
を

含
む

。
）

第
百

二
十

五
条

第
一

号
第

三
十

六
条

か
ら

第
五

十
四

条
ま

で
第

三
十

六
条

か
ら

第
五

十
四

条
ま

で
（
第

四
十

四
条

第
一

項
及

び
第

四
十

八
条

の
規

定
に

あ
つ

て
は

、
労

働
者

派
遣

法
施

行
規

則
第

四
十

三
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
第

百
二

十
五

条
第

一
号

か
ら

第
三

号
ま

で
第

七
十

一
条

か
ら

第
八

十
五

条
ま

で
第

七
十

一
条

か
ら

第
八

十
五

条
ま

で
（
第

七
十

九
条

及
び

第
八

十
三

条
の

規
定

に
あ

つ
て

は
、

労
働

者
派

遣
法

施
行

規
則

第
四

十
三

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）

第
百

二
十

五
条

第
四

号
第

七
十

一
条

か
ら

第
八

十
三

条
ま

で
第

七
十

一
条

か
ら

第
八

十
三

条
ま

で
（
第

七
十

九
条

及
び

第
八

十
三

条
の

規
定

に
あ

つ
て

は
、

労
働

者
派

遣
法

施
行

規
則

第
四

十
三

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）

（
ボ
イ
ラ
ー
及

び
圧

力
容

器
安

全
規

則
等

を
適

用
す
る
場

合
の

読
替

え
）

４
 　

労
働

者
が

そ
の

事
業

場
に

お
け

る
派

遣
就

業
の

た
め

に
派

遣
さ

れ
て

い
る

派
遣

先
の

事
業

の
事

業
場

に
関

す
る

労
働

安
全

衛
生

規
則

第
七

条
第

一
項

第
四

号
か

ら
第

六
号

ま
で

、
第

十
二

条
の

二
並

び
に

第
十

三
条

第
一

項
第

二
号

及
び

第
三

号
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
当

該
派

遣
先

の
事

業
の

事
業

場
も

ま
た

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
を

使
用

す
る

事
業

場
と

み
な

す
。

５
 　

労
働

者
が

そ
の

事
業

場
に

お
け

る
派

遣
就

業
の

た
め

に
派

遣
さ

れ
て

い
る

派
遣

先
の

事
業

の
事

業
場

に
関

す
る

労
働

安
全

衛
生

規
則

第
四

条
第

一
項

第
四

号
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
当

該
派

遣
先

の
事

業
の

事
業

場
を

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
を

使
用

す
る

事
業

場
と

み
な

す
。

６
 　

そ
の

事
業

場
に

使
用

す
る

労
働

者
が

派
遣

先
の

事
業

に
お

け
る

派
遣

就
業

の
た

め
に

派
遣

さ
れ

て
い

る
派

遣
元

の
事

業
場

に
関

す
る

労
働

安
全

衛
生

規
則

第
四

条
第

一
項

第
四

号
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
当

該
派

遣
元

の
事

業
の

事
業

場
は

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
を

使
用

し
な

い
も

の
と

み
な

す
。

（
派

遣
中

の
労

働
者

に
係

る
労

働
者

死
傷

病
報

告
の

送
付

）
第

四
十

二
条

 　
派

遣
先

の
事

業
を

行
う

者
は

、
労

働
安

全
衛

生
規

則
第

九
十

七
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
派

遣
中

の
労

働
者

に
係

る
同

項
の

報
告

書
を

所
轄

労
働

基
準

監
督

署
長

に
提

出
し

た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
、

そ
の

写
し

を
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

を
雇

用
す

る
派

遣
元

の
事

業
の

事
業

者
に

送
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
四

十
二

条
第

一
項

第
四

十
三

条
 　

法
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

ボ
イ

ラ
ー

及
び

圧
力

容
器

安
全

規
則

（
昭

和
四

十
七

年
労

働
省

令
第

三
十

三
号

）
の

規
定

を
適

用
す

る
場

合
に

お
け

る
同

条
第

十
七

項
の

規
定

に
よ

る
同

令
の

規
定

の
技

術
的

読
替

え
は

、
次

の
表

の
と

お
り

と
す

る
。

第
二

十
三

条
第

三
項

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
事

業
者

事
業

者
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
一

項
又

は
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

派
遣

中
の

労
働

者
を

使
用

す
る

事
業

者
と

み
な

さ
れ

る
者

を
含

む
。

）
労

働
者

労
働

者
（
派

遣
中

の
労

働
者

を
含

む
。

）
第

二
十

三
条

の
二

事
業

者
事

業
者

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
一

項
又

は
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

派
遣

中
の

労
働

者
を

使
用

す
る

事
業

者
と

み
な

さ
れ

る
者

を
含

む
。

）
第

二
十

四
条

の
八

事
業

者
事

業
者

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
救

護
に

関
す

る
技

術
的

事
項

を
管

理
す

る
者

を
選

任
す

べ
き

事
業

者
と

み
な

さ
れ

る
者

を
含

む
。

）
第

四
十

条
の

三
第

一
項

事
業

者
事

業
者

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
派

遣
中

の
労

働
者

を
使

用
す

る
事

業
者

と
み

な
さ

れ
る

者
を

含
む

。
）

事
業

者
事

業
者

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

四
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

先
の

事
業

を
行

う
者

を
含

む
。

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

労
働

者
（

労
働

者
（
派

遣
中

の
労

働
者

を
含

み
、

第
四

十
八

条
雇

入
れ

の
際

雇
入

れ
の

際
（
派

遣
中

の
労

働
者

に
つ

い
て

は
、

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
に

係
る

労
働

者
派

遣
法

第
二

条
第

一
号

に
規

定
す

る
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

の
開

始
の

際
）

第
五

十
二

条
の

二
十

一
労

働
者

労
働

者
(派

遣
中

の
労

働
者

を
含

む
。

)
第

九
十

八
条

の
二

第
二

項
第

三
号

労
働

者
労

働
者

(派
遣

中
の

労
働

者
を

含
む

。
)

第
九

十
九

条
法

及
び

こ
れ

に
基

づ
く

命
令

法
及

び
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）

第
百

条
法

法
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）

第
六

百
六

十
七

条
そ

の
使

用
す

る
労

働
者

そ
の

使
用

す
る

労
働

者
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
そ

の
使

用
す

る
労

働
者

と
み

な
さ

れ
る

者
を

含
む

。
）

第
六

百
七

十
一

条
、

第
六

百
七

十
七

条
労

働
者

労
働

者
（
派

遣
中

の
労

働
者

を
含

む
。

）

読
替

え
に

係
る

ボ
イ

ラ
ー

及
び

圧
力

容
器

安
全

規
則

の
規

定

読
み

替
え

ら
れ

る
字

句
読

み
替

え
る

字
句

第
二

十
三

条
第

一
項

労
働

安
全

衛
生

規
則

（
昭

和
四

十
七

年
労

働
省

令
第

三
十

二
号

。
以

下
「
安

衛
則

」
と

い
う

。
）
第

四
十

二
条

労
働

安
全

衛
生

規
則

（
昭

和
四

十
七

年
労

働
省

令
第

三
十

二
号

。
以

下
「
安

衛
則

」
と

い
う

。
）
第

四
十

二
条

（
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
施

行
規

則
」
と

い
う

。
）
第

四
十

一
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）

第
四

十
四

条
第

一
項

、
第

四
十

八
条

、
第

七
十

九
条

、
第

八
十

三
条

事
業

者
事

業
者

（
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

第
四

十
四

条
第

一
項

に
規

定
す

る
派

遣
先

の
事

業
を

行
う

者
を

含
む

。
）

第
百

二
十

五
条

第
一

号
第

三
十

六
条

か
ら

第
五

十
四

条
ま

で
第

三
十

六
条

か
ら

第
五

十
四

条
ま

で
（
第

四
十

四
条

第
一

項
及

び
第

四
十

八
条

の
規

定
に

あ
つ

て
は

、
労

働
者

派
遣

法
施

行
規

則
第

四
十

三
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
第

百
二

十
五

条
第

一
号

か
ら

第
三

号
ま

で
第

七
十

一
条

か
ら

第
八

十
五

条
ま

で
第

七
十

一
条

か
ら

第
八

十
五

条
ま

で
（
第

七
十

九
条

及
び

第
八

十
三

条
の

規
定

に
あ

つ
て

は
、

労
働

者
派

遣
法

施
行

規
則

第
四

十
三

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）

第
百

二
十

五
条

第
四

号
第

七
十

一
条

か
ら

第
八

十
三

条
ま

で
第

七
十

一
条

か
ら

第
八

十
三

条
ま

で
（
第

七
十

九
条

及
び

第
八

十
三

条
の

規
定

に
あ

つ
て

は
、

労
働

者
派

遣
法

施
行

規
則

第
四

十
三

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）

（
ボ
イ
ラ
ー
及

び
圧

力
容

器
安

全
規

則
等

を
適

用
す
る
場

合
の

読
替

え
）

４
 　

労
働

者
が

そ
の

事
業

場
に

お
け

る
派

遣
就

業
の

た
め

に
派

遣
さ

れ
て

い
る

派
遣

先
の

事
業

の
事

業
場

に
関

す
る

労
働

安
全

衛
生

規
則

第
七

条
第

一
項

第
四

号
か

ら
第

六
号

ま
で

、
第

十
二

条
の

二
並

び
に

第
十

三
条

第
一

項
第

二
号

及
び

第
三

号
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
当

該
派

遣
先

の
事

業
の

事
業

場
も

ま
た

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
を

使
用

す
る

事
業

場
と

み
な

す
。

５
 　

労
働

者
が

そ
の

事
業

場
に

お
け

る
派

遣
就

業
の

た
め

に
派

遣
さ

れ
て

い
る

派
遣

先
の

事
業

の
事

業
場

に
関

す
る

労
働

安
全

衛
生

規
則

第
四

条
第

一
項

第
四

号
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
当

該
派

遣
先

の
事

業
の

事
業

場
を

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
を

使
用

す
る

事
業

場
と

み
な

す
。

６
 　

そ
の

事
業

場
に

使
用

す
る

労
働

者
が

派
遣

先
の

事
業

に
お

け
る

派
遣

就
業

の
た

め
に

派
遣

さ
れ

て
い

る
派

遣
元

の
事

業
場

に
関

す
る

労
働

安
全

衛
生

規
則

第
四

条
第

一
項

第
四

号
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
当

該
派

遣
元

の
事

業
の

事
業

場
は

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
を

使
用

し
な

い
も

の
と

み
な

す
。

（
派

遣
中

の
労

働
者

に
係

る
労

働
者

死
傷

病
報

告
の

送
付

）
第

四
十

二
条

 　
派

遣
先

の
事

業
を

行
う

者
は

、
労

働
安

全
衛

生
規

則
第

九
十

七
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
派

遣
中

の
労

働
者

に
係

る
同

項
の

報
告

書
を

所
轄

労
働

基
準

監
督

署
長

に
提

出
し

た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
、

そ
の

写
し

を
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

を
雇

用
す

る
派

遣
元

の
事

業
の

事
業

者
に

送
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
四

十
二

条
第

一
項

第
四

十
三

条
 　

法
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

ボ
イ

ラ
ー

及
び

圧
力

容
器

安
全

規
則

（
昭

和
四

十
七

年
労

働
省

令
第

三
十

三
号

）
の

規
定

を
適

用
す

る
場

合
に

お
け

る
同

条
第

十
七

項
の

規
定

に
よ

る
同

令
の

規
定

の
技

術
的

読
替

え
は

、
次

の
表

の
と

お
り

と
す

る
。

第
二

十
三

条
第

三
項
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則

（
じ
ん
肺

法
 の

適
用

に
関

す
る
特

例
等

）

読
替

え
に

係
る

じ
ん

肺
法

施
行

規
則

の
規

定
読

み
替

え
ら

れ
る

字
句

読
み

替
え

る
字

句

３
 　

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
じ

ん
肺

法
 の

規
定

を
適

用
す

る
場

合
に

は
、

同
法

第
十

条
中

「
事

業
者

は
、

じ
ん

肺
健

康
診

断
を

」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

第
四

十
四

条
第

一
項

に
規

定
す

る
派

遣
先

の
事

業
（
以

下
単

に
「
派

遣
先

の
事

業
」
と

い
う

。
）
を

行
う

者
が

同
法

第
四

十
六

条
第

一
項

に
規

定
す

る
派

遣
中

の
労

働
者

に
対

し
て

じ
ん

肺
健

康
診

断
を

」
と

、
「
労

働
安

全
衛

生
法

第
六

十
六

条
第

一
項

又
は

第
二

項
の

」
と

あ
る

の
は

「
同

法
第

四
十

四
条

第
三

項
に

規
定

す
る

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

に
あ

つ
て

は
労

働
安

全
衛

生
法

第
六

十
六

条
第

一
項

又
は

第
二

項
の

、
派

遣
先

の
事

業
を

行
う

者
に

あ
つ

て
は

同
条

第
二

項
の

」
と

し
て

、
同

条
の

規
定

を
適

用
す

る
。

使
用

さ
れ

て
い

る
間

使
用

さ
れ

て
い

る
間

（
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

第
四

十
六

条
第

一
項

に
規

定
す

る
派

遣
中

の
労

働
者

（
以

下
単

に
「
派

遣
中

の
労

働
者

」
と

い
う

。
）
に

つ
い

て
は

、
同

法
第

四
十

四
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

先
の

事
業

（
以

下
「
派

遣
先

の
事

業
」
と

い
う

。
）
に

お
け

る
同

法
第

二
十

三
条

の
二

に
規

定
す

る
派

遣
就

業
の

た
め

に
派

遣
さ

れ
て

い
る

間
）

４
 　

粉
じ

ん
作

業
に

係
る

事
業

に
お

け
る

派
遣

中
の

労
働

者
の

派
遣

就
業

に
関

し
て

は
、

当
該

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

（
事

業
者

に
該

当
す

る
者

を
除

く
。

次
項

及
び

第
六

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
を

事
業

者
と

、
当

該
派

遣
先

の
事

業
を

行
う

者
も

ま
た

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
を

使
用

す
る

事
業

者
と

、
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

を
当

該
派

遣
先

の
事

業
を

行
う

者
に

も
ま

た
使

用
さ

れ
る

労
働

者
と

み
な

し
て

、
じ

ん
肺

法
第

二
十

条
の

二
か

ら
第

二
十

一
条

 ま
で

及
び

第
二

十
二

条
の

二
の

規
定

（
同

法
第

二
十

一
条

の
規

定
に

係
る

罰
則

の
規

定
を

含
む

。
）
を

適
用

す
る

。

離
職

し
た

者
離

職
し

た
者

（
派

遣
中

の
労

働
者

に
つ

い
て

は
、

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
に

係
る

労
働

者
派

遣
法

第
二

条
第

一
号

に
規

定
す

る
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
終

了
し

た
者

を
含

む
。

）

５
 　

粉
じ

ん
作

業
に

係
る

事
業

に
お

け
る

派
遣

中
の

労
働

者
の

派
遣

就
業

に
関

し
て

は
、

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

を
事

業
者

と
み

な
し

て
、

じ
ん

肺
法

第
二

十
二

条
の

規
定

（
同

条
の

規
定

に
係

る
罰

則
の

規
定

を
含

む
。

）
を

適
用

す
る

。

２
 　

法
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

有
機

溶
剤

中
毒

予
防

規
則

、
鉛

中
毒

予
防

規
則

、
四

ア
ル

キ
ル

鉛
中

毒
予

防
規

則
及

び
高

気
圧

作
業

安
全

衛
生

規
則

の
規

定
を

適
用

す
る

場
合

に
お

け
る

同
条

第
十

七
項

の
規

定
に

よ
る

こ
れ

ら
の

命
令

の
規

定
の

技
術

的
読

替
え

は
、

有
機

溶
剤

中
毒

予
防

規
則

第
二

十
九

条
第

二
項

（
特

定
化

学
物

質
障

害
予

防
規

則
第

四
十

一
条

の
二

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
、

鉛
中

毒
予

防
規

則
第

五
十

三
条

第
一

項
、

四
ア

ル
キ

ル
鉛

中
毒

予
防

規
則

第
二

十
二

条
及

び
高

気
圧

作
業

安
全

衛
生

規
則

第
三

十
八

条
第

一
項

の
規

定
中

「
雇

入
れ

の
際

」
と

あ
る

の
は

「
雇

入
れ

の
際

（
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

第
四

十
四

条
第

一
項

に
規

定
す

る
派

遣
中

の
労

働
者

に
つ

い
て

は
、

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
に

係
る

同
法

第
二

条
第

一
号

に
規

定
す

る
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

の
開

始
の

際
）
」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
３

　
法

第
四

十
五

条
の

規
定

に
よ

り
特

定
化

学
物

質
障

害
予

防
規

則
、

電
離

放
射

線
障

害
防

止
規

則
、

石
綿

障
害

予
防

規
則

及
び

東
日

本
大

震
災

に
よ

り
生

じ
た

放
射

性
物

質
に

よ
り

汚
染

さ
れ

た
土

壌
等

を
除

染
す

る
た

め
の

業
務

等
に

係
る

電
離

放
射

線
障

害
防

止
規

則
の

規
定

を
適

用
す

る
場

合
に

お
け

る
同

条
第

十
七

項
の

規
定

に
よ

る
こ

れ
ら

の
命

令
の

規
定

の
技

術
的

読
替

え
は

、
特

定
化

学
物

質
障

害
予

防
規

則
第

三
十

九
条

第
一

項
、

別
表

第
三

(九
)の

項
及

び
別

表
第

四
(九

)の
項

、
電

離
放

射
線

障
害

防
止

規
則

第
五

十
六

条
第

一
項

、
石

綿
障

害
予

防
規

則
第

四
十

条
第

一
項

並
び

に
東

日
本

大
震

災
に

よ
り

生
じ

た
放

射
性

物
質

に
よ

り
汚

染
さ

れ
た

土
壌

等
を

除
染

す
る

た
め

の
業

務
等

に
係

る
電

離
放

射
線

障
害

防
止

規
則

第
二

十
条

第
一

項
及

び
第

二
十

五
条

の
九

中
「
雇

入
れ

」
と

あ
る

の
は

「
雇

入
れ

(労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び

派
遣

労
働

者
の

保
護

等
に

関
す

る
法

律
第

四
十

四
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

中
の

労
働

者
に

つ
い

て
は

、
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

に
係

る
同

法
第

二
条

第
一

号
に

規
定

す
る

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
の

開
始

)」
と

、
電

離
放

射
線

障
害

防
止

規
則

第
五

十
六

条
の

二
第

一
項

、
第

五
十

七
条

の
二

第
二

項
、

第
五

十
七

条
の

三
第

二
項

及
び

第
五

十
九

条
中

「
離

職
す

る
際

」
と

あ
る

の
は

「
離

職
す

る
際

(労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び

派
遣

労
働

者
の

保
護

等
に

関
す

る
法

律
第

四
十

四
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

中
の

労
働

者
に

つ
い

て
は

、
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

に
係

る
同

法
第

二
条

第
一

号
に

規
定

す
る

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

終
了

す
る

際
)」

と
、

同
令

第
六

十
二

条
中

「
事

業
者

(除
染

則
第

二
条

第
一

項
の

事
業

者
を

除
く

。
)及

び
そ

の
使

用
す

る
労

働
者

」
と

あ
る

の
は

「
事

業
者

(労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び

派
遣

労
働

者
の

保
護

等
に

関
す

る
法

律
第

四
十

五
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
派

遣
中

の
労

働
者

を
使

用
す

る
事

業
者

と
み

な
さ

れ
る

者
を

含
み

、
除

染
則

第
二

条
第

一
項

の
事

業
者

(同
法

第
四

十
五

条
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

派
遣

中
の

労
働

者
を

使
用

す
る

事
業

者
と

み
な

さ
れ

る
者

を
含

む
。

)を
除

く
。

)及
び

そ
の

使
用

す
る

労
働

者
(同

法
第

四
十

五
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
そ

の
使

用
す

る
労

働
者

と
み

な
さ

れ
る

者
を

含
む

。
)」

と
、

東
日

本
大

震
災

に
よ

り
生

じ
た

放
射

性
物

質
に

よ
り

汚
染

さ
れ

た
土

壌
等

を
除

染
す

る
た

め
の

業
務

等
に

係
る

電
離

放
射

線
障

害
防

止
規

則
第

六
条

第
二

項
、

第
二

十
一

条
、

第
二

十
五

条
の

五
第

二
項

及
び

第
二

十
五

条
の

九
中

「
離

職
し

た
後

」
と

あ
る

の
は

「
離

職
し

た
後

(労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び

派
遣

労
働

者
の

保
護

等
に

関
す

る
法

律
第

四
十

四
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

中
の

労
働

者
に

つ
い

て
は

、
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

に
係

る
同

法
第

二
条

第
一

号
に

規
定

す
る

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

終
了

し
た

後
)」

と
、

同
令

第
二

十
七

条
第

二
項

及
び

第
二

十
八

条
第

二
項

中
「
離

職
す

る
と

き
」
と

あ
る

の
は

「
離

職
す

る
と

き
(労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

第
四

十
四

条
第

一
項

に
規

定
す

る
派

遣
中

の
労

働
者

に
つ

い
て

は
、

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
に

係
る

同
法

第
二

条
第

一
号

に
規

定
す

る
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
終

了
す

る
と

き
」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
（
法

第
四

十
六

条
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
事

項
）

第
四

十
四

条
 　

法
第

四
十

六
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
同

項
に

規
定

す
る

派
遣

中
の

労
働

者
（
次

条
第

三
項

に
お

い
て

単
に

「
派

遣
中

の
労

働
者

」
と

い
う

。
）
を

使
用

す
る

事
業

者
と

み
な

さ
れ

た
者

は
、

同
条

第
七

項
の

じ
ん

肺
健

康
診

断
の

結
果

を
記

載
し

た
書

面
の

作
成

を
、

じ
ん

肺
法

施
行

規
則

（
昭

和
三

十
五

年
労

働
省

令
第

六
号

）
様

式
第

三
号

に
よ

る
書

面
の

写
し

を
作

成
す

る
こ

と
に

よ
り

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
四

十
五

条
 　

法
第

四
十

六
条

（
第

六
項

を
除

く
。

）
の

規
定

に
よ

り
じ

ん
肺

法
施

行
規

則
の

規
定

を
適

用
す

る
場

合
に

お
け

る
同

条
第

十
四

項
の

規
定

に
よ

る
同

令
の

規
定

の
技

術
的

読
替

え
は

、
次

の
表

の
と

お
り

と
す

る
。

２
 　

前
項

の
者

は
、

法
第

四
十

六
条

第
七

項
の

通
知

の
内

容
を

記
載

し
た

書
面

の
作

成
を

、
じ

ん
肺

法
施

行
規

則
第

十
六

条
の

じ
ん

肺
管

理
区

分
決

定
通

知
書

の
写

し
を

作
成

す
る

こ
と

に
よ

り
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
 　

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

は
、

法
第

四
十

六
条

第
七

項
の

規
定

に
よ

り
送

付
を

受
け

た
同

項
の

書
面

を
、

じ
ん

肺
健

康
診

断
の

結
果

を
記

載
し

た
書

面
に

あ
つ

て
は

七
年

間
、

通
知

の
内

容
を

記
載

し
た

書
面

に
あ

つ
て

は
三

年
間

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
じ
ん
肺

法
施

行
規

則
を
適

用
す
る
場

合
の

読
替

え
）

第
四

十
六

条
 　

労
働

者
が

そ
の

事
業

に
お

け
る

派
遣

就
業

の
た

め
に

派
遣

さ
れ

て
い

る
派

遣
先

の
事

業
で

、
じ

ん
肺

法
 （

昭
和

三
十

五
年

法
律

第
三

十
号

）
第

二
条

第
一

項
第

三
号

 に
規

定
す

る
粉

じ
ん

作
業

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

単
に

「
粉

じ
ん

作
業

」
と

い
う

。
）
に

係
る

も
の

に
関

し
て

は
、

当
該

派
遣

先
の

事
業

を
行

う
者

を
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

（
当

該
派

遣
先

の
事

業
に

お
い

て
、

常
時

粉
じ

ん
作

業
に

従
事

し
て

い
る

者
及

び
常

時
粉

じ
ん

作
業

に
従

業
し

た
こ

と
の

あ
る

者
に

限
る

。
以

下
第

四
項

ま
で

及
び

第
七

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
を

使
用

す
る

同
法

第
二

条
第

一
項

第
五

号
 に

規
定

す
る

事
業

者
（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

単
に

「
事

業
者

」
と

い
う

。
）
と

、
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

を
当

該
派

遣
先

の
事

業
を

行
う

者
に

使
用

さ
れ

る
労

働
者

と
み

な
し

て
、

同
法

第
五

条
か

ら
第

九
条

の
二

ま
で

、
第

十
一

条
か

ら
第

十
四

条
ま

で
、

第
十

五
条

第
三

項
、

第
十

六
条

か
ら

第
十

七
条

ま
で

及
び

第
三

十
五

条
の

二
の

規
定

（
こ

れ
ら

の
規

定
に

係
る

罰
則

の
規

定
を

含
む

。
）
を

適
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

同
法

第
九

条
の

二
第

一
項

中
「
、

離
職

」
と

あ
る

の
は

「
、

離
職

（
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
）
第

四
十

六
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

中
の

労
働

者
に

つ
い

て
は

、
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

に
係

る
労

働
者

派
遣

法
第

二
条

第
一

号
に

規
定

す
る

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
の

終
了

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
」
と

、
同

法
第

三
十

五
条

の
二

中
「
こ

の
法

律
」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

六
条

の
規

定
を

含
む

。
）
」
と

す
る

。

第
十

八
条

２
 　

そ
の

事
業

に
使

用
す

る
労

働
者

が
派

遣
先

の
事

業
（
粉

じ
ん

作
業

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）
に

お
け

る
派

遣
就

業
の

た
め

に
派

遣
さ

れ
て

い
る

派
遣

元
の

事
業

（
粉

じ
ん

作
業

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）
に

関
す

る
前

項
前

段
に

掲
げ

る
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

当
該

派
遣

元
の

事
業

の
事

業
者

は
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

を
使

用
し

な
い

も
の

と
、

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
は

当
該

派
遣

元
の

事
業

の
事

業
者

に
使

用
さ

れ
な

い
も

の
と

み
な

す
。

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ
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○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
６

 　
派

遣
先

の
事

業
に

お
い

て
常

時
粉

じ
ん

作
業

に
従

事
し

た
こ

と
の

あ
る

労
働

者
で

あ
つ

て
現

に
派

遣
元

の
事

業
を

行
う

者
に

雇
用

さ
れ

る
も

の
の

う
ち

、
常

時
粉

じ
ん

作
業

に
従

事
す

る
労

働
者

以
外

の
者

（
当

該
派

遣
先

の
事

業
に

お
い

て
現

に
粉

じ
ん

作
業

以
外

の
作

業
に

常
時

従
事

し
て

い
る

者
を

除
く

。
）
に

つ
い

て
は

、
当

該
派

遣
元

の
事

業
を

行
う

者
を

事
業

者
と

み
な

し
て

、
じ

ん
肺

法
第

八
条

か
ら

第
十

四
条

ま
で

、
第

十
五

条
第

三
項

、
第

十
六

条
か

ら
第

十
七

条
ま

で
、

第
二

十
条

の
二

、
第

二
十

二
条

の
二

及
び

第
三

十
五

条
の

二
の

規
定

（
こ

れ
ら

の
規

定
に

係
る

罰
則

の
規

定
を

含
む

。
）
を

適
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

同
法

第
十

条
中

「
事

業
者

は
、

じ
ん

肺
健

康
診

断
を

」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
）
第

四
十

四
条

第
三

項
に

規
定

す
る

派
遣

元
の

事
業

（
以

下
単

に
「
派

遣
元

の
事

業
」
と

い
う

。
）
を

行
う

者
が

同
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

中
の

労
働

者
又

は
同

項
に

規
定

す
る

派
遣

中
の

労
働

者
で

あ
つ

た
者

に
対

し
て

じ
ん

肺
健

康
診

断
を

」
と

、
「
労

働
安

全
衛

生
法

第
六

十
六

条
第

一
項

又
は

第
二

項
の

」
と

あ
る

の
は

「
派

遣
元

の
事

業
を

行
う

者
に

あ
つ

て
は

労
働

安
全

衛
生

法
第

六
十

六
条

第
一

項
又

は
第

二
項

の
、

労
働

者
派

遣
法

第
四

十
四

条
第

一
項

に
規

定
す

る
派

遣
先

の
事

業
を

行
う

者
に

あ
つ

て
は

労
働

安
全

衛
生

法
第

六
十

六
条

第
二

項
の

」
と

、
同

法
第

三
十

五
条

の
二

中
「
こ

の
法

律
」

と
あ

る
の

は
「
こ

の
法

律
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

六
条

の
規

定
を

含
む

。
）
」
と

す
る

。
７

 　
第

一
項

の
規

定
に

よ
り

派
遣

中
の

労
働

者
を

使
用

す
る

事
業

者
と

み
な

さ
れ

た
者

は
、

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
に

対
し

て
じ

ん
肺

健
康

診
断

を
行

つ
た

と
き

又
は

同
項

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
じ

ん
肺

法
第

十
一

条
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

り
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

か
ら

じ
ん

肺
健

康
診

断
の

結
果

を
証

明
す

る
書

面
そ

の
他

の
書

面
の

提
出

を
受

け
た

と
き

に
あ

つ
て

は
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

に
係

る
同

項
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

同
法

第
十

七
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
作

成
し

た
記

録
に

基
づ

い
て

当
該

じ
ん

肺
健

康
診

断
の

結
果

を
記

載
し

た
書

面
を

作
成

し
、

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

同
法

第
十

四
条

第
一

項
 （

同
法

第
十

五
条

第
三

項
 、

第
十

六
条

第
二

項
及

び
第

十
六

条
の

二
第

二
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

る
通

知
を

受
け

た
と

き
に

あ
つ

て
は

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

通
知

の
内

容
を

記
載

し
た

書
面

を
作

成
し

、
遅

滞
な

く
、

当
該

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

に
送

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
８

 　
前

項
の

規
定

に
よ

り
同

項
の

書
面

の
送

付
を

受
け

た
派

遣
元

の
事

業
を

行
う

者
は

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

書
面

を
保

存
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

９
 　

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

は
、

粉
じ

ん
作

業
に

係
る

事
業

に
お

け
る

派
遣

就
業

に
従

事
す

る
派

遣
中

の
労

働
者

で
常

時
粉

じ
ん

作
業

に
従

事
す

る
も

の
（
じ

ん
肺

管
理

区
分

が
管

理
二

、
管

理
三

又
は

管
理

四
と

決
定

さ
れ

た
労

働
者

を
除

く
。

）
が

労
働

安
全

衛
生

法
第

六
十

六
条

第
一

項
又

は
第

二
項

の
健

康
診

断
（
当

該
派

遣
先

の
事

業
を

行
う

者
の

行
う

も
の

を
除

く
。

）
に

お
い

て
、

じ
ん

肺
法

第
二

条
第

一
項

第
一

号
に

規
定

す
る

じ
ん

肺
（
以

下
単

に
「
じ

ん
肺

」
と

い
う

。
）
の

所
見

が
あ

り
、

又
は

じ
ん

肺
に

か
か

つ
て

い
る

疑
い

が
あ

る
と

診
断

さ
れ

た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
、

そ
の

旨
を

当
該

派
遣

先
の

事
業

を
行

う
者

に
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
１

０
 　

前
三

項
の

規
定

に
違

反
し

た
者

は
、

三
十

万
円

以
下

の
罰

金
に

処
す

る
。

１
１

 　
法

人
の

代
表

者
又

は
法

人
若

し
く

は
人

の
代

理
人

、
使

用
人

そ
の

他
の

従
業

者
が

、
そ

の
法

人
又

は
人

の
業

務
に

関
し

て
、

前
項

の
違

反
行

為
を

し
た

と
き

は
、

行
為

者
を

罰
す

る
ほ

か
、

そ
の

法
人

又
は

人
に

対
し

て
も

、
同

項
の

罰
金

刑
を

科
す

る
。

１
２

 　
前

各
項

の
規

定
に

よ
る

じ
ん

肺
法

の
特

例
に

つ
い

て
は

、
同

法
第

三
十

二
条

第
一

項
中

「
事

業
者

」
と

あ
る

の
は

「
事

業
者

（
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
）
第

四
十

六
条

の
規

定
に

よ
り

事
業

者
と

み
な

さ
れ

た
者

を
含

む
。

第
三

十
五

条
の

三
第

一
項

、
第

二
項

及
び

第
四

項
、

第
四

十
三

条
の

二
第

二
項

並
び

に
第

四
十

四
条

に
お

い
て

「
事

業
者

等
」
と

い
う

。
）
」
と

、
同

法
第

三
十

五
条

の
三

第
一

項
、

第
二

項
及

び
第

四
項

中
「
事

業
者

」
と

あ
る

の
は

「
事

業
者

等
」
と

、
同

条
第

一
項

中
「
こ

の
法

律
又

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

六
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
又

は
同

条
第

七
項

か
ら

第
九

項
ま

で
の

規
定

若
し

く
は

こ
れ

ら
の

規
定

に
基

づ
く

命
令

の
規

定
」
と

、
同

法
第

三
十

九
条

第
二

項
及

び
第

三
項

中
「
こ

の
法

律
」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

六
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
」
と

、
同

条
第

三
項

中
「
第

二
十

一
条

第
四

項
」
と

あ
る

の
は

「
第

二
十

一
条

第
四

項
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

六
条

第
四

項
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
」
と

、
同

法
第

四
十

条
第

一
項

中
「
粉

じ
ん

作
業

を
行

う
事

業
場

」
と

あ
る

の
は

「
粉

じ
ん

作
業

を
行

う
事

業
場

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

六
条

の
規

定
に

よ
り

事
業

者
と

み
な

さ
れ

た
者

の
事

業
場

を
含

む
。

第
四

十
二

条
第

一
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
」
と

、
同

法
第

四
十

一
条

及
び

第
四

十
二

条
第

一
項

中
「
こ

の
法

律
」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
及

び
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

六
条

の
規

定
」

と
、

同
法

第
四

十
三

条
中

「
こ

の
法

律
の

規
定

に
違

反
す

る
罪

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
の

規
定

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

六
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
に

違
反

す
る

罪
並

び
に

同
条

第
十

項
及

び
第

十
一

項
の

罪
」
と

、
同

法
第

四
十

三
条

の
二

第
一

項
中

「
こ

の
法

律
又

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

六
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
又

は
同

条
第

七
項

か
ら

第
九

項
ま

で
の

規
定

若
し

く
は

こ
れ

ら
の

規
定

に
基

づ
く

命
令

の
規

定
」
と

、
同

条
第

二
項

及
び

同
法

第
四

十
四

条
中

「
事

業
者

」
と

あ
る

の
は

「
事

業
者

等
」
と

し
て

、
こ

れ
ら

の
規

定
（
こ

れ
ら

の
規

定
に

係
る

罰
則

の
規

定
を

含
む

。
）
を

適
用

す
る

。
１

３
 　

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

が
事

業
者

に
該

当
す

る
場

合
で

あ
つ

て
そ

の
者

が
派

遣
中

の
労

働
者

に
対

し
て

じ
ん

肺
健

康
診

断
を

行
つ

た
と

き
に

お
け

る
じ

ん
肺

法
第

十
条

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

同
条

中
「
事

業
者

は
、

」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
）
第

四
十

四
条

第
三

項
に

規
定

す
る

派
遣

元
の

事
業

（
以

下
単

に
「
派

遣
元

の
事

業
」
と

い
う

。
）
を

行
う

者
が

」
と

、
「
労

働
安

全
衛

生
法

第
六

十
六

条
第

一
項

 又
は

第
二

項
 の

」
と

あ
る

の
は

「
派

遣
元

の
事

業
を

行
う

者
に

あ
つ

て
は

労
働

安
全

衛
生

法
第

六
十

六
条

第
一

項
又

は
第

二
項

 の
、

労
働

者
派

遣
法

第
四

十
四

条
第

一
項

に
規

定
す

る
派

遣
先

の
事

業
を

行
う

者
に

あ
つ

て
は

労
働

安
全

衛
生

法
第

六
十

六
条

第
二

項
の

」
と

す
る

。
１

４
 　

こ
の

条
の

規
定

に
よ

り
じ

ん
肺

法
 及

び
同

法
 に

基
づ

く
命

令
の

規
定

を
適

用
す

る
場

合
に

お
け

る
技

術
的

読
替

え
そ

の
他

必
要

な
事

項
は

、
命

令
で

定
め

る
。

 一
 　

派
遣

中
の

労
働

者
　

法
第

四
十

六
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

を
使

用
す

る
じ

ん
肺

法
第

二
条

第
一

項
第

五
号

に
規

定
す

る
事

業
者

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
事

業
者

」
と

い
う

。
）
と

み
な

さ
れ

る
派

遣
先

の
事

業
を

行
う

者
及

び
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

を
雇

用
す

る
派

遣
元

の
事

業
を

行
う

者

 七
 　

そ
の

事
業

に
使

用
す

る
労

働
者

を
派

遣
先

の
事

業
に

お
け

る
派

遣
就

業
の

た
め

に
派

遣
し

、
常

時
粉

じ
ん

作
業

に
従

事
さ

せ
た

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

で
あ

つ
て

現
に

当
該

労
働

者
を

雇
用

し
て

い
な

い
も

の
　

当
該

労
働

者
で

あ
つ

た
者

 八
 　

前
各

号
に

掲
げ

る
者

以
外

の
者

　
派

遣
中

の
労

働
者

又
は

派
遣

中
の

労
働

者
で

あ
つ

た
者

及
び

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
を

雇
用

す
る

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

又
は

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

で
あ

つ
た

者
（
派

遣
中

の
労

働
者

に
あ

つ
て

は
、

法
第

四
十

六
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

を
使

用
す

る
事

業
者

と
み

な
さ

れ
る

派
遣

先
の

事
業

を
行

う
者

を
含

む
。

）

 六
 　

法
第

四
十

六
条

第
六

項
の

規
定

に
よ

り
そ

の
雇

用
す

る
労

働
者

に
つ

い
て

事
業

者
と

み
な

さ
れ

る
派

遣
元

の
事

業
を

行
う

者
　

当
該

労
働

者

 二
 　

法
第

四
十

六
条

第
六

項
の

規
定

に
よ

り
そ

の
者

に
つ

い
て

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

が
事

業
者

と
み

な
さ

れ
る

労
働

者
　

当
該

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

３
 　

令
第

八
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
じ

ん
肺

法
第

十
八

条
第

一
項

の
規

定
が

適
用

さ
れ

る
場

合
に

お
け

る
派

遣
中

の
労

働
者

又
は

派
遣

中
の

労
働

者
で

あ
つ

た
者

に
係

る
同

項
の

審
査

請
求

に
係

る
同

法
第

十
九

条
第

七
項

の
利

害
関

係
者

は
、

じ
ん

肺
法

施
行

規
則

第
二

十
五

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
審

査
請

求
人

ご
と

に
、

そ
れ

ぞ
れ

各
号

に
掲

げ
る

者
と

す
る

。

２
 　

法
第

四
十

六
条

第
六

項
の

規
定

に
よ

り
じ

ん
肺

法
（
昭

和
三

十
五

年
法

律
第

三
十

号
）
第

二
条

第
一

項
第

五
号

の
事

業
者

と
み

な
さ

れ
る

者
に

関
し

て
同

項
の

規
定

に
よ

り
じ

ん
肺

法
施

行
規

則
の

規
定

を
適

用
す

る
場

合
に

お
け

る
同

条
第

十
四

項
の

規
定

に
よ

る
同

令
の

規
定

の
技

術
的

読
替

え
は

、
同

令
第

十
条

、
第

十
四

条
及

び
第

二
十

二
条

中
「
法

第
七

条
か

ら
第

九
条

の
二

」
と

あ
る

の
は

「
法

第
八

条
か

ら
第

九
条

の
二

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。

 三
 　

派
遣

先
の

事
業

に
お

い
て

常
時

粉
じ

ん
作

業
（
じ

ん
肺

法
第

二
条

第
一

項
第

三
号

に
規

定
す

る
粉

じ
ん

作
業

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
に

従
事

し
た

こ
と

の
あ

る
労

働
者

で
あ

つ
て

現
に

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

に
雇

用
さ

れ
て

い
な

い
も

の
　

当
該

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

で
あ

つ
た

者

 五
 　

派
遣

中
の

労
働

者
を

雇
用

す
る

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

　
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

及
び

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
に

係
る

派
遣

先
の

事
業

を
行

う
者

 四
 　

法
第

四
十

六
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
派

遣
中

の
労

働
者

を
使

用
す

る
事

業
者

と
み

な
さ

れ
る

派
遣

先
の

事
業

を
行

う
者

　
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

及
び

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
を

雇
用

す
る

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ
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派
　遣
　法
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係
資
料
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○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
６

 　
派

遣
先

の
事

業
に

お
い

て
常

時
粉

じ
ん

作
業

に
従

事
し

た
こ

と
の

あ
る

労
働

者
で

あ
つ

て
現

に
派

遣
元

の
事

業
を

行
う

者
に

雇
用

さ
れ

る
も

の
の

う
ち

、
常

時
粉

じ
ん

作
業

に
従

事
す

る
労

働
者

以
外

の
者

（
当

該
派

遣
先

の
事

業
に

お
い

て
現

に
粉

じ
ん

作
業

以
外

の
作

業
に

常
時

従
事

し
て

い
る

者
を

除
く

。
）
に

つ
い

て
は

、
当

該
派

遣
元

の
事

業
を

行
う

者
を

事
業

者
と

み
な

し
て

、
じ

ん
肺

法
第

八
条

か
ら

第
十

四
条

ま
で

、
第

十
五

条
第

三
項

、
第

十
六

条
か

ら
第

十
七

条
ま

で
、

第
二

十
条

の
二

、
第

二
十

二
条

の
二

及
び

第
三

十
五

条
の

二
の

規
定

（
こ

れ
ら

の
規

定
に

係
る

罰
則

の
規

定
を

含
む

。
）
を

適
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

同
法

第
十

条
中

「
事

業
者

は
、

じ
ん

肺
健

康
診

断
を

」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
）
第

四
十

四
条

第
三

項
に

規
定

す
る

派
遣

元
の

事
業

（
以

下
単

に
「
派

遣
元

の
事

業
」
と

い
う

。
）
を

行
う

者
が

同
条

第
一

項
に

規
定

す
る

派
遣

中
の

労
働

者
又

は
同

項
に

規
定

す
る

派
遣

中
の

労
働

者
で

あ
つ

た
者

に
対

し
て

じ
ん

肺
健

康
診

断
を

」
と

、
「
労

働
安

全
衛

生
法

第
六

十
六

条
第

一
項

又
は

第
二

項
の

」
と

あ
る

の
は

「
派

遣
元

の
事

業
を

行
う

者
に

あ
つ

て
は

労
働

安
全

衛
生

法
第

六
十

六
条

第
一

項
又

は
第

二
項

の
、

労
働

者
派

遣
法

第
四

十
四

条
第

一
項

に
規

定
す

る
派

遣
先

の
事

業
を

行
う

者
に

あ
つ

て
は

労
働

安
全

衛
生

法
第

六
十

六
条

第
二

項
の

」
と

、
同

法
第

三
十

五
条

の
二

中
「
こ

の
法

律
」

と
あ

る
の

は
「
こ

の
法

律
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

六
条

の
規

定
を

含
む

。
）
」
と

す
る

。
７

 　
第

一
項

の
規

定
に

よ
り

派
遣

中
の

労
働

者
を

使
用

す
る

事
業

者
と

み
な

さ
れ

た
者

は
、

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
に

対
し

て
じ

ん
肺

健
康

診
断

を
行

つ
た

と
き

又
は

同
項

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
じ

ん
肺

法
第

十
一

条
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

り
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

か
ら

じ
ん

肺
健

康
診

断
の

結
果

を
証

明
す

る
書

面
そ

の
他

の
書

面
の

提
出

を
受

け
た

と
き

に
あ

つ
て

は
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

に
係

る
同

項
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

同
法

第
十

七
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
作

成
し

た
記

録
に

基
づ

い
て

当
該

じ
ん

肺
健

康
診

断
の

結
果

を
記

載
し

た
書

面
を

作
成

し
、

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

同
法

第
十

四
条

第
一

項
 （

同
法

第
十

五
条

第
三

項
 、

第
十

六
条

第
二

項
及

び
第

十
六

条
の

二
第

二
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

る
通

知
を

受
け

た
と

き
に

あ
つ

て
は

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

通
知

の
内

容
を

記
載

し
た

書
面

を
作

成
し

、
遅

滞
な

く
、

当
該

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

に
送

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
８

 　
前

項
の

規
定

に
よ

り
同

項
の

書
面

の
送

付
を

受
け

た
派

遣
元

の
事

業
を

行
う

者
は

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

書
面

を
保

存
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

９
 　

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

は
、

粉
じ

ん
作

業
に

係
る

事
業

に
お

け
る

派
遣

就
業

に
従

事
す

る
派

遣
中

の
労

働
者

で
常

時
粉

じ
ん

作
業

に
従

事
す

る
も

の
（
じ

ん
肺

管
理

区
分

が
管

理
二

、
管

理
三

又
は

管
理

四
と

決
定

さ
れ

た
労

働
者

を
除

く
。

）
が

労
働

安
全

衛
生

法
第

六
十

六
条

第
一

項
又

は
第

二
項

の
健

康
診

断
（
当

該
派

遣
先

の
事

業
を

行
う

者
の

行
う

も
の

を
除

く
。

）
に

お
い

て
、

じ
ん

肺
法

第
二

条
第

一
項

第
一

号
に

規
定

す
る

じ
ん

肺
（
以

下
単

に
「
じ

ん
肺

」
と

い
う

。
）
の

所
見

が
あ

り
、

又
は

じ
ん

肺
に

か
か

つ
て

い
る

疑
い

が
あ

る
と

診
断

さ
れ

た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
、

そ
の

旨
を

当
該

派
遣

先
の

事
業

を
行

う
者

に
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
１

０
 　

前
三

項
の

規
定

に
違

反
し

た
者

は
、

三
十

万
円

以
下

の
罰

金
に

処
す

る
。

１
１

 　
法

人
の

代
表

者
又

は
法

人
若

し
く

は
人

の
代

理
人

、
使

用
人

そ
の

他
の

従
業

者
が

、
そ

の
法

人
又

は
人

の
業

務
に

関
し

て
、

前
項

の
違

反
行

為
を

し
た

と
き

は
、

行
為

者
を

罰
す

る
ほ

か
、

そ
の

法
人

又
は

人
に

対
し

て
も

、
同

項
の

罰
金

刑
を

科
す

る
。

１
２

 　
前

各
項

の
規

定
に

よ
る

じ
ん

肺
法

の
特

例
に

つ
い

て
は

、
同

法
第

三
十

二
条

第
一

項
中

「
事

業
者

」
と

あ
る

の
は

「
事

業
者

（
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
）
第

四
十

六
条

の
規

定
に

よ
り

事
業

者
と

み
な

さ
れ

た
者

を
含

む
。

第
三

十
五

条
の

三
第

一
項

、
第

二
項

及
び

第
四

項
、

第
四

十
三

条
の

二
第

二
項

並
び

に
第

四
十

四
条

に
お

い
て

「
事

業
者

等
」
と

い
う

。
）
」
と

、
同

法
第

三
十

五
条

の
三

第
一

項
、

第
二

項
及

び
第

四
項

中
「
事

業
者

」
と

あ
る

の
は

「
事

業
者

等
」
と

、
同

条
第

一
項

中
「
こ

の
法

律
又

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

六
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
又

は
同

条
第

七
項

か
ら

第
九

項
ま

で
の

規
定

若
し

く
は

こ
れ

ら
の

規
定

に
基

づ
く

命
令

の
規

定
」
と

、
同

法
第

三
十

九
条

第
二

項
及

び
第

三
項

中
「
こ

の
法

律
」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

六
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
」
と

、
同

条
第

三
項

中
「
第

二
十

一
条

第
四

項
」
と

あ
る

の
は

「
第

二
十

一
条

第
四

項
（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

六
条

第
四

項
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
」
と

、
同

法
第

四
十

条
第

一
項

中
「
粉

じ
ん

作
業

を
行

う
事

業
場

」
と

あ
る

の
は

「
粉

じ
ん

作
業

を
行

う
事

業
場

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

六
条

の
規

定
に

よ
り

事
業

者
と

み
な

さ
れ

た
者

の
事

業
場

を
含

む
。

第
四

十
二

条
第

一
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
」
と

、
同

法
第

四
十

一
条

及
び

第
四

十
二

条
第

一
項

中
「
こ

の
法

律
」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
及

び
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

六
条

の
規

定
」

と
、

同
法

第
四

十
三

条
中

「
こ

の
法

律
の

規
定

に
違

反
す

る
罪

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
の

規
定

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

六
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
に

違
反

す
る

罪
並

び
に

同
条

第
十

項
及

び
第

十
一

項
の

罪
」
と

、
同

法
第

四
十

三
条

の
二

第
一

項
中

「
こ

の
法

律
又

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
こ

れ
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

六
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
又

は
同

条
第

七
項

か
ら

第
九

項
ま

で
の

規
定

若
し

く
は

こ
れ

ら
の

規
定

に
基

づ
く

命
令

の
規

定
」
と

、
同

条
第

二
項

及
び

同
法

第
四

十
四

条
中

「
事

業
者

」
と

あ
る

の
は

「
事

業
者

等
」
と

し
て

、
こ

れ
ら

の
規

定
（
こ

れ
ら

の
規

定
に

係
る

罰
則

の
規

定
を

含
む

。
）
を

適
用

す
る

。
１

３
 　

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

が
事

業
者

に
該

当
す

る
場

合
で

あ
つ

て
そ

の
者

が
派

遣
中

の
労

働
者

に
対

し
て

じ
ん

肺
健

康
診

断
を

行
つ

た
と

き
に

お
け

る
じ

ん
肺

法
第

十
条

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

同
条

中
「
事

業
者

は
、

」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
）
第

四
十

四
条

第
三

項
に

規
定

す
る

派
遣

元
の

事
業

（
以

下
単

に
「
派

遣
元

の
事

業
」
と

い
う

。
）
を

行
う

者
が

」
と

、
「
労

働
安

全
衛

生
法

第
六

十
六

条
第

一
項

 又
は

第
二

項
 の

」
と

あ
る

の
は

「
派

遣
元

の
事

業
を

行
う

者
に

あ
つ

て
は

労
働

安
全

衛
生

法
第

六
十

六
条

第
一

項
又

は
第

二
項

 の
、

労
働

者
派

遣
法

第
四

十
四

条
第

一
項

に
規

定
す

る
派

遣
先

の
事

業
を

行
う

者
に

あ
つ

て
は

労
働

安
全

衛
生

法
第

六
十

六
条

第
二

項
の

」
と

す
る

。
１

４
 　

こ
の

条
の

規
定

に
よ

り
じ

ん
肺

法
 及

び
同

法
 に

基
づ

く
命

令
の

規
定

を
適

用
す

る
場

合
に

お
け

る
技

術
的

読
替

え
そ

の
他

必
要

な
事

項
は

、
命

令
で

定
め

る
。

 一
 　

派
遣

中
の

労
働

者
　

法
第

四
十

六
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

を
使

用
す

る
じ

ん
肺

法
第

二
条

第
一

項
第

五
号

に
規

定
す

る
事

業
者

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
事

業
者

」
と

い
う

。
）
と

み
な

さ
れ

る
派

遣
先

の
事

業
を

行
う

者
及

び
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

を
雇

用
す

る
派

遣
元

の
事

業
を

行
う

者

 七
 　

そ
の

事
業

に
使

用
す

る
労

働
者

を
派

遣
先

の
事

業
に

お
け

る
派

遣
就

業
の

た
め

に
派

遣
し

、
常

時
粉

じ
ん

作
業

に
従

事
さ

せ
た

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

で
あ

つ
て

現
に

当
該

労
働

者
を

雇
用

し
て

い
な

い
も

の
　

当
該

労
働

者
で

あ
つ

た
者

 八
 　

前
各

号
に

掲
げ

る
者

以
外

の
者

　
派

遣
中

の
労

働
者

又
は

派
遣

中
の

労
働

者
で

あ
つ

た
者

及
び

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
を

雇
用

す
る

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

又
は

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

で
あ

つ
た

者
（
派

遣
中

の
労

働
者

に
あ

つ
て

は
、

法
第

四
十

六
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

を
使

用
す

る
事

業
者

と
み

な
さ

れ
る

派
遣

先
の

事
業

を
行

う
者

を
含

む
。

）

 六
 　

法
第

四
十

六
条

第
六

項
の

規
定

に
よ

り
そ

の
雇

用
す

る
労

働
者

に
つ

い
て

事
業

者
と

み
な

さ
れ

る
派

遣
元

の
事

業
を

行
う

者
　

当
該

労
働

者

 二
 　

法
第

四
十

六
条

第
六

項
の

規
定

に
よ

り
そ

の
者

に
つ

い
て

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

が
事

業
者

と
み

な
さ

れ
る

労
働

者
　

当
該

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

３
 　

令
第

八
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
じ

ん
肺

法
第

十
八

条
第

一
項

の
規

定
が

適
用

さ
れ

る
場

合
に

お
け

る
派

遣
中

の
労

働
者

又
は

派
遣

中
の

労
働

者
で

あ
つ

た
者

に
係

る
同

項
の

審
査

請
求

に
係

る
同

法
第

十
九

条
第

七
項

の
利

害
関

係
者

は
、

じ
ん

肺
法

施
行

規
則

第
二

十
五

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
審

査
請

求
人

ご
と

に
、

そ
れ

ぞ
れ

各
号

に
掲

げ
る

者
と

す
る

。

２
 　

法
第

四
十

六
条

第
六

項
の

規
定

に
よ

り
じ

ん
肺

法
（
昭

和
三

十
五

年
法

律
第

三
十

号
）
第

二
条

第
一

項
第

五
号

の
事

業
者

と
み

な
さ

れ
る

者
に

関
し

て
同

項
の

規
定

に
よ

り
じ

ん
肺

法
施

行
規

則
の

規
定

を
適

用
す

る
場

合
に

お
け

る
同

条
第

十
四

項
の

規
定

に
よ

る
同

令
の

規
定

の
技

術
的

読
替

え
は

、
同

令
第

十
条

、
第

十
四

条
及

び
第

二
十

二
条

中
「
法

第
七

条
か

ら
第

九
条

の
二

」
と

あ
る

の
は

「
法

第
八

条
か

ら
第

九
条

の
二

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。

 三
 　

派
遣

先
の

事
業

に
お

い
て

常
時

粉
じ

ん
作

業
（
じ

ん
肺

法
第

二
条

第
一

項
第

三
号

に
規

定
す

る
粉

じ
ん

作
業

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
に

従
事

し
た

こ
と

の
あ

る
労

働
者

で
あ

つ
て

現
に

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

に
雇

用
さ

れ
て

い
な

い
も

の
　

当
該

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

で
あ

つ
た

者

 五
 　

派
遣

中
の

労
働

者
を

雇
用

す
る

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者

　
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

及
び

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
に

係
る

派
遣

先
の

事
業

を
行

う
者

 四
 　

法
第

四
十

六
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
派

遣
中

の
労

働
者

を
使

用
す

る
事

業
者

と
み

な
さ

れ
る

派
遣

先
の

事
業

を
行

う
者

　
当

該
派

遣
中

の
労

働
者

及
び

当
該

派
遣

中
の

労
働

者
を

雇
用

す
る

派
遣

元
の

事
業

を
行

う
者
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
（
作

業
環

境
測

定
法

 の
適

用
の

特
例

）
第

四
十

七
条

 　
第

四
十

五
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
派

遣
中

の
労

働
者

を
使

用
す

る
事

業
者

と
み

な
さ

れ
た

者
は

、
作

業
環

境
測

定
法

 （
昭

和
五

十
年

法
律

第
二

十
八

号
）
第

二
条

第
一

号
 に

規
定

す
る

事
業

者
に

含
ま

れ
る

も
の

と
し

て
、

同
法

第
一

章
 、

第
八

条
第

二
項

（
同

法
第

三
十

四
条

第
二

項
 に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
、

第
四

章
及

び
第

五
章

の
規

定
を

適
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

同
法

第
三

条
第

一
項

 中
「
労

働
安

全
衛

生
法

第
六

十
五

条
第

一
項

 」
と

あ
る

の
は

、
「
労

働
安

全
衛

生
法

第
六

十
五

条
第

一
項

 （
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

第
四

十
五

条
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
次

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
」
と

す
る

。
２

 　
第

四
十

五
条

の
規

定
に

よ
り

適
用

さ
れ

る
労

働
安

全
衛

生
法

 若
し

く
は

同
法

に
基

づ
く

命
令

の
規

定
、

同
条

第
六

項
、

第
十

項
若

し
く

は
第

十
一

項
の

規
定

若
し

く
は

こ
れ

ら
の

規
定

に
基

づ
く

命
令

の
規

定
又

は
前

項
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

作
業

環
境

測
定

法
若

し
く

は
同

法
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

に
違

反
し

た
者

に
関

す
る

同
法

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

同
法

第
六

条
第

三
号

中
「
こ

の
法

律
又

は
労

働
安

全
衛

生
法

（
こ

れ
ら

に
基

づ
く

命
令

を
含

む
。

）
の

規
定

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
労

働
安

全
衛

生
法

若
し

く
は

こ
れ

ら
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

（
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
）
第

四
十

五
条

又
は

第
四

十
七

条
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
又

は
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
六

項
、

第
十

項
若

し
く

は
第

十
一

項
の

規
定

若
し

く
は

こ
れ

ら
の

規
定

に
基

づ
く

命
令

の
規

定
」
と

、
同

法
第

二
十

一
条

第
二

項
第

五
号

イ
（
同

法
第

三
十

二
条

の
二

第
四

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
中

「
こ

の
法

律
又

は
労

働
安

全
衛

生
法

 （
こ

れ
ら

に
基

づ
く

命
令

を
含

む
。

）
の

規
定

」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
労

働
安

全
衛

生
法

若
し

く
は

こ
れ

ら
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

又
は

第
四

十
七

条
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
又

は
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
六

項
、

第
十

項
若

し
く

は
第

十
一

項
の

規
定

若
し

く
は

こ
れ

ら
の

規
定

に
基

づ
く

命
令

の
規

定
」

と
、

同
法

第
二

十
三

条
第

二
項

（
同

法
第

三
十

二
条

の
二

第
四

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
及

び
第

二
十

四
条

第
四

項
中

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
労

働
安

全
衛

生
法

 （
こ

れ
ら

に
基

づ
く

命
令

又
は

処
分

を
含

む
。

）
」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
労

働
安

全
衛

生
法

若
し

く
は

こ
れ

ら
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

又
は

第
四

十
七

条
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
、

こ
れ

ら
の

規
定

に
基

づ
く

処
分

、
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
六

項
、

第
十

項
若

し
く

は
第

十
一

項
の

規
定

若
し

く
は

こ
れ

ら
の

規
定

に
基

づ
く

命
令

の
規

定
」
と

、
同

法
第

三
十

二
条

第
三

項
及

び
第

三
十

四
条

第
一

項
中

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
作

業
環

境
測

定
法

又
は

こ
れ

ら
に

基
づ

く
命

令
」
と

あ
る

の
は

「
こ

の
法

律
若

し
く

は
作

業
環

境
測

定
法

若
し

く
は

こ
れ

ら
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

（
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

又
は

第
四

十
七

条
の

規
定

に
よ

り
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
又

は
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

五
条

第
六

項
、

第
十

項
若

し
く

は
第

十
一

項
の

規
定

若
し

く
は

こ
れ

ら
の

規
定

に
基

づ
く

命
令

」
と

す
る

。
３

 　
こ

の
条

の
規

定
に

よ
り

作
業

環
境

測
定

法
の

規
定

を
適

用
す

る
場

合
に

お
け

る
技

術
的

読
替

え
そ

の
他

必
要

な
事

項
は

、
命

令
で

定
め

る
。

（
雇

用
の

分
野

に
お
け
る
男

女
の

均
等

な
機

会
及

び
待

遇
の

確
保

等
に
関

す
る
法

律
 の

適
用

に
関

す
る
特

例
）

第
四

十
七

条
の

二
 　

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

が
そ

の
指

揮
命

令
の

下
に

労
働

さ
せ

る
派

遣
労

働
者

の
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
就

業
に

関
し

て
は

、
当

該
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
も

ま
た

、
当

該
派

遣
労

働
者

を
雇

用
す

る
事

業
主

と
み

な
し

て
、

雇
用

の
分

野
に

お
け

る
男

女
の

均
等

な
機

会
及

び
待

遇
の

確
保

等
に

関
す

る
法

律
 （

昭
和

四
十

七
年

法
律

第
百

十
三

号
）
第

九
条

第
三

項
 、

第
十

一
条

第
一

項
、

第
十

一
条

の
二

第
二

項
、

第
十

一
条

の
三

第
一

項
、

第
十

一
条

の
四

第
二

項
、

第
十

二
条

及
び

第
十

三
条

第
一

項
の

規
定

を
適

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
同

法
第

十
一

条
第

一
項

及
び

第
十

一
条

の
三

第
一

項
中

「
雇

用
管

理
上

」
と

あ
る

の
は

、
「
雇

用
管

理
上

及
び

指
揮

命
令

上
」
と

す
る

。
（
育

児
休

業
、
介

護
休

業
等

育
児

又
は

家
族

介
護

を
行

う
労

働
者

の
福

祉
に
関

す
る
法

律
の

適
用

に
関

す
る
特

例
）

第
四

十
七

条
の

三
 　

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

が
そ

の
指

揮
命

令
の

下
に

労
働

さ
せ

る
派

遣
労

働
者

の
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
就

業
に

関
し

て
は

、
当

該
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
も

ま
た

、
当

該
派

遣
労

働
者

を
雇

用
す

る
事

業
主

と
み

な
し

て
、

育
児

休
業

、
介

護
休

業
等

育
児

又
は

家
族

介
護

を
行

う
労

働
者

の
福

祉
に

関
す

る
法

律
第

十
条

、
第

十
六

条
(同

法
第

十
六

条
の

四
及

び
第

十
六

条
の

七
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
)、

第
十

六
条

の
十

、
第

十
八

条
の

二
、

第
二

十
条

の
二

、
第

二
十

一
条

第
二

項
、

第
二

十
三

条
の

二
、

第
二

十
五

条
及

び
第

二
十

五
条

の
二

第
二

項
の

規
定

を
適

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
同

法
第

二
十

五
条

第
一

項
中

「
雇

用
管

理
上

」
と

あ
る

の
は

、
「
雇

用
管

理
上

及
び

指
揮

命
令

上
」
と

す
る

。
(労

働
施

策
の

総
合

的
な
推

進
並

び
に
労

働
者

の
雇

用
の

安
定

及
び
職

業
生

活
の

充
実

等
に
関

す
る
法

律
の

適
用

に
関

す
る
特

例
)

第
四

十
七

条
の

四
　

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

が
そ

の
指

揮
命

令
の

下
に

労
働

さ
せ

る
派

遣
労

働
者

の
当

該
労

働
者

派
遣

に
係

る
就

業
に

関
し

て
は

、
当

該
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
も

ま
た

、
当

該
派

遣
労

働
者

を
雇

用
す

る
事

業
主

と
み

な
し

て
、

労
働

施
策

の
総

合
的

な
推

進
並

び
に

労
働

者
の

雇
用

の
安

定
及

び
職

業
生

活
の

充
実

等
に

関
す

る
法

律
(昭

和
四

十
一

年
法

律
第

百
三

十
二

号
)

第
三

十
条

の
二

第
一

項
及

び
第

三
十

条
の

三
第

二
項

の
規

定
を

適
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

同
法

第
三

十
条

の
二

第
一

項
中

「
雇

用
管

理
上

」
と

あ
る

の
は

、
「
雇

用
管

理
上

及
び

指
揮

命
令

上
」
と

す
る

。

第
四

十
六

条
 　

法
第

四
十

七
条

の
二

の
規

定
に

よ
り

同
条

に
規

定
す

る
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
に

関
し

雇
用

の
分

野
に

お
け

る
男

女
の

均
等

な
機

会
及

び
待

遇
の

確
保

等
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
（
昭

和
六

十
一

年
労

働
省

令
第

二
号

）
を

適
用

す
る

場
合

に
お

け
る

同
令

の
規

定
の

技
術

的
読

替
え

は
、

同
令

第
二

条
の

四
中

「
事

業
主

」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
六

十
年

法
律

第
八

十
八

号
）
第

四
十

七
条

の
二

の
規

定
に

よ
り

派
遣

労
働

者
を

雇
用

す
る

事
業

主
と

み
な

さ
れ

る
者

」
と

、
「
女

性
労

働
者

」
と

あ
る

の
は

「
女

性
労

働
者

（
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
が

そ
の

指
揮

命
令

の
下

に
労

働
さ

せ
る

女
性

の
派

遣
労

働
者

を
含

む
。

）
」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。

（
雇

用
の

分
野

に
お
け
る
男

女
の

均
等

な
機

会
及

び
待

遇
の

確
保

等
に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
を
適

用
す
る
場

合
の

読
替

え
）

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ
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派
　遣
　法

関
係
資
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Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
　
　
　
第

四
章

　
紛

争
の

解
決

　
　
　
　
第

一
節

　
紛

争
の

解
決

の
援

助
等

（
苦

情
の

自
主

的
解

決
）

第
四

十
七

条
の

五
　

派
遣

元
事

業
主

は
、

第
三

十
条

の
三

、
第

三
十

条
の

四
及

び
第

三
十

一
条

の
二

第
二

項
か

ら
第

五
項

ま
で

に
定

め
る

事
項

に
関

し
、

派
遣

労
働

者
か

ら
苦

情
の

申
出

を
受

け
た

と
き

、
又

は
派

遣
労

働
者

が
派

遣
先

に
対

し
て

申
し

出
た

苦
情

の
内

容
が

当
該

派
遣

先
か

ら
通

知
さ

れ
た

と
き

は
、

そ
の

自
主

的
な

解
決

を
図

る
よ

う
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

 　
派

遣
先

は
、

第
四

十
条

第
二

項
及

び
第

三
項

に
定

め
る

事
項

に
関

し
、

派
遣

労
働

者
か

ら
苦

情
の

申
出

を
受

け
た

と
き

は
、

そ
の

自
主

的
な

解
決

を
図

る
よ

う
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（
紛

争
の

解
決

の
促

進
に
関

す
る
特

例
）

第
四

十
七

条
の

六
　

前
条

第
一

項
の

事
項

に
つ

い
て

の
派

遣
労

働
者

と
派

遣
元

事
業

主
と

の
間

の
紛

争
及

び
同

条
第

二
項

の
事

項
に

つ
い

て
の

派
遣

労
働

者
と

派
遣

先
と

の
間

の
紛

争
に

つ
い

て
は

、
個

別
労

働
関

係
紛

争
の

解
決

の
促

進
に

関
す

る
法

律
（
平

成
十

三
年

法
律

第
百

十
二

号
）
第

四
条

、
第

五
条

及
び

第
十

二
条

か
ら

第
十

九
条

ま
で

の
規

定
は

適
用

せ
ず

、
次

条
か

ら
第

四
十

七
条

の
十

ま
で

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
（
紛

争
の

解
決

の
援

助
）

第
四

十
七

条
の

七
　

都
道

府
県

労
働

局
長

は
、

前
条

に
規

定
す

る
紛

争
に

関
し

、
当

該
紛

争
の

当
事

者
の

双
方

又
は

一
方

か
ら

そ
の

解
決

に
つ

き
援

助
を

求
め

ら
れ

た
場

合
に

は
、

当
該

紛
争

の
当

事
者

に
対

し
、

必
要

な
助

言
、

指
導

又
は

勧
告

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

２
 　

派
遣

元
事

業
主

及
び

派
遣

先
は

、
派

遣
労

働
者

が
前

項
の

援
助

を
求

め
た

こ
と

を
理

由
と

し
て

、
当

該
派

遣
労

働
者

に
対

し
て

不
利

益
な

取
扱

い
を

し
て

は
な

ら
な

い
。

　
　
　
　
第

二
節

　
調

停
（
調

停
の

委
任

）
第

四
十

七
条

の
八

　
都

道
府

県
労

働
局

長
は

、
第

四
十

七
条

の
六

に
規

定
す

る
紛

争
に

つ
い

て
、

当
該

紛
争

の
当

事
者

の
双

方
又

は
一

方
か

ら
調

停
の

申
請

が
あ

つ
た

場
合

に
お

い
て

当
該

紛
争

の
解

決
の

た
め

に
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

個
別

労
働

関
係

紛
争

の
解

決
の

促
進

に
関

す
る

法
律

第
六

条
第

一
項

の
紛

争
調

整
委

員
会

に
調

停
を

行
わ

せ
る

も
の

と
す

る
。

２
 　

前
条

第
二

項
の

規
定

は
、

派
遣

労
働

者
が

前
項

の
申

請
を

し
た

場
合

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
（
調

停
）

第
四

十
七

条
の

九
　

雇
用

の
分

野
に

お
け

る
男

女
の

均
等

な
機

会
及

び
待

遇
の

確
保

等
に

関
す

る
法

律
第

十
九

条
か

ら
第

二
十

六
条

ま
で

の
規

定
は

、
前

条
第

一
項

の
調

停
の

手
続

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

同
法

第
十

九
条

第
一

項
中

「
前

条
第

一
項

」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

(昭
和

六
十

年
法

律
第

八
十

八
号

)第
四

十
七

条
の

八
第

一
項

」
と

、
同

法
第

二
十

条
中

「
事

業
場

」
と

あ
る

の
は

「
事

業
所

」
と

、
同

法
第

二
十

五
条

第
一

項
中

「
第

十
八

条
第

一
項

」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

第
四

十
七

条
の

六
」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
（
厚

生
労

働
省

令
へ

の
委

任
）

第
四

十
七

条
の

十
　

こ
の

節
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
調

停
の

手
続

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

。

　
　
　
第

五
章

　
雑

則
（
事

業
主

団
体

等
の

責
務

）
第

四
十

七
条

の
十

一
 　

派
遣

元
事

業
主

を
直

接
又

は
間

接
の

構
成

員
（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
構

成
員

」
と

い
う

。
）
と

す
る

団
体

（
次

項
に

お
い

て
「
事

業
主

団
体

」
と

い
う

。
）
は

、
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

が
図

ら
れ

る
よ

う
、

構
成

員
に

対
し

、
必

要
な

助
言

、
協

力
そ

の
他

の
援

助
を

行
う

よ
う

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
 　

国
は

、
事

業
主

団
体

に
対

し
、

派
遣

元
事

業
主

の
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

し
必

要
な

助
言

及
び

協
力

を
行

う
よ

う
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
（
指

針
）

第
四

十
七

条
の

十
二

 　
厚

生
労

働
大

臣
は

、
第

二
十

四
条

の
三

及
び

第
三

章
第

一
節

か
ら

第
三

節
ま

で
の

規
定

に
よ

り
派

遣
元

事
業

主
及

び
派

遣
先

が
講

ず
べ

き
措

置
に

関
し

て
、

そ
の

適
切

か
つ

有
効

な
実

施
を

図
る

た
め

必
要

な
指

針
を

公
表

す
る

も
の

と
す

る
。

（
指

導
及

び
助

言
等

）
第

四
十

八
条

 　
厚

生
労

働
大

臣
は

、
こ

の
法

律
（
第

三
章

第
四

節
の

規
定

を
除

く
。

第
四

十
九

条
の

三
第

一
項

、
第

五
十

条
及

び
第

五
十

一
条

第
一

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

施
行

に
関

し
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

労
働

者
派

遣
を

す
る

事
業

主
及

び
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
に

対
し

、
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

又
は

適
正

な
派

遣
就

業
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

指
導

及
び

助
言

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

２
 　

厚
生

労
働

大
臣

は
、

労
働

力
需

給
の

適
正

な
調

整
を

図
る

た
め

、
労

働
者

派
遣

事
業

が
専

ら
労

働
者

派
遣

の
役

務
を

特
定

の
者

に
提

供
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
行

わ
れ

て
い

る
場

合
（
第

七
条

第
一

項
第

一
号

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
場

合
を

除
く

。
）
に

お
い

て
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

当
該

派
遣

元
事

業
主

に
対

し
、

当
該

労
働

者
派

遣
事

業
の

目
的

及
び

内
容

を
変

更
す

る
よ

う
に

勧
告

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
３

 　
厚

生
労

働
大

臣
は

、
第

二
十

三
条

第
三

項
、

第
二

十
三

条
の

二
又

は
第

三
十

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
す

る
同

条
第

一
項

の
規

定
に

違
反

し
た

派
遣

元
事

業
主

に
対

し
、

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
指

導
又

は
助

言
を

し
た

場
合

に
お

い
て

、
当

該
派

遣
元

事
業

主
が

な
お

第
二

十
三

条
第

三
項

、
第

二
十

三
条

の
二

又
は

第
三

十
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

す
る

同
条

第
一

項
の

規
定

に
違

反
し

た
と

き
は

、
当

該
派

遣
元

事
業

主
に

対
し

、
必

要
な

措
置

を
と

る
べ

き
こ

と
を

指
示

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
　
　
第

四
章

　
雑

則

第
四

十
六

条
の

二
  

 雇
用

の
分

野
に

お
け

る
男

女
の

均
等

な
機

会
及

び
待

遇
の

確
保

等
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
第

三
条

か
ら

第
十

二
条

ま
で

の
規

定
は

、
法

第
四

十
七

条
の

八
第

一
項

の
調

停
の

手
続

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

同
令

第
三

条
第

一
項

中
「
法

第
十

八
条

第
一

項
」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

(昭
和

六
十

年
法

律
第

八
十

八
号

。
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
)第

四
十

七
条

の
八

第
一

項
」
と

、
同

項
並

び
に

同
令

第
四

条
(見

出
し

を
含

む
。

)及
び

第
五

条
(見

出
し

を
含

む
。

)中
「
機

会
均

等
調

停
会

議
」
と

あ
る

の
は

「
派

遣
労

働
者

待
遇

調
停

会
議

」
と

、
同

令
第

五
条

及
び

第
十

条
第

二
項

中
「
都

道
府

県
労

働
局

雇
用

環
境

・
均

等
部

(北
海

道
労

働
局

、
埼

玉
労

働
局

、
東

京
労

働
局

、
神

奈
川

労
働

局
、

愛
知

労
働

局
、

大
阪

労
働

局
、

兵
庫

労
働

局
及

び
福

岡
労

働
局

以
外

の
都

道
府

県
労

働
局

に
あ

つ
て

は
、

雇
用

環
境

・
均

等
室

)」
と

あ
る

の
は

「
都

道
府

県
労

働
局

職
業

安
定

部
(東

京
労

働
局

、
愛

知
労

働
局

及
び

大
阪

労
働

局
に

あ
つ

て
は

、
需

給
調

整
事

業
部

)」
と

、
同

令
第

六
条

中
「
法

第
十

八
条

第
一

項
」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

七
条

の
八

第
一

項
」
と

、
「
事

業
場

」
と

あ
る

の
は

「
事

業
所

」
と

、
同

令
第

八
条

第
一

項
及

び
第

三
項

中
「
法

第
二

十
条

」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

七
条

の
九

に
お

い
て

準
用

す
る

法
第

二
十

条
」
と

、
同

令
第

九
条

中
「
事

業
場

」
と

あ
る

の
は

「
事

業
所

」
と

、
同

令
第

十
条

第
一

項
中

「
第

四
条

第
一

項
及

び
第

二
項

」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

(昭
和

六
十

一
年

労
働

省
令

第
二

十
号

)第
四

十
六

条
の

二
に

お
い

て
準

用
す

る
第

四
条

第
一

項
及

び
第

二
項

」
と

、
「
第

八
条

」
と

あ
る

の
は

「
同

令
第

四
十

六
条

の
二

に
お

い
て

準
用

す
る

第
八

条
」
と

、
同

令
第

十
一

条
第

一
項

中
「
法

第
二

十
一

条
」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

七
条

の
九

に
お

い
て

準
用

す
る

法
第

二
十

一
条

」
と

、
同

令
別

記
様

式
中

「
労

働
者

」
と

あ
る

の
は

「
派

遣
労

働
者

」
と

、
「
事

業
場

」
と

あ
る

の
は

「
事

業
所

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。

　
　
　
第

三
章

　
紛

争
の

解
決

（
準

用
）

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
　
　
　
第

四
章

　
紛

争
の

解
決

　
　
　
　
第

一
節

　
紛

争
の

解
決

の
援

助
等

（
苦

情
の

自
主

的
解

決
）

第
四

十
七

条
の

五
　

派
遣

元
事

業
主

は
、

第
三

十
条

の
三

、
第

三
十

条
の

四
及

び
第

三
十

一
条

の
二

第
二

項
か

ら
第

五
項

ま
で

に
定

め
る

事
項

に
関

し
、

派
遣

労
働

者
か

ら
苦

情
の

申
出

を
受

け
た

と
き

、
又

は
派

遣
労

働
者

が
派

遣
先

に
対

し
て

申
し

出
た

苦
情

の
内

容
が

当
該

派
遣

先
か

ら
通

知
さ

れ
た

と
き

は
、

そ
の

自
主

的
な

解
決

を
図

る
よ

う
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

 　
派

遣
先

は
、

第
四

十
条

第
二

項
及

び
第

三
項

に
定

め
る

事
項

に
関

し
、

派
遣

労
働

者
か

ら
苦

情
の

申
出

を
受

け
た

と
き

は
、

そ
の

自
主

的
な

解
決

を
図

る
よ

う
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（
紛

争
の

解
決

の
促

進
に
関

す
る
特

例
）

第
四

十
七

条
の

六
　

前
条

第
一

項
の

事
項

に
つ

い
て

の
派

遣
労

働
者

と
派

遣
元

事
業

主
と

の
間

の
紛

争
及

び
同

条
第

二
項

の
事

項
に

つ
い

て
の

派
遣

労
働

者
と

派
遣

先
と

の
間

の
紛

争
に

つ
い

て
は

、
個

別
労

働
関

係
紛

争
の

解
決

の
促

進
に

関
す

る
法

律
（
平

成
十

三
年

法
律

第
百

十
二

号
）
第

四
条

、
第

五
条

及
び

第
十

二
条

か
ら

第
十

九
条

ま
で

の
規

定
は

適
用

せ
ず

、
次

条
か

ら
第

四
十

七
条

の
十

ま
で

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
（
紛

争
の

解
決

の
援

助
）

第
四

十
七

条
の

七
　

都
道

府
県

労
働

局
長

は
、

前
条

に
規

定
す

る
紛

争
に

関
し

、
当

該
紛

争
の

当
事

者
の

双
方

又
は

一
方

か
ら

そ
の

解
決

に
つ

き
援

助
を

求
め

ら
れ

た
場

合
に

は
、

当
該

紛
争

の
当

事
者

に
対

し
、

必
要

な
助

言
、

指
導

又
は

勧
告

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

２
 　

派
遣

元
事

業
主

及
び

派
遣

先
は

、
派

遣
労

働
者

が
前

項
の

援
助

を
求

め
た

こ
と

を
理

由
と

し
て

、
当

該
派

遣
労

働
者

に
対

し
て

不
利

益
な

取
扱

い
を

し
て

は
な

ら
な

い
。

　
　
　
　
第

二
節

　
調

停
（
調

停
の

委
任

）
第

四
十

七
条

の
八

　
都

道
府

県
労

働
局

長
は

、
第

四
十

七
条

の
六

に
規

定
す

る
紛

争
に

つ
い

て
、

当
該

紛
争

の
当

事
者

の
双

方
又

は
一

方
か

ら
調

停
の

申
請

が
あ

つ
た

場
合

に
お

い
て

当
該

紛
争

の
解

決
の

た
め

に
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

個
別

労
働

関
係

紛
争

の
解

決
の

促
進

に
関

す
る

法
律

第
六

条
第

一
項

の
紛

争
調

整
委

員
会

に
調

停
を

行
わ

せ
る

も
の

と
す

る
。

２
 　

前
条

第
二

項
の

規
定

は
、

派
遣

労
働

者
が

前
項

の
申

請
を

し
た

場
合

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
（
調

停
）

第
四

十
七

条
の

九
　

雇
用

の
分

野
に

お
け

る
男

女
の

均
等

な
機

会
及

び
待

遇
の

確
保

等
に

関
す

る
法

律
第

十
九

条
か

ら
第

二
十

六
条

ま
で

の
規

定
は

、
前

条
第

一
項

の
調

停
の

手
続

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

同
法

第
十

九
条

第
一

項
中

「
前

条
第

一
項

」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

(昭
和

六
十

年
法

律
第

八
十

八
号

)第
四

十
七

条
の

八
第

一
項

」
と

、
同

法
第

二
十

条
中

「
事

業
場

」
と

あ
る

の
は

「
事

業
所

」
と

、
同

法
第

二
十

五
条

第
一

項
中

「
第

十
八

条
第

一
項

」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

第
四

十
七

条
の

六
」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
（
厚

生
労

働
省

令
へ

の
委

任
）

第
四

十
七

条
の

十
　

こ
の

節
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
調

停
の

手
続

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

。

　
　
　
第

五
章

　
雑

則
（
事

業
主

団
体

等
の

責
務

）
第

四
十

七
条

の
十

一
 　

派
遣

元
事

業
主

を
直

接
又

は
間

接
の

構
成

員
（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
構

成
員

」
と

い
う

。
）
と

す
る

団
体

（
次

項
に

お
い

て
「
事

業
主

団
体

」
と

い
う

。
）
は

、
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

が
図

ら
れ

る
よ

う
、

構
成

員
に

対
し

、
必

要
な

助
言

、
協

力
そ

の
他

の
援

助
を

行
う

よ
う

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
 　

国
は

、
事

業
主

団
体

に
対

し
、

派
遣

元
事

業
主

の
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

し
必

要
な

助
言

及
び

協
力

を
行

う
よ

う
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
（
指

針
）

第
四

十
七

条
の

十
二

 　
厚

生
労

働
大

臣
は

、
第

二
十

四
条

の
三

及
び

第
三

章
第

一
節

か
ら

第
三

節
ま

で
の

規
定

に
よ

り
派

遣
元

事
業

主
及

び
派

遣
先

が
講

ず
べ

き
措

置
に

関
し

て
、

そ
の

適
切

か
つ

有
効

な
実

施
を

図
る

た
め

必
要

な
指

針
を

公
表

す
る

も
の

と
す

る
。

（
指

導
及

び
助

言
等

）
第

四
十

八
条

 　
厚

生
労

働
大

臣
は

、
こ

の
法

律
（
第

三
章

第
四

節
の

規
定

を
除

く
。

第
四

十
九

条
の

三
第

一
項

、
第

五
十

条
及

び
第

五
十

一
条

第
一

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

施
行

に
関

し
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

労
働

者
派

遣
を

す
る

事
業

主
及

び
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
に

対
し

、
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

又
は

適
正

な
派

遣
就

業
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

指
導

及
び

助
言

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

２
 　

厚
生

労
働

大
臣

は
、

労
働

力
需

給
の

適
正

な
調

整
を

図
る

た
め

、
労

働
者

派
遣

事
業

が
専

ら
労

働
者

派
遣

の
役

務
を

特
定

の
者

に
提

供
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
行

わ
れ

て
い

る
場

合
（
第

七
条

第
一

項
第

一
号

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
場

合
を

除
く

。
）
に

お
い

て
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

当
該

派
遣

元
事

業
主

に
対

し
、

当
該

労
働

者
派

遣
事

業
の

目
的

及
び

内
容

を
変

更
す

る
よ

う
に

勧
告

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
３

 　
厚

生
労

働
大

臣
は

、
第

二
十

三
条

第
三

項
、

第
二

十
三

条
の

二
又

は
第

三
十

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
す

る
同

条
第

一
項

の
規

定
に

違
反

し
た

派
遣

元
事

業
主

に
対

し
、

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
指

導
又

は
助

言
を

し
た

場
合

に
お

い
て

、
当

該
派

遣
元

事
業

主
が

な
お

第
二

十
三

条
第

三
項

、
第

二
十

三
条

の
二

又
は

第
三

十
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

す
る

同
条

第
一

項
の

規
定

に
違

反
し

た
と

き
は

、
当

該
派

遣
元

事
業

主
に

対
し

、
必

要
な

措
置

を
と

る
べ

き
こ

と
を

指
示

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
　
　
第

四
章

　
雑

則

第
四

十
六

条
の

二
  

 雇
用

の
分

野
に

お
け

る
男

女
の

均
等

な
機

会
及

び
待

遇
の

確
保

等
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
第

三
条

か
ら

第
十

二
条

ま
で

の
規

定
は

、
法

第
四

十
七

条
の

八
第

一
項

の
調

停
の

手
続

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

同
令

第
三

条
第

一
項

中
「
法

第
十

八
条

第
一

項
」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

(昭
和

六
十

年
法

律
第

八
十

八
号

。
以

下
「
労

働
者

派
遣

法
」
と

い
う

。
)第

四
十

七
条

の
八

第
一

項
」
と

、
同

項
並

び
に

同
令

第
四

条
(見

出
し

を
含

む
。

)及
び

第
五

条
(見

出
し

を
含

む
。

)中
「
機

会
均

等
調

停
会

議
」
と

あ
る

の
は

「
派

遣
労

働
者

待
遇

調
停

会
議

」
と

、
同

令
第

五
条

及
び

第
十

条
第

二
項

中
「
都

道
府

県
労

働
局

雇
用

環
境

・
均

等
部

(北
海

道
労

働
局

、
埼

玉
労

働
局

、
東

京
労

働
局

、
神

奈
川

労
働

局
、

愛
知

労
働

局
、

大
阪

労
働

局
、

兵
庫

労
働

局
及

び
福

岡
労

働
局

以
外

の
都

道
府

県
労

働
局

に
あ

つ
て

は
、

雇
用

環
境

・
均

等
室

)」
と

あ
る

の
は

「
都

道
府

県
労

働
局

職
業

安
定

部
(東

京
労

働
局

、
愛

知
労

働
局

及
び

大
阪

労
働

局
に

あ
つ

て
は

、
需

給
調

整
事

業
部

)」
と

、
同

令
第

六
条

中
「
法

第
十

八
条

第
一

項
」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

七
条

の
八

第
一

項
」
と

、
「
事

業
場

」
と

あ
る

の
は

「
事

業
所

」
と

、
同

令
第

八
条

第
一

項
及

び
第

三
項

中
「
法

第
二

十
条

」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

七
条

の
九

に
お

い
て

準
用

す
る

法
第

二
十

条
」
と

、
同

令
第

九
条

中
「
事

業
場

」
と

あ
る

の
は

「
事

業
所

」
と

、
同

令
第

十
条

第
一

項
中

「
第

四
条

第
一

項
及

び
第

二
項

」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

の
確

保
及

び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

(昭
和

六
十

一
年

労
働

省
令

第
二

十
号

)第
四

十
六

条
の

二
に

お
い

て
準

用
す

る
第

四
条

第
一

項
及

び
第

二
項

」
と

、
「
第

八
条

」
と

あ
る

の
は

「
同

令
第

四
十

六
条

の
二

に
お

い
て

準
用

す
る

第
八

条
」
と

、
同

令
第

十
一

条
第

一
項

中
「
法

第
二

十
一

条
」
と

あ
る

の
は

「
労

働
者

派
遣

法
第

四
十

七
条

の
九

に
お

い
て

準
用

す
る

法
第

二
十

一
条

」
と

、
同

令
別

記
様

式
中

「
労

働
者

」
と

あ
る

の
は

「
派

遣
労

働
者

」
と

、
「
事

業
場

」
と

あ
る

の
は

「
事

業
所

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。

　
　
　
第

三
章

　
紛

争
の

解
決

（
準

用
）

135

派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
（
改

善
命

令
等

）
第

四
十

九
条

 　
厚

生
労

働
大

臣
は

、
派

遣
元

事
業

主
が

当
該

労
働

者
派

遣
事

業
に

関
し

こ
の

法
律

（
第

二
十

三
条

第
三

項
、

第
二

十
三

条
の

二
及

び
第

三
十

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
す

る
同

条
第

一
項

の
規

定
を

除
く

。
）
そ

の
他

労
働

に
関

す
る

法
律

の
規

定
（
こ

れ
ら

の
規

定
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

を
含

む
。

）
に

違
反

し
た

場
合

に
お

い
て

、
適

正
な

派
遣

就
業

を
確

保
す

る
た

め
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

当
該

派
遣

元
事

業
主

に
対

し
、

派
遣

労
働

者
に

係
る

雇
用

管
理

の
方

法
の

改
善

そ
の

他
当

該
労

働
者

派
遣

事
業

の
運

営
を

改
善

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
べ

き
こ

と
を

命
ず

る
こ

と
が

で
き

る
。

２
 　

厚
生

労
働

大
臣

は
、

派
遣

先
が

第
四

条
第

三
項

の
規

定
に

違
反

し
て

い
る

場
合

に
お

い
て

、
同

項
の

規
定

に
違

反
し

て
い

る
派

遣
就

業
を

継
続

さ
せ

る
こ

と
が

著
し

く
不

適
当

で
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
当

該
派

遣
先

に
労

働
者

派
遣

を
す

る
派

遣
元

事
業

主
に

対
し

、
当

該
派

遣
就

業
に

係
る

労
働

者
派

遣
契

約
に

よ
る

労
働

者
派

遣
の

停
止

を
命

ず
る

こ
と

が
で

き
る

。
（
公

表
等

）
第

四
十

九
条

の
二

 　
厚

生
労

働
大

臣
は

、
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
が

、
第

四
条

第
三

項
、

第
二

十
四

条
の

二
、

第
二

十
六

条
第

七
項

若
し

く
は

第
十

項
、

第
四

十
条

第
二

項
若

し
く

は
第

三
項

、
第

四
十

条
の

二
第

一
項

、
第

四
項

若
し

く
は

第
五

項
、

第
四

十
条

の
三

若
し

く
は

第
四

十
条

の
九

第
一

項
の

規
定

に
違

反
し

て
い

る
と

き
、

又
は

こ
れ

ら
の

規
定

に
違

反
し

て
第

四
十

八
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
指

導
若

し
く

は
助

言
を

受
け

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

な
お

こ
れ

ら
の

規
定

に
違

反
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
当

該
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
に

対
し

、
第

四
条

第
三

項
、

第
二

十
四

条
の

二
、

第
二

十
六

条
第

七
項

若
し

く
は

第
十

項
、

第
四

十
条

第
二

項
若

し
く

は
第

三
項

、
第

四
十

条
の

二
第

一
項

、
第

四
項

若
し

く
は

第
五

項
、

第
四

十
条

の
三

若
し

く
は

第
四

十
条

の
九

第
一

項
の

規
定

に
違

反
す

る
派

遣
就

業
を

是
正

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

又
は

当
該

派
遣

就
業

が
行

わ
れ

る
こ

と
を

防
止

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
と

る
べ

き
こ

と
を

勧
告

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
２

 　
厚

生
労

働
大

臣
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
勧

告
を

し
た

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
勧

告
を

受
け

た
者

が
こ

れ
に

従
わ

な
か

つ
た

と
き

は
、

そ
の

旨
を

公
表

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
（
厚

生
労

働
大

臣
に
対

す
る
申

告
）

第
四

十
九

条
の

三
 　

労
働

者
派

遣
を

す
る

事
業

主
又

は
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
が

こ
の

法
律

又
は

こ
れ

に
基

づ
く

命
令

の
規

定
に

違
反

す
る

事
実

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、
派

遣
労

働
者

は
、

そ
の

事
実

を
厚

生
労

働
大

臣
に

申
告

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
２

 　
労

働
者

派
遣

を
す

る
事

業
主

及
び

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

は
、

前
項

の
申

告
を

し
た

こ
と

を
理

由
と

し
て

、
派

遣
労

働
者

に
対

し
て

解
雇

そ
の

他
不

利
益

な
取

扱
い

を
し

て
は

な
ら

な
い

。
（
報

告
）

第
五

十
条

 　
厚

生
労

働
大

臣
は

、
こ

の
法

律
を

施
行

す
る

た
め

に
必

要
な

限
度

に
お

い
て

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

労
働

者
派

遣
事

業
を

行
う

事
業

主
及

び
当

該
事

業
主

か
ら

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

に
対

し
、

必
要

な
事

項
を

報
告

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
立

入
検

査
）

第
五

十
一

条
 　

厚
生

労
働

大
臣

は
、

こ
の

法
律

を
施

行
す

る
た

め
に

必
要

な
限

度
に

お
い

て
、

所
属

の
職

員
に

、
労

働
者

派
遣

事
業

を
行

う
事

業
主

及
び

当
該

事
業

主
か

ら
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
の

事
業

所
そ

の
他

の
施

設
に

立
ち

入
り

、
関

係
者

に
質

問
さ

せ
、

又
は

帳
簿

、
書

類
そ

の
他

の
物

件
を

検
査

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

２
 　

前
項

の
規

定
に

よ
り

立
入

検
査

を
す

る
職

員
は

、
そ

の
身

分
を

示
す

証
明

書
を

携
帯

し
、

関
係

者
に

提
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
 　

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
立

入
検

査
の

権
限

は
、

犯
罪

捜
査

の
た

め
に

認
め

ら
れ

た
も

の
と

解
釈

し
て

は
な

ら
な

い
。

（
相

談
及

び
援

助
）

第
五

十
二

条
 　

公
共

職
業

安
定

所
は

、
派

遣
就

業
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
、

労
働

者
等

の
相

談
に

応
じ

、
及

び
必

要
な

助
言

そ
の

他
の

援
助

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

（
労

働
者

派
遣

事
業

適
正

運
営

協
力

員
）

第
五

十
三

条
 　

厚
生

労
働

大
臣

は
、

社
会

的
信

望
が

あ
り

、
か

つ
、

労
働

者
派

遣
事

業
の

運
営

及
び

派
遣

就
業

に
つ

い
て

専
門

的
な

知
識

経
験

を
有

す
る

者
の

う
ち

か
ら

、
労

働
者

派
遣

事
業

適
正

運
営

協
力

員
を

委
嘱

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
２

 　
労

働
者

派
遣

事
業

適
正

運
営

協
力

員
は

、
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な

運
営

及
び

適
正

な
派

遣
就

業
の

確
保

に
関

す
る

施
策

に
協

力
し

て
、

労
働

者
派

遣
を

す
る

事
業

主
、

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

、
労

働
者

等
の

相
談

に
応

じ
、

及
び

こ
れ

ら
の

者
に

対
す

る
専

門
的

な
助

言
を

行
う

。
３

 　
労

働
者

派
遣

事
業

適
正

運
営

協
力

員
は

、
正

当
な

理
由

が
あ

る
場

合
で

な
け

れ
ば

、
そ

の
職

務
に

関
し

て
知

り
得

た
秘

密
を

他
に

漏
ら

し
て

は
な

ら
な

い
。

労
働

者
派

遣
事

業
適

正
運

営
協

力
員

で
な

く
な

つ
た

後
に

お
い

て
も

、
同

様
と

す
る

。
４

 　
労

働
者

派
遣

事
業

適
正

運
営

協
力

員
は

、
そ

の
職

務
に

関
し

て
、

国
か

ら
報

酬
を

受
け

な
い

。
５

 　
労

働
者

派
遣

事
業

適
正

運
営

協
力

員
は

、
予

算
の

範
囲

内
に

お
い

て
、

そ
の

職
務

を
遂

行
す

る
た

め
に

要
す

る
費

用
の

支
給

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

。
（
手

数
料

）
第

五
十

四
条

 　
次

に
掲

げ
る

者
は

、
実

費
を

勘
案

し
て

政
令

で
定

め
る

額
の

手
数

料
を

納
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 一
 　

第
五

条
第

一
項

の
許

可
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

 二
 　

第
八

条
第

三
項

の
規

定
に

よ
る

許
可

証
の

再
交

付
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

 三
 　

第
十

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

許
可

の
有

効
期

間
の

更
新

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
 四

 　
第

十
一

条
第

四
項

の
規

定
に

よ
る

許
可

証
の

書
換

え
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

（
経

過
措

置
の

命
令

へ
の

委
任

）
第

五
十

五
条

 　
こ

の
法

律
の

規
定

に
基

づ
き

政
令

又
は

厚
生

労
働

省
令

を
制

定
し

、
又

は
改

廃
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
政

令
又

は
厚

生
労

働
省

令
で

、
そ

の
制

定
又

は
改

廃
に

伴
い

合
理

的
に

必
要

と
判

断
さ

れ
る

範
囲

内
に

お
い

て
、

所
要

の
経

過
措

置
（
罰

則
に

関
す

る
経

過
措

置
を

含
む

。
）
を

定
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
報

告
等

）
第

四
十

七
条

 　
厚

生
労

働
大

臣
は

、
法

第
五

十
条

の
規

定
に

よ
り

、
労

働
者

派
遣

事
業

を
行

う
事

業
主

及
び

当
該

事
業

主
か

ら
労

働
者

派
遣

の
役

務
の

提
供

を
受

け
る

者
に

対
し

必
要

な
事

項
を

報
告

さ
せ

る
と

き
は

、
当

該
報

告
す

べ
き

事
項

及
び

当
該

報
告

を
さ

せ
る

理
由

を
書

面
に

よ
り

通
知

す
る

も
の

と
す

る
。

（
手

数
料

の
納

付
方

法
等

）
第

五
十

四
条

 　
法

第
五

十
四

条
の

規
定

に
よ

る
手

数
料

は
、

申
請

書
に

当
該

手
数

料
の

額
に

相
当

す
る

額
の

収
入

印
紙

を
は

つ
て

、
納

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

 　
前

項
の

手
数

料
は

、
こ

れ
を

納
付

し
た

後
に

お
い

て
は

、
返

還
し

な
い

。

第
四

十
八

条
 　

法
第

五
十

一
条

第
二

項
の

証
明

書
は

、
様

式
第

十
四

号
に

よ
る

。

第
四

十
九

条
か

ら
第

五
十

三
条

ま
で

 　
削

除

（
立

入
検

査
の

た
め
の

証
明

書
）

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
（
権

限
の

委
任

）
第

五
十

六
条

 　
こ

の
法

律
に

定
め

る
厚

生
労

働
大

臣
の

権
限

は
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
そ

の
一

部
を

都
道

府
県

労
働

局
長

に
委

任
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

２
 　

前
項

の
規

定
に

よ
り

都
道

府
県

労
働

局
長

に
委

任
さ

れ
た

権
限

は
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
公

共
職

業
安

定
所

長
に

委
任

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
（
厚

生
労

働
省

令
へ

の
委

任
）

第
五

十
七

条
 　

こ
の

法
律

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

こ
の

法
律

の
実

施
の

た
め

に
必

要
な

手
続

そ
の

他
の

事
項

は
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

。

　
　
　
第

六
章

　
罰

則
第

五
十

八
条

 　
公

衆
衛

生
又

は
公

衆
道

徳
上

有
害

な
業

務
に

就
か

せ
る

目
的

で
労

働
者

派
遣

を
し

た
者

は
、

一
年

以
上

十
年

以
下

の
懲

役
又

は
二

十
万

円
以

上
三

百
万

円
以

下
の

罰
金

に
処

す
る

。
第

五
十

九
条

 　
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

は
、

一
年

以
下

の
懲

役
又

は
百

万
円

以
下

の
罰

金
に

処
す

る
。

 一
 　

第
四

条
第

一
項

又
は

第
十

五
条

の
規

定
に

違
反

し
た

者
 二

 　
第

五
条

第
一

項
の

許
可

を
受

け
な

い
で

労
働

者
派

遣
事

業
を

行
つ

た
者

 三
 　

偽
り

そ
の

他
不

正
の

行
為

に
よ

り
第

五
条

第
一

項
の

許
可

又
は

第
十

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

許
可

の
有

効
期

間
の

更
新

を
受

け
た

者
 四

 　
第

十
四

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

処
分

に
違

反
し

た
者

第
六

十
条

 　
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

は
、

六
月

以
下

の
懲

役
又

は
三

十
万

円
以

下
の

罰
金

に
処

す
る

。
 一

 　
第

四
十

九
条

の
規

定
に

よ
る

処
分

に
違

反
し

た
者

 二
 　

第
四

十
九

条
の

三
第

二
項

の
規

定
に

違
反

し
た

者
第

六
十

一
条

 　
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

は
、

三
十

万
円

以
下

の
罰

金
に

処
す

る
。

 一
 　

第
五

条
第

二
項

（
第

十
条

第
五

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
に

規
定

す
る

申
請

書
又

は
第

五
条

第
三

項
（
第

十
条

第
五

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
に

規
定

す
る

書
類

に
虚

偽
の

記
載

を
し

て
提

出
し

た
者

 二
 　

第
十

一
条

第
一

項
、

第
十

三
条

第
一

項
若

し
く

は
第

二
十

三
条

第
四

項
の

規
定

に
よ

る
届

出
を

せ
ず

、
若

し
く

は
虚

偽
の

届
出

を
し

、
又

は
第

十
一

条
第

一
項

に
規

定
す

る
書

類
に

虚
偽

の
記

載
を

し
て

提
出

し
た

者
 三

 　
第

三
十

四
条

、
第

三
十

五
条

の
二

、
第

三
十

五
条

の
三

、
第

三
十

六
条

、
第

三
十

七
条

、
第

四
十

一
条

又
は

第
四

十
二

条
の

規
定

に
違

反
し

た
者

 四
 　

第
三

十
五

条
の

規
定

に
よ

る
通

知
を

せ
ず

、
又

は
虚

偽
の

通
知

を
し

た
者

 五
 　

第
五

十
条

の
規

定
に

よ
る

報
告

を
せ

ず
、

又
は

虚
偽

の
報

告
を

し
た

者
 六

 　
第

五
十

一
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
立

入
り

若
し

く
は

検
査

を
拒

み
、

妨
げ

、
若

し
く

は
忌

避
し

、
又

は
質

問
に

対
し

て
答

弁
を

せ
ず

、
若

し
く

は
虚

偽
の

陳
述

を
し

た
者

第
六

十
二

条
 　

法
人

の
代

表
者

又
は

法
人

若
し

く
は

人
の

代
理

人
、

使
用

人
そ

の
他

の
従

業
者

が
、

そ
の

法
人

又
は

人
の

業
務

に
関

し
て

、
第

五
十

八
条

か
ら

前
条

ま
で

の
違

反
行

為
を

し
た

と
き

は
、

行
為

者
を

罰
す

る
ほ

か
、

そ
の

法
人

又
は

人
に

対
し

て
も

、
各

本
条

の
罰

金
刑

を
科

す
る

。

　
　
　
附

　
則

１
 　

こ
の

法
律

は
、

公
布

の
日

か
ら

起
算

し
て

一
年

を
超

え
な

い
範

囲
内

に
お

い
て

政
令

で
定

め
る

日
か

ら
施

行
す

る
。

２
 　

次
項

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

こ
の

法
律

の
施

行
に

関
し

て
必

要
な

経
過

措
置

は
、

政
令

で
定

め
る

。

３
 　

こ
の

法
律

の
施

行
前

に
し

た
行

為
に

対
す

る
罰

則
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

４
 　

第
五

条
第

二
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

当
分

の
間

、
同

項
第

三
号

中
「
所

在
地

」
と

あ
る

の
は

、
「
所

在
地

並
び

に
当

該
事

業
所

に
お

い
て

物
の

製
造

の
業

務
（
物

の
溶

融
、

鋳
造

、
加

工
、

組
立

て
、

洗
浄

、
塗

装
、

運
搬

等
物

を
製

造
す

る
工

程
に

お
け

る
作

業
に

係
る

業
務

を
い

う
。

）
で

あ
つ

て
、

そ
の

業
務

に
従

事
す

る
労

働
者

の
就

業
の

実
情

並
び

に
当

該
業

務
に

係
る

派
遣

労
働

者
の

就
業

条
件

の
確

保
及

び
労

働
力

の
需

給
の

適
正

な
調

整
に

与
え

る
影

響
を

勘
案

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

に
つ

い
て

労
働

者
派

遣
事

業
を

行
う

場
合

に
は

そ
の

旨
」
と

す
る

。

 一
 　

法
第

十
四

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

命
令

 二
 　

法
第

四
十

条
の

八
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

助
言

並
び

に
同

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

助
言

、
指

導
及

び
勧

告

１
 　

こ
の

省
令

は
、

法
の

施
行

の
日

（
昭

和
六

十
一

年
七

月
一

日
）
か

ら
施

行
す

る
。

２
 　

法
附

則
第

四
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

法
第

五
条

第
二

項
第

三
号

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
は

、
製

造
業

務
の

う
ち

、
労

働
者

が
産

前
産

後
休

業
、

育
児

休
業

若
し

く
は

第
三

十
三

条
に

規
定

す
る

場
合

に
お

け
る

休
業

又
は

介
護

休
業

若
し

く
は

第
三

十
三

条
の

二
に

規
定

す
る

休
業

を
す

る
場

合
に

お
い

て
当

該
労

働
者

の
業

務
に

つ
い

て
労

働
者

派
遣

事
業

が
行

わ
れ

る
と

き
の

当
該

業
務

以
外

の
業

務
と

す
る

。

 四
 　

法
第

四
十

九
条

第
一

項
及

び
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

命
令

 五
 　

法
第

四
十

九
条

の
二

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
勧

告
 六

 　
法

第
五

十
条

の
規

定
に

よ
る

報
告

徴
収

 七
 　

法
第

五
十

一
条

の
規

定
に

よ
る

立
入

検
査

　
　
　
附

　
則

 三
 　

法
第

四
十

八
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
指

導
及

び
助

言
、

同
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

る
勧

告
並

び
に

同
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

る
指

示

（
権

限
の

委
任

）
第

五
十

五
条

 　
次

に
掲

げ
る

厚
生

労
働

大
臣

の
権

限
は

、
労

働
者

派
遣

事
業

を
行

う
者

の
主

た
る

事
務

所
及

び
当

該
事

業
を

行
う

事
業

所
の

所
在

地
並

び
に

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

の
事

業
所

そ
の

他
派

遣
就

業
の

場
所

の
所

在
地

を
管

轄
す

る
都

道
府

県
労

働
局

長
に

委
任

す
る

。
た

だ
し

、
厚

生
労

働
大

臣
が

自
ら

そ
の

権
限

を
行

う
こ

と
を

妨
げ

な
い

。

３
　

令
和

二
年

四
月

一
日

か
ら

同
年

六
月

三
十

日
ま

で
の

期
間

に
、

第
二

十
九

条
の

二
第

一
号

に
掲

げ
る

基
準

に
該

当
し

な
い

こ
と

と
な

る
派

遣
元

責
任

者
に

つ
い

て
は

、
当

該
基

準
に

該
当

し
な

い
こ

と
と

な
る

日
の

翌
日

か
ら

三
月

の
期

間
は

、
同

号
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
引

き
続

き
当

該
基

準
に

該
当

す
る

も
の

と
み

な
す

。
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派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

○
労

働
者

派
遣

事
業

の
適

正
な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
○

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び
派

遣
労

働
者

の
保

護
等

に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
（
権

限
の

委
任

）
第

五
十

六
条

 　
こ

の
法

律
に

定
め

る
厚

生
労

働
大

臣
の

権
限

は
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
そ

の
一

部
を

都
道

府
県

労
働

局
長

に
委

任
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

２
 　

前
項

の
規

定
に

よ
り

都
道

府
県

労
働

局
長

に
委

任
さ

れ
た

権
限

は
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
公

共
職

業
安

定
所

長
に

委
任

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
（
厚

生
労

働
省

令
へ

の
委

任
）

第
五

十
七

条
 　

こ
の

法
律

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

こ
の

法
律

の
実

施
の

た
め

に
必

要
な

手
続

そ
の

他
の

事
項

は
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

。

　
　
　
第

六
章

　
罰

則
第

五
十

八
条

 　
公

衆
衛

生
又

は
公

衆
道

徳
上

有
害

な
業

務
に

就
か

せ
る

目
的

で
労

働
者

派
遣

を
し

た
者

は
、

一
年

以
上

十
年

以
下

の
懲

役
又

は
二

十
万

円
以

上
三

百
万

円
以

下
の

罰
金

に
処

す
る

。
第

五
十

九
条

 　
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

は
、

一
年

以
下

の
懲

役
又

は
百

万
円

以
下

の
罰

金
に

処
す

る
。

 一
 　

第
四

条
第

一
項

又
は

第
十

五
条

の
規

定
に

違
反

し
た

者
 二

 　
第

五
条

第
一

項
の

許
可

を
受

け
な

い
で

労
働

者
派

遣
事

業
を

行
つ

た
者

 三
 　

偽
り

そ
の

他
不

正
の

行
為

に
よ

り
第

五
条

第
一

項
の

許
可

又
は

第
十

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

許
可

の
有

効
期

間
の

更
新

を
受

け
た

者
 四

 　
第

十
四

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

処
分

に
違

反
し

た
者

第
六

十
条

 　
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

は
、

六
月

以
下

の
懲

役
又

は
三

十
万

円
以

下
の

罰
金

に
処

す
る

。
 一

 　
第

四
十

九
条

の
規

定
に

よ
る

処
分

に
違

反
し

た
者

 二
 　

第
四

十
九

条
の

三
第

二
項

の
規

定
に

違
反

し
た

者
第

六
十

一
条

 　
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

は
、

三
十

万
円

以
下

の
罰

金
に

処
す

る
。

 一
 　

第
五

条
第

二
項

（
第

十
条

第
五

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
に

規
定

す
る

申
請

書
又

は
第

五
条

第
三

項
（
第

十
条

第
五

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
に

規
定

す
る

書
類

に
虚

偽
の

記
載

を
し

て
提

出
し

た
者

 二
 　

第
十

一
条

第
一

項
、

第
十

三
条

第
一

項
若

し
く

は
第

二
十

三
条

第
四

項
の

規
定

に
よ

る
届

出
を

せ
ず

、
若

し
く

は
虚

偽
の

届
出

を
し

、
又

は
第

十
一

条
第

一
項

に
規

定
す

る
書

類
に

虚
偽

の
記

載
を

し
て

提
出

し
た

者
 三

 　
第

三
十

四
条

、
第

三
十

五
条

の
二

、
第

三
十

五
条

の
三

、
第

三
十

六
条

、
第

三
十

七
条

、
第

四
十

一
条

又
は

第
四

十
二

条
の

規
定

に
違

反
し

た
者

 四
 　

第
三

十
五

条
の

規
定

に
よ

る
通

知
を

せ
ず

、
又

は
虚

偽
の

通
知

を
し

た
者

 五
 　

第
五

十
条

の
規

定
に

よ
る

報
告

を
せ

ず
、

又
は

虚
偽

の
報

告
を

し
た

者
 六

 　
第

五
十

一
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
立

入
り

若
し

く
は

検
査

を
拒

み
、

妨
げ

、
若

し
く

は
忌

避
し

、
又

は
質

問
に

対
し

て
答

弁
を

せ
ず

、
若

し
く

は
虚

偽
の

陳
述

を
し

た
者

第
六

十
二

条
 　

法
人

の
代

表
者

又
は

法
人

若
し

く
は

人
の

代
理

人
、

使
用

人
そ

の
他

の
従

業
者

が
、

そ
の

法
人

又
は

人
の

業
務

に
関

し
て

、
第

五
十

八
条

か
ら

前
条

ま
で

の
違

反
行

為
を

し
た

と
き

は
、

行
為

者
を

罰
す

る
ほ

か
、

そ
の

法
人

又
は

人
に

対
し

て
も

、
各

本
条

の
罰

金
刑

を
科

す
る

。

　
　
　
附

　
則

１
 　

こ
の

法
律

は
、

公
布

の
日

か
ら

起
算

し
て

一
年

を
超

え
な

い
範

囲
内

に
お

い
て

政
令

で
定

め
る

日
か

ら
施

行
す

る
。

２
 　

次
項

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

こ
の

法
律

の
施

行
に

関
し

て
必

要
な

経
過

措
置

は
、

政
令

で
定

め
る

。

３
 　

こ
の

法
律

の
施

行
前

に
し

た
行

為
に

対
す

る
罰

則
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

４
 　

第
五

条
第

二
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

当
分

の
間

、
同

項
第

三
号

中
「
所

在
地

」
と

あ
る

の
は

、
「
所

在
地

並
び

に
当

該
事

業
所

に
お

い
て

物
の

製
造

の
業

務
（
物

の
溶

融
、

鋳
造

、
加

工
、

組
立

て
、

洗
浄

、
塗

装
、

運
搬

等
物

を
製

造
す

る
工

程
に

お
け

る
作

業
に

係
る

業
務

を
い

う
。

）
で

あ
つ

て
、

そ
の

業
務

に
従

事
す

る
労

働
者

の
就

業
の

実
情

並
び

に
当

該
業

務
に

係
る

派
遣

労
働

者
の

就
業

条
件

の
確

保
及

び
労

働
力

の
需

給
の

適
正

な
調

整
に

与
え

る
影

響
を

勘
案

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

に
つ

い
て

労
働

者
派

遣
事

業
を

行
う

場
合

に
は

そ
の

旨
」
と

す
る

。

 一
 　

法
第

十
四

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

命
令

 二
 　

法
第

四
十

条
の

八
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

助
言

並
び

に
同

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

助
言

、
指

導
及

び
勧

告

１
 　

こ
の

省
令

は
、

法
の

施
行

の
日

（
昭

和
六

十
一

年
七

月
一

日
）
か

ら
施

行
す

る
。

２
 　

法
附

則
第

四
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

法
第

五
条

第
二

項
第

三
号

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
は

、
製

造
業

務
の

う
ち

、
労

働
者

が
産

前
産

後
休

業
、

育
児

休
業

若
し

く
は

第
三

十
三

条
に

規
定

す
る

場
合

に
お

け
る

休
業

又
は

介
護

休
業

若
し

く
は

第
三

十
三

条
の

二
に

規
定

す
る

休
業

を
す

る
場

合
に

お
い

て
当

該
労

働
者

の
業

務
に

つ
い

て
労

働
者

派
遣

事
業

が
行

わ
れ

る
と

き
の

当
該

業
務

以
外

の
業

務
と

す
る

。

 四
 　

法
第

四
十

九
条

第
一

項
及

び
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

命
令

 五
 　

法
第

四
十

九
条

の
二

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
勧

告
 六

 　
法

第
五

十
条

の
規

定
に

よ
る

報
告

徴
収

 七
 　

法
第

五
十

一
条

の
規

定
に

よ
る

立
入

検
査

　
　
　
附

　
則

 三
 　

法
第

四
十

八
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
指

導
及

び
助

言
、

同
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

る
勧

告
並

び
に

同
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

る
指

示

（
権

限
の

委
任

）
第

五
十

五
条

 　
次

に
掲

げ
る

厚
生

労
働

大
臣

の
権

限
は

、
労

働
者

派
遣

事
業

を
行

う
者

の
主

た
る

事
務

所
及

び
当

該
事

業
を

行
う

事
業

所
の

所
在

地
並

び
に

労
働

者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
者

の
事

業
所

そ
の

他
派

遣
就

業
の

場
所

の
所

在
地

を
管

轄
す

る
都

道
府

県
労

働
局

長
に

委
任

す
る

。
た

だ
し

、
厚

生
労

働
大

臣
が

自
ら

そ
の

権
限

を
行

う
こ

と
を

妨
げ

な
い

。

３
　

令
和

二
年

四
月

一
日

か
ら

同
年

六
月

三
十

日
ま

で
の

期
間

に
、

第
二

十
九

条
の

二
第

一
号

に
掲

げ
る

基
準

に
該

当
し

な
い

こ
と

と
な

る
派

遣
元

責
任

者
に

つ
い

て
は

、
当

該
基

準
に

該
当

し
な

い
こ

と
と

な
る

日
の

翌
日

か
ら

三
月

の
期

間
は

、
同

号
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
引

き
続

き
当

該
基

準
に

該
当

す
る

も
の

と
み

な
す

。
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派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針 
(平成十一年十一月十七日 労働省告示第百三十七号) 

（最終改正 令和四年三月二五日 厚生労働省告示第九二号) 
第一 趣旨 

この指針は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働
者派遣法」という。)第二十四条の三並びに第三章第一節及び第二節の規定により派遣元事業主が講ず
べき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。 
また、労働者派遣法第二十四条の三の規定により派遣元事業主が講ずべき措置に関する必要な事項

と併せ、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の遵守等についても定めたもので
ある。 

第二 派遣元事業主が講ずべき措置 
一 労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認 

派遣元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに際しては、派遣先が求める業務の
内容及び当該業務に伴う責任の程度(八及び九において「職務の内容」という。)、当該業務を遂行
するために必要とされる知識、技術又は経験の水準、労働者派遣の期間その他労働者派遣契約の締
結に際し定めるべき就業条件を事前にきめ細かに把握すること。 

二 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 
(一) 労働契約の締結に際して配慮すべき事項 

派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、当該労働者の希望及
び労働者派遣契約における労働者派遣の期間を勘案して、労働契約の期間について、当該期間を
当該労働者派遣契約における労働者派遣の期間と合わせる等、派遣労働者の雇用の安定を図るた
めに必要な配慮をするよう努めること。 

(二) 労働者派遣契約の締結に当たって講ずべき措置 
イ 派遣元事業主は、労働者派遣契約の締結に当たって、派遣先の責に帰すべき事由により労働
者派遣契約の契約期間が満了する前に当該労働者派遣契約の解除が行われる場合には、派遣先
は当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること及びこれができないと
きには少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い当該派遣元事業主が当該労働者派遣に係る
派遣労働者を休業させること等を余儀なくされることにより生ずる損害である休業手当、解雇
予告手当等に相当する額以上の額について損害の賠償を行うことを定めるよう求めること。

ロ 派遣元事業主は、労働者派遣契約の締結に当たって、労働者派遣の終了後に当該労働者派遣
に係る派遣労働者を派遣先が雇用する場合に、当該雇用が円滑に行われるよう、派遣先が当該
労働者派遣の終了後に当該派遣労働者を雇用する意思がある場合には、当該意思を事前に派遣
元事業主に示すこと、派遣元事業主が職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)その他の法
律の規定による許可を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合には、派遣先
は職業紹介により当該派遣労働者を雇用し、派遣元事業主に当該職業紹介に係る手数料を支払
うこと等を定めるよう求めること。 

(三) 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置 
派遣元事業主は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以

外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該労働者派遣契約に係る派遣先
と連携して、当該派遣先からその関連会社での就業のあっせんを受けること、当該派遣元事業主
において他の派遣先を確保すること等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就
業機会の確保を図ること。また、当該派遣元事業主は、当該労働者派遣契約の解除に当たって、
新たな就業機会の確保ができない場合は、まず休業等を行い、当該派遣労働者の雇用の維持を図
るようにするとともに、休業手当の支払等の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)等に基づ
く責任を果たすこと。さらに、やむを得ない事由によりこれができない場合において、当該派遣
労働者を解雇しようとするときであっても、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)の規定を
遵守することはもとより、当該派遣労働者に対する解雇予告、解雇予告手当の支払等の労働基準
法等に基づく責任を果たすこと。 

(四) 労働者派遣契約の終了に当たって講ずべき事項 
イ 派遣元事業主は、無期雇用派遣労働者(労働者派遣法第三十条の二第一項に規定する無期雇用

派遣労働者をいう。以下同じ。)の雇用の安定に留意し、労働者派遣が終了した場合において、
当該労働者派遣の終了のみを理由として当該労働者派遣に係る無期雇用派遣労働者を解雇し
てはならないこと。 

ロ 派遣元事業主は、有期雇用派遣労働者(労働者派遣法第三十条第一項に規定する有期雇用派遣
労働者をいう。以下同じ。)の雇用の安定に留意し、労働者派遣が終了した場合であって、当該
労働者派遣に係る有期雇用派遣労働者との労働契約が継続しているときは、当該労働者派遣の
終了のみを理由として当該有期雇用派遣労働者を解雇してはならないこと。 
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三 適切な苦情の処理 
派遣元事業主は、派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派遣元事業主において苦情の処理を行う

方法、派遣元事業主と派遣先との連携のための体制等を労働者派遣契約において定めること。また、
派遣元管理台帳に苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、苦情の申
出を受け、及び苦情の処理に当たった都度、記載すること。また、派遣労働者から苦情の申出を受
けたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないこと。 

四 労働・社会保険の適用の促進 
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、労働・社会保険の適用手続

を適切に進め、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働
者派遣を行うこと。ただし、新規に雇用する派遣労働者について労働者派遣を行う場合であって、
当該労働者派遣の開始後速やかに労働・社会保険の加入手続を行うときは、この限りでないこと。 

五 派遣先との連絡体制の確立 
派遣元事業主は、派遣先を定期的に巡回すること等により、派遣労働者の就業の状況が労働者派

遣契約の定めに反していないことの確認等を行うとともに、派遣労働者の適正な派遣就業の確保の
ために、きめ細かな情報提供を行う等により、派遣先との連絡調整を的確に行うこと。特に、労働
基準法第三十六条第一項の時間外及び休日の労働に関する協定の内容等派遣労働者の労働時間の枠
組みについては、情報提供を行う等により、派遣先との連絡調整を的確に行うこと。なお、同項の
協定の締結に当たり、労働者の過半数を代表する者の選出を行う場合には、労働基準法施行規則
(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第六条の二の規定に基づき、適正に行うこと。 
また、派遣元事業主は、割増賃金等の計算に当たり、その雇用する派遣労働者の実際の労働時間

等について、派遣先に情報提供を求めること。 
六 派遣労働者に対する就業条件の明示 

派遣元事業主は、モデル就業条件明示書の活用等により、派遣労働者に対し就業条件を明示する
こと。 

七 労働者を新たに派遣労働者とするに当たっての不利益取扱いの禁止 
派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のもの

を新たに労働者派遣の対象としようとする場合であって、当該労働者が同意をしないことを理由と
して、当該労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。 

八 派遣労働者の雇用の安定及び福祉の増進等 
(一) 無期雇用派遣労働者について留意すべき事項 

派遣元事業主は、無期雇用派遣労働者の募集に当たっては、「無期雇用派遣」という文言を使
用すること等により、無期雇用派遣労働者の募集であることを明示しなければならないこと。 

(二) 特定有期雇用派遣労働者等について留意すべき事項 
イ 派遣元事業主が、労働者派遣法第三十条第二項の規定の適用を避けるために、業務上の必要
性等なく同一の派遣労働者に係る派遣先の事業所その他派遣就業の場所(以下「事業所等」とい
う。)における同一の組織単位(労働者派遣法第二十六条第一項第二号に規定する組織単位をい
う。以下同じ。)の業務について継続して労働者派遣に係る労働に従事する期間を三年未満とす
ることは、労働者派遣法第三十条第二項の規定の趣旨に反する脱法的な運用であって、義務違
反と同視できるものであり、厳に避けるべきものであること。 

ロ 派遣元事業主は、労働者派遣法第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する
場合を含む。以下同じ。)の規定により同条第一項の措置(以下「雇用安定措置」という。)を講
ずるに当たっては、当該雇用安定措置の対象となる特定有期雇用派遣労働者等(同条第一項に規
定する特定有期雇用派遣労働者等をいう。以下同じ。)(近い将来に該当する見込みのある者を
含む。)に対し、キャリアコンサルティング(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
第二条第五項に規定するキャリアコンサルティングのうち労働者の職業生活の設計に関する
相談その他の援助を行うことをいう。)や労働契約の更新の際の面談等の機会を利用し、又は電
子メールを活用すること等により、労働者派遣の終了後に継続して就業することの希望の有無
及び希望する雇用安定措置の内容を把握すること。 

ハ 派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、当該雇用安定措置の対象となる特定
有期雇用派遣労働者等の希望する雇用安定措置を講ずるよう努めること。また、派遣元事業主
は、特定有期雇用派遣労働者(労働者派遣法第三十条第一項に規定する特定有期雇用派遣労働者
をいう。)が同項第一号の措置を希望する場合には、派遣先での直接雇用が実現するよう努める
こと。 

ニ 派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、当該雇用安定措置の対象となる特定
有期雇用派遣労働者等の労働者派遣の終了の直前ではなく、早期に当該特定有期雇用派遣労働
者等の希望する雇用安定措置の内容について聴取した上で、十分な時間的余裕をもって当該措
置に着手すること。 

(三) 労働契約法等の適用について留意すべき事項 
イ 派遣元事業主は、派遣労働者についても労働契約法の適用があることに留意すること。 
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三 適切な苦情の処理 
派遣元事業主は、派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派遣元事業主において苦情の処理を行う

方法、派遣元事業主と派遣先との連携のための体制等を労働者派遣契約において定めること。また、
派遣元管理台帳に苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、苦情の申
出を受け、及び苦情の処理に当たった都度、記載すること。また、派遣労働者から苦情の申出を受
けたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないこと。 

四 労働・社会保険の適用の促進 
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、労働・社会保険の適用手続

を適切に進め、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働
者派遣を行うこと。ただし、新規に雇用する派遣労働者について労働者派遣を行う場合であって、
当該労働者派遣の開始後速やかに労働・社会保険の加入手続を行うときは、この限りでないこと。 

五 派遣先との連絡体制の確立 
派遣元事業主は、派遣先を定期的に巡回すること等により、派遣労働者の就業の状況が労働者派

遣契約の定めに反していないことの確認等を行うとともに、派遣労働者の適正な派遣就業の確保の
ために、きめ細かな情報提供を行う等により、派遣先との連絡調整を的確に行うこと。特に、労働
基準法第三十六条第一項の時間外及び休日の労働に関する協定の内容等派遣労働者の労働時間の枠
組みについては、情報提供を行う等により、派遣先との連絡調整を的確に行うこと。なお、同項の
協定の締結に当たり、労働者の過半数を代表する者の選出を行う場合には、労働基準法施行規則
(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第六条の二の規定に基づき、適正に行うこと。 
また、派遣元事業主は、割増賃金等の計算に当たり、その雇用する派遣労働者の実際の労働時間

等について、派遣先に情報提供を求めること。 
六 派遣労働者に対する就業条件の明示 

派遣元事業主は、モデル就業条件明示書の活用等により、派遣労働者に対し就業条件を明示する
こと。 

七 労働者を新たに派遣労働者とするに当たっての不利益取扱いの禁止 
派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のもの

を新たに労働者派遣の対象としようとする場合であって、当該労働者が同意をしないことを理由と
して、当該労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。 

八 派遣労働者の雇用の安定及び福祉の増進等 
(一) 無期雇用派遣労働者について留意すべき事項 

派遣元事業主は、無期雇用派遣労働者の募集に当たっては、「無期雇用派遣」という文言を使
用すること等により、無期雇用派遣労働者の募集であることを明示しなければならないこと。 

(二) 特定有期雇用派遣労働者等について留意すべき事項 
イ 派遣元事業主が、労働者派遣法第三十条第二項の規定の適用を避けるために、業務上の必要
性等なく同一の派遣労働者に係る派遣先の事業所その他派遣就業の場所(以下「事業所等」とい
う。)における同一の組織単位(労働者派遣法第二十六条第一項第二号に規定する組織単位をい
う。以下同じ。)の業務について継続して労働者派遣に係る労働に従事する期間を三年未満とす
ることは、労働者派遣法第三十条第二項の規定の趣旨に反する脱法的な運用であって、義務違
反と同視できるものであり、厳に避けるべきものであること。 

ロ 派遣元事業主は、労働者派遣法第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する
場合を含む。以下同じ。)の規定により同条第一項の措置(以下「雇用安定措置」という。)を講
ずるに当たっては、当該雇用安定措置の対象となる特定有期雇用派遣労働者等(同条第一項に規
定する特定有期雇用派遣労働者等をいう。以下同じ。)(近い将来に該当する見込みのある者を
含む。)に対し、キャリアコンサルティング(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
第二条第五項に規定するキャリアコンサルティングのうち労働者の職業生活の設計に関する
相談その他の援助を行うことをいう。)や労働契約の更新の際の面談等の機会を利用し、又は電
子メールを活用すること等により、労働者派遣の終了後に継続して就業することの希望の有無
及び希望する雇用安定措置の内容を把握すること。 

ハ 派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、当該雇用安定措置の対象となる特定
有期雇用派遣労働者等の希望する雇用安定措置を講ずるよう努めること。また、派遣元事業主
は、特定有期雇用派遣労働者(労働者派遣法第三十条第一項に規定する特定有期雇用派遣労働者
をいう。)が同項第一号の措置を希望する場合には、派遣先での直接雇用が実現するよう努める
こと。 

ニ 派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、当該雇用安定措置の対象となる特定
有期雇用派遣労働者等の労働者派遣の終了の直前ではなく、早期に当該特定有期雇用派遣労働
者等の希望する雇用安定措置の内容について聴取した上で、十分な時間的余裕をもって当該措
置に着手すること。 

(三) 労働契約法等の適用について留意すべき事項 
イ 派遣元事業主は、派遣労働者についても労働契約法の適用があることに留意すること。 
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ロ 派遣元事業主が、その雇用する有期雇用派遣労働者について、当該有期雇用派遣労働者から
の労働契約法第十八条第一項の規定による期間の定めのない労働契約の締結の申込みを妨げる
ために、当該有期雇用派遣労働者に係る期間の定めのある労働契約の更新を拒否し、また、
空白期間(同条第二項に規定する空白期間をいう。)を設けることは、同条の規定の趣旨に反す
る脱法的な運用であること。 

ハ 派遣元事業主は、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五
年法律第七十六号)第八条の規定により、その雇用する有期雇用派遣労働者の通勤手当について、
その雇用する通常の労働者の通勤手当との間において、当該有期雇用派遣労働者及び通常の労
働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該通勤手当
の性質及び当該通勤手当を支給する目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理
と認められる相違を設けてはならないこと。また、派遣元事業主は、同法第九条の規定により、
職務の内容が通常の労働者と同一の有期雇用派遣労働者であって、当該事業所における慣行そ
の他の事情からみて、当該派遣元事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その
職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変
更されることが見込まれるものについては、有期雇用労働者であることを理由として、通勤手
当について差別的取扱いをしてはならないこと。なお、有期雇用派遣労働者の通勤手当につい
ては、当然に労働者派遣法第三十条の三又は第三十条の四第一項の規定の適用があることに留
意すること。  

(四) 派遣労働者等の適性、能力、経験、希望等に適合する就業機会の確保等 
派遣元事業主は、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者(以下「派遣労働者等」という。)

について、当該派遣労働者等の適性、能力、経験等を勘案して、最も適した就業の機会の確保を
図るとともに、就業する期間及び日、就業時間、就業場所、派遣先における就業環境等について
当該派遣労働者等の希望と適合するような就業機会を確保するよう努めなければならないこと。
また、派遣労働者等はその有する知識、技術、経験等を活かして就業機会を得ていることに鑑み、
派遣元事業主は、労働者派遣法第三十条の二の規定による教育訓練等の措置を講じなければなら
ないほか、就業機会と密接に関連する教育訓練の機会を確保するよう努めなければならないこと。 

(五) 派遣労働者に対するキャリアアップ措置 
イ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に対し、労働者派遣法第三十条の二第一項の規定
による教育訓練を実施するに当たっては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者
の保護等に関する法律施行規則第一条の四第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
(平成二十七年厚生労働省告示第三百九十一号)第四号に規定する教育訓練の実施計画(以下「教
育訓練計画」という。)に基づく教育訓練を行わなければならないこと。 

ロ 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、労働契約の締結時まで
に教育訓練計画を説明しなければならないこと。また、派遣元事業主は、当該教育訓練計画に
変更があった場合は、その雇用する派遣労働者に対し、速やかにこれを説明しなければならな
いこと。 

ハ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が教育訓練計画に基づく教育訓練を受講できるよ
う配慮しなければならないこと。特に、教育訓練計画の策定に当たっては、派遣元事業主は、
教育訓練の複数の受講機会を設け、又は開催日時や時間の設定について配慮すること等により、
可能な限り派遣労働者が教育訓練を受講しやすくすることが望ましいこと。 

ニ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者のキャリアアップを図るため、教育訓練計画に基
づく教育訓練を実施するほか、更なる教育訓練を自主的に実施するとともに、当該教育訓練に
係る派遣労働者の費用負担を実費程度とすることで、派遣労働者が教育訓練を受講しやすくす
ることが望ましいこと。 

ホ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者のキャリアアップを図るとともに、その適正な雇
用管理に資するため、当該派遣労働者に係る労働者派遣の期間及び派遣就業をした日、従事し
た業務の種類、労働者派遣法第三十七条第一項第十号に規定する教育訓練を行った日時及びそ
の内容等を記載した書類を保存するよう努めること。 

(六) 労働者派遣に関する料金の額に係る交渉等 
イ 労働者派遣法第三十条の三の規定による措置を講じた結果のみをもって、派遣労働者の賃金
を従前より引き下げるような取扱いは、同条の規定の趣旨を踏まえた対応とはいえないこと。 

ロ 派遣元事業主は、労働者派遣に関する料金の額に係る派遣先との交渉が当該労働者派遣に係
る派遣労働者の待遇の改善にとって極めて重要であることを踏まえつつ、当該交渉に当たるよ
う努めること。 

ハ 派遣元事業主は、労働者派遣に関する料金の額が引き上げられた場合には、可能な限り、当
該労働者派遣に係る派遣労働者の賃金を引き上げるよう努めること。 

(七) 同一の組織単位の業務への労働者派遣 
派遣元事業主が、派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について継続して三年間同

一の派遣労働者に係る労働者派遣を行った場合において、当該派遣労働者が希望していないにも
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かかわらず、当該労働者派遣の終了後三月が経過した後に、当該同一の組織単位の業務について
再度当該派遣労働者を派遣することは、派遣労働者のキャリアアップの観点から望ましくないこ
と。 

(八) 派遣元事業主がその雇用する協定対象派遣労働者(労働者派遣法第三十条の五に規定する協定
対象派遣労働者をいう。以下同じ。)に対して行う安全管理に関する措置及び給付のうち、当該協
定対象派遣労働者の職務の内容に密接に関連するものについては、派遣先に雇用される通常の労
働者との間で不合理と認められる相違等が生じないようにすることが望ましいこと。  

(九) 派遣元事業主は、派遣労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉
に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業から復帰する際には、
当該派遣労働者が就業を継続できるよう、当該派遣労働者の派遣先に係る希望も勘案しつつ、就
業機会の確保に努めるべきであることに留意すること。 

(十) 障害者である派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情の改善を図るた
めの措置 
派遣元事業主は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障

害者雇用促進法」という。)第二条第一号に規定する障害者(以下単に「障害者」という。)である
派遣労働者から派遣先の職場において障害者である派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障
となっている事情の申出があった場合又は派遣先から当該事情に関する苦情があった旨の通知を
受けた場合等において、同法第三十六条の三の規定による措置を講ずるに当たって、当該障害者
である派遣労働者と話合いを行い、派遣元事業主において実施可能な措置を検討するとともに、
必要に応じ、派遣先と協議等を行い、協力を要請すること。  

九 派遣労働者の待遇に関する説明等 
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に対し、労働者派遣法第三十一条の二第四項の規定に

よる説明を行うに当たっては、次の事項に留意すること。 
(一) 派遣労働者(協定対象派遣労働者を除く。以下この(一)及び(二)において同じ。)に対する説明
の内容 
イ 派遣元事業主は、労働者派遣法第二十六条第七項及び第十項並びに第四十条第五項の規定に
より提供を受けた情報(十一及び十二において「待遇等に関する情報」という。)に基づき、派
遣労働者と比較対象労働者(労働者派遣法第二十六条第八項に規定する比較対象労働者をいう。
以下この九において同じ。)との間の待遇の相違の内容及び理由について説明すること。 

ロ 派遣元事業主は、派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容として、次の(イ)
及び(ロ)に掲げる事項を説明すること。 
(イ) 派遣労働者及び比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項の
相違の有無 

(ロ) 次の(i)又は(ii)に掲げる事項 
(i) 派遣労働者及び比較対象労働者の待遇の個別具体的な内容 
(ii) 派遣労働者及び比較対象労働者の待遇に関する基準 

ハ 派遣元事業主は、派遣労働者及び比較対象労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更
の範囲その他の事情のうち、待遇の性質及び待遇を行う目的に照らして適切と認められるもの
に基づき、待遇の相違の理由を説明すること。 

(二) 協定対象派遣労働者に対する説明の内容 
イ 派遣元事業主は、協定対象派遣労働者の賃金が労働者派遣法第三十条の四第一項第二号に掲
げる事項であって同項の協定で定めたもの及び同項第三号に関する当該協定の定めによる公
正な評価に基づき決定されていることについて説明すること。 

ロ 派遣元事業主は、協定対象派遣労働者の待遇(賃金、労働者派遣法第四十条第二項の教育訓練
及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 (昭和
六十一年労働省令第二十号)第三十二条の三各号に掲げる福利厚生施設を除く。)が労働者派遣
法第三十条の四第一項第四号に基づき決定されていること等について、派遣労働者に対する説
明の内容に準じて説明すること。 

(三) 派遣労働者に対する説明の方法 
派遣元事業主は、派遣労働者が説明の内容を理解することができるよう、資料を活用し、口頭

により説明することを基本とすること。ただし、説明すべき事項を全て記載した派遣労働者が容
易に理解できる内容の資料を用いる場合には、当該資料を交付する等の方法でも差し支えないこ
と。 

(四) 比較対象労働者との間の待遇の相違の内容等に変更があったときの情報提供 
派遣元事業主は、派遣労働者から求めがない場合でも、当該派遣労働者に対し、比較対象労働

者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに労働者派遣法第三十条の三から第三十条の六まで
の規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事
項に変更があったときは、その内容を情報提供することが望ましいこと。 

十 関係法令の関係者への周知 
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かかわらず、当該労働者派遣の終了後三月が経過した後に、当該同一の組織単位の業務について
再度当該派遣労働者を派遣することは、派遣労働者のキャリアアップの観点から望ましくないこ
と。 

(八) 派遣元事業主がその雇用する協定対象派遣労働者(労働者派遣法第三十条の五に規定する協定
対象派遣労働者をいう。以下同じ。)に対して行う安全管理に関する措置及び給付のうち、当該協
定対象派遣労働者の職務の内容に密接に関連するものについては、派遣先に雇用される通常の労
働者との間で不合理と認められる相違等が生じないようにすることが望ましいこと。  

(九) 派遣元事業主は、派遣労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉
に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業から復帰する際には、
当該派遣労働者が就業を継続できるよう、当該派遣労働者の派遣先に係る希望も勘案しつつ、就
業機会の確保に努めるべきであることに留意すること。 

(十) 障害者である派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情の改善を図るた
めの措置 
派遣元事業主は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障
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以下この九において同じ。)との間の待遇の相違の内容及び理由について説明すること。 

ロ 派遣元事業主は、派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容として、次の(イ)
及び(ロ)に掲げる事項を説明すること。 
(イ) 派遣労働者及び比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項の
相違の有無 
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ハ 派遣元事業主は、派遣労働者及び比較対象労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更
の範囲その他の事情のうち、待遇の性質及び待遇を行う目的に照らして適切と認められるもの
に基づき、待遇の相違の理由を説明すること。 

(二) 協定対象派遣労働者に対する説明の内容 
イ 派遣元事業主は、協定対象派遣労働者の賃金が労働者派遣法第三十条の四第一項第二号に掲
げる事項であって同項の協定で定めたもの及び同項第三号に関する当該協定の定めによる公
正な評価に基づき決定されていることについて説明すること。 

ロ 派遣元事業主は、協定対象派遣労働者の待遇(賃金、労働者派遣法第四十条第二項の教育訓練
及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 (昭和
六十一年労働省令第二十号)第三十二条の三各号に掲げる福利厚生施設を除く。)が労働者派遣
法第三十条の四第一項第四号に基づき決定されていること等について、派遣労働者に対する説
明の内容に準じて説明すること。 

(三) 派遣労働者に対する説明の方法 
派遣元事業主は、派遣労働者が説明の内容を理解することができるよう、資料を活用し、口頭

により説明することを基本とすること。ただし、説明すべき事項を全て記載した派遣労働者が容
易に理解できる内容の資料を用いる場合には、当該資料を交付する等の方法でも差し支えないこ
と。 

(四) 比較対象労働者との間の待遇の相違の内容等に変更があったときの情報提供 
派遣元事業主は、派遣労働者から求めがない場合でも、当該派遣労働者に対し、比較対象労働

者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに労働者派遣法第三十条の三から第三十条の六まで
の規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事
項に変更があったときは、その内容を情報提供することが望ましいこと。 

十 関係法令の関係者への周知 
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派遣元事業主は、労働者派遣法の規定による派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置の内容並び
に労働者派遣法第三章第四節に規定する労働基準法等の適用に関する特例等関係法令の関係者へ
の周知の徹底を図るために、説明会等の実施、文書の配布等の措置を講ずること。 

十一 個人情報等の保護 
(一) 個人情報の収集、保管及び使用 
イ 派遣元事業主は、派遣労働者となろうとする者を登録する際には当該労働者の希望、能力及
び経験に応じた就業の機会の確保を図る目的の範囲内で、派遣労働者として雇用し労働者派遣
を行う際には当該派遣労働者の適正な雇用管理を行う目的の範囲内で、派遣労働者等の個人情
報(以下この(一)、(二)及び(四)において単に「個人情報」という。)を収集することとし、次に
掲げる個人情報を収集してはならないこと。ただし、特別な業務上の必要性が存在することそ
の他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの
限りでないこと。 
(イ) 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれの
ある事項 

(ロ) 思想及び信条 
(ハ) 労働組合への加入状況 

ロ 派遣元事業主は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で
本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならないこと。 

ハ 派遣元事業主は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校若しくは義務教育学校の新規卒
業予定者であって派遣労働者となろうとする者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定
局長の定める書類によりその提出を求めること。 

ニ 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。このため、例えば、待遇等に
関する情報のうち個人情報に該当するものの保管又は使用は、労働者派遣法第三十条の二、第
三十条の三、第三十条の四第一項、第三十条の五及び第三十一条の二第四項の規定による待遇
の確保等という目的((四)において「待遇の確保等の目的」という。)の範囲に限られること。な
お、派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際には、労働者派遣事業制度の性質上、派遣元
事業主が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第三十五条第
一項各号に掲げる派遣先に通知しなければならない事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能
力に関する情報に限られるものであること。ただし、他の保管若しくは使用の目的を示して本
人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りでないこと。 

(二) 適正管理 
イ 派遣元事業主は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次に掲げる措置を適切に講ずる
とともに、派遣労働者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないこと。 
(イ) 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置 
(ロ) 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置 
(ハ) 正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置 
(ニ) 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置 

ロ 派遣元事業主が、派遣労働者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情
報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないこと。 

ハ 派遣元事業主は、次に掲げる事項を含む個人情報適正の管理規程を作成し、これを遵守しな
ければならないこと。 
(イ) 個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項 
(ロ) 個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項 
(ハ) 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む。以下同じ。)の取扱いに
関する事項 

(ニ) 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項 
ニ 派遣元事業主は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、当該本人
に対して不利益な取扱いをしてはならないこと。 

(三) 個人情報の保護に関する法律の遵守等 
(一)及び(二)に定めるもののほか、派遣元事業主は、個人情報の保護に関する法律第十六条第二

項に規定する個人情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者」という。)に該当する場合には、
同法第四章第二節に規定する義務を遵守しなければならないこと。また、個人情報取扱事業者に
該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努
めること。 

(四) 待遇等に関する情報のうち個人情報に該当しないものの保管及び使用 
派遣元事業主は、待遇等に関する情報のうち個人情報に該当しないものの保管又は使用を待遇

の確保等の目的の範囲に限定する等適切に対応すること。 
十二 秘密の保持 

待遇等に関する情報は、労働者派遣法第二十四条の四の秘密を守る義務の対象となるものである

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

141



142

派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

こと。 
十三 派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等 

(一) 派遣元事業主は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣先による派遣労働者を特定することを目
的とする行為に協力してはならないこと。なお、派遣労働者等が、自らの判断の下に派遣就業開
始前の事業所訪問若しくは履歴書の送付又は派遣就業期間中の履歴書の送付を行うことは、派遣
先によって派遣労働者を特定することを目的とする行為が行われたことには該当せず、実施可能
であるが、派遣元事業主は、派遣労働者等に対してこれらの行為を求めないこととする等、派遣
労働者を特定することを目的とする行為への協力の禁止に触れないよう十分留意すること。 

(二) 派遣元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに当たっては、職業安定法第三
条の規定を遵守するとともに、派遣労働者の性別を労働者派遣契約に記載し、かつ、これに基づ
き当該派遣労働者を当該派遣先に派遣してはならないこと。 

(三) 派遣元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに当たっては、派遣元事業主が
当該派遣先の指揮命令の下に就業させようとする労働者について、障害者であることを理由とし
て、障害者を排除し、又はその条件を障害者に対してのみ不利なものとしてはならず、かつ、こ
れに基づき障害者でない派遣労働者を当該派遣先に派遣してはならないこと。 

十四 安全衛生に係る措置 
派遣元事業主は、派遣労働者に対する雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育を適切に行え

るよう、当該派遣労働者が従事する業務に係る情報を派遣先から入手すること、健康診断等の結果
に基づく就業上の措置を講ずるに当たって、派遣先の協力が必要な場合には、派遣先に対して、当
該措置の実施に協力するよう要請すること等、派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するため、
派遣先と必要な連絡調整等を行うこと。 

十五 紹介予定派遣 
(一) 紹介予定派遣を受け入れる期間 

派遣元事業主は、紹介予定派遣を行うに当たっては、六箇月を超えて、同一の派遣労働者の労
働者派遣を行わないこと。 

(二) 派遣先が職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示 
派遣元事業主は、紹介予定派遣を行った派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合

又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣労働者の求めに応じ、派遣先
に対し、それぞれその理由を書面、ファクシミリ又は電子メールその他のその受信をする者を特
定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)
第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この(二)において「電子メール等」という。)(当該
派遣元事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるもの
に限る。)により明示するよう求めること。また、派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対
して書面、ファクシミリ又は電子メール等(当該派遣労働者が当該電子メール等の記録を出力する
ことにより書面を作成することができるものに限る。)(ファクシミリ又は電子メール等による場
合にあっては、当該派遣労働者が希望した場合に限る。)により明示すること。  

(三) 派遣元事業主は、派遣先が障害者に対し、面接その他紹介予定派遣に係る派遣労働者を特定
することを目的とする行為を行う場合に、障害者雇用促進法第三十六条の二又は第三十六条の三
の規定による措置を講ずるに当たっては、障害者と話合いを行い、派遣元事業主において実施可
能な措置を検討するとともに、必要に応じ、派遣先と協議等を行い、協力を要請すること。 

十六 情報の提供 
派遣元事業主は、派遣労働者及び派遣先が良質な派遣元事業主を適切に選択できるよう、労働者

派遣の実績、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した
額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合、教育訓練に関する事項、労働者
派遣法第三十条の四第一項の協定を締結しているか否かの別並びに当該協定を締結している場合に
おける協定対象派遣労働者の範囲及び当該協定の有効期間の終期等の情報提供に当たっては、常時
インターネットの利用により、広く関係者、とりわけ派遣労働者に必要な情報を提供することを原
則とすること。また、労働者派遣の期間の区分ごとの雇用安定措置を講じた人数等の実績及び教育
訓練計画については、インターネットの利用その他の適切な方法により関係者に対し情報提供する
ことが望ましいこと。  
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こと。 
十三 派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等 

(一) 派遣元事業主は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣先による派遣労働者を特定することを目
的とする行為に協力してはならないこと。なお、派遣労働者等が、自らの判断の下に派遣就業開
始前の事業所訪問若しくは履歴書の送付又は派遣就業期間中の履歴書の送付を行うことは、派遣
先によって派遣労働者を特定することを目的とする行為が行われたことには該当せず、実施可能
であるが、派遣元事業主は、派遣労働者等に対してこれらの行為を求めないこととする等、派遣
労働者を特定することを目的とする行為への協力の禁止に触れないよう十分留意すること。 

(二) 派遣元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに当たっては、職業安定法第三
条の規定を遵守するとともに、派遣労働者の性別を労働者派遣契約に記載し、かつ、これに基づ
き当該派遣労働者を当該派遣先に派遣してはならないこと。 

(三) 派遣元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに当たっては、派遣元事業主が
当該派遣先の指揮命令の下に就業させようとする労働者について、障害者であることを理由とし
て、障害者を排除し、又はその条件を障害者に対してのみ不利なものとしてはならず、かつ、こ
れに基づき障害者でない派遣労働者を当該派遣先に派遣してはならないこと。 

十四 安全衛生に係る措置 
派遣元事業主は、派遣労働者に対する雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育を適切に行え

るよう、当該派遣労働者が従事する業務に係る情報を派遣先から入手すること、健康診断等の結果
に基づく就業上の措置を講ずるに当たって、派遣先の協力が必要な場合には、派遣先に対して、当
該措置の実施に協力するよう要請すること等、派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するため、
派遣先と必要な連絡調整等を行うこと。 

十五 紹介予定派遣 
(一) 紹介予定派遣を受け入れる期間 

派遣元事業主は、紹介予定派遣を行うに当たっては、六箇月を超えて、同一の派遣労働者の労
働者派遣を行わないこと。 

(二) 派遣先が職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示 
派遣元事業主は、紹介予定派遣を行った派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合

又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣労働者の求めに応じ、派遣先
に対し、それぞれその理由を書面、ファクシミリ又は電子メールその他のその受信をする者を特
定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)
第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この(二)において「電子メール等」という。)(当該
派遣元事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるもの
に限る。)により明示するよう求めること。また、派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対
して書面、ファクシミリ又は電子メール等(当該派遣労働者が当該電子メール等の記録を出力する
ことにより書面を作成することができるものに限る。)(ファクシミリ又は電子メール等による場
合にあっては、当該派遣労働者が希望した場合に限る。)により明示すること。  

(三) 派遣元事業主は、派遣先が障害者に対し、面接その他紹介予定派遣に係る派遣労働者を特定
することを目的とする行為を行う場合に、障害者雇用促進法第三十六条の二又は第三十六条の三
の規定による措置を講ずるに当たっては、障害者と話合いを行い、派遣元事業主において実施可
能な措置を検討するとともに、必要に応じ、派遣先と協議等を行い、協力を要請すること。 

十六 情報の提供 
派遣元事業主は、派遣労働者及び派遣先が良質な派遣元事業主を適切に選択できるよう、労働者

派遣の実績、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した
額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合、教育訓練に関する事項、労働者
派遣法第三十条の四第一項の協定を締結しているか否かの別並びに当該協定を締結している場合に
おける協定対象派遣労働者の範囲及び当該協定の有効期間の終期等の情報提供に当たっては、常時
インターネットの利用により、広く関係者、とりわけ派遣労働者に必要な情報を提供することを原
則とすること。また、労働者派遣の期間の区分ごとの雇用安定措置を講じた人数等の実績及び教育
訓練計画については、インターネットの利用その他の適切な方法により関係者に対し情報提供する
ことが望ましいこと。  
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派遣先が講ずべき措置に関する指針 
(平成十一年十一月十七日 労働省告示第百三十八号) 

(最終改正 令和二年一〇月九日厚生労働省告示第三四六号) 
第一 趣旨 

この指針は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働
者派遣法」という。)第三章第一節及び第三節の規定により派遣先が講ずべき措置に関して、その適切
かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。 

第二 派遣先が講ずべき措置 
一 労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認 

派遣先は、労働者派遣契約の締結の申込みを行うに際しては、就業中の派遣労働者を直接指揮命
令することが見込まれる者から、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該業務を遂行する
ために必要とされる知識、技術又は経験の水準その他労働者派遣契約の締結に際し定めるべき就業
条件の内容を十分に確認すること。 

二 労働者派遣契約に定める就業条件の確保 
派遣先は、労働者派遣契約を円滑かつ的確に履行するため、次に掲げる措置その他派遣先の実態

に即した適切な措置を講ずること。 
(一) 就業条件の周知徹底 

労働者派遣契約で定められた就業条件について、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する
職務上の地位にある者その他の関係者に当該就業条件を記載した書面を交付し、又は就業場所に
掲示する等により、周知の徹底を図ること。 

(二) 就業場所の巡回 
定期的に派遣労働者の就業場所を巡回し、当該派遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約に反

していないことを確認すること。 
(三) 就業状況の報告 

派遣労働者を直接指揮命令する者から、定期的に当該派遣労働者の就業の状況について報告を
求めること。 

(四) 労働者派遣契約の内容の遵守に係る指導 
派遣労働者を直接指揮命令する者に対し、労働者派遣契約の内容に違反することとなる業務上

の指示を行わないようにすること等の指導を徹底すること。 
三 派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止 

派遣先は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣元事業主が当該派遣先の指揮命令の下に就業させよ
うとする労働者について、労働者派遣に先立って面接すること、派遣先に対して当該労働者に係る
履歴書を送付させることのほか、若年者に限ることとすること等派遣労働者を特定することを目的
とする行為を行わないこと。なお、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、自らの判断の
下に派遣就業開始前の事業所訪問若しくは履歴書の送付又は派遣就業期間中の履歴書の送付を行う
ことは、派遣先によって派遣労働者を特定することを目的とする行為が行われたことには該当せず、
実施可能であるが、派遣先は、派遣元事業主又は派遣労働者若しくは派遣労働者となろうとする者
に対してこれらの行為を求めないこととする等、派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁
止に触れないよう十分留意すること。  

四 性別による差別及び障害者であることを理由とする不当な差別的取扱いの禁止 
(一) 性別による差別の禁止 

派遣先は、派遣元事業主との間で労働者派遣契約を締結するに当たっては、当該労働者派遣契
約に派遣労働者の性別を記載してはならないこと。 

(二) 障害者であることを理由とする不当な差別的取扱いの禁止 
派遣先は、派遣元事業主との間で労働者派遣契約を締結するに当たっては、派遣元事業主が当

該派遣先の指揮命令の下に就業させようとする労働者について、障害者の雇用の促進等に関する
法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第二条第一号に規定
する障害者(以下単に「障害者」という。)であることを理由として、障害者を排除し、又はその
条件を障害者に対してのみ不利なものとしてはならないこと。 

五 労働者派遣契約の定めに違反する事実を知った場合の是正措置等 
派遣先は、労働者派遣契約の定めに反する事実を知った場合には、これを早急に是正するととも

に、労働者派遣契約の定めに反する行為を行った者及び派遣先責任者に対し労働者派遣契約を遵守
させるために必要な措置を講ずること、派遣元事業主と十分に協議した上で損害賠償等の善後処理
方策を講ずること等適切な措置を講ずること。 

六 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 
(一) 労働者派遣契約の締結に当たって講ずべき措置 
イ 派遣先は、労働者派遣契約の締結に当たって、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣
契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣先は派遣
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労働者の新たな就業機会の確保を図ること及びこれができないときには少なくとも当該労働者
派遣契約の解除に伴い当該派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること
等を余儀なくされることにより生ずる損害である休業手当、解雇予告手当等に相当する額以上
の額について損害の賠償を行うことを定めなければならないこと。また、労働者派遣の期間を
定めるに当たっては、派遣元事業主と協力しつつ、当該派遣先において労働者派遣の役務の提
供を受けようとする期間を勘案して可能な限り長く定める等、派遣労働者の雇用の安定を図る
ために必要な配慮をするよう努めること。  

ロ 派遣先は、労働者派遣契約の締結に当たって、労働者派遣の終了後に当該労働者派遣に係る
派遣労働者を雇用する場合に、当該雇用が円滑に行われるよう、派遣元事業主の求めに応じ、
派遣先が当該労働者派遣の終了後に当該派遣労働者を雇用する意思がある場合には、当該意思
を事前に派遣元事業主に示すこと、派遣元事業主が職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一
号)その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合
には、派遣先は職業紹介により当該派遣労働者を雇用し、派遣元事業主に当該職業紹介に係る
手数料を支払うこと等を定め、これらの措置を適切に講ずること。 

(二) 労働者派遣契約の解除の事前の申入れ 
派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除

を行おうとする場合には、派遣元事業主の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期
間をもって派遣元事業主に解除の申入れを行うこと。 

(三) 派遣先における就業機会の確保 
派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事

由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該派遣先の関連会社での就業をあっせ
んする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。 

(四) 損害賠償等に係る適切な措置 
派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者

派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、
これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い当該派遣元事業主が当該
労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償
を行わなければならないこと。例えば、当該派遣元事業主が当該派遣労働者を休業させる場合は
休業手当に相当する額以上の額について、当該派遣元事業主がやむを得ない事由により当該派遣
労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかった
ことにより当該派遣元事業主が解雇の予告をしないときは三十日分以上、当該予告をした日から
解雇の日までの期間が三十日に満たないときは当該解雇の日の三十日前の日から当該予告の日ま
での日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこと。
その他派遣先は派遣元事業主と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずること。また、派
遣元事業主及び派遣先の双方の責に帰すべき事由がある場合には、派遣元事業主及び派遣先のそ
れぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮すること。  

(五) 労働者派遣契約の解除の理由の明示 
派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行う場合であっ

て、派遣元事業主から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を当該派遣元事
業主に対し明らかにすること。 

七 適切な苦情の処理 
(一) 適切かつ迅速な処理を図るべき苦情 

派遣先が適切かつ迅速な処理を図るべき苦情には、セクシュアルハラスメント、妊娠、出産等
に関するハラスメント、育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメント、障害者である
派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情に関するもの等が含まれることに
留意すること。  

(二) 苦情の処理を行う際の留意点等 
派遣先は、派遣労働者の苦情の処理を行うに際しては、派遣先の労働組合法(昭和二十四年法律

第百七十四号)上の使用者性に関する代表的な裁判例や中央労働委員会の命令に留意し、特に、労
働者派遣法第四十四条の規定により派遣先の事業を派遣中の労働者を使用する事業と、労働者派
遣法第四十五条及び第四十六条の規定により派遣先の事業を行う者を派遣中の労働者を使用す
る事業者と、労働者派遣法第四十七条の二から第四十七条の四までの規定により労働者派遣の役
務の提供を受ける者を派遣労働者を雇用する事業主とみなして労働関係法令を適用する事項に関
する苦情については、誠実かつ主体的に対応しなければならないこと。また、派遣先は、派遣労
働者の苦情の申出を受ける者、派遣先において苦情の処理を行う方法、派遣元事業主と派遣先と
の連携のための体制等を労働者派遣契約において定めるとともに、派遣労働者の受入れに際し、
説明会等を実施して、その内容を派遣労働者に説明すること。さらに、派遣先管理台帳に苦情の
申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、苦情の申出を受け、及び苦情の
処理に当たった都度、記載するとともに、その内容を派遣元事業主に通知すること。また、派遣
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労働者の新たな就業機会の確保を図ること及びこれができないときには少なくとも当該労働者
派遣契約の解除に伴い当該派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること
等を余儀なくされることにより生ずる損害である休業手当、解雇予告手当等に相当する額以上
の額について損害の賠償を行うことを定めなければならないこと。また、労働者派遣の期間を
定めるに当たっては、派遣元事業主と協力しつつ、当該派遣先において労働者派遣の役務の提
供を受けようとする期間を勘案して可能な限り長く定める等、派遣労働者の雇用の安定を図る
ために必要な配慮をするよう努めること。  

ロ 派遣先は、労働者派遣契約の締結に当たって、労働者派遣の終了後に当該労働者派遣に係る
派遣労働者を雇用する場合に、当該雇用が円滑に行われるよう、派遣元事業主の求めに応じ、
派遣先が当該労働者派遣の終了後に当該派遣労働者を雇用する意思がある場合には、当該意思
を事前に派遣元事業主に示すこと、派遣元事業主が職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一
号)その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合
には、派遣先は職業紹介により当該派遣労働者を雇用し、派遣元事業主に当該職業紹介に係る
手数料を支払うこと等を定め、これらの措置を適切に講ずること。 

(二) 労働者派遣契約の解除の事前の申入れ 
派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除

を行おうとする場合には、派遣元事業主の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期
間をもって派遣元事業主に解除の申入れを行うこと。 

(三) 派遣先における就業機会の確保 
派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事

由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該派遣先の関連会社での就業をあっせ
んする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。 

(四) 損害賠償等に係る適切な措置 
派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者

派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、
これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い当該派遣元事業主が当該
労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償
を行わなければならないこと。例えば、当該派遣元事業主が当該派遣労働者を休業させる場合は
休業手当に相当する額以上の額について、当該派遣元事業主がやむを得ない事由により当該派遣
労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかった
ことにより当該派遣元事業主が解雇の予告をしないときは三十日分以上、当該予告をした日から
解雇の日までの期間が三十日に満たないときは当該解雇の日の三十日前の日から当該予告の日ま
での日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこと。
その他派遣先は派遣元事業主と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずること。また、派
遣元事業主及び派遣先の双方の責に帰すべき事由がある場合には、派遣元事業主及び派遣先のそ
れぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮すること。  

(五) 労働者派遣契約の解除の理由の明示 
派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行う場合であっ

て、派遣元事業主から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を当該派遣元事
業主に対し明らかにすること。 

七 適切な苦情の処理 
(一) 適切かつ迅速な処理を図るべき苦情 

派遣先が適切かつ迅速な処理を図るべき苦情には、セクシュアルハラスメント、妊娠、出産等
に関するハラスメント、育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメント、障害者である
派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情に関するもの等が含まれることに
留意すること。  

(二) 苦情の処理を行う際の留意点等 
派遣先は、派遣労働者の苦情の処理を行うに際しては、派遣先の労働組合法(昭和二十四年法律

第百七十四号)上の使用者性に関する代表的な裁判例や中央労働委員会の命令に留意し、特に、労
働者派遣法第四十四条の規定により派遣先の事業を派遣中の労働者を使用する事業と、労働者派
遣法第四十五条及び第四十六条の規定により派遣先の事業を行う者を派遣中の労働者を使用す
る事業者と、労働者派遣法第四十七条の二から第四十七条の四までの規定により労働者派遣の役
務の提供を受ける者を派遣労働者を雇用する事業主とみなして労働関係法令を適用する事項に関
する苦情については、誠実かつ主体的に対応しなければならないこと。また、派遣先は、派遣労
働者の苦情の申出を受ける者、派遣先において苦情の処理を行う方法、派遣元事業主と派遣先と
の連携のための体制等を労働者派遣契約において定めるとともに、派遣労働者の受入れに際し、
説明会等を実施して、その内容を派遣労働者に説明すること。さらに、派遣先管理台帳に苦情の
申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、苦情の申出を受け、及び苦情の
処理に当たった都度、記載するとともに、その内容を派遣元事業主に通知すること。また、派遣
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労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをし
てはならないこと。 

八 労働・社会保険の適用の促進 
派遣先は、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、労働・社会保険に加入

している派遣労働者(派遣元事業主が新規に雇用した派遣労働者であって、当該派遣先への労働者派
遣の開始後速やかに労働・社会保険への加入手続が行われるものを含む。)を受け入れるべきであり、
派遣元事業主から派遣労働者が労働・社会保険に加入していない理由の通知を受けた場合において、
当該理由が適正でないと考えられる場合には、派遣元事業主に対し、当該派遣労働者を労働・社会
保険に加入させてから派遣するよう求めること。 

九 適正な派遣就業の確保 
(一) 適切な就業環境の維持、福利厚生等 

派遣先は、その指揮命令の下に労働させている派遣労働者について、派遣就業が適正かつ円滑
に行われるようにするため、労働者派遣法第四十条第一項から第三項までに定めるもののほか、
セクシュアルハラスメントの防止等適切な就業環境の維持並びに派遣先が設置及び運営し、その
雇用する労働者が通常利用している物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、
講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設等の施設の利用に関する便宜の供与の措置を講ずるよ
うに配慮しなければならないこと。また、派遣先は、労働者派遣法第四十条第五項の規定に基づ
き、派遣元事業主の求めに応じ、当該派遣先に雇用される労働者の賃金、教育訓練、福利厚生等
の実状をより的確に把握するために必要な情報を派遣元事業主に提供するとともに、派遣元事業
主が当該派遣労働者の職務の成果等に応じた適切な賃金を決定できるよう、派遣元事業主からの
求めに応じ、当該派遣労働者の職務の評価等に協力をするように配慮しなければならないこと。 

(二) 労働者派遣に関する料金の額 
イ 派遣先は、労働者派遣法第二十六条第十一項の規定により、労働者派遣に関する料金の額に
ついて、派遣元事業主が、労働者派遣法第三十条の四第一項の協定に係る労働者派遣以外の労
働者派遣にあっては労働者派遣法第三十条の三の規定、同項の協定に係る労働者派遣にあって
は同項第二号から第五号までに掲げる事項に関する協定の定めを遵守することができるものと
なるように配慮しなければならないこととされているが、当該配慮は、労働者派遣契約の締結
又は更新の時だけではなく、当該締結又は更新がなされた後にも求められるものであること。  

ロ 派遣先は、労働者派遣に関する料金の額の決定に当たっては、その指揮命令の下に労働させ
る派遣労働者の就業の実態、労働市場の状況、当該派遣労働者が従事する業務の内容及び当該
業務に伴う責任の程度並びに当該派遣労働者に要求する技術水準の変化等を勘案するよう努め
なければならないこと。  

(三) 教育訓練・能力開発 
派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対して労働者派遣法第四十条第二項の

規定による教育訓練を実施する等必要な措置を講ずるほか、派遣元事業主が労働者派遣法第三十
条の二第一項の規定による教育訓練を実施するに当たり、派遣元事業主から求めがあったときは、
派遣元事業主と協議等を行い、派遣労働者が当該教育訓練を受講できるよう可能な限り協力する
とともに、必要に応じた当該教育訓練に係る便宜を図るよう努めなければならないこと。派遣元
事業主が行うその他の教育訓練、派遣労働者の自主的な能力開発等についても同様とすること。 

(四) 障害者である派遣労働者の適正な就業の確保 
① 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対する教育訓練及び福利厚生の実施
について、派遣労働者が障害者であることを理由として、障害者でない派遣労働者と不当な差
別的取扱いをしてはならないこと。 

② 派遣先は、労働者派遣契約に基づき派遣された労働者について、派遣元事業主が障害者雇用
促進法第三十六条の三の規定による措置を講ずるため、派遣元事業主から求めがあったときは、
派遣元事業主と協議等を行い、可能な限り協力するよう努めなければならないこと。 

十 関係法令の関係者への周知 
派遣先は、労働者派遣法の規定により派遣先が講ずべき措置の内容及び労働者派遣法第三章第四

節に規定する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)等の適用に関する特例等関係法令の関係者
への周知の徹底を図るために、説明会等の実施、文書の配布等の措置を講ずること。 

十一 派遣元事業主との労働時間等に係る連絡体制の確立 
派遣先は、派遣元事業主の事業場で締結される労働基準法第三十六条第一項の時間外及び休日の

労働に関する協定の内容等派遣労働者の労働時間の枠組みについて派遣元事業主に情報提供を求め
る等により、派遣元事業主との連絡調整を的確に行うこと。  
また、労働者派遣法第四十二条第一項及び第三項において、派遣先は派遣先管理台帳に派遣就業

をした日ごとの始業及び終業時刻並びに休憩時間等を記載し、これを派遣元事業主に通知しなけれ
ばならないとされており、派遣先は、適正に把握した実際の労働時間等について、派遣元事業主に
正確に情報提供すること。 

十二 派遣労働者に対する説明会等の実施 
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派遣先は、派遣労働者の受入れに際し、説明会等を実施し、派遣労働者が利用できる派遣先の各
種の福利厚生に関する措置の内容についての説明、派遣労働者が円滑かつ的確に就業するために必
要な、派遣労働者を直接指揮命令する者以外の派遣先の労働者との業務上の関係についての説明及
び職場生活上留意を要する事項についての助言等を行うこと。 

十三 派遣先責任者の適切な選任及び適切な業務の遂行 
派遣先は、派遣先責任者の選任に当たっては、労働関係法令に関する知識を有する者であること、

人事・労務管理等について専門的な知識又は相当期間の経験を有する者であること、派遣労働者の
就業に係る事項に関する一定の決定、変更を行い得る権限を有する者であること等派遣先責任者の
職務を的確に遂行することができる者を選任するよう努めること。 

十四 労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用 
派遣先は、労働者派遣法第四十条の二及び第四十条の三の規定に基づき派遣労働者による常用労

働者の代替及び派遣就業を望まない派遣労働者が派遣就業に固定化されることの防止を図るため、
次に掲げる基準に従い、事業所その他派遣就業の場所(以下「事業所等」という。)ごとの業務につ
いて、派遣元事業主から労働者派遣法第四十条の二第二項の派遣可能期間を超える期間継続して労
働者派遣(同条第一項各号のいずれかに該当するものを除く。以下この十四において同じ。)の役務
の提供を受けてはならず、また、事業所等における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主か
ら三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない
こと。  
(一) 事業所等については、工場、事務所、店舗等、場所的に他の事業所その他の場所から独立し
ていること、経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性
を有すること、一定期間継続し、施設としての持続性を有すること等の観点から実態に即して判
断すること。 

(二) 事業所等における組織単位については、労働者派遣法第四十条の三の労働者派遣の役務の提
供を受ける期間の制限の目的が、派遣労働者がその組織単位の業務に長期間にわたって従事する
ことによって派遣就業を望まない派遣労働者が派遣就業に固定化されることを防止することにあ
ることに留意しつつ判断すること。すなわち、課、グループ等の業務としての類似性や関連性が
ある組織であり、かつ、その組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有するもので
あって、派遣先における組織の最小単位よりも一般に大きな単位を想定しており、名称にとらわ
れることなく実態により判断すべきものであること。ただし、小規模の事業所等においては、
組織単位と組織の最小単位が一致する場合もあることに留意すること。 

(三) 派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けていた当該派遣先の事業所等ごとの業務について、
新たに労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、当該新たな労働者派遣の開始と当該新たな労
働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労働者派遣の終了との間の期間が三月を超えな
い場合には、当該派遣先は、当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労働
者派遣から継続して労働者派遣の役務の提供を受けているものとみなすこと。  

(四) 派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けていた当該派遣先の事業所等における組織単位ご
との業務について、同一の派遣労働者に係る新たな労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、
当該新たな労働者派遣の開始と当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労
働者派遣の終了との間の期間が三月を超えない場合には、当該派遣先は、当該新たな労働者派遣
の役務の受入れの直前に受け入れていた労働者派遣から継続して労働者派遣の役務の提供を受け
ているものとみなすこと。  

(五) 派遣先は、当該派遣先の事業所等ごとの業務について派遣元事業主から三年間継続して労働
者派遣の役務の提供を受けている場合において、派遣可能期間の延長に係る手続を回避すること
を目的として、当該労働者派遣の終了後三月が経過した後に再度当該労働者派遣の役務の提供を
受けるような、実質的に派遣労働者の受入れを継続する行為は、同項の規定の趣旨に反するもの
であること。 

十五 派遣可能期間の延長に係る意見聴取の適切かつ確実な実施 
(一) 意見聴取に当たっての情報提供 

派遣先は、労働者派遣法第四十条の二第四項の規定に基づき、過半数労働組合等(同項に規定す
る過半数労働組合等をいう。以下同じ。)に対し、派遣可能期間を延長しようとする際に意見を聴
くに当たっては、当該派遣先の事業所等ごとの業務について、当該業務に係る労働者派遣の役務
の提供の開始時(派遣可能期間を延長した場合には、当該延長時)から当該業務に従事した派遣労
働者の数及び当該派遣先に期間を定めないで雇用される労働者の数の推移に関する資料等、意見
聴取の際に過半数労働組合等が意見を述べるに当たり参考となる資料を過半数労働組合等に提供
するものとすること。また、派遣先は、意見聴取の実効性を高める観点から、過半数労働組合等
からの求めに応じ、当該派遣先の部署ごとの派遣労働者の数、各々の派遣労働者に係る労働者派
遣の役務の提供を受けた期間等に係る情報を提供することが望ましいこと。  

(二) 十分な考慮期間の設定 
派遣先は、過半数労働組合等に対し意見を聴くに当たっては、十分な考慮期間を設けること。 
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派遣先は、派遣労働者の受入れに際し、説明会等を実施し、派遣労働者が利用できる派遣先の各
種の福利厚生に関する措置の内容についての説明、派遣労働者が円滑かつ的確に就業するために必
要な、派遣労働者を直接指揮命令する者以外の派遣先の労働者との業務上の関係についての説明及
び職場生活上留意を要する事項についての助言等を行うこと。 

十三 派遣先責任者の適切な選任及び適切な業務の遂行 
派遣先は、派遣先責任者の選任に当たっては、労働関係法令に関する知識を有する者であること、

人事・労務管理等について専門的な知識又は相当期間の経験を有する者であること、派遣労働者の
就業に係る事項に関する一定の決定、変更を行い得る権限を有する者であること等派遣先責任者の
職務を的確に遂行することができる者を選任するよう努めること。 

十四 労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用 
派遣先は、労働者派遣法第四十条の二及び第四十条の三の規定に基づき派遣労働者による常用労

働者の代替及び派遣就業を望まない派遣労働者が派遣就業に固定化されることの防止を図るため、
次に掲げる基準に従い、事業所その他派遣就業の場所(以下「事業所等」という。)ごとの業務につ
いて、派遣元事業主から労働者派遣法第四十条の二第二項の派遣可能期間を超える期間継続して労
働者派遣(同条第一項各号のいずれかに該当するものを除く。以下この十四において同じ。)の役務
の提供を受けてはならず、また、事業所等における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主か
ら三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない
こと。  
(一) 事業所等については、工場、事務所、店舗等、場所的に他の事業所その他の場所から独立し
ていること、経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性
を有すること、一定期間継続し、施設としての持続性を有すること等の観点から実態に即して判
断すること。 

(二) 事業所等における組織単位については、労働者派遣法第四十条の三の労働者派遣の役務の提
供を受ける期間の制限の目的が、派遣労働者がその組織単位の業務に長期間にわたって従事する
ことによって派遣就業を望まない派遣労働者が派遣就業に固定化されることを防止することにあ
ることに留意しつつ判断すること。すなわち、課、グループ等の業務としての類似性や関連性が
ある組織であり、かつ、その組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有するもので
あって、派遣先における組織の最小単位よりも一般に大きな単位を想定しており、名称にとらわ
れることなく実態により判断すべきものであること。ただし、小規模の事業所等においては、
組織単位と組織の最小単位が一致する場合もあることに留意すること。 

(三) 派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けていた当該派遣先の事業所等ごとの業務について、
新たに労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、当該新たな労働者派遣の開始と当該新たな労
働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労働者派遣の終了との間の期間が三月を超えな
い場合には、当該派遣先は、当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労働
者派遣から継続して労働者派遣の役務の提供を受けているものとみなすこと。  

(四) 派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けていた当該派遣先の事業所等における組織単位ご
との業務について、同一の派遣労働者に係る新たな労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、
当該新たな労働者派遣の開始と当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労
働者派遣の終了との間の期間が三月を超えない場合には、当該派遣先は、当該新たな労働者派遣
の役務の受入れの直前に受け入れていた労働者派遣から継続して労働者派遣の役務の提供を受け
ているものとみなすこと。  

(五) 派遣先は、当該派遣先の事業所等ごとの業務について派遣元事業主から三年間継続して労働
者派遣の役務の提供を受けている場合において、派遣可能期間の延長に係る手続を回避すること
を目的として、当該労働者派遣の終了後三月が経過した後に再度当該労働者派遣の役務の提供を
受けるような、実質的に派遣労働者の受入れを継続する行為は、同項の規定の趣旨に反するもの
であること。 

十五 派遣可能期間の延長に係る意見聴取の適切かつ確実な実施 
(一) 意見聴取に当たっての情報提供 

派遣先は、労働者派遣法第四十条の二第四項の規定に基づき、過半数労働組合等(同項に規定す
る過半数労働組合等をいう。以下同じ。)に対し、派遣可能期間を延長しようとする際に意見を聴
くに当たっては、当該派遣先の事業所等ごとの業務について、当該業務に係る労働者派遣の役務
の提供の開始時(派遣可能期間を延長した場合には、当該延長時)から当該業務に従事した派遣労
働者の数及び当該派遣先に期間を定めないで雇用される労働者の数の推移に関する資料等、意見
聴取の際に過半数労働組合等が意見を述べるに当たり参考となる資料を過半数労働組合等に提供
するものとすること。また、派遣先は、意見聴取の実効性を高める観点から、過半数労働組合等
からの求めに応じ、当該派遣先の部署ごとの派遣労働者の数、各々の派遣労働者に係る労働者派
遣の役務の提供を受けた期間等に係る情報を提供することが望ましいこと。  

(二) 十分な考慮期間の設定 
派遣先は、過半数労働組合等に対し意見を聴くに当たっては、十分な考慮期間を設けること。 
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(三) 異議への対処 
イ 派遣先は、派遣可能期間を延長することに対して過半数労働組合等から異議があった場合に、
労働者派遣法第四十条の二第五項の規定により当該意見への対応に関する方針等を説明する
に当たっては、当該意見を勘案して当該延長について再検討を加えること等により、当該過半
数労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めること。 

ロ 派遣先は、派遣可能期間を延長する際に過半数労働組合等から異議があった場合において、
当該延長に係る期間が経過した場合にこれを更に延長しようとするに当たり、再度、過半数労
働組合等から異議があったときは、当該意見を十分に尊重し、派遣可能期間の延長の中止又は
延長する期間の短縮、派遣可能期間の延長に係る派遣労働者の数の削減等の対応を採ることに
ついて検討した上で、その結論をより一層丁寧に当該過半数労働組合等に説明しなければなら
ないこと。 

(四) 誠実な実施 
派遣先は、労働者派遣法第四十条の二第六項の規定に基づき、(一)から(三)までの内容を含め、

派遣可能期間を延長しようとする場合における過半数労働組合等からの意見の聴取及び過半数労
働組合等が異議を述べた場合における当該過半数労働組合等に対する派遣可能期間の延長の理由
等の説明を行うに当たっては、誠実にこれらを行うよう努めなければならないものとすること。

 十六 雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの派遣労働者の受け入れ 
派遣先は、雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストに、当該解雇後三箇月以内に派遣

労働者を受け入れる場合には、必要最小限度の労働者派遣の期間を定めるとともに、当該派遣先に
雇用される労働者に対し労働者派遣の役務の提供を受ける理由を説明する等、適切な措置を講じ、
派遣先の労働者の理解が得られるよう努めること。 

十七 安全衛生に係る措置 
派遣先は、派遣元事業主が派遣労働者に対する雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育を適

切に行えるよう、当該派遣労働者が従事する業務に係る情報を派遣元事業主に対し積極的に提供す
るとともに、派遣元事業主から雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育の委託の申入れがあっ
た場合には可能な限りこれに応じるよう努めること、派遣元事業主が健康診断等の結果に基づく就
業上の措置を講ずるに当たって、当該措置に協力するよう要請があった場合には、これに応じ、必
要な協力を行うこと等、派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配慮を行
うこと。 

十八 紹介予定派遣 
(一) 紹介予定派遣を受け入れる期間 

派遣先は、紹介予定派遣を受け入れるに当たっては、六箇月を超えて、同一の派遣労働者を受
け入れないこと。 

(二) 職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示 
派遣先は、紹介予定派遣を受け入れた場合において、職業紹介を受けることを希望しなかった

場合又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣元事業主の求めに応じ、
それぞれその理由を派遣元事業主に対して書面、ファクシミリ又は電子メールその他のその受信
をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法
律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この(二)において「電子メール等」
という。)(当該派遣元事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成するこ
とができるものに限る。)により明示すること。 

(三) 派遣先が特定等に当たり労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の
充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第九条の趣旨に照らし講ずべき措置 
① 派遣先は、紹介予定派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為又は派遣労働者
の特定(以下「特定等」という。)を行うに当たっては、次に掲げる措置を講ずること。 
ア ②に該当するときを除き、派遣労働者の年齢を理由として、特定等の対象から当該派遣労
働者を排除しないこと。 

イ 派遣先が職務に適合する派遣労働者を受け入れ又は雇い入れ、かつ、派遣労働者がその年
齢にかかわりなく、その有する能力を有効に発揮することができる職業を選択することを容
易にするため、特定等に係る職務の内容、当該職務を遂行するために必要とされる派遣労働
者の適性、能力、経験、技能の程度その他の派遣労働者が紹介予定派遣を希望するに当たり
求められる事項をできる限り明示すること。 

② 年齢制限が認められるとき(派遣労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であ
ると認められるとき以外のとき) 
派遣先が行う特定等が次のアからウまでのいずれかに該当するときには、年齢制限をするこ

とが認められるものとする。 
ア 派遣先が、その雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをしている場合
において当該定年の年齢を下回ることを条件として派遣労働者の特定等を行うとき(当該派
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遣労働者について期間の定めのない労働契約を締結することを予定する場合に限る。)。 
イ 派遣先が、労働基準法その他の法令の規定により特定の年齢の範囲に属する労働者の就業
等が禁止又は制限されている業務について当該年齢の範囲に属する派遣労働者以外の派遣労
働者の特定等を行うとき。  

ウ 派遣先の特定等における年齢による制限を必要最小限のものとする観点から見て合理的な
制限である場合として次のいずれかに該当するとき。  
i 長期間の継続勤務による職務に必要な能力の開発及び向上を図ることを目的として、青少
年その他特定の年齢を下回る派遣労働者の特定等を行うとき(当該派遣労働者について期
間の定めのない労働契約を締結することを予定する場合に限り、かつ、当該派遣労働者が
職業に従事した経験があることを特定等の条件としない場合であって学校(小学校(義務教
育学校の前期課程を含む。)及び幼稚園を除く。)、専修学校、職業能力開発促進法(昭和四
十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は同法第二十七条第一項
に規定する職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者として又は当該者と同
等の処遇で採用する予定で特定等を行うときに限る。)。 

ii 当該派遣先が雇用する特定の年齢の範囲に属する特定の職種の労働者(当該派遣先の人
事管理制度に照らし必要と認められるときは、当該派遣先がその一部の事業所において雇
用する特定の職種に従事する労働者。以下「特定労働者」という。)の数が相当程度少ない
場合(特定労働者の年齢について、三十歳から四十九歳までの範囲内において、派遣先が特
定等を行おうとする任意の労働者の年齢の範囲(当該範囲内の年齢のうち最も高いもの(以
下「範囲内最高年齢」という。)と最も低いもの(以下「範囲内最低年齢」という。)との差
(以下「特定数」という。)が四から九までの場合に限る。)に属する労働者数が、範囲内最
高年齢に一を加えた年齢から当該年齢に特定数を加えた年齢までの範囲に属する労働者
数の二分の一以下であり、かつ、範囲内最低年齢から一に特定数を加えた年齢を減じた年
齢から範囲内最低年齢から一を減じた年齢までの範囲に属する労働者数の二分の一以下
である場合をいう。)において、当該職種の業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識
の継承を図ることを目的として、特定労働者である派遣労働者の特定等を行うとき(当該派
遣労働者について期間の定めのない労働契約を締結することを予定する場合に限る。)。 

iii 芸術又は芸能の分野における表現の真実性等を確保するために特定の年齢の範囲に属
する派遣労働者の特定等を行うとき。 

iv 高年齢者の雇用の促進を目的として、特定の年齢以上の高年齢者(六十歳以上の者に限
る。)である派遣労働者の特定等を行うとき、又は特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用
を促進するため、当該特定の年齢の範囲に属する派遣労働者の特定等を行うとき(当該特定
の年齢の範囲に属する労働者の雇用の促進に係る国の施策を活用しようとする場合に限
る。)。 

(四) 派遣先が特定等に当たり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法
律(昭和四十七年法律第百十三号。以下「均等法」という。)第五条及び第七条の趣旨に照らし行
ってはならない措置等 
① 派遣先は、特定等を行うに当たっては、例えば、次に掲げる措置を行わないこと。 
ア 特定等に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。 
イ 特定等に当たっての条件を男女で異なるものとすること。 
ウ 特定に係る選考において、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準につ
いて男女で異なる取扱いをすること。 

エ 特定等に当たって男女のいずれかを優先すること。 
オ 派遣就業又は雇用の際に予定される求人の内容の説明等特定等に係る情報の提供について、
男女で異なる取扱いをすること又は派遣元事業主にその旨要請すること。  

② 派遣先は、特定等に関する措置であって派遣労働者の性別以外の事由を要件とするもののう
ち次に掲げる措置については、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が
当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が派遣就
業又は雇用の際に予定される雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合
でなければ、これを講じてはならない。  
ア 派遣労働者の特定等に当たって、派遣労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件と
すること。 

イ 将来、コース別雇用管理における総合職の労働者として当該派遣労働者を採用することが
予定されている場合に、派遣労働者の特定等に当たって、転居を伴う転勤に応じることがで
きることを要件とすること。 

③ 紹介予定派遣に係る特定等に当たっては、将来、当該派遣労働者を採用することが予定され
ている雇用管理区分において、女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない場合におい
ては、特定等の基準を満たす者の中から男性より女性を優先して特定することその他男性と比
較して女性に有利な取扱いをすることは、均等法第八条に定める雇用の分野における男女の均
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遣労働者について期間の定めのない労働契約を締結することを予定する場合に限る。)。 
イ 派遣先が、労働基準法その他の法令の規定により特定の年齢の範囲に属する労働者の就業
等が禁止又は制限されている業務について当該年齢の範囲に属する派遣労働者以外の派遣労
働者の特定等を行うとき。  

ウ 派遣先の特定等における年齢による制限を必要最小限のものとする観点から見て合理的な
制限である場合として次のいずれかに該当するとき。  
i 長期間の継続勤務による職務に必要な能力の開発及び向上を図ることを目的として、青少
年その他特定の年齢を下回る派遣労働者の特定等を行うとき(当該派遣労働者について期
間の定めのない労働契約を締結することを予定する場合に限り、かつ、当該派遣労働者が
職業に従事した経験があることを特定等の条件としない場合であって学校(小学校(義務教
育学校の前期課程を含む。)及び幼稚園を除く。)、専修学校、職業能力開発促進法(昭和四
十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は同法第二十七条第一項
に規定する職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者として又は当該者と同
等の処遇で採用する予定で特定等を行うときに限る。)。 

ii 当該派遣先が雇用する特定の年齢の範囲に属する特定の職種の労働者(当該派遣先の人
事管理制度に照らし必要と認められるときは、当該派遣先がその一部の事業所において雇
用する特定の職種に従事する労働者。以下「特定労働者」という。)の数が相当程度少ない
場合(特定労働者の年齢について、三十歳から四十九歳までの範囲内において、派遣先が特
定等を行おうとする任意の労働者の年齢の範囲(当該範囲内の年齢のうち最も高いもの(以
下「範囲内最高年齢」という。)と最も低いもの(以下「範囲内最低年齢」という。)との差
(以下「特定数」という。)が四から九までの場合に限る。)に属する労働者数が、範囲内最
高年齢に一を加えた年齢から当該年齢に特定数を加えた年齢までの範囲に属する労働者
数の二分の一以下であり、かつ、範囲内最低年齢から一に特定数を加えた年齢を減じた年
齢から範囲内最低年齢から一を減じた年齢までの範囲に属する労働者数の二分の一以下
である場合をいう。)において、当該職種の業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識
の継承を図ることを目的として、特定労働者である派遣労働者の特定等を行うとき(当該派
遣労働者について期間の定めのない労働契約を締結することを予定する場合に限る。)。 

iii 芸術又は芸能の分野における表現の真実性等を確保するために特定の年齢の範囲に属
する派遣労働者の特定等を行うとき。 

iv 高年齢者の雇用の促進を目的として、特定の年齢以上の高年齢者(六十歳以上の者に限
る。)である派遣労働者の特定等を行うとき、又は特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用
を促進するため、当該特定の年齢の範囲に属する派遣労働者の特定等を行うとき(当該特定
の年齢の範囲に属する労働者の雇用の促進に係る国の施策を活用しようとする場合に限
る。)。 

(四) 派遣先が特定等に当たり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法
律(昭和四十七年法律第百十三号。以下「均等法」という。)第五条及び第七条の趣旨に照らし行
ってはならない措置等 
① 派遣先は、特定等を行うに当たっては、例えば、次に掲げる措置を行わないこと。 
ア 特定等に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。 
イ 特定等に当たっての条件を男女で異なるものとすること。 
ウ 特定に係る選考において、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準につ
いて男女で異なる取扱いをすること。 

エ 特定等に当たって男女のいずれかを優先すること。 
オ 派遣就業又は雇用の際に予定される求人の内容の説明等特定等に係る情報の提供について、
男女で異なる取扱いをすること又は派遣元事業主にその旨要請すること。  

② 派遣先は、特定等に関する措置であって派遣労働者の性別以外の事由を要件とするもののう
ち次に掲げる措置については、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が
当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が派遣就
業又は雇用の際に予定される雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合
でなければ、これを講じてはならない。  
ア 派遣労働者の特定等に当たって、派遣労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件と
すること。 

イ 将来、コース別雇用管理における総合職の労働者として当該派遣労働者を採用することが
予定されている場合に、派遣労働者の特定等に当たって、転居を伴う転勤に応じることがで
きることを要件とすること。 

③ 紹介予定派遣に係る特定等に当たっては、将来、当該派遣労働者を採用することが予定され
ている雇用管理区分において、女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない場合におい
ては、特定等の基準を満たす者の中から男性より女性を優先して特定することその他男性と比
較して女性に有利な取扱いをすることは、均等法第八条に定める雇用の分野における男女の均
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等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的とする措置(ポジティ
ブ・アクション)として、①にかかわらず、行って差し支えない。 

④ 次に掲げる場合において①において掲げる措置を講ずることは、性別にかかわりなく均等な
機会を与えていない、又は性別を理由とする差別的取扱いをしているとは解されず、①にかか
わらず、行って差し支えない。 
ア 次に掲げる職務に従事する派遣労働者に係る場合 

i 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から男女のいずれかのみに従事させるこ
とが必要である職務 

ii 守衛、警備員等防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職務(労働者派遣事
業を行ってはならない警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項各号に掲げる
業務を内容とするものを除く。) 

iii i及びiiに掲げるもののほか、宗教上、風紀上、スポーツにおける競技の性質上その他の
業務の性質上男女のいずれかのみに従事させることについてこれらと同程度の必要性があ
ると認められる職務  

イ 労働基準法第六十一条第一項、第六十四条の二若しくは第六十四条の三第二項の規定によ
り女性を就業させることができず、又は保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三
号)第三条の規定により男性を就業させることができないことから、通常の業務を遂行するた
めに、派遣労働者の性別にかかわりなく均等な機会を与え又は均等な取扱いをすることが困
難であると認められる場合 

ウ 風俗、風習等の相違により男女のいずれかが能力を発揮し難い海外での勤務が必要な場合
その他特別の事情により派遣労働者の性別にかかわりなく均等な機会を与え又は均等な取扱
いをすることが困難であると認められる場合  

(五) 派遣先が特定等に当たり障害者雇用促進法第三十四条の趣旨に照らし行ってはならない措置
等 
① 派遣先は、特定等を行うに当たっては、例えば次に掲げる措置を行わないこと。 
ア 特定等に当たって、障害者であることを理由として、障害者をその対象から排除すること。 
イ 特定等に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。 
ウ 特定等に当たって、障害者でない者を優先すること。 
エ 派遣就業又は雇用の際に予定される求人の内容の説明等の特定等に係る情報の提供につい
て、障害者であることを理由として障害者でない者と異なる取扱いをすること又は派遣元事
業主にその旨要請すること。  

② ①に関し、特定等に際して一定の能力を有することを条件とすることについては、当該条件
が当該派遣先において業務遂行上特に必要なものと認められる場合には、行って差し支えない
こと。一方、特定等に当たって、業務遂行上特に必要でないにもかかわらず、障害者を排除す
るために条件を付すことは、行ってはならないこと。 

③ ①及び②に関し、積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取
り扱うことは、障害者であることを理由とする差別に該当しないこと。 

④ 派遣先は、障害者に対し、面接その他特定することを目的とする行為を行う場合に、派遣元
事業主が障害者雇用促進法第三十六条の二又は第三十六条の三の規定による措置を講ずるため、
派遣元事業主から求めがあったときは、派遣元事業主と協議等を行い、可能な限り協力するよ
う努めなければならないこと。  

派
　

遣
　

法料
資
係
関
Ⅲ

149



150

派
　遣
　法

関
係
資
料

Ⅲ

日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関

する指針 
(平成二十年二月二十八 厚生労働省告示第三十六号) 

(最終改正令和二年一〇月九日厚生労働省告示第三四六号) 
第一 趣旨 

この指針は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年
法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第三章第一節から第三節までの規定により、派遣元
事業主が講ずべき措置に関する指針(平成十一年労働省告示第百三十七号。以下「派遣元指針」という。)
及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成十一年労働省告示第百三十八号。以下「派遣先指針」と
いう。)に加えて、日雇労働者(労働者派遣法第三十五条の四第一項に規定する日雇労働者をいう。以
下単に「日雇労働者」という。)について労働者派遣を行う派遣元事業主及び当該派遣元事業主から労
働者派遣の役務の提供を受ける派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため
に必要な事項を定めたものである。 

第二 日雇派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 
一 労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認 

(一) 派遣先は、労働者派遣契約の締結の申込みを行うに際しては、就業中の日雇派遣労働者(労働
者派遣の対象となる日雇労働者をいう。以下同じ。)を直接指揮命令することが見込まれる者から、
業務の内容、当該業務を遂行するために必要とされる知識、技術又は経験の水準その他労働者派
遣契約の締結に際し定めるべき就業条件の内容を十分に確認すること。 

(二) 派遣元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに際しては、派遣先が求める業
務の内容、当該業務を遂行するために必要とされる知識、技術又は経験の水準、労働者派遣の期
間その他労働者派遣契約の締結に際し定めるべき就業条件を事前にきめ細かに把握すること。 

二 労働者派遣契約の期間の長期化 
派遣元事業主及び派遣先は、労働者派遣契約の締結に際し、労働者派遣の期間を定めるに当たっ

ては、相互に協力しつつ、当該派遣先が労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を勘案して
可能な限り長く定める等、日雇派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をすること。 

三 労働契約の締結に際して講ずべき措置 
派遣元事業主は、労働者を日雇派遣労働者として雇い入れようとするときは、当該日雇派遣労働

者が従事する業務が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施
行令(昭和六十一年政令第九十五号)第四条第一項各号に掲げる業務に該当するかどうか、又は当該
日雇派遣労働者が同条第二項各号に掲げる場合に該当するかどうかを確認すること。 

四 労働契約の期間の長期化 
派遣元事業主は、労働者を日雇派遣労働者として雇い入れようとするときは、当該労働者の希望

及び労働者派遣契約における労働者派遣の期間を勘案して、労働契約の期間について、できるだけ
長期にする、当該期間を当該労働者派遣契約における労働者派遣の期間と合わせる等、日雇派遣労
働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をすること。 

五 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置 
(一) 派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解
除を行おうとする場合には、派遣元事業主の合意を得ること。 

(二) 派遣元事業主及び派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に日雇派遣労働者の責
に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、互いに連携して、
当該派遣先の関連会社での就業のあっせん等により、当該労働者派遣契約に係る日雇派遣労働者
の新たな就業機会の確保を図ること。また、当該派遣元事業主は、当該労働者派遣契約の解除に
当たって、新たな就業機会の確保ができない場合は、まず休業等を行い、当該日雇派遣労働者の
雇用の維持を図るようにするとともに、休業手当の支払等の労働基準法(昭和二十二年法律第四十
九号)等に基づく責任を果たすこと。 

(三) 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働
者派遣契約の解除を行おうとする場合には、日雇派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること
とし、これができないときには、速やかに、損害の賠償を行わなければならないこと。その他派
遣先は、派遣元事業主と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずること。また、派遣元事
業主及び派遣先の双方の責に帰すべき事由がある場合には、派遣元事業主及び派遣先のそれぞれ
の責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮すること。 

(四) 派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行う場合であ
って、派遣元事業主から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行う理由を当該派遣元事
業主に対し明らかにすること。 

第三 労働者派遣契約に定める就業条件の確保 
一 派遣元事業主は、派遣先を定期的に巡回すること等により、日雇派遣労働者の就業の状況が労働
者派遣契約の定めに反していないことの確認等を行うとともに、日雇派遣労働者の適正な派遣就業
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日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関

する指針 
(平成二十年二月二十八 厚生労働省告示第三十六号) 

(最終改正令和二年一〇月九日厚生労働省告示第三四六号) 
第一 趣旨 

この指針は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年
法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第三章第一節から第三節までの規定により、派遣元
事業主が講ずべき措置に関する指針(平成十一年労働省告示第百三十七号。以下「派遣元指針」という。)
及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成十一年労働省告示第百三十八号。以下「派遣先指針」と
いう。)に加えて、日雇労働者(労働者派遣法第三十五条の四第一項に規定する日雇労働者をいう。以
下単に「日雇労働者」という。)について労働者派遣を行う派遣元事業主及び当該派遣元事業主から労
働者派遣の役務の提供を受ける派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため
に必要な事項を定めたものである。 

第二 日雇派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 
一 労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認 

(一) 派遣先は、労働者派遣契約の締結の申込みを行うに際しては、就業中の日雇派遣労働者(労働
者派遣の対象となる日雇労働者をいう。以下同じ。)を直接指揮命令することが見込まれる者から、
業務の内容、当該業務を遂行するために必要とされる知識、技術又は経験の水準その他労働者派
遣契約の締結に際し定めるべき就業条件の内容を十分に確認すること。 

(二) 派遣元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに際しては、派遣先が求める業
務の内容、当該業務を遂行するために必要とされる知識、技術又は経験の水準、労働者派遣の期
間その他労働者派遣契約の締結に際し定めるべき就業条件を事前にきめ細かに把握すること。 

二 労働者派遣契約の期間の長期化 
派遣元事業主及び派遣先は、労働者派遣契約の締結に際し、労働者派遣の期間を定めるに当たっ

ては、相互に協力しつつ、当該派遣先が労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を勘案して
可能な限り長く定める等、日雇派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をすること。 

三 労働契約の締結に際して講ずべき措置 
派遣元事業主は、労働者を日雇派遣労働者として雇い入れようとするときは、当該日雇派遣労働

者が従事する業務が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施
行令(昭和六十一年政令第九十五号)第四条第一項各号に掲げる業務に該当するかどうか、又は当該
日雇派遣労働者が同条第二項各号に掲げる場合に該当するかどうかを確認すること。 

四 労働契約の期間の長期化 
派遣元事業主は、労働者を日雇派遣労働者として雇い入れようとするときは、当該労働者の希望

及び労働者派遣契約における労働者派遣の期間を勘案して、労働契約の期間について、できるだけ
長期にする、当該期間を当該労働者派遣契約における労働者派遣の期間と合わせる等、日雇派遣労
働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をすること。 

五 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置 
(一) 派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解
除を行おうとする場合には、派遣元事業主の合意を得ること。 

(二) 派遣元事業主及び派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に日雇派遣労働者の責
に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、互いに連携して、
当該派遣先の関連会社での就業のあっせん等により、当該労働者派遣契約に係る日雇派遣労働者
の新たな就業機会の確保を図ること。また、当該派遣元事業主は、当該労働者派遣契約の解除に
当たって、新たな就業機会の確保ができない場合は、まず休業等を行い、当該日雇派遣労働者の
雇用の維持を図るようにするとともに、休業手当の支払等の労働基準法(昭和二十二年法律第四十
九号)等に基づく責任を果たすこと。 

(三) 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働
者派遣契約の解除を行おうとする場合には、日雇派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること
とし、これができないときには、速やかに、損害の賠償を行わなければならないこと。その他派
遣先は、派遣元事業主と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずること。また、派遣元事
業主及び派遣先の双方の責に帰すべき事由がある場合には、派遣元事業主及び派遣先のそれぞれ
の責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮すること。 

(四) 派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行う場合であ
って、派遣元事業主から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行う理由を当該派遣元事
業主に対し明らかにすること。 

第三 労働者派遣契約に定める就業条件の確保 
一 派遣元事業主は、派遣先を定期的に巡回すること等により、日雇派遣労働者の就業の状況が労働
者派遣契約の定めに反していないことの確認等を行うとともに、日雇派遣労働者の適正な派遣就業
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の確保のためにきめ細かな情報提供を行う等により派遣先との連絡調整を的確に行うこと。また、
派遣元事業主は、日雇派遣労働者からも就業の状況が労働者派遣契約の定めに反していなかったこ
とを確認すること。 

二 派遣先は、労働者派遣契約を円滑かつ的確に履行するため、次に掲げる措置その他派遣先の実態
に即した適切な措置を講ずること。 
(一) 就業条件の周知徹底 

労働者派遣契約で定められた就業条件について、当該日雇派遣労働者の業務の遂行を指揮命令
する職務上の地位にある者その他の関係者に当該就業条件を記載した書面を交付し、又は就業場
所に掲示する等により、周知の徹底を図ること。 

(二) 就業場所の巡回 
一の労働者派遣契約について少なくとも一回以上の頻度で定期的に日雇派遣労働者の就業場所

を巡回し、当該日雇派遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約の定めに反していないことを確認
すること。  

(三) 就業状況の報告 
日雇派遣労働者を直接指揮命令する者から、一の労働者派遣契約について少なくとも一回以上

の頻度で定期的に当該日雇派遣労働者の就業の状況について報告を求めること。 
(四) 労働者派遣契約の内容の遵守に係る指導 

日雇派遣労働者を直接指揮命令する者に対し、労働者派遣契約の内容に違反することとなる業
務上の指示を行わないようにすること等の指導を徹底すること。 

第四 労働・社会保険の適用の促進 
一 日雇労働被保険者及び日雇特例被保険者に係る適切な手続 

派遣元事業主は、日雇派遣労働者が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十三条第一項
に規定する日雇労働被保険者又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する日
雇特例被保険者に該当し、日雇労働被保険者手帳又は日雇特例被保険者手帳の交付を受けている者
(以下「手帳所持者」という。)である場合には、印紙の貼付等の手続(以下「日雇手続」という。)
を適切に行うこと。 

二 労働・社会保険に係る適切な手続 
派遣元事業主は、その雇用する日雇派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、労働・社会保険に係る

手続を適切に進め、被保険者である旨の行政機関への届出(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第二十七条の二第一項
各号に掲げる書類の届出をいう。以下単に「届出」という。)が必要とされている場合には、当該届
出を行ってから労働者派遣を行うこと。ただし、当該届出が必要となる日雇派遣労働者について労
働者派遣を行う場合であって、当該労働者派遣の開始後速やかに当該届出を行うときは、この限り
でないこと。 

三 派遣先に対する通知 
派遣元事業主は、労働者派遣法第三十五条第一項に基づき、派遣先に対し、日雇派遣労働者につ

いて届出を行っているか否かを通知すること。さらに、派遣元事業主は、日雇派遣労働者が手帳所
持者である場合においては、派遣先に対し、日雇手続を行うか行えないかを通知すること。 

四 届出又は日雇手続を行わない理由に関する派遣先及び日雇派遣労働者への通知 
派遣元事業主は、日雇派遣労働者について届出を行っていない場合には、その具体的な理由を派

遣先及び当該日雇派遣労働者に対し、通知すること。さらに、派遣元事業主は、日雇派遣労働者が
手帳所持者である場合であって、日雇手続を行えないときには、その具体的な理由を派遣先及び当
該日雇派遣労働者に対し、通知すること。 

五 派遣先による届出又は日雇手続の確認 
派遣先は、派遣元事業主が届出又は日雇手続を行う必要がある日雇派遣労働者については、当該

届出を行った又は日雇手続を行う日雇派遣労働者(当該派遣先への労働者派遣の開始後速やかに当
該届出が行われるものを含む。)を受け入れるべきであり、派遣元事業主から日雇派遣労働者につい
て当該届出又は当該日雇手続を行わない理由の通知を受けた場合において、当該理由が適正でない
と考えられる場合には、派遣元事業主に対し、当該日雇派遣労働者について当該届出を行ってから
派遣するよう又は当該日雇手続を行うよう求めること。 

第五 日雇派遣労働者に対する就業条件等の明示 
一 派遣元事業主は、労働基準法第十五条の規定に基づき、日雇派遣労働者との労働契約の締結に際
し、労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項、労働時間に関す
る事項、賃金に関する事項(労使協定に基づく賃金の一部控除の取扱いを含む。)及び退職に関する
事項について、書面の交付(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五条第四項た
だし書の場合においては、同項各号に掲げる方法を含む。以下同じ。)による明示を確実に行うこと。
また、その他の労働条件についても、書面の交付により明示を行うよう努めること。 

二 派遣元事業主は、モデル就業条件明示書(日雇派遣・携帯メール用)の活用等により、日雇派遣労
働者に対し労働者派遣法第三十四条に規定する就業条件等の明示を確実に行うこと。 
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第六 教育訓練の機会の確保等 
一 派遣元事業主は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)及び労働者派遣法第三十条
の四に基づき、日雇派遣労働者の職業能力の開発及び向上を図ること。 

二 派遣元事業主は、日雇派遣労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練
については、派遣就業前に実施しなければならないこと。 

三 派遣元事業主は、日雇派遣労働者が従事する職務を効率的に遂行するために必要な能力を付与す
るための教育訓練を実施するよう努めること。 

四 派遣元事業主は、二及び三に掲げる教育訓練以外の教育訓練については、日雇派遣労働者の職務
の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験等に応じ、実施することが望ましいこと。 

五 派遣元事業主は、日雇派遣労働者又は日雇派遣労働者として雇用しようとする労働者について、
当該労働者の適性、能力等を勘案して、最も適合した就業の機会の確保を図るとともに、就業する
期間及び日、就業時間、就業場所、派遣先における就業環境等について当該労働者の希望と適合す
るような就業機会を確保するよう努めること。 

六 派遣先は、派遣元事業主が行う教育訓練や日雇派遣労働者の自主的な能力開発等の日雇派遣労働
者の教育訓練・能力開発について、可能な限り協力するほか、必要に応じた教育訓練に係る便宜を
図るよう努めること。 

第七 関係法令等の関係者への周知 
一 派遣元事業主は、日雇派遣労働者を登録するためのホームページを設けている場合には、関係法
令等に関するコーナーを設けるなど、日雇派遣労働者となろうとする者に対する関係法令等の周知
を徹底すること。また、派遣元事業主は、登録説明会等を活用して、日雇派遣労働者となろうとす
る者に対する関係法令等の周知を徹底すること。 

二 派遣元事業主は、労働者派遣法の規定による派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置の内容並び
に労働者派遣法第三章第四節に規定する労働基準法等の適用に関する特例等関係法令について、派
遣先、日雇派遣労働者等の関係者への周知の徹底を図るために、文書の配布等の措置を講ずること。 

三 派遣先は、労働者派遣法の規定による派遣先が講ずべき措置の内容及び労働者派遣法第三章第四
節に規定する労働基準法等の適用に関する特例等関係法令について、日雇派遣労働者を直接指揮命
令する者、日雇派遣労働者等の関係者への周知の徹底を図るために、文書の配布等の措置を講ずる
こと。 

四 派遣先は、日雇派遣労働者の受入れに際し、日雇派遣労働者が利用できる派遣先の各種の福利厚
生に関する措置の内容についての説明、日雇派遣労働者が円滑かつ的確に就業するために必要な、
日雇派遣労働者を直接指揮命令する者以外の派遣先の労働者との業務上の関係についての説明及
び職場生活上留意を要する事項についての助言等を行うこと。 

第八 安全衛生に係る措置 
一 派遣元事業主が講ずべき事項 

(一) 派遣元事業主は、日雇派遣労働者に対して、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
第五十九条第一項に規定する雇入れ時の安全衛生教育を確実に行わなければならないこと。その
際、日雇派遣労働者が従事する具体的な業務の内容について、派遣先から確実に聴取した上で、
当該業務の内容に即した安全衛生教育を行うこと。 

(二) 派遣元事業主は、日雇派遣労働者が労働安全衛生法第五十九条第三項に規定する危険有害業
務に従事する場合には、派遣先が同項に規定する危険有害業務就業時の安全衛生教育を確実に行
ったかどうか確認すること。 

二 派遣先が講ずべき事項 
(一) 派遣先は、派遣元事業主が日雇派遣労働者に対する雇入れ時の安全衛生教育を適切に行える
よう、日雇派遣労働者が従事する具体的な業務に係る情報を派遣元事業主に対し積極的に提供す
るとともに、派遣元事業主から雇入れ時の安全衛生教育の委託の申入れがあった場合には可能な
限りこれに応じるよう努める等、日雇派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な
協力や配慮を行うこと。 

(二) 派遣先は、派遣元事業主が日雇派遣労働者に対する雇入れ時の安全衛生教育を確実に行った
かどうか確認すること。 

(三) 派遣先は、日雇派遣労働者の安全と健康の確保に責務を有することを十分に認識し、労働安
全衛生法第五十九条第三項に規定する危険有害業務就業時の安全衛生教育の適切な実施等必要
な措置を確実に行わなければならないこと。 

第九 労働条件確保に係る措置 
一 派遣元事業主は、日雇派遣労働者の労働条件の確保に当たっては、第五の一に掲げる労働条件の
明示のほか、特に次に掲げる事項に留意すること。 
(一) 賃金の一部控除 

派遣元事業主は、日雇派遣労働者の賃金について、その一部を控除する場合には、購買代金、
福利厚生施設の費用等事理明白なものについて適正な労使協定を締結した場合に限り認められ
ることに留意し、不適正な控除が行われないようにすること。 
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第六 教育訓練の機会の確保等 
一 派遣元事業主は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)及び労働者派遣法第三十条
の四に基づき、日雇派遣労働者の職業能力の開発及び向上を図ること。 

二 派遣元事業主は、日雇派遣労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練
については、派遣就業前に実施しなければならないこと。 

三 派遣元事業主は、日雇派遣労働者が従事する職務を効率的に遂行するために必要な能力を付与す
るための教育訓練を実施するよう努めること。 

四 派遣元事業主は、二及び三に掲げる教育訓練以外の教育訓練については、日雇派遣労働者の職務
の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験等に応じ、実施することが望ましいこと。 

五 派遣元事業主は、日雇派遣労働者又は日雇派遣労働者として雇用しようとする労働者について、
当該労働者の適性、能力等を勘案して、最も適合した就業の機会の確保を図るとともに、就業する
期間及び日、就業時間、就業場所、派遣先における就業環境等について当該労働者の希望と適合す
るような就業機会を確保するよう努めること。 

六 派遣先は、派遣元事業主が行う教育訓練や日雇派遣労働者の自主的な能力開発等の日雇派遣労働
者の教育訓練・能力開発について、可能な限り協力するほか、必要に応じた教育訓練に係る便宜を
図るよう努めること。 

第七 関係法令等の関係者への周知 
一 派遣元事業主は、日雇派遣労働者を登録するためのホームページを設けている場合には、関係法
令等に関するコーナーを設けるなど、日雇派遣労働者となろうとする者に対する関係法令等の周知
を徹底すること。また、派遣元事業主は、登録説明会等を活用して、日雇派遣労働者となろうとす
る者に対する関係法令等の周知を徹底すること。 

二 派遣元事業主は、労働者派遣法の規定による派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置の内容並び
に労働者派遣法第三章第四節に規定する労働基準法等の適用に関する特例等関係法令について、派
遣先、日雇派遣労働者等の関係者への周知の徹底を図るために、文書の配布等の措置を講ずること。 

三 派遣先は、労働者派遣法の規定による派遣先が講ずべき措置の内容及び労働者派遣法第三章第四
節に規定する労働基準法等の適用に関する特例等関係法令について、日雇派遣労働者を直接指揮命
令する者、日雇派遣労働者等の関係者への周知の徹底を図るために、文書の配布等の措置を講ずる
こと。 

四 派遣先は、日雇派遣労働者の受入れに際し、日雇派遣労働者が利用できる派遣先の各種の福利厚
生に関する措置の内容についての説明、日雇派遣労働者が円滑かつ的確に就業するために必要な、
日雇派遣労働者を直接指揮命令する者以外の派遣先の労働者との業務上の関係についての説明及
び職場生活上留意を要する事項についての助言等を行うこと。 

第八 安全衛生に係る措置 
一 派遣元事業主が講ずべき事項 

(一) 派遣元事業主は、日雇派遣労働者に対して、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
第五十九条第一項に規定する雇入れ時の安全衛生教育を確実に行わなければならないこと。その
際、日雇派遣労働者が従事する具体的な業務の内容について、派遣先から確実に聴取した上で、
当該業務の内容に即した安全衛生教育を行うこと。 

(二) 派遣元事業主は、日雇派遣労働者が労働安全衛生法第五十九条第三項に規定する危険有害業
務に従事する場合には、派遣先が同項に規定する危険有害業務就業時の安全衛生教育を確実に行
ったかどうか確認すること。 

二 派遣先が講ずべき事項 
(一) 派遣先は、派遣元事業主が日雇派遣労働者に対する雇入れ時の安全衛生教育を適切に行える
よう、日雇派遣労働者が従事する具体的な業務に係る情報を派遣元事業主に対し積極的に提供す
るとともに、派遣元事業主から雇入れ時の安全衛生教育の委託の申入れがあった場合には可能な
限りこれに応じるよう努める等、日雇派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な
協力や配慮を行うこと。 

(二) 派遣先は、派遣元事業主が日雇派遣労働者に対する雇入れ時の安全衛生教育を確実に行った
かどうか確認すること。 

(三) 派遣先は、日雇派遣労働者の安全と健康の確保に責務を有することを十分に認識し、労働安
全衛生法第五十九条第三項に規定する危険有害業務就業時の安全衛生教育の適切な実施等必要
な措置を確実に行わなければならないこと。 

第九 労働条件確保に係る措置 
一 派遣元事業主は、日雇派遣労働者の労働条件の確保に当たっては、第五の一に掲げる労働条件の
明示のほか、特に次に掲げる事項に留意すること。 
(一) 賃金の一部控除 

派遣元事業主は、日雇派遣労働者の賃金について、その一部を控除する場合には、購買代金、
福利厚生施設の費用等事理明白なものについて適正な労使協定を締結した場合に限り認められ
ることに留意し、不適正な控除が行われないようにすること。 
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(二) 労働時間 
派遣元事業主は、集合場所から就業場所への移動時間等であっても、日雇派遣労働者がその指

揮監督の下にあり、当該時間の自由利用が当該日雇派遣労働者に保障されていないため労働時間
に該当する場合には、労働時間を適正に把握し、賃金を支払うこと。 

二 一に掲げる事項のほか、派遣元事業主及び派遣先は、日雇派遣労働者に関して、労働基準法等関
係法令を遵守すること。 

第十 情報の提供 
派遣元事業主は、日雇派遣労働者及び派遣先が良質な派遣元事業主を適切に選択できるよう、労働

者派遣の実績、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した
額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合、教育訓練に関する事項等に関する
情報を事業所への書類の備付け、インターネットの利用その他の適切な方法により提供すること。 

第十一 派遣元責任者及び派遣先責任者の連絡調整等 
一 派遣元責任者は、日雇派遣労働者の就業に関し、労働者派遣法第三十六条に規定する派遣労働者
に対する必要な助言及び指導等を十分に行うこと。 

二 派遣元責任者及び派遣先責任者は、日雇派遣労働者の就業に関し、労働者派遣法第三十六条及び
第四十一条に規定する派遣労働者から申出を受けた苦情の処理、派遣労働者の安全、衛生等に関す
る相互の連絡調整等を十分に行うこと。 

第十二 派遣先への説明 
派遣元事業主は、派遣先が日雇派遣労働者についてこの指針に定める必要な措置を講ずることがで

きるようにするため、派遣先に対し、労働者派遣契約の締結に際し、日雇派遣労働者を派遣すること
が予定されている場合には、その旨を説明すること。また、派遣元事業主は、派遣先に対し、労働者
派遣をするに際し、日雇派遣労働者を派遣する場合には、その旨を説明すること。 

第十三 その他 
日雇派遣労働者について労働者派遣を行う派遣元事業主及び当該派遣元事業主から労働者派遣の役

務の提供を受ける派遣先に対しても、派遣元指針及び派遣先指針は当然に適用されるものであること
に留意すること。  
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１ 労働者派遣とは
～請負等との区分について～
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